
 

 

 関  原  発  第 303 号 

 2 0 2 0 年 9 月 3 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

住  所 大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

申請者名 関 西 電 力 株 式 会 社 

          執行役社長   森 本  孝 

 

 

 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３５号をもちまして申請（２０２０年８

月２０日付け関原発第２６７号で一部補正）いたしました高浜発電所の発電用原

子炉設置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）

を下記のとおり一部補正いたします。 

 

 

記 

 

 

高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号発

電用原子炉施設の変更）を別添のとおり一部補正する。
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本資料のうち、枠囲みの範囲は 

機密に係る事項ですので 

公開することはできません。 



 

 

 

 

別  添 

 

 

別 紙 ２ （ 本  文 ）の一部補正 

添 付 書 類 六の一部補正 

添 付 書 類 八の一部補正 

添 付 書 類 十の一部補正 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

別紙２（本文）の一部補正
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別紙２（本文）を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
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-12- 

 
-12- 
の次頁 

 
-17- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
下 5 行～ 
下 3 行 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（記載の変更） 
 
（記載の変更） 
 
（記載の変更） 
 

 
大津波警報が発表され

た場合  、原則として
循環水ポンプの停止、取
水路防潮ゲートの閉止、
原子炉の停止及び冷却操

作を行う手順を整備す
る。また、「4 台の潮位
計（防護用）のうち、2

台の観測潮位がいずれも
10 分以内に 0.5m 以上下

降し、その後、最低潮位
から 10 分以内に 0.5m 以
上上昇すること、又は 10

分以内に 0.5m 以上上昇
し、その後、最高潮位か
ら 10 分以内に 0.5m 以上
下降すること並びに発電
所構外において、敷地へ
の遡上若しくは水位の低
下による海水ポンプへの
影響のおそれがある潮位

の変動を観測し、その後、
4 台の潮位計（防護用）
のうち、2 台の観測潮位
がいずれも 10 分以内に
0.5m 以上下降すること、
又は 10 分以内に 0.5m 以
上上昇すること。」を１
号及び２号炉当直課長と
３号及び４号炉当直課長
の連携により確認した場
合、循環水ポンプの停止、

取水路防潮ゲートの閉

 
別紙１のとおり変更する。  

 

別紙２のとおり変更する。  

 

別紙３のとおり変更する。 

 

 

大津波警報が発表された
場合等、敷地への遡上若しく
は水位の低下による海水ポ
ンプへの影響のおそれがあ
る津波の襲来が予想される
場合、原則として循環水ポン
プの停止、取水路防潮ゲート
の閉止、原子炉の停止及び冷
却操作を行う手順を整備す
る。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-2- 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
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上 1 行～ 
上 3 行 

止、原子炉の停止及び冷
却操作を行う手順を整備
する。 
 
大津波警報が発表され

た場合  、原則として
循環水ポンプの停止、取
水路防潮ゲートの閉止、
原子炉の停止及び冷却操

作を行う手順を整備す
る。また、「4 台の潮位
計（防護用）のうち、2

台の観測潮位がいずれも
10 分以内に 0.5m 以上下
降し、その後、最低潮位

から 10 分以内に 0.5m 以
上上昇すること、又は 10

分以内に 0.5m 以上上昇
し、その後、最高潮位か
ら 10 分以内に 0.5m 以上

下降すること並びに発電
所構外において、敷地へ
の遡上若しくは水位の低
下による海水ポンプへの
影響のおそれがある潮位
の変動を観測し、その後、
4 台の潮位計（防護用）
のうち、2 台の観測潮位
がいずれも 10 分以内に
0.5m 以上下降すること、
又は 10 分以内に 0.5m 以
上上昇すること。」を１

号及び２号炉当直課長と
３号及び４号炉当直課長
の連携により確認した場
合、循環水ポンプの停止、
取水路防潮ゲートの閉
止、原子炉の停止及び冷
却操作を行う手順を整備
する。 

 
 
 
 
大津波警報が発表された

場合等、敷地への遡上若しく
は水位の低下による海水ポ
ンプへの影響のおそれがあ
る津波の襲来が予想される

場合、原則として循環水ポン
プの停止、取水路防潮ゲート
の閉止、原子炉の停止及び冷
却操作を行う手順を整備す
る。 
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別紙１ 

別紙２ 

 

 

変  更  の  内  容 

 

五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

ロ．発電用原子炉施設の一般構造  

  １号炉、２号炉、３号炉及び４号炉のロ．発電用原子炉施設の一般構造

の記述のうち、(2)耐津波構造に係る記述を以下のとおり変更する。  

 

Ａ．１号炉 

(2) 耐津波構造 

(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計  

設計基準対象施設は、その供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすお

それがある津波（以下「基準津波」という。）に対して、以下の方針に

基づき耐津波設計を行い、その安全機能が損なわれるおそれがない設計

とする。基準津波の定義位置を第 5.10 図に、時刻歴波形を第 5.11 図に

示す。 

また、設計基準対象施設のうち、津波から防護する設備を「設計基準

対象施設の津波防護対象設備」とする。  

a. 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画の

設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から到達又は

流入させない設計とする。また、取水路及び放水路等の経路から流入さ

せない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。  

(a) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び

区画並びに海水ポンプ室、復水タンクは基準津波による遡上波が地上

部から到達・流入するおそれがあるため、津波防護施設及び浸水防止
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設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させ

ない設計とする。  

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性が

あることから、観測潮位による津波襲来の判断基準を設定することで、

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。  

(b) 上記(a)の遡上波については、敷地及び敷地周辺の地形及びその標高、

河川等の存在、設備等の設置状況並びに地震による広域的な隆起・沈降

を考慮して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討する。

また、地震による変状又は繰返し襲来する津波による洗掘・堆積により

地形又は河川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及

ぼす影響を検討する。  

(c) 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性について検

討した上で、流入の可能性のある経路（扉、開口部及び貫通口等）を特

定し、必要に応じ津波防護施設及び浸水防止設備の浸水対策を施すこと

により、津波の流入を防止する設計とする。  

b. 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する設

計とする。具体的な設計内容を以下に示す。  

(a) 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設及び

地下部等における漏水の可能性を検討した上で、漏水が継続すること

による浸水範囲を想定（以下「浸水想定範囲」という。）するととも

に、同範囲の境界において浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、

開口部及び貫通口等）を特定し、浸水防止設備を設置することにより

浸水範囲を限定する設計とする。  

(b) 浸水想定範囲及びその周辺に設計基準対象施設の津波防護対象設備

（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を

除く。）がある場合は、防水区画化するとともに、必要に応じて浸水

量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確認する。  

(c) 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、必要に応

じ排水設備を設置する。  
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c. a.及び b.に規定するもののほか、設計基準対象施設の津波防護対象設

備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を

除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水対策を行うことによ

り津波による影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲を明

確化するとともに、津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保

守的に想定した上で、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路

及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して必要

に応じ浸水対策を施す設計とする。  

d. 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する

設計とする。そのため、海水ポンプについては、基準津波による水位の

低下に対して、海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水が確

保できる設計とする。また、基準津波による水位変動に伴う砂の移動・

堆積及び漂流物に対して非常用海水路及び海水ポンプ室の通水性が確

保でき、かつ取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能保持でき

る設計とする。  

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性があ

ることから、観測潮位による津波襲来の判断基準を設定することで、水

位の低下に対して海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水が

確保できる設計とする。  

e. 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津波に  

対する設計を行うために、津波の伝播特性及び浸水経路等を考慮して、

それぞれの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対して津

波防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また、津波監視

設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計とす

る。 

f. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては、

地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津波

の繰返しの襲来による影響、津波による二次的な影響（洗掘、砂移動及

び漂流物等）及び自然条件（積雪、風荷重等）を考慮する。  
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g. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水ポン

プの取水性の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望

平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。なお、その他の要因によ

る潮位変動についても適切に評価し考慮する。また、地震により陸域の

隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定

される、敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施する。  

基準津波３及び基準津波４に対する津波襲来の判断基準の設定に当た

っては、不確かさとして潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安

全側の設計とする。  

h. a. 及び d. に規定する設計のうち、基準津波３及び基準津波４に対す

るものは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある津波を網羅的に検知できる津波襲来の判断基準の設定が

必須であるため、基準津波３及び基準津波４を用いて津波襲来の判断基

準を設定する。  

基準津波３及び基準津波４は、海底地すべりの崩壊規模が小さくなる

と振幅が小さくなり、海底地すべりの速度（破壊伝播速度）が小さくな

ると振幅が小さくなって周期が長くなる。  

したがって、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を全て包含する波源

とするために、基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速

度の値を固定しない波源として策定する。なお、崩壊規模の上限は、判

読した海底地すべり地形の崩壊部が一度に全て崩壊する場合とし、破壊

伝播速度の上限は、Watts 他の予測式から求まる海底地すべりの速度の

最大値（Umax）とする。 

（第 5.10 図は、変更前の図に同じ。） 

 (ⅱ) 重大事故等対処施設に対する耐津波設計  

重大事故等対処施設は、基準津波に対して、以下の方針に基づき耐津

波設計を行い、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがない設計とする。基準津波の定義位置を第 5.10 図に、時刻歴波形

を第 5.11 図に示す。 
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また、重大事故等対処施設、可搬型重大事故等対処設備、津波防護施

設、浸水防止設備及び津波監視設備の津波から防護する設備を「重大事

故等対処施設の津波防護対象設備」とする。  

a. 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区

画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から到達

又は流入させない設計とする。また、取水路及び放水路等の経路から流

入させない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。  

(a) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止

設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及

び区画並びに海水ポンプ室、復水タンクは基準津波による遡上波が地

上部から到達・流入するおそれがあるため、津波防護施設及び浸水防

止設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入さ

せない設計とする。  

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性が

あることから、観測潮位による津波襲来の判断基準を設定することで、

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。  

(b) 上記(a)の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「(ⅰ) 設計基準対

象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

(c) 取水路又は放水路等の経路から、流入の可能性について検討した上

で、流入の可能性のある経路（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、

必要に応じて実施する浸水対策については、「(ⅰ) 設計基準対象施設

に対する耐津波設計」を適用する。  

b. 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するために必要な機

能への影響を防止する設計とする。具体的には「(ⅰ) 設計基準対象施設

に対する耐津波設計」を適用する。  

c. a.及び b.に規定するもののほか、重大事故等対処施設の津波防護対象設

備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を

除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水対策を行うことによ
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り津波による影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲を明

確化するとともに、必要に応じて実施する浸水対策については、「 (ⅰ) 

設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

d. 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な

機能への影響を防止する設計とする。そのため、海水ポンプについては、

「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

また、大容量ポンプ及び送水車については、基準津波による水位の変

動に対して取水性を確保でき、取水口からの砂の混入に対して、ポンプ

が機能保持できる設計とする。  

e. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持について

は、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

f. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水ポン

プ等の取水性の評価に当たっては、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐

津波設計」を適用する。  

g. 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知できる津

波襲来の判断基準の設定については、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する

耐津波設計」を適用する。  

（第 5.10 図は、変更前の図に同じ。） 

(ⅲ) 特定重大事故等対処施設に対する耐津波設計  

特定重大事故等対処施設は、基準津波に対して、以下の方針に基づき耐

津波設計を行い、原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないことを目的として、特定重大事故等対処施設（一

の施設）（以下「ロ．(2) (ⅲ) 特定重大事故等対処施設に対する耐津波設

計」において「特定重大事故等対処施設」という。）に対して耐津波設計

を行う。基準津波の策定位置を第 5.10 図に、時刻歴波形を第 5.11 図に示

す。 

また、特定重大事故等対処施設、津波防護施設、浸水防止設備及び津波

監視設備の津波から防護する設備を「特定重大事故等対処施設の津波防護
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対象設備」とする。  

a. 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防

止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及

び区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から

到達又は流入させない設計とする。また、取水路及び放水路等の経路か

ら流入させない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。  

(a)  �

(b) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水

防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建

屋及び区画は基準津波による遡上波が地上部から到達又は流入するお

それがあるため、津波防護施設及び浸水防止設備を設置し、基準津波

による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性が

あることから、観測潮位による津波襲来の判断基準を設定することで、

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。  

(c) 上記(b)の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「(ⅰ) 設計基準対

象施設に対する耐津波設計」を適用する。

(d) 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性について検

討した上で、津波が流入する可能性のある経路（扉、開口部及び貫通

口等）を特定し、必要に応じて実施する浸水対策については、「 (ⅰ) 設

計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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b. a.に規定するもののほか、特定重大事故等対処施設の津波防護対象設

備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を

除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水対策を行うことによ

り津波による影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲を明

確化するとともに、必要に応じて実施する浸水対策については、「 (ⅰ) 

設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

c. 　　　　　　　　　　　　による原子炉補助建屋等への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処す　

るために必要な機能への影響を防止する設計とする。そのため、

　　　　　　できる設計とする。 

d. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持について

は、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。基準津

波を一定程度超える津波に対する浸水対策の機能の保持については、

「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を基本とする。  

e. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては、

「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。基準津波を

一定程度超える津波に対する浸水対策の設計に当たっては、「 (ⅰ) 設計

基準対象施設に対する耐津波設計」を基本とする。  

f. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに

　　　　　　　　　の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対

して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。なお、その他の

要因による潮位変動についても適切に評価し考慮する。また、地震によ

り陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデル

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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から算定される、敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施する。 

基準津波３及び基準津波４に対する津波襲来の判断基準の設定に当た

っては、不確かさとして潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安

全側の設計とする。  

g. 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知できる

津波襲来の判断基準の設定については、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対す

る耐津波設計」を適用する。 

（第 5.10 図は、変更前の図に同じ。） 
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Ｃ．３号炉及び４号炉  

(2) 耐津波構造

(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計  

設計基準対象施設は、その供用中に当該施設に大きな影響を及ぼす

おそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して、以下の方

針に基づき耐津波設計を行い、その安全機能が損なわれるおそれがな

い設計とする。基準津波の定義位置を第 5.10図に、時刻歴波形を第 5.11

図に示す。 

また、設計基準対象施設のうち、津波から防護する設備を「設計基

準対象施設の津波防護対象設備」とする。  

a. 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止

設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋

及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上

部から到達又は流入させない設計とする。また、取水路及び放水路

等の経路から流入させない設計とする。具体的な設計内容を以下に

示す。 

(a) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防

止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する

建屋及び区画並びに海水ポンプ室は基準津波による遡上波が地上

部から到達・流入するおそれがあるため、津波防護施設及び浸水

防止設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部から到達又は

流入させない設計とする。  

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能

性があることから、観測潮位による津波襲来の判断基準を設定す

ることで、遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。 

(b) 上記(a)の遡上波については、敷地及び敷地周辺の地形及びその

標高、河川等の存在、設備等の設置状況並びに地震による広域的

な隆起・沈降を考慮して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上

の可能性を検討する。また、地震による変状又は繰返し襲来する

別紙２ 
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津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えら

れる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。  

(c) 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性につい

て検討した上で、流入の可能性のある経路（扉、開口部及び貫通

口等）を特定し、必要に応じ津波防護施設及び浸水防止設備の浸

水対策を施すことにより、津波の流入を防止する設計とする。  

b. 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の

上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防

止する設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。  

(a) 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設

及び地下部等における漏水の可能性を検討した上で、漏水が継続

することによる浸水範囲を想定（以下「浸水想定範囲」という。）

するとともに、同範囲の境界において浸水の可能性のある経路及

び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、浸水防止設備を

設置することにより浸水範囲を限定する設計とする。  

(b) 浸水想定範囲及びその周辺に設計基準対象施設の津波防護対象

設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取

水設備を除く。）がある場合は、防水区画化するとともに、必要

に応じて浸水量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確

認する。 

(c) 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、必要

に応じ排水設備を設置する。 

c. a.及び b.に規定するもののほか、設計基準対象施設の津波防護対

象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取

水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水対策を

行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため、浸水防

護重点化範囲を明確化するとともに、津波による溢水を考慮した浸

水範囲及び浸水量を保守的に想定した上で、浸水防護重点化範囲へ

の浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）

を特定し、それらに対して必要に応じ浸水対策を施す設計とする。 
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d. 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防

止する設計とする。そのため、海水ポンプについては、基準津波に

よる水位の低下に対して、海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に

必要な海水が確保できる設計とする。また、基準津波による水位変

動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対して海水取水トンネル及び

海水ポンプ室の通水性が確保でき、かつ取水口からの砂の混入に対

して海水ポンプが機能保持できる設計とする。  

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性

があることから、観測潮位による津波襲来の判断基準を設定するこ

とで、水位の低下に対して海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に

必要な海水が確保できる設計とする。  

e. 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津

波に対する設計を行うために、津波の伝播特性及び浸水経路等を考

慮して、それぞれの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。）

に対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。

また、津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が

保持できる設計とする。  

f. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たって

は、地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影

響、津波の繰返しの襲来による影響、津波による二次的な影響（洗

掘、砂移動及び漂流物等）及び自然条件（積雪、風荷重等）を考慮

する。 

g. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水

ポンプの取水性の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対

して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。なお、その

他の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮する。また、

地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震

の震源モデルから算定される、敷地の地殻変動量を考慮して安全側

の評価を実施する。  



-15-

基準津波３及び基準津波４に対する津波襲来の判断基準の設定

に当たっては、不確かさとして潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を

考慮した安全側の設計とする。  

h. a. 及び d. に規定する設計のうち、基準津波３及び基準津波４に

対するものは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある津波を網羅的に検知できる津波襲来の判

断基準の設定が必須であるため、基準津波３及び基準津波４を用い

て津波襲来の判断基準を設定する。 

基準津波３及び基準津波４は、海底地すべりの崩壊規模が小さく

なると振幅が小さくなり、海底地すべりの速度（破壊伝播速度）が

小さくなると振幅が小さくなって周期が長くなる。  

したがって、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しくは水

位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を全て包

含する波源とするために、基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模

及び破壊伝播速度の値を固定しない波源として策定する。なお、崩

壊規模の上限は、判読した海底地すべり地形の崩壊部が一度に全て

崩壊する場合とし、破壊伝播速度の上限は、Watts 他の予測式から

求まる海底地すべりの速度の最大値（Umax）とする。 

（第 5.10 図は、変更前の図に同じ。） 

(ⅱ) 重大事故等対処施設に対する耐津波設計  

重大事故等対処施設は、基準津波に対して、以下の方針に基づき耐

津波設計を行い、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがない設計とする。基準津波の定義位置を第 5.10 図に、時刻

歴波形を第 5.11 図に示す。 

また、重大事故等対処施設、可搬型重大事故等対処設備、津波防護

施設、浸水防止設備及び津波監視設備の津波から防護する設備を「重

大事故等対処施設の津波防護対象設備」とする。  

a. 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防

止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建

屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地
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上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水路及び放水

路等の経路から流入させない設計とする。具体的な設計内容を以下

に示す。 

(a) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水

防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包す

る建屋及び区画並びに海水ポンプ室は基準津波による遡上波が地

上部から到達・流入するおそれがあるため、津波防護施設及び浸

水防止設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部から到達又

は流入させない設計とする。  

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能

性があることから、観測潮位による津波襲来の判断基準を設定す

ることで、遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。 

(b) 上記(a)の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「 (ⅰ) 設計

基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

(c) 取水路又は放水路等の経路から、流入の可能性について検討し

た上で、流入の可能性のある経路（扉、開口部及び貫通口等）を

特定し、必要に応じて実施する浸水対策については、「(ⅰ) 設計

基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

b. 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の

上、漏水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するために

必要な機能への影響を防止する設計とする。具体的には「 (ⅰ ) 設

計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

c. a.及び b.に規定するもののほか、重大事故等対処施設の津波防護

対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用

取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水対策

を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため、浸水

防護重点化範囲を明確化するとともに、必要に応じて実施する浸水

対策については、「 (ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」

を適用する。 

d. 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために
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必要な機能への影響を防止する設計とする。そのため、海水ポンプ

については、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適

用する。 

また、大容量ポンプ及び送水車については、基準津波による水位

の変動に対して取水性を確保でき、取水口からの砂の混入に対して、

ポンプが機能保持できる設計とする。  

e. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持につ

いては、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用す

る。 

f. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水

ポンプ等の取水性の評価に当たっては、「 (ⅰ) 設計基準対象施設

に対する耐津波設計」を適用する。  

g. 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水位

の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に

検知できる津波襲来の判断基準の設定については、「(ⅰ) 設計基

準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

（第 5.10 図は、変更前の図に同じ。） 

(ⅲ) 特定重大事故等対処施設に対する耐津波設計  

特定重大事故等対処施設は、基準津波に対して、以下の方針に基づ

き耐津波設計を行い、原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。基準津波の策定位置

を第 5.10 図に、時刻歴波形を第 5.11 図に示す。  

また、特定重大事故等対処施設、津波防護施設、浸水防止設備及び

津波監視設備の津波から防護する設備を「特定重大事故等対処施設の

津波防護対象設備」とする。  

a. 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸

水防止設備及び津波監視設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設

置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から到達又

は流入させない設計とする。また、取水路及び放水路等の経路から
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流入させない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。 

(a) 

(b) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を内包する建屋及び区画

は基準津波による遡上波が地上部から到達又は流入するおそれが

あるため、津波防護施設及び浸水防止設備を設置し、基準津波に

よる遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。  

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能

性があることから、観測潮位による津波襲来の判断基準を設定す

ることで、遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。 

(c) 上記(b)の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「 (ⅰ) 設計基

準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

(d) 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性につい

て検討した上で、津波が流入する可能性のある経路（扉、開口部

及び貫通口等）を特定し、必要に応じて実施する浸水対策につい

ては、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。 

b. a.に規定するもののほか、特定重大事故等対処施設の津波防護対象

設備（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を内

包する建屋及び区画については、浸水対策を行うことにより津波に

よる影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲を明確化

するとともに、必要に応じて実施する浸水対策については、「 (ⅰ) 設

計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

c. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持につ

いては、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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d. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たって

は、「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。  

e. 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知

できる津波襲来の判断基準の設定については、「 (ⅰ) 設計基準対象

施設に対する耐津波設計」を適用する。  

（第 5.10 図は、変更前の図に同じ。） 
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ヌ．その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

 １号炉、２号炉、３号炉及び４号炉のヌ．その他発電用原子炉の附属

施設の構造及び設備の記述のうち、(3)その他の主要な事項の(ⅲ)浸水防

護設備の a. 津波に対する防護設備及び (ⅸ)通信連絡設備に係る記述を

以下のとおり変更する。  

Ａ．１号炉 

(3) その他の主要な事項

(ⅲ) 浸水防護設備 

a. 津波に対する防護設備

設計基準対象施設は、基準津波に対して、その安全機能が損なわれる

おそれがないものでなければならないこと、また、重大事故等対処施設

は、基準津波に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないものでなければならないことから、取水路防潮ゲー

ト、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流防止設備、１号及び２号

炉放水ピット止水板、潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）並び

に海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室浸水防止蓋、中間建屋水密

扉、制御建屋水密扉、貫通部止水処置により、津波から防護する設計と

する。 

取水路防潮ゲートは、防潮壁、ゲート落下機構（電源系及び制御系を

含む。）及びゲート扉体等で構成され、敷地への遡上若しくは水位の低

下による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位に至る前に遠隔閉止を

確実に実施するため、重要安全施設（ＭＳ－１）として設計する。  

取水路防潮ゲート  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  個 数 1 

放水口側防潮堤  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  個 数 1 

防潮扉 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  個 数 1 

屋外排水路逆流防止設備  

別紙３ 



-21-

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  個 数 5 

１号及び２号炉放水ピット止水板  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  個 数 2 

潮位計（防護用）（潮位検出器、監視モニタ（電源系  

含む）） 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（「津波監視設備」と一部兼用及び「計測制御系統施  

設」と兼用） 個 数 4 

衛星電話（津波防護用） 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」と一部兼用 

並びに「計測制御系統施設」と兼用） 個 数 6 

海水ポンプ室浸水防止蓋  個 数 14 

循環水ポンプ室浸水防止蓋  個 数 5 

中間建屋水密扉  

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する  

防護設備」と兼用）  個 数 2 

制御建屋水密扉（１号及び２号炉共用）  

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する  

防護設備」と兼用）   個 数 3 

貫通部止水処置（１号及び２号炉共用）  

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する  

防護設備」と兼用）  個 数 一式 

(ⅸ) 通信連絡設備 

通信連絡設備は、警報装置、通信設備（発電所内）、データ伝送設備

（発電所内）、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

から構成される。  

原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、中央制御室

等から人が立ち入る可能性のある原子炉補助建屋、タービン建屋等の建



-22-

屋内外各所の者への操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等

により行うことができる装置及び音声等により行うことができる設備と

して、警報装置である事故一斉放送装置及び多様性を確保した通信設備

（発電所内）である運転指令設備、電力保安通信用電話設備等を設置又

は保管する設計とする。また、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ

事故状態等の把握に必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所

内）として、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びＳＰＤＳ表

示装置を設置する設計とする。  

なお、警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所

内）については、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が

期待できない場合でも動作可能な設計とする。  

原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、発電所外の

原子力事業本部、本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇

所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる設備とし

て、加入電話、衛星電話（携帯）等の通信設備（発電所外）を設置又は

保管する設計とする。また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援シ

ステム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発

電所外）として、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パ

ラメータ伝送システムを設置する設計とする。

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、

有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成の

専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用で

きる設計とする。  

なお、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）につい

ては、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計とする。  

重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は

保管する。 

重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要
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のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び緊

急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ重大事故等に対処するために必要

なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）を設ける。  

通信設備（発電所内）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛

星電話（固定）、衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装

置は、中央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原子炉補

助建屋等に設置又は保管する設計とする。  

データ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は、原子炉補助建屋に設置し、ＳＰＤＳ表示装置は、緊急時対

策所（緊急時対策所建屋内）に設置する設計とする。  

衛星電話（固定）は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、

屋内で使用できる設計とする。  

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力

電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電

装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装置の電源は、充

電池又は乾電池を使用する設計とする。  

充電池を用いるものについては、充電池の残量が少なくなった場合は、

別の端末と交換することにより、継続して通話ができ、使用後の充電池

は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の電源から充

電することができる設計とする。また、乾電池を用いるものについては、

予備の乾電池と交換することにより、7 日間以上継続して通話ができる

設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については、ディーゼル発

電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設

備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。また、ＳＰ

ＤＳ表示装置については、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源

が喪失した場合においても、代替電源設備である電源車（緊急時対策所

用）から給電できる設計とする。  

重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡
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をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所

外）及び発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）を設ける。  

通信設備（発電所外）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛

星電話（固定）、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、緊急時衛星通

報システム及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、

中央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原子炉補助建屋

等に設置又は保管する設計とする。  

データ伝送設備（発電所外）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送システムは、原子炉補助建屋に設置す

る設計とする。  

衛星電話（固定）、衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムは、

屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設計

とする。 

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力

電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電

装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

衛星電話（携帯）の電源は、充電池を使用しており、充電池の残量が

少なくなった場合は、別の端末と交換することにより、継続して通話が

でき、使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時対策所

建屋内）の電源から充電することができる設計とする。  

衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムの電源は、ディーゼル

発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源

設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、デ

ィーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、

代替電源設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とす

る。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送シ

ステムについては、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失
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した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給

電できる設計とする。  

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へのデータ伝送の機能に係る

設備及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の通信連絡機能に係る設

備としての、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメー

タ伝送システム、緊急時衛星通報システム及び統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備については、固縛又は転倒防止処置を講じ、

基準地震動による地震力に対し、機能喪失しない設計とする。  

空冷式非常用発電装置については、「ヌ．(2)(ⅳ) 代替電源設備」に記

載する。 

電源車（緊急時対策所用）については、「ヌ．(3)(ⅷ) 緊急時対策所」

に記載する。 

事故一斉放送装置  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  一式 

運転指令設備 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

加入電話（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

加入ファクシミリ  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

携帯電話 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  一式 

電力保安通信用電話設備  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

社内ＴＶ会議システム  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 



-26- 

 

衛星電話 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用並びにヘ．(5)(ⅴ)及びヌ．(3)(ⅲ)ａ．と一部兼

用） 一式 

無線通話装置 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

トランシーバー  

（１号、２号、３号及び４号炉共用）  一式 

携行型通話装置  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

緊急時衛星通報システム  

（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

安全パラメータ伝送システム  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

ＳＰＤＳ表示装置（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

携行型通話装置、トランシーバー、衛星電話、統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信連絡設備、緊急時衛星通報システム、安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメータ伝送システム及びＳＰＤ

Ｓ表示装置は、設計基準事故時及び重大事故等時共に使用する。  



-27-

Ｂ．２号炉 

(3) その他の主要な事項

(ⅲ) 浸水防護設備 

a. 津波に対する防護設備

設計基準対象施設は、基準津波に対して、その安全機能が損なわれる

おそれがないものでなければならないこと、また、重大事故等対処施設

は、基準津波に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないものでなければならないことから、取水路防潮ゲー

ト、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流防止設備、１号及び２号

炉放水ピット止水板、潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）並び

に海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室浸水防止蓋、中間建屋水密

扉、制御建屋水密扉、貫通部止水処置により、津波から防護する設計と

する。 

取水路防潮ゲートは、防潮壁、ゲート落下機構（電源系及び制御系を

含む。）及びゲート扉体等で構成され、敷地への遡上若しくは水位の低

下による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位に至る前に遠隔閉止を

確実に実施するため、重要安全施設（ＭＳ－１）として設計する。  

取水路防潮ゲート  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  個 数 1 

放水口側防潮堤  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  個 数 1 

防潮扉 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  個 数 1 

屋外排水路逆流防止設備  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  個 数 5 

１号及び２号炉放水ピット止水板  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  個 数 2 

潮位計（防護用）（潮位検出器、監視モニタ（電源系  

含む）） 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  
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（「津波監視設備」と一部兼用及び「計測制御系統施  

設」と兼用）        個 数 4 

衛星電話（津波防護用） 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」と一部兼用 

並びに「計測制御系統施設」と兼用） 個 数 6 

海水ポンプ室浸水防止蓋  個 数 15 

循環水ポンプ室浸水防止蓋  個 数 2 

中間建屋水密扉  

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する  

防護設備」と兼用）  個 数 3 

制御建屋水密扉（１号及び２号炉共用）  

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する  

防護設備」と兼用）                                 個 数 3 

貫通部止水処置（１号及び２号炉共用）  

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する  

防護設備」と兼用）            個 数 一式 

 

(ⅸ) 通信連絡設備 

通信連絡設備は、警報装置、通信設備（発電所内）、データ伝送設備

（発電所内）、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

から構成される。  

原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、中央制御室

等から人が立ち入る可能性のある原子炉補助建屋、タービン建屋等の建

屋内外各所の者への操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等

により行うことができる装置及び音声等により行うことができる設備と

して、警報装置である事故一斉放送装置及び多様性を確保した通信設備

（発電所内）である運転指令設備、電力保安通信用電話設備等を設置又

は保管する設計とする。また、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ

事故状態等の把握に必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所
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内）として、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びＳＰＤＳ表

示装置を設置する設計とする。  

なお、警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所

内）については、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が

期待できない場合でも動作可能な設計とする。  

原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、発電所外の

原子力事業本部、本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇

所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる設備とし

て、加入電話、衛星電話（携帯）等の通信設備（発電所外）を設置又は

保管する設計とする。また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援シ

ステム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発

電所外）として、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パ

ラメータ伝送システムを設置する設計とする。

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、

有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成の

専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用で

きる設計とする。  

なお、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）につい

ては、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計とする。  

重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は

保管する。 

重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び緊

急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ重大事故等に対処するために必要

なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）を設ける。  

通信設備（発電所内）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛

星電話（固定）、衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装

置は、中央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原子炉補
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助建屋等に設置又は保管する設計とする。  

データ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は、原子炉補助建屋に設置し、ＳＰＤＳ表示装置は、緊急時対

策所（緊急時対策所建屋内）に設置する設計とする。  

衛星電話（固定）は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、

屋内で使用できる設計とする。  

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力

電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電

装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装置の電源は、充

電池又は乾電池を使用する設計とする。  

充電池を用いるものについては、充電池の残量が少なくなった場合は、

別の端末と交換することにより、継続して通話ができ、使用後の充電池

は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の電源から充

電することができる設計とする。また、乾電池を用いるものについては、

予備の乾電池と交換することにより、7 日間以上継続して通話ができる

設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については、ディーゼル発

電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設

備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。また、ＳＰ

ＤＳ表示装置については、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源

が喪失した場合においても、代替電源設備である電源車（緊急時対策所

用）から給電できる設計とする。  

重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所

外）及び発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）を設ける。  

通信設備（発電所外）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛

星電話（固定）、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、緊急時衛星通

報システム及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、
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中央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原子炉補助建屋

等に設置又は保管する設計とする。  

データ伝送設備（発電所外）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送システムは、原子炉補助建屋に設置す

る設計とする。  

衛星電話（固定）、衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムは、

屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設計

とする。 

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力

電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電

装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

衛星電話（携帯）の電源は、充電池を使用しており、充電池の残量が

少なくなった場合は、別の端末と交換することにより、継続して通話が

でき、使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時対策所

建屋内）の電源から充電することができる設計とする。  

衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムの電源は、ディーゼル

発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源

設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、デ

ィーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、

代替電源設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とす

る。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送シ

ステムについては、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失

した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給

電できる設計とする。  

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へのデータ伝送の機能に係る

設備及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の通信連絡機能に係る設

備としての、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメー

タ伝送システム、緊急時衛星通報システム及び統合原子力防災ネットワ
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ークに接続する通信連絡設備については、固縛又は転倒防止処置を講じ、

基準地震動による地震力に対し、機能喪失しない設計とする。  

空冷式非常用発電装置については、「ヌ．(2)(ⅳ) 代替電源設備」に記

載する。 

電源車（緊急時対策所用）については、「ヌ．(3)(ⅷ) 緊急時対策所」

に記載する。 

事故一斉放送装置（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設） 一式 

運転指令設備（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

加入電話（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

加入ファクシミリ（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設） 

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

携帯電話（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  一式 

電力保安通信用電話設備  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

社内ＴＶ会議システム  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設） 

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

衛星電話（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用並びにヘ．(5)(ⅴ)及びヌ．(3)(ⅲ)ａ．と一部兼

用） 一式 

無線通話装置（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

トランシーバー（１号、２号、３号及び４号炉共用）  一式 

携行型通話装置（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

緊急時衛星通報システム（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 
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統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

安全パラメータ伝送システム  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

ＳＰＤＳ表示装置（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

携行型通話装置、トランシーバー、衛星電話、統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信連絡設備、緊急時衛星通報システム、安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメータ伝送システム及びＳＰＤ

Ｓ表示装置は、設計基準事故時及び重大事故等時共に使用する。  
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Ｃ．３号炉及び４号炉  

（3）その他の主要な事項

(ⅲ) 浸水防護設備 

a. 津波に対する防護設備

設計基準対象施設は、基準津波に対して、その安全機能が損なわ

れるおそれがないものでなければならないこと、また、重大事故等

対処施設は、基準津波に対して、重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないものでなければならないことから、

取水路防潮ゲート、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流防止

設備、１号及び２号炉放水ピット止水板、潮位計（防護用）、衛星

電話（津波防護用）並びに、海水ポンプ室浸水防止蓋により、津波

から防護する設計とする。  

取水路防潮ゲートは、防潮壁、ゲート落下機構（電源系及び制御

系を含む。）及びゲート扉体等で構成され、敷地への遡上若しくは

水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位に至る前

に遠隔閉止を確実に実施するため、重要安全施設（ＭＳ－１）とし

て設計する。 

取水路防潮ゲート（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既

設） 

個 数  1 

放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  

個 数  1 

防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  

個 数  1 

屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号及び４号炉共用、

既設） 

個 数  5 

１号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２号、３号及び４号

炉共用、既設）  

個 数  2 
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潮位計（防護用）（潮位検出器、監視モニタ（電源系含む））  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（「津波監視設備」と一部兼用及び「計測制御系統施設」と兼

用） 

個 数  4 

衛星電話（津波防護用） 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」と一部兼用並びに「計

測制御系統施設」と兼用） 

個 数    6 

海水ポンプ室浸水防止蓋（３号及び４号炉共用）  

個 数  80 

(ⅸ) 通信連絡設備 

通信連絡設備は、警報装置、通信設備（発電所内）、データ伝送設

備（発電所内）、通信設備（発電所外）、データ伝送設備（発電所外）

から構成される。  

原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、中央制御

室等から人が立ち入る可能性のある原子炉補助建屋、タービン建屋等

の建屋内外各所の者への操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー

鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うことができ

る設備として、警報装置である事故一斉放送装置及び多様性を確保し

た通信設備（発電所内）である運転指令設備、電力保安通信用電話設

備等を設置又は保管する設計とする。また、緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内）へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できるデータ

伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）及びＳＰＤＳ表示装置を設置する設計とする。  

なお、警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電

所内）については、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電

源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。  
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原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、発電所外

の原子力事業本部、本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の必

要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる設

備として、加入電話、衛星電話（携帯）等の通信設備（発電所外）を

設置又は保管する設計とする。また、発電所内から発電所外の緊急時

対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できるデータ

伝送設備（発電所外）として、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）及び安全パラメータ伝送システムを設置する設計とする。  

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、

有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成

の専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使

用できる設計とする。  

なお、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）につ

いては、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待で

きない場合でも動作可能な設計とする。  

重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置

又は保管する。  

重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及

び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ重大事故等に対処するため

に必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）を設ける。  

通信設備（発電所内）として、重大事故等が発生した場合に必要な

衛星電話（固定）、衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通

話装置は、中央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原

子炉補助建屋等に設置又は保管する設計とする。  

データ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）は、原子炉補助建屋に設置し、ＳＰＤＳ表示装置は、緊

急時対策所（緊急時対策所建屋内）に設置する設計とする。  

衛星電話（固定）は、屋外に設置したアンテナと接続することによ
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り、屋内で使用できる設計とする。  

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動

力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用

発電装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装置の電源は、

充電池又は乾電池を使用する設計とする。  

充電池を用いるものについては、充電池の残量が少なくなった場合

は、別の端末と交換することにより、継続して通話ができ、使用後の

充電池は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の電

源から充電することができる設計とする。また、乾電池を用いるもの

については、予備の乾電池と交換することにより、7 日間以上継続して

通話ができる設計とする。  

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については、ディーゼル

発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電

源設備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。また、

ＳＰＤＳ表示装置については、ディーゼル発電機に加えて、全交流動

力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である電源車（緊急

時対策所用）から給電できる設計とする。  

重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発

電所外）及び発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲ

ＳＳ）等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）を

設ける。 

通信設備（発電所外）として、重大事故等が発生した場合に必要な

衛星電話（固定）、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、緊急時衛

星通報システム及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備は、中央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原子

炉補助建屋等に設置又は保管する設計とする。  

データ伝送設備（発電所外）として、安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送システムは、原子炉補助建屋に
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設置する設計とする。  

衛星電話（固定）、衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システム

は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用でき

る設計とする。  

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動

力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用

発電装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

衛星電話（携帯）の電源は、充電池を使用しており、充電池の残量

が少なくなった場合は、別の端末と交換することにより、継続して通

話ができ、使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時

対策所建屋内）の電源から充電することができる設計とする。  

衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムの電源は、ディーゼ

ル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替

電源設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、

ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合において

も、代替電源設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設

計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送

システムについては、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が

喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電装置

から給電できる設計とする。  

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へのデータ伝送の機能に係

る設備及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の通信連絡機能に係

る設備としての、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パ

ラメータ伝送システム、緊急時衛星通報システム及び統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備については、固縛又は転倒防止

処置を講じ、基準地震動による地震力に対し、機能喪失しない設計と

する。 

空冷式非常用発電装置については、「ヌ．(2)(ⅳ) 代替電源設備」に
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記載する。 

電源車（緊急時対策所用）については、「ヌ．(3)(ⅷ) 緊急時対策所」

に記載する。 

事故一斉放送装置  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）     一式 

運転指令設備 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用）                 一式 

加入電話（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用）                 一式 

加入ファクシミリ  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用）                 一式 

携帯電話（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）   一式 

電力保安通信用電話設備  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用）                 一式 

社内ＴＶ会議システム  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用）                 一式 

衛星電話（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用並びにヘ． (5)(ⅴ)及びヌ．(3)(ⅲ)ａ．と一部

兼用）                       一式 

無線通話装置 

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用）                 一式 

トランシーバー  

（１号、２号、３号及び４号炉共用）          一式 

携行型通話装置  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  
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（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

緊急時衛星通報システム  

（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

安全パラメータ伝送システム  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用） 一式 

ＳＰＤＳ表示装置（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

（ヌ．(3)(ⅷ)と兼用）                 一式 

携行型通話装置、トランシーバー、衛星電話、統合原子力防災ネッ

トワークに接続する通信連絡設備、緊急時衛星通報システム、安全パ

ラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメータ伝送システム及び

ＳＰＤＳ表示装置は、設計基準事故時及び重大事故等時共に使用する。 



 

 

 

 

 

添付書類六の一部補正



6-目-1 
 

添付書類六を以下のとおり補正する。 

頁  行 補 正 前 補 正 後 

 
6-目-1 
～  

6-目-16 

  

（記載変更） 

 

別紙 6-目-1 に変更する。 



別紙 6-目-1 

6-目-2 

別添４ 

 

    添  付  書  類  六 

 

    変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、 

   水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 

 

     令和２年１月２９日付け原規規発第２００１２９２号をもって設置変更許 

可を受けた、高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類六の

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉に係る記述のうち、下記内容を変更又は

追加する。また、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉の各項目について、別

表１のとおり読み替える。 

 

記 

 

 

（１号炉） 

1. 地盤のうち以下を変更又は追加する。 

1.5 敷地の地質・地質構造 

1.5.2 調査結果 

1.5.2.3 敷地の地質構造 

(6) 音海流紋岩と内浦層群の境界 

1.6 原子炉施設（特定重大事故等対処施設を除く。）設置位置付近の地質・地

質構造及び地盤 

1.6.1 調査内容  

(2) 地表弾性波探査及び反射法地震探査 

a. 地表弾性波探査 

b. 反射法地震探査 

(3) ボーリング調査 

(6) 岩石試験 



 

6-目-3 

a. 試料 

(a) 試料の採取位置 

1.7 原子炉施設（特定重大事故等対処施設を除く。）設置位置付近の地盤の安

定性評価 

1.7.1 基礎地盤の安定性評価 

1.7.1.1 地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

(1) 解析条件 

a. 解析断面 

b. 解析モデル及び境界条件 

e. 地下水位 

(3) 解析結果 

a. 支持力に対する安全性 

b. すべりに対する安全性 

c. 基礎底面の傾斜に対する安全性 

1.7.1.3 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

1.7.2 周辺斜面の安定性評価 

(1) 解析条件 

a. 解析断面 

b. 解析モデル及び境界条件 

e. 地下水位 

(3) 解析結果 

 

6. 津波のうち以下を変更又は追加する。 

6.2 基準津波の策定 

6.2.1 津波伝播計算手法及び計算条件 

6.2.2 地震に起因する津波 

6.2.2.1 評価方法 

6.2.2.3 検討対象波源の選定 

(2) パラメータスタディ 

6.2.3 地震以外に起因する津波 



 

6-目-4 

6.2.3.1 海底地すべりによる津波の評価 

(4) 海底地すべりによる津波の評価方法 

(5) 海底地すべりによる津波の評価結果 

(6) 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある波源の確認 

6.2.3.2 陸上の斜面崩壊（地すべり）に起因する津波評価 

(1) 検討対象となる陸上の斜面崩壊（地すべり）の選定 

(2) 陸上の斜面崩壊（地すべり）の津波評価方法 

6.2.5 基準津波の選定 

6.2.6 基準津波の超過確率の参照 

6.2.6.3 津波ハザード評価結果 

6.3 津波に対する安全性 

6.4 参考文献 
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表 

第 1.7.8 表 支持力に対する解析結果（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.15 表 すべり安全率一覧表（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.22 表 緊急時対策所の相対変位と傾斜（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.26 表 すべり安全率一覧表（Ｊ－Ｊ ’） 

第 6.2.1 表 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件 

第 6.2.2 表 津波シミュレーションの詳細計算手法および計算条件 

第 6.2.11 表 海底地すべりによる津波水位評価結果 

第 6.2.12 表 海底地すべりによる津波水位評価結果（Es－G3、Es

－G101、Es－K5、Es－K6、Es－K7、Es－T2、Es－

T8、Es－T13、Es－T14） 

第 6.2.13 表  Huber and Hager(1997)による水位予測式を用いた選

定結果 

第 6.2.20 表 敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへ

の影響のおそれがある波源の確認結果 

第 6.2.21 表 津波警報等が発表されない場合の津波水位計算結果 

第 6.3.1 表(1) 砂移動に関する数値計算条件 

第 6.3.1 表(2) 砂移動に関する数値計算条件 
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図 

第 1.5.59 図(1) 音海流紋岩と内浦層群の境界部のボーリング調査結果

（No.3 孔） 

第 1.5.61 図 内浦層群と音海流紋岩、音海流紋岩と大浦層との地質

境界の分布状況 

第 1.6.1 図 弾性波探査及び岩石試験試料採取位置図 

第 1.6.2 図 反射法地震探査位置図 

第 1.6.3 図 ボーリング調査位置図 

第 1.7.1 図 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の配置並び

に解析断面位置図 

第 1.7.8 図 解析用要素分割図（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.19 図 解析用地下水位（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.20 図 評価対象斜面及び解析断面位置図 

第 6.2.3 図(2)  詳細津波計算モデル（敷地内） 

第 6.2.19 図(1) Kinematic モデルによる計算条件（エリア A：Es－

G3） 

第 6.2.19 図(2) Kinematic モデルによる計算条件（エリア B：Es－

K5） 

第 6.2.19 図(3) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T2） 

第 6.2.20 図 海底地形変化量分布図（Es－G101、Es－K6、Es－

K7、Es－T8、Es－T13、Es－T14） 

第 6.2.21 図 Watts 他による初期水位波形及び計算条件（ Es－

G101、Es－K6、Es－K7、Es－T8、Es－T13、Es－

T14） 
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第 6.2.22 図(1) Kinematic モデルによる計算条件（エリア A：Es－

G101） 

第 6.2.22 図(2) Kinematic モデルによる計算条件（エリア B：Es－

K6） 

第 6.2.22 図(3) Kinematic モデルによる計算条件（エリア B：Es－

K7） 

第 6.2.22 図(4) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T8） 

第 6.2.22 図(5) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T13） 

第 6.2.22 図(6) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T14） 

第 6.2.23 図 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認 

第 6.2.28 図 基準津波の時刻歴波形 

第 6.2.30 図 基準津波定義位置における平均ハザード曲線 

第 6.3.3 図(1) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.3 図(2) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.3 図(3) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.3 図(4) 基準津波３の時刻歴波形（水位下降側） 

第 6.3.4 図(1) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.4 図(2) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.4 図(3) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.4 図(4) 基準津波４の時刻歴波形（水位下降側） 

第 6.3.7 図 基準津波３による水位分布図 
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第 6.3.8 図 基準津波４による水位分布図 

第 6.3.11 図(1) 砂移動による地形変化量（基準津波３） 

第 6.3.11 図(2) 砂移動による地形変化量（基準津波３） 

第 6.3.11 図(3) 砂移動による地形変化量（基準津波３） 

第 6.3.12 図(1) 砂移動による地形変化量（基準津波４） 

第 6.3.12 図(2) 砂移動による地形変化量（基準津波４） 

第 6.3.12 図(3) 砂移動による地形変化量（基準津波４） 
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別表 1 

（表） 

変更前 変更後 
 
第 6.2.12 表～第 6.2.18 表 
 

 
第 6.2.13 表～第 6.2.19 表 
 

（図） 

変更前 変更後 
 
第 6.2.20 図～第 6.2.27 図 
 
第 6.3.3 図～第 6.3.4 図 
 
第 6.3.5 図～第 6.3.6 図 
 

 
第 6.2.24 図～第 6.2.31 図 
 
第 6.3.5 図～第 6.3.6 図 
 
第 6.3.9 図～第 6.3.10 図 
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（２号炉） 

1. 地盤のうち以下を変更又は追加する。 

1.5 敷地の地質・地質構造 

1.5.2 調査結果 

1.5.2.3 敷地の地質構造 

(6) 音海流紋岩と内浦層群の境界 

1.6 原子炉施設（特定重大事故等対処施設を除く。）設置位置付近の地質・地

質構造及び地盤 

1.6.1 調査内容  

(2) 地表弾性波探査及び反射法地震探査 

a. 地表弾性波探査 

b. 反射法地震探査 

(3) ボーリング調査 

(6) 岩石試験 

a. 試料 

(a) 試料の採取位置 

1.7 原子炉施設（特定重大事故等対処施設を除く。）設置位置付近の地盤の安

定性評価 

1.7.1 基礎地盤の安定性評価 

1.7.1.1 地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

(1) 解析条件 

a. 解析断面 

b. 解析モデル及び境界条件 

e. 地下水位 

(3) 解析結果 

a. 支持力に対する安全性 

b. すべりに対する安全性 

c. 基礎底面の傾斜に対する安全性 

1.7.1.3 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

1.7.2 周辺斜面の安定性評価 
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(1) 解析条件 

a. 解析断面 

b. 解析モデル及び境界条件 

e. 地下水位 

(3) 解析結果 

 

6. 津波のうち以下を変更又は追加する。 

6.2 基準津波の策定 

6.2.1 津波伝播計算手法及び計算条件 

6.2.2 地震に起因する津波 

6.2.2.1 評価方法 

6.2.2.3 検討対象波源の選定 

(2) パラメータスタディ 

6.2.3 地震以外に起因する津波 

6.2.3.1 海底地すべりによる津波の評価 

(4) 海底地すべりによる津波の評価方法 

(5) 海底地すべりによる津波の評価結果 

(6) 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある波源の確認 

6.2.3.2 陸上の斜面崩壊（地すべり）に起因する津波評価 

(1) 検討対象となる陸上の斜面崩壊（地すべり）の選定 

(2) 陸上の斜面崩壊（地すべり）の津波評価方法 

6.2.5 基準津波の選定 

6.2.6 基準津波の超過確率の参照 

6.2.6.3 津波ハザード評価結果 

6.3 津波に対する安全性 

6.4 参考文献 
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表 

第 1.7.10 表 支持力に対する解析結果（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.19 表 すべり安全率一覧表（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.28 表 緊急時対策所の相対変位と傾斜（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.33 表 すべり安全率一覧表（Ｊ－Ｊ ’） 

第 6.2.1 表 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件 

第 6.2.2 表 津波シミュレーションの詳細計算手法および計算条件 

第 6.2.11 表 海底地すべりによる津波水位評価結果 

第 6.2.12 表 海底地すべりによる津波水位評価結果（Es－G3、Es

－G101、Es－K5、Es－K6、Es－K7、Es－T2、Es－

T8、Es－T13、Es－T14） 

第 6.2.13 表  Huber and Hager(1997)による水位予測式を用いた選

定結果 

第 6.2.20 表 敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへ

の影響のおそれがある波源の確認結果 

第 6.2.21 表 津波警報等が発表されない場合の津波水位計算結果 

第 6.3.1 表(1) 砂移動に関する数値計算条件 

第 6.3.1 表(2) 砂移動に関する数値計算条件 
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図 

第 1.5.59 図(1) 音海流紋岩と内浦層群の境界部のボーリング調査結果

（No.3 孔） 

第 1.5.61 図 内浦層群と音海流紋岩、音海流紋岩と大浦層との地質

境界の分布状況 

第 1.6.1 図 弾性波探査及び岩石試験試料採取位置図 

第 1.6.2 図 反射法地震探査位置図 

第 1.6.3 図 ボーリング調査位置図 

第 1.7.1 図 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の配置並び

に解析断面位置図 

第 1.7.10 図 解析用要素分割図（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.23 図 解析用地下水位（Ｊ－Ｊ ’） 

第 1.7.24 図 評価対象斜面及び解析断面位置図 

第 6.2.3 図(2)  詳細津波計算モデル（敷地内） 

第 6.2.19 図(1) Kinematic モデルによる計算条件（エリア A：Es－

G3） 

第 6.2.19 図(2) Kinematic モデルによる計算条件（エリア B：Es－

K5） 

第 6.2.19 図(3) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T2） 

第 6.2.20 図 海底地形変化量分布図（Es－G101、Es－K6、Es－

K7、Es－T8、Es－T13、Es－T14） 

第 6.2.21 図 Watts 他による初期水位波形及び計算条件（ Es－

G101、Es－K6、Es－K7、Es－T8、Es－T13、Es－

T14） 



 

6-目-14 

第 6.2.22 図(1) Kinematic モデルによる計算条件（エリア A：Es－

G101） 

第 6.2.22 図(2) Kinematic モデルによる計算条件（エリア B：Es－

K6） 

第 6.2.22 図(3) Kinematic モデルによる計算条件（エリア B：Es－

K7） 

第 6.2.22 図(4) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T8） 

第 6.2.22 図(5) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T13） 

第 6.2.22 図(6) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T14） 

第 6.2.23 図 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下によ

る海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認 

第 6.2.28 図 基準津波の時刻歴波形 

第 6.2.30 図 基準津波定義位置における平均ハザード曲線 

第 6.3.3 図(1) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.3 図(2) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.3 図(3) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.3 図(4) 基準津波３の時刻歴波形（水位下降側） 

第 6.3.4 図(1) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.4 図(2) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.4 図(3) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 6.3.4 図(4) 基準津波４の時刻歴波形（水位下降側） 

第 6.3.7 図 基準津波３による水位分布図 
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第 6.3.8 図 基準津波４による水位分布図 

第 6.3.11 図(1) 砂移動による地形変化量（基準津波３） 

第 6.3.11 図(2) 砂移動による地形変化量（基準津波３） 

第 6.3.11 図(3) 砂移動による地形変化量（基準津波３） 

第 6.3.12 図(1) 砂移動による地形変化量（基準津波４） 

第 6.3.12 図(2) 砂移動による地形変化量（基準津波４） 

第 6.3.12 図(3) 砂移動による地形変化量（基準津波４） 
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別表 1 

（表） 

変更前 変更後 
 
第 6.2.12 表～第 6.2.18 表 
 

 
第 6.2.13 表～第 6.2.19 表 
 

（図） 

変更前 変更後 
 
第 6.2.20 図～第 6.2.27 図 
 
第 6.3.3 図～第 6.3.4 図 
 
第 6.3.5 図～第 6.3.6 図 
 

 
第 6.2.24 図～第 6.2.31 図 
 
第 6.3.5 図～第 6.3.6 図 
 
第 6.3.9 図～第 6.3.10 図 
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（３号炉及び４号炉） 

3. 地盤のうち以下を変更又は追加する。 

3.4 敷地の地質・地質構造 

3.4.2 調査結果 

3.4.2.3 敷地の地質構造 

(6) 音海流紋岩と内浦層群の境界 

3.5 原子炉施設（特定重大事故等対処施設を除く。）設置位置付近の地質・地

質構造及び地盤 

3.5.1 調査内容  

(2) 地表弾性波探査及び反射法地震探査 

b. 反射法地震探査 

(3) ボーリング調査 

3.6 原子炉施設（特定重大事故等対処施設を除く。）設置位置付近の地盤の安

定性評価 

3.6.1 基礎地盤の安定性評価 

3.6.1.1 地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

(1) 解析条件 

a. 解析断面 

b. 解析モデル及び境界条件 

e. 地下水位 

(3) 解析結果 

a. 支持力に対する安全性 

b. すべりに対する安全性 

c. 基礎底面の傾斜に対する安全性 

3.6.1.3 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

3.6.2 周辺斜面の安定性評価 

(1) 解析条件 

a. 解析断面 

b. 解析モデル及び境界条件 

e. 地下水位 
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(3) 解析結果 

 

7. 津波のうち以下を変更又は追加する。 

7.2 基準津波の策定 

7.2.1 津波伝播計算手法及び計算条件 

7.2.2 地震に起因する津波 

7.2.2.1 評価方法 

7.2.2.3 検討対象波源の選定 

(2) パラメータスタディ 

7.2.3 地震以外に起因する津波 

7.2.3.1 海底地すべりによる津波の評価 

(4) 海底地すべりによる津波の評価方法 

(5) 海底地すべりによる津波の評価結果 

(6) 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある波源の確認 

7.2.3.2 陸上の斜面崩壊（地すべり）に起因する津波評価 

(1) 検討対象となる陸上の斜面崩壊（地すべり）の選定 

(2) 陸上の斜面崩壊（地すべり）の津波評価方法 

7.2.5 基準津波の選定 

7.2.6 基準津波の超過確率の参照 

7.2.6.3 津波ハザード評価結果 

7.3 津波に対する安全性 

7.4 参考文献 
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表 

第 3.6.8 表 支持力に対する解析結果（Ｊ－Ｊ ’） 

第 3.6.15 表 すべり安全率一覧表（Ｊ－Ｊ ’） 

第 3.6.22 表 緊急時対策所の相対変位と傾斜（Ｊ－Ｊ ’） 

第 3.6.24 表 すべり安全率一覧表（Ｊ－Ｊ ’） 

第 7.2.1 表 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件 

第 7.2.2 表 津波シミュレーションの詳細計算手法および計算条件 

第 7.2.11 表 海底地すべりによる津波水位評価結果 

第 7.2.12 表 海底地すべりによる津波水位評価結果（Es－G3、Es

－G101、Es－K5、Es－K6、Es－K7、Es－T2、Es

－T8、Es－T13、Es－T14） 

第 7.2.13 表  Huber and Hager(1997)による水位予測式を用いた選

定結果 

第 7.2.20 表 敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへ

の影響のおそれがある波源の確認結果 

第 7.2.21 表 津波警報等が発表されない場合の津波水位計算結果 

第 7.3.1 表(1) 砂移動に関する数値計算条件 

第 7.3.1 表(2) 砂移動に関する数値計算条件 
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図 

第 3.4.39 図(1) 音海流紋岩と内浦層群の境界部のボーリング調査結果

（No.3 孔） 

第 3.4.41 図 内浦層群と音海流紋岩、音海流紋岩と大浦層との地質

境界の分布状況 

第 3.5.1 図(2) 反射法地震探査位置図 

第 3.5.1 図(3) ボーリング調査位置図 

第 3.6.1 図 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の配置並び

に解析断面位置図 

第 3.6.8 図 解析用要素分割図（Ｊ－Ｊ ’） 

第 3.6.19 図 解析用地下水位（Ｊ－Ｊ ’） 

第 3.6.20 図 評価対象斜面及び解析断面位置図 

第 7.2.3 図(2)  詳細津波計算モデル（敷地内） 

第 7.2.19 図(1) Kinematic モデルによる計算条件（エリア A：Es－

G3） 

第 7.2.19 図(2) Kinematic モデルによる計算条件（エリア B：Es－

K5） 

第 7.2.19 図(3) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T2） 

第 7.2.20 図 海底地形変化量分布図（Es－G101、Es－K6、Es－

K7、Es－T8、Es－T13、Es－T14） 

第 7.2.21 図 Watts 他による初期水位波形及び計算条件（ Es－

G101、Es－K6、Es－K7、Es－T8、Es－T13、Es－

T14） 

第 7.2.22 図(1) Kinematic モデルによる計算条件（エリア A：Es－
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G101） 

第 7.2.22 図(2) Kinematic モデルによる計算条件（エリア B：Es－

K6） 

第 7.2.22 図(3) Kinematic モデルによる計算条件（エリア B：Es－

K7） 

第 7.2.22 図(4) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T8） 

第 7.2.22 図(5) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T13） 

第 7.2.22 図(6) Kinematic モデルによる計算条件（エリア C：Es－

T14） 

第 7.2.23 図 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下によ

る海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認 

第 7.2.28 図 基準津波の時刻歴波形 

第 7.2.30 図 基準津波定義位置における平均ハザード曲線 

第 7.3.3 図(1) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 7.3.3 図(2) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 7.3.3 図(3) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 7.3.3 図(4) 基準津波３の時刻歴波形（水位下降側） 

第 7.3.4 図(1) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 7.3.4 図(2) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 7.3.4 図(3) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

第 7.3.4 図(4) 基準津波４の時刻歴波形（水位下降側） 

第 7.3.7 図 基準津波３による水位分布図 

第 7.3.8 図 基準津波４による水位分布図 
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第 7.3.11 図(1) 砂移動による地形変化量（基準津波３） 

第 7.3.11 図(2) 砂移動による地形変化量（基準津波３） 

第 7.3.11 図(3) 砂移動による地形変化量（基準津波３） 

第 7.3.12 図(1) 砂移動による地形変化量（基準津波４） 

第 7.3.12 図(2) 砂移動による地形変化量（基準津波４） 

第 7.3.12 図(3) 砂移動による地形変化量（基準津波４） 
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別表 1 

（表） 

変更前 変更後 
 
第 7.2.12 表～第 7.2.18 表 
 

 
第 7.2.13 表～第 7.2.19 表 
 

（図） 

変更前 変更後 
 
第 7.2.20 図～第 7.2.27 図 
 
第 7.3.3 図～第 7.3.4 図 
 
第 7.3.5 図～第 7.3.6 図 
 

 
第 7.2.24 図～第 7.2.31 図 
 
第 7.3.5 図～第 7.3.6 図 
 
第 7.3.9 図～第 7.3.10 図 
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別紙 6(1)-6-1 

6. 津波 

6.2 基準津波の策定 

6.2.1 津波伝播計算手法及び計算条件 

津波に伴う水位変動の評価は、非線形長波理論に基づき、差分スキームとし

て Staggered Leap-frog 法を採用した平面二次元モデルによる津波シミュレー

ションプログラムを用いて実施した。 

津波シミュレーションに用いる敷地沿岸域及び海底地形については、海上保

安庁等による海底地形図、海上音波探査記録及び深浅測量結果を用いた。また、

敷地の形状及び標高については、発電所の竣工図を用いた。さらに、津波シミ

ュレーションに用いる数値計算モデルついては、各海水ポンプ室までの水理特

性を考慮した詳細格子分割の数値計算モデル（以下「詳細数値計算モデル」と

いう。）を基本とし、パラメータスタディや津波ハザード評価の計算には、取

水口及び放水口の前面で完全反射条件とした概略数値計算モデルを用いた。計

算上考慮している水深分布図を第 6.2.1 図に、概略数値計算モデルの計算条件

及び計算モデルを第 6.2.1 表と第 6.2.2 図に、詳細数値計算モデルの計算条件及

び計算モデルを第 6.2.2 表と第 6.2.3 図に示す。また、津波シミュレーションに

よる津波水位評価点の位置を第 6.2.4 図に示す。 

ここで、詳細数値計算モデルによる検討に当たっては、潮位条件（朔望平均

満潮位 T.P.+0.49m、朔望平均干潮位 T.P.－0.01m：気象庁・舞鶴検潮所の 2007

年 1 月～2011 年 12 月の 5 ヵ年の記録による）に加えて、水位上昇に関する検

討では１～４号炉までの循環水ポンプ及び海水ポンプの稼動をすべて停止した

条件を、水位下降に関する検討では海水ポンプをすべて稼動した条件及び断層

活動に伴う地盤変動を考慮した。ただし、津波警報等が発表されない場合(66)

の水位下降に関する検討では、１～４号炉までの循環水ポンプ及び海水ポンプ

をすべて稼働した条件を考慮した。 

また、取水路内に設置した１号、２号、３号及び４号炉取水路防潮ゲート（以

下「取水路防潮ゲート」という。）及び放水路付近の敷地を囲むように設置し

た１号、２号、３号及び４号炉放水口側防潮堤（以下「放水口側防潮堤」とい
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う。）を計算モデルに反映したほか、取水口及び放水口付近の陸側境界条件に

ついて陸上遡上を考慮し、取水口及び放水口のカーテンウォールについては、

本間公式及び土木研究所(1996) (11)による計算式から、越流量及び開口部通過流

量を計算した。 

さらに、取水路防潮ゲートについては、遠隔操作によるゲート閉止に必要な

時間を考慮して、閉止時間前に第 1 波のピークが到達する津波に対しては「開」

の条件とし、それ以外の津波については「閉」の条件を設定した。ただし、津

波警報等が発表されない場合(66)では、取水路防潮ゲートを閉止できないことか

ら、取水路防潮ゲートについては「開」の条件を設定した。なお、取水路防潮

ゲート「開」時の開口部より上部については、計算上カーテンウォールとして

取り扱った。 

１号炉及び２号炉海水ポンプ室の取水経路である１号及び２号炉非常用海水

路、３号及び４号炉海水ポンプ室（以下「３，４号炉海水ポンプ室」という。）

の取水経路である３号及び４号炉海水取水トンネル並びに海水路については、

平面二次元モデルによる津波シミュレーションに仮想スロットモデルによる一

次元不定流計算を接続して検討を行った。 

 

6.2.2 地震に起因する津波 

6.2.2.1 評価方法 

地震に起因する津波に伴う水位変動の評価は、土木学会(2016)(8)に基づき実

施した。 

まず、既往津波について津波シミュレーションを行い、計算結果と実際の

津波痕跡高との比較による既往津波の再現性の検討を行い、数値計算モデル

及び計算方法の妥当性確認を行った。 

次に、文献調査及び敷地周辺の地質調査結果から検討対象となる海域活断

層を抽出し、パラメータスタディを行うことにより、敷地への影響が最も大

きくなるような検討対象波源を選定した。さらに、選定された検討対象波源

により第 6.2.4 図に示す評価点における水位変動を検討し、潮位条件を考慮し

た津波水位を算出した。 
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6.2.2.3 検討対象波源の選定 

(2) パラメータスタディ 

海域活断層及び日本海東縁部の各断層について、土木学会(2016)(8)に基づ

き、不確定性が存在する因子のうち、広域応力場、断層の位置、傾斜、走

向等を合理的と考えられる範囲で変化させた概略数値計算モデルによるパ

ラメータスタディを実施し、波源モデルの選定を行った。各波源において

水位変動量が最大となったケースの断層パラメータ及び水位変動量を第

6.2.4 表に示す。 

 

6.2.3 地震以外に起因する津波 

6.2.3.1 海底地すべりによる津波の評価 

(4) 海底地すべりによる津波の評価方法 

海底地すべりによる津波の評価では、崩壊前後の海底地すべり地形を元

に初期水位波形を設定し、津波シミュレーションを実施した。初期水位形

状の算出に際しては、複数の手法により行うこととし、Grilli and 

Watts(2005)(37)及び Watts et al.(2005)(38)による予測式（以下「Watts 他の

予測式」という。）及び佐竹・加藤(2002) (39)による運動学的地すべりモデ

ル（以下「Kinematic モデル」という。）による予測方法を用いた。Watts

他の予測式の初期水位波形及び計算条件を第 6.2.18 図に示す。また、

Kinematic モデルによる計算条件を第 6.2.19 図に示す。 

なお、Kinematic モデルに用いる地形データについては、津波計算に用

いる海底地形図（水深メッシュデータ）と、高分解能海上音波探査記録を

用いて算出した海底地形変化のデータ精度が異なるため、海底地形図に海

底地形変化量分布を加えても復元地形（崩壊前の地形）とは一致せず、む

しろ現行の海底地形図が復元地形と一致していることから、現行の海底地

形図を崩壊前の地形とみなすこととした。なお、これによる津波水位評価

結果への影響が小さいことを確認している。 

高分解能海上音波探査記録から判読した海底地すべり地形は、(2)で引用

した山本(1991)(36)のように、実際には複数回の斜面崩壊によって形成され

た可能性がある。しかし、本検討で海底地すべりによる津波の初期水位形
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状の算出に用いるパラメータとしての崩壊規模は、判読した海底すべり地

形の崩壊部が一度にすべて崩壊するものとして設定した。 

また、Kinematic モデルに用いるパラメータのうち、海底地すべりの速

度（破壊伝播速度）や破壊継続時間を明確に定めることができる知見はま

だ十分ではないため、本検討において、破壊伝播速度については、Watts

他の予測式から求まる海底地すべりの速度の最大値(Umax)を基本とした。

破壊継続時間については、地形変化が合理的と考えられる範囲で最速とな

るように設定した。 

海底地すべりによる津波の評価における取水路防潮ゲートの設定は、取

水路防潮ゲート閉止時間前に第 1 波のピークが到達しないことを踏まえた

「閉」条件と、津波警報等が発表されない場合(66)としての「開」条件を、

それぞれ考慮した。 

 (5) 海底地すべりによる津波の評価結果 

津波水位評価の結果を第 6.2.11 表に示す。これによると、評価手法につ

いてはいずれのケースにおいても Kinematic モデルによる方法の影響が大

きい結果となった。 

また、取水路防潮ゲートが「閉」の条件では、水位上昇側において各評

価点で最も影響が大きい波源は、エリアＢの Es－K5 となり、水位下降側

において最も影響が大きい波源は、１号炉及び２号炉海水ポンプ室でエリ

アＢの Es－K5、３，４号炉海水ポンプ室でエリアＣの Es－T2 となった。 

一方、津波警報等が発表されない場合(66)として取水路防潮ゲートが「開」

の条件では、水位上昇側・水位下降側ともに、各評価点で最も影響が大き

い波源はエリアＢの Es－K5 となった。津波水位に関しては、エリアＢの

Es－K5 による津波では、水位上昇側においてすべての海水ポンプ室及び循

環水ポンプ室で敷地高さ（T.P.+3.5m）を上回る水位、水位下降側において

すべての海水ポンプ室で海水ポンプの取水可能水位（１号炉及び２号炉海

水ポンプ：約 T.P.－3.2m、３，４号炉海水ポンプ：約 T.P.－3.5m）を下

回る水位となった。また、エリアＣの Es－T2 による津波では、水位上昇

側において３，４号炉海水ポンプ室で敷地高さ（T.P.+3.5m）を上回る水位

となった。 
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なお、湾の固有周期との共振によって評価点における水位変動が大きく

なる可能性があることから、津波の周期特性が変化することによる影響を

検討するため、破壊伝播速度及び破壊継続時間についてパラメータスタデ

ィを実施した。その結果、これらのパラメータスタディでは津波の振幅及

び周期が変化することが確認されたが、いずれの評価点においても、(4)で

設定した破壊伝播速度及び破壊継続時間の場合に最も水位変動が大きくな

ることが確認された。したがって、湾の固有周期との共振による影響を考

慮しても、海底地すべりによる津波の評価結果に影響がないことを確認し

た。 

(6) 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポン

プへの影響のおそれがある波源の確認 

津波警報等が発表されない場合(66)では、エリアＢ及びエリアＣの最大規

模の波源として抽出した海底地すべりによる津波の水位が、敷地高さを上

回る、または、海水ポンプの取水可能水位を下回る結果となった。このた

め、各エリアで規模が 2 位以下の海底地すべりも対象とした上で、津波警

報等が発表されない場合(66)において敷地への遡上若しくは水位の低下によ

る海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認を行った。 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれが

ある波源の確認においては、耐津波設計で考慮される潮位のバラツキ（水

位上昇側：+0.15m、水位下降側：－0.17m）と高潮の裕度（水位上昇側：

+0.49m）を津波水位計算結果に加味した値を、敷地高さ及び海水ポンプの

取水可能水位と比較した。 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれが

ある波源の確認は、以下の①～③の手順で実施した。 

① 隠岐トラフ海底地すべりを位置・向きによりエリアＡ～Ｃに分類し、

各エリアで規模が 1 位～3 位のものを選定する。 

② 隠岐トラフ海底地すべりのうち、エリアに関わらず、発電所方向に崩

壊するものを選定する。 

③ ①及び②で選定した海底地すべりによる津波の計算結果から、敷地へ

の遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある
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波源を確認する。 

まず、①では、(2)の断面積による規模評価結果を参照し、エリアＡ～Ｃ

で最大規模の海底地すべりに加えて、エリアＢで規模が 2 位及び 3 位の海

底地すべりとして Es－K7 及び Es－K6 を、エリアＣで規模が 2 位及び 3

位の海底地すべりとして Es－T8 及び Es－T13 を、それぞれ選定した。エ

リアＡについては、最大規模の Es－G3 による津波でも敷地への遡上及び

水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがないことから、規模が 2

位及び 3 位の海底地すべりは選定しないこととした。 

②では、隠岐トラフの海底地すべりはほとんどが発電所から遠ざかる方

向に崩壊する形状となっている中で、崩壊の傾向が異なる海底地すべりと

して、崩壊方向が発電所方向に近いものを選定した。その結果、②ではエ

リアＡの Es－G101、エリアＣの Es－T13 及び Es－T14 を選定した。 

①及び②で選定した海底地すべりについて、(3)の手順で算出した海底地

形変化量分布図を第 6.2.20 図に、Watts 他の予測式の初期水位波形及び計

算条件を第 6.2.21 図に、Kinematic モデルによる計算条件を第 6.2.22 図に

示す。また、①及び②で選定した海底地すべりによる津波水位計算結果を

第 6.2.12 表に、各波源の津波水位計算結果に潮位のバラツキ及び高潮の裕

度を加味した値と敷地高さ及び海水ポンプの取水可能水位を比較した結果

を第 6.2.23 図に示す。第 6.2.23 図より、敷地への遡上若しくは水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがある波源は、水位上昇側ではエリア

Ｂの Es－K5（Kinematic モデル）とエリアＣの Es－T2（Kinematic モデ

ル）、水位下降側ではエリアＢの Es－K5（Kinematic モデル）であること

を確認した。 

 

6.2.3.2 陸上の斜面崩壊（地すべり）に起因する津波評価 

(1) 検討対象となる陸上の斜面崩壊（地すべり）の選定 

独立行政法人防災科学技術研究所による地すべり地形分布図データベー

スを基に、発電所から半径約 10km 以内にある地すべり地形のうち、地す

べりの規模と発電所との位置関係等から、発電所に影響のある津波を発生

させる陸上地すべりが存在すると考えられる３つのエリア（内浦湾東方、
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内浦湾南方及び大島半島西方）を抽出した。次に、抽出した対象エリアに

ついて、空中写真・航空レーザー測量結果による地形判読及び現地踏査を

実施し、地すべり地形を抽出した。抽出された地すべり地形に対して、

Huber and Hager(1997)(40)による水位予測式を用いて、詳細検討を実施す

る地すべり地形として内浦湾南方の No.1,10 及び大島半島西方の No.14 を

選定した。選定結果を第 6.2.13 表に、選定した地すべり地形の位置図を第

6.2.24 図に示す。 

(2) 陸上の斜面崩壊（地すべり）の津波評価方法 

選定された地すべり地形について、詳細な地形判読及び現地踏査を行い、

地すべり範囲を推定するとともに、既往の地すべりの幅と厚さの関係、周

辺地形及び現地状況より崩壊土砂の厚さを推定し、崩壊土砂量を想定した。

また、内浦湾南方の No.1 の地すべりについては、周囲の No.2,3 エリアが

古い地すべりと考えられたが、地すべりの明確な新旧区分が困難であった

ため、No.1,2,3 を一体とした陸上地すべりを想定した。また、当該エリア

の一部で実施されている福井県による地すべり調査結果も参考に、既往の

地すべりの幅と厚さの関係、周辺地形及び現地状況から崩壊土砂の厚さを

推定し、崩壊土砂量を想定した。 

想定した地すべり地形を用いて斜面崩壊シミュレーションを実施し、地

すべりが海面に突入する際の挙動を計算した。初期水位形状の算出に際し

ては、複数の手法により行うこととし、Fritz et al.(2009)(41)による波源振

幅予測式を用いた Grilli and Watts(2005)(37)及び Watts et al.(2005)(38)に

よる予測式（以下「Watts 他による方法」という。）及び佐竹・加藤(2002)(39)

を参考にした運動学的モデルによる予測方法（以下「運動学的手法」とい

う。）を用いた。Watts他による方法の初期水位波形及び計算条件を第6.2.25

図に示す。また、運動学的手法による計算条件を第 6.2.26 図に示す。 

 

6.2.5 基準津波の選定 

6.2.5.1 基準津波の選定方針 

津波警報等に基づいて取水路防潮ゲートを閉止する場合に対して、津波警

報等が発表されない場合(66)では津波警報等に基づく取水路防潮ゲート閉止が
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できないことから、これらの２つの場合についてはそれぞれに基準津波を選

定する必要がある。 

また、津波警報等に基づいて取水路防潮ゲートを閉止する場合のうち、取

水路防潮ゲートが閉止された後に津波の第１波が到達する場合（取水路防潮

ゲート「閉」で評価）と、取水路防潮ゲートが閉止される前に津波の第１波

が到達する場合（取水路防潮ゲート「開」で評価）では、評価条件が異なる

ことから、これら２つの場合についてもそれぞれに基準津波を選定する必要

がある。 

取水路側の各評価点（取水路防潮ゲート前面及び各ポンプ室）は、取水路

防潮ゲートの「開」「閉」の違いによって敷地への遡上及び水位の低下によ

る海水ポンプへの影響の観点で重視すべき度合が異なることから、基準津波

の選定においてはこれを考慮する。具体的には、取水路防潮ゲートが「閉」

の場合には、越流による津波浸入の有無の観点から取水路防潮ゲート前面は

評価点として重視する必要があるが、取水路からの津波浸入がないことで水

位変動が比較的小さくなる各ポンプ室を評価点として重視する必要はない。

一方、取水路防潮ゲート「開」の場合には、水位の高低に関わらず津波が浸

入する取水路防潮ゲート前面を評価点として重視する必要はないが、取水路

からの津波浸入によって水位変動が比較的大きくなる各ポンプ室は評価点と

して重視する必要がある。 

上記を前提とした上で、敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへ

の影響の観点から、各評価点において発電所への影響が大きい波源を基準津

波として選定することとし、具体的には以下の①～③の方針とした。 

なお、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそ

れがある波源の確認では、耐津波設計で考慮される潮位のバラツキ（水位上

昇側：+0.15m、水位下降側：－0.17m）と高潮の裕度（水位上昇側：+0.49m）

を津波水位計算結果に加味した値を、敷地高さ及び海水ポンプの取水可能水

位と比較することとした。 

① 敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれ

がある波源がない場合の選定方針 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれが
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ある波源がない場合には、各評価点において最高水位・最低水位となる波

源を基準津波として選定する。ただし、同一の評価点における最高水位・

最低水位が同程度のケースが複数ある場合は、基準津波としては、他の評

価点における最高水位・最低水位の影響が大きなケースを代表として選定

する。 

② 敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれ

がある波源がある場合の選定方針 

耐津波設計における津波防護の観点では、敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがあるすべてのケースに対して安

全機能を損なわないことが求められる。耐津波設計では基準津波を用いて

検討を行うことから、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある波源がある場合は、それらをすべて基準津波とし

て選定する。 

③ 津波警報等が発表されない場合(66)の留意点 

津波警報等が発表されない場合(66)には津波警報等に基づく取水路防潮

ゲート閉止ができないため、耐津波設計においては、ゲート内への津波の

浸入を前提としながら施設の安全性を損なわない設計とする必要がある。

したがって、耐津波設計において敷地への遡上若しくは水位の低下による

海水ポンプへの影響のおそれがある津波波形を網羅的に確認できるように

基準津波を策定する必要がある。 

具体的には、津波警報等が発表されない場合(66)の対象波源である海底地

すべりでは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある波源を確認する際の津波水位計算で設定した崩壊規模及び

破壊伝播速度に対して部分的な崩壊や遅い崩壊となる可能性があり、その

場合でも敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のお

それがある津波は発生し得る。このため、②に基づいて敷地への遡上若し

くは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源を基準津波

として選定する場合には、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しく

は水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがあるすべての海底地す

べりを選定した上で、それぞれの海底地すべりにおける崩壊規模及び破壊



6(1)-6-11 

伝播速度の値は固定しないこととする。 

 

6.2.5.2 基準津波の選定結果（津波警報等が発表されない場合(66)を除く） 

各波源及びそれらの組み合わせ（以下「単体組み合わせ」という。）によ

る津波水位評価結果を第 6.2.17 表及び第 6.2.18 表に示す。 

単体組み合わせによる津波水位評価結果を踏まえ、各評価点で最も水位の

影響が大きい波源（７ケース）を対象に、断層と地すべりによる初期水位を

同一の伝播計算上で考慮した津波シミュレーション（以下「一体計算」とい

う。）を実施した。その結果を第 6.2.19 表に示す。 

各波源及び一体計算による津波水位評価の結果から、取水路防潮ゲート

「閉」条件で評価した波源のうち、取水路防潮ゲート前面、放水口前面及び

放水路（奥）で最高水位となった「若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地

すべり（エリアＢ）の組み合わせ」を基準津波１、取水路防潮ゲート「開」

条件で評価した波源のうち、各ポンプ室で最高水位・最低水位となった「Ｆ

Ｏ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層と陸上地すべり(No.14)の組み合わせ」を基準津

波２として選定した。ここで、水位下降側の評価においては、同じ波源の時

間ずれであるケース④、⑥、⑦が僅差で並ぶ結果であったが、評価対象水位

にも余裕があることから、基準津波としては水位上昇側にも影響があるケー

ス⑦を代表として選定した。 

また、選定した基準津波は、福井県による既往評価や他の行政機関の波源

モデルを用いた評価結果よりも大きな水位となっていることを確認した。 

各波源及び一体計算による津波水位評価結果に基づく敷地への遡上若しく

は水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認結果を第

6.2.20 表に示す。確認の結果、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある波源はなかった。なお、津波到達に対して取

水路防潮ゲート閉止が間に合わない波源に対しては取水路防潮ゲート「開」

条件で評価を実施したが、その場合でも敷地への遡上及び水位の低下による

海水ポンプへの影響のおそれがないことを確認した。 

 

6.2.5.3 津波警報等が発表されない場合(66)の基準津波の選定結果 
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津波警報等が発表されない場合(66)の津波水位計算結果及び敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認結果

を第 6.2.21 表に示す。津波警報等に基づく取水路防潮ゲート閉止ができない

前提で評価した結果、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへ

の影響のおそれがある波源は「海底地すべりエリアＢ（Es－K5、Kinematic

モデル）」及び「海底地すべりエリアＣ（Es－T2、Kinematic モデル）」で

あった。このため、これらをそれぞれ基準津波３及び基準津波４として選定

した。 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがあ

る波源の確認における津波水位計算では、水位変動が最も大きくなるように、

海底地すべりによる津波の初期水位形状の算出に用いるパラメータのうち、

崩壊規模及び破壊伝播速度を保守的に最大値で設定した。選定方針の③に基

づき、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しくは水位の低下による海

水ポンプへの影響のおそれがあるケースをすべて包含する波源とするために、

基準津波３及び基準津波４は、「海底地すべりエリアＢ（Es－K5、Kinematic

モデル）」及び「海底地すべりエリアＣ（Es－T2、Kinematic モデル）」に

おいて崩壊規模及び破壊伝播速度の値を固定しない波源として策定すること

とした。ただし、崩壊規模及び破壊伝播速度は、敷地への遡上若しくは水位

の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認において用いた

値を上限とすることとした。 

 

6.2.5.4 基準津波の策定 

基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよ

う、音海半島から北方に約 2km 離れた海域で定義した。その位置を第 6.2.27

図に、各基準津波の基準津波定義位置における時刻歴波形を第 6.2.28 図に示

す。ただし、基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固

定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝

播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 

なお、基準津波３及び基準津波４では敷地への遡上若しくは水位の低下に

よる海水ポンプへの影響のおそれがあることから、耐津波設計において対策
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を講じる。具体的には、基準津波３及び基準津波４については、若狭湾にお

ける津波の伝播特性により、取水路から海水ポンプ室に至る経路において第

１波より第２波以降の水位変動量が大きくなること並びに津波の第１波の押

し波が敷地へ遡上しないこと及び第１波の引き波による水位の低下に対して

海水ポンプが機能保持できること並びに第２波以降の押し波が敷地に遡上す

るおそれがあること及び第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水

ポンプが機能保持できないおそれがあることを踏まえ、潮位計（防護用）に

より観測された津波の第１波の水位変動量が、敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知できるよ

うに設定する津波襲来の判断基準（以下「取水路防潮ゲートの閉止判断基準」

という。）となった場合に、循環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲートを閉止

することにより第２波以降の浸入を防止することで敷地への遡上及び水位の

低下による海水ポンプへの影響を回避する。よって、安全設計上、敷地への

遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがあるケースを

すべて検知できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定が必須である。そ

こで、耐津波設計では、基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波をすべて検

知できるように取水路防潮ゲートの閉止判断基準を設定する。海底地すべり

を波源とする津波は、崩壊規模が小さくなると振幅が小さくなり、破壊伝播

速度が小さくなると振幅が小さくなって周期が長くなる。基準津波３及び基

準津波４は崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、これらの

パラメータスタディによって敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポ

ンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知できる取水路防潮ゲートの

閉止判断基準を設定する。 

 

6.2.6 基準津波の超過確率の参照 

6.2.6.3 津波ハザード評価結果 

基準津波定義位置における平均ハザード曲線を第 6.2.30 図に示す。基準津

波１及び基準津波２による水位上昇側の水位の年超過確率は 10－4～10－5 程

度、水位下降側の水位の年超過確率は 10－4～10－6 程度である。また、10%ご
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とのフラクタイル曲線を第 6.2.31 図に示す。 

なお、基準津波３及び基準津波４については、海底地すべりによる津波で

あることから水位の年超過確率を求めることはできないが、基準津波３及び

基準津波４による水位は、第 6.2.30 図の平均ハザード曲線上では水位上昇

側・水位下降側ともに年超過確率 10－4～10－5 程度に相当する。 

 

6.3 津波に対する安全性 

策定した４つの基準津波による各評価点での時刻歴波形を第 6.3.1 図、第 6.3.2

図、第 6.3.3 図及び第 6.3.4 図に示す。また、基準津波による発電所周辺の最高

及び最低水位分布図を第 6.3.5 図、第 6.3.6 図、第 6.3.7 図及び第 6.3.8 図に示す。 

基準津波１及び基準津波２による水位上昇に対して、重要な安全機能を有する

施設を内包する建屋及び原子炉補機冷却系の海水ポンプ設置エリアの周辺敷地

高さは T.P.+3.5m であるが、取水路内に取水路防潮ゲートを設置していること、

放水路付近の敷地を囲むように放水口側防潮堤を設置していることから、地盤変

動を考慮しても、敷地に津波が遡上することはない。 

また、基準津波１及び基準津波２による水位は、地盤変動を考慮しても原子炉

補機冷却系の海水ポンプの取水可能水位約 T.P.－3.2m を上回ることから、原子

炉施設の安全性が津波によって影響を受けることはない。 

一方、基準津波３及び基準津波４による水位は、水位上昇において海水ポンプ

設置エリアの周辺敷地高さを上回る。また、基準津波３による水位は、水位下降

において海水ポンプの取水可能水位を下回る。ただし、基準津波３及び基準津波

４に対しては、耐津波設計において、敷地への遡上及び水位の低下による海水ポ

ンプへの影響を回避する設計とする。 

津波による砂移動に関して藤井他(1998)(49)及び高橋他(1999)(51)等(50), (52)～(65)を

参考に実施した砂移動に関する数値シミュレーションによれば、津波による砂移

動に伴う砂の堆積量は、１号及び２号炉非常用海水路の取水口において最大

0.03m 程度であり、１号及び２号炉非常用海水路の取水口は底版から 1.2m 高い

位置に設置され、取水口の開口部が高さ 2.5m であることから、砂の堆積による

通水への影響はない。 

砂移動に関する数値計算条件を第 6.3.1 表に、敷地周辺における砂移動による
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地形変化量を第 6.3.9 図、第 6.3.10 図、第 6.3.11 図及び第 6.3.12 図に示す。 

さらに、１号炉海水ポンプ位置の砂の堆積厚を評価するため、取水路部、１号

及び２号炉非常用海水路部、１号炉及び２号炉海水ポンプ室部を別途１次元でモ

デル化した。１号炉海水ポンプ位置での砂の堆積量を評価した結果、海水ポンプ

下端から底版までの距離 5.95m に対して最大で 0.15m 程度であることから砂の

堆積に伴って閉塞することはなく、原子炉補機冷却系の取水に支障が生じないこ

とを確認した。 

以上のことから、原子炉施設の安全性が、津波により影響を受けるおそれはな

い。 
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第6.2.1表 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定項目 設 定 値 

津波計算 

基礎方程式 非線形長波理論式及び連続式（後藤・小川(1982)(9)） 

変数配置および 

差分スキーム 
Staggered Leap-frog法 

計算条件等 

 

計算領域 
対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約1,500km， 

南北方向約2,000km 

空間格子間隔 1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m 

時間格子間隔 0.3秒 安定条件（CFL条件）を十分満足するように設定 

初期条件 
断層モデルを用いて、 Mansinha and Smylie(1971)(10)の方法により

計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする 

境界 

条件 

沖側 

境界 

特性曲線法をもとに誘導される自由透過の条件 

（後藤・小川(1982)(9)） 

陸域 

境界 
完全反射条件 

海底摩擦 マニングの粗度係数  n=0.030 （土木学会(2016)(8)） 

水平渦動粘性係数 0m2/s 

計算時間 3.0時間（日本海東縁部のケースは6.0時間） 

計算潮位 T.P.0.00m 

津波水位評価 cmを切り上げ、10cm単位で評価 
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第 6.2.2 表 津波シミュレーションの詳細計算手法および計算条件 

設定項目 設 定 値 

津波計算 

基礎方程式 非線形長波理論式及び連続式（後藤・小川(1982)(9)） 

変数配置および 

差分スキーム 
Staggered Leap-frog 法 

計算条件等 
 

計算領域 
対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約 1,500km， 
南北方向約 2,000km 

空間格子間隔 1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m→6.25m→3.125m 

時間格子間隔※ 

地 震 0.05 秒（取水路防潮ゲート開時は 0.025 秒） 

海底 

地すべり 
0.05 秒（取水路防潮ゲート開時は 0.025 秒） 

陸上 

地すべり 
0.025 秒 

初期条件 

地 震 
断層モデルを用いて、 Mansinha and Smylie(1971)(10)の方法
により計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする 

海底 

地すべり 

（Watts 他の予測式） Grilli and Watts(2005)(37)及びWatts et 
al.(2005)(38)の予測式により計算される初期水位分布を初期条
件とする。 
（Kinematic モデルによる方法）Kinematic モデルによる方法
を用いて算出される時間刻みあたりの地形変化量が、海面水位
と海底地形にそのまま反映されるものとする。 

陸上 

地すべり 

（Watts 他による方法）Fritz et al.(2009)(41)による波源振幅予
測式を用いた  Grilli and Watts(2005)(37) 及び Watts et 
al.(2005)(38)による予測式により計算される初期水位分布を初
期条件とする。 

（運動学的手法）土砂崩壊シミュレーションによる時間刻み
あたりの地形変化量が、海面水位と海底地形にそのまま反映
されるものとする。 

境界 

条件 

沖側 

境界 

特性曲線法をもとに誘導される自由透過の条件 
（後藤・小川(1982)(9)） 

陸域 

境界 
完全反射条件（発電所敷地については遡上境界） 

海底摩擦 マニングの粗度係数  n=0.030 （土木学会(2016)(8)） 

水平渦動粘性係数 0m2/s 

計算時間 3.0 時間（日本海東縁部のケースは 6.0 時間） 

計算潮位 水位上昇側 T.P.+0.49m、水位下降側 T.P.0.00m 

評価潮位 
水位上昇側 T.P.+0.49m、水位下降側 T.P.－0.01m 
気象庁・舞鶴検潮所のデータによる(2007 年 1 月～2011 年 12 月の 5 箇年) 

津波水位評価 cm を切り上げ、10cm 単位で評価 

※安定条件(CFL 条件)を十分満足するように設定 
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第6.2.11表 海底地すべりによる津波水位評価結果  

（取水路防潮ゲート「閉」） 

波源モデル
取水路
防潮

ゲート※1

水位上昇 水位下降

取水路
防潮ゲート

前面

（T.P.m）

３，４号炉
循環水

ポンプ室

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

放水口
前面

（T.P.m）

放水路
（奥）

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

エリアA
（Es-G3）

Watts他の
予測式

閉 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.3 -0.3 -0.3 

Kinematic
モデルによる方法

閉 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 1.8 -0.8 -0.8 -0.8 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の
予測式

閉 2.0 0.8 0.8 0.8 1.0 1.9 2.1 -0.7 -0.7 -0.8 

Kinematic
モデルによる方法

閉 4.1 1.2 1.1 1.1 1.3 3.7 4.0 -1.1 -1.0 -1.1 

エリアC
（Es-T2）

Watts他の
予測式

閉 2.4 0.8 0.7 0.7 1.1 1.1 1.3 -0.5 -0.5 -0.8 

Kinematic
モデルによる方法

閉 3.3 1.1 1.1 1.1 1.2 3.7 3.9 -0.9 -0.9 -1.2 

※1  閉：取水路防潮ゲート天端T.P.+8.5mで全閉  

 

（取水路防潮ゲート「開」） 

波源モデル
取水路
防潮

ゲート※1

水位上昇 水位下降

取水路
防潮ゲート

前面

（T.P.m）

３，４号炉
循環水

ポンプ室

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

放水口
前面

（T.P.m）

放水路
（奥）

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

エリアA
（Es-G3）

Watts他の
予測式

開 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.5 -0.6 -1.1 

Kinematic
モデルによる方法

開 2.0 2.3 2.1 2.2 2.6 1.6 1.8 -1.2 -1.4 -2.2 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の
予測式

開 2.2 2.5 2.3 2.4 2.5 1.9 2.1 -1.4 -1.5 -2.1 

Kinematic
モデルによる方法

開 3.6 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7 4.0 -3.6 -3.7 -3.7

エリアC
（Es-T2）

Watts他の
予測式

開 1.4 1.8 1.4 1.6 1.8 1.1 1.4 -1.3 -1.4 -2.2 

Kinematic
モデルによる方法

開 3.2 3.7 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 -2.4 -2.5 -2.8 

※1  開：取水路防潮ゲート４門開  

下線は、各評価点における最高または最低水位を示す。
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第6.2.21表 津波警報等が発表されない場合の津波水位計算結果  

 

（津波水位計算の結果）  

数字はT.P.(m)、赤字は各評価点の最高または最低水位

取水路防潮
ゲート※1 波源モデル

水位上昇 水位下降

取水路防潮
ゲート前面

３，４号炉
循環水ポンプ室

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

放水口
前面

放水路
（奥）

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

開
（Open）

地震以外に
起因する津波

海底
地すべり

エリアA
（Es-G3）

Watts他の予測式 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.5 -0.6 -1.1 

Kinematicモデルによる方法 2.0 2.3 2.1 2.2 2.6 1.6 1.8 -1.2 -1.4 -2.2 

エリアA
（Es-G101）

Watts他の予測式 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.4 -0.5 -1.1 

Kinematicモデルによる方法 0.9 1.0 0.9 0.9 1.1 0.8 0.9 -0.6 -0.7 -1.3 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の予測式 2.2 2.5 2.3 2.4 2.5 1.9 2.1 -1.4 -1.5 -2.1 

Kinematicモデルによる方法 3.6 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7 4.0 -3.6 -3.7 -3.7 

エリアB
（Es-K6）

Watts他の予測式 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 -0.7 -0.8 -1.3 

Kinematicモデルによる方法 2.0 2.3 2.1 2.1 2.3 1.7 1.9 -1.4 -1.5 -2.2 

エリアB
（Es-K7）

Watts他の予測式 1.4 1.7 1.5 1.5 1.7 1.1 1.2 -0.9 -1.0 -1.6 

Kinematicモデルによる方法 2.1 2.3 2.1 2.2 2.6 2.2 2.4 -1.5 -1.6 -2.4 

エリアC
（Es-T2）

Watts他の予測式 1.4 1.8 1.4 1.6 1.8 1.1 1.4 -1.3 -1.4 -2.2 

Kinematicモデルによる方法 3.2 3.7 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 -2.4 -2.5 -2.8 

エリアC
（Es-T8）

Watts他の予測式 1.3 1.7 1.2 1.3 1.6 0.9 1.1 -1.0 -1.0 -1.7 

Kinematicモデルによる方法 1.8 2.1 1.9 2.0 2.1 2.4 2.5 -1.7 -1.9 -2.6 

エリアC
（Es-T13）

Watts他の予測式 0.9 1.2 0.9 1.0 1.3 0.9 0.9 -0.6 -0.7 -1.3 

Kinematicモデルによる方法 1.8 2.0 1.8 1.8 2.1 2.3 2.4 -1.5 -1.6 -2.3 

エリアC
（Es-T14）

Watts他の予測式 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 -0.6 -0.7 -1.2 

Kinematicモデルによる方法 2.0 2.4 2.1 2.2 2.4 1.9 2.0 -1.5 -1.6 -2.1 

基準津波３

基準津波４

 
 

（敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響  

のおそれがある波源の確認結果）  

数字はT.P.(m)

青字は敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある値

津波水位計算結果に潮位のバラツキ（上昇側+0.15m,下降側-0.17m）、高潮の裕度（上昇側+0.49m）を考慮。

※1：閉：取水路防潮ゲート天端TP+8.5mで全閉、 開：両系列のゲートが開いた状態（TP±0~+8.5mはカーテンウォールあり）

取水路防潮
ゲート※1 波源モデル

水位上昇 水位下降

取水路防潮
ゲート前面

３，４号炉
循環水ポンプ室

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

放水口
前面

放水路
（奥）

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

開
（Open）

地震以外に
起因する津波

海底
地すべり

エリアA
（Es-G3）

Watts他の予測式 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 -0.6 -0.7 -1.3 

Kinematicモデルによる方法 2.6 3.0 2.8 2.8 3.2 2.3 2.4 -1.4 -1.5 -2.4 

エリアA
（Es-G101）

Watts他の予測式 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 -0.6 -0.7 -1.2 

Kinematicモデルによる方法 1.5 1.6 1.5 1.5 1.7 1.5 1.6 -0.8 -0.9 -1.5 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の予測式 2.8 3.1 3.0 3.0 3.1 2.6 2.8 -1.5 -1.6 -2.3 

Kinematicモデルによる方法 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 -3.7 -3.8 -3.8 

エリアB
（Es-K6）

Watts他の予測式 1.7 1.9 1.8 1.8 1.9 1.6 1.7 -0.8 -0.9 -1.5 

Kinematicモデルによる方法 2.6 2.9 2.8 2.8 2.9 2.3 2.5 -1.5 -1.7 -2.4 

エリアB
（Es-K7）

Watts他の予測式 2.1 2.4 2.1 2.1 2.3 1.7 1.8 -1.1 -1.2 -1.8 

Kinematicモデルによる方法 2.7 3.0 2.8 2.8 3.2 2.8 3.0 -1.7 -1.8 -2.5 

エリアC
（Es-T2）

Watts他の予測式 2.0 2.4 2.1 2.2 2.5 1.8 2.0 -1.5 -1.6 -2.4 

Kinematicモデルによる方法 3.8 4.3 4.0 4.1 4.3 4.3 4.5 -2.5 -2.6 -2.9 

エリアC
（Es-T8）

Watts他の予測式 2.0 2.3 1.9 1.9 2.3 1.6 1.7 -1.2 -1.2 -1.9 

Kinematicモデルによる方法 2.5 2.7 2.5 2.6 2.8 3.0 3.1 -1.9 -2.0 -2.8 

エリアC
（Es-T13）

Watts他の予測式 1.5 1.8 1.6 1.6 1.9 1.5 1.5 -0.8 -0.9 -1.4 

Kinematicモデルによる方法 2.4 2.6 2.4 2.5 2.8 2.9 3.0 -1.7 -1.8 -2.5 

エリアC
（Es-T14）

Watts他の予測式 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.4 1.5 -0.7 -0.8 -1.4 

Kinematicモデルによる方法 2.7 3.1 2.8 2.9 3.0 2.6 2.7 -1.6 -1.8 -2.3 

施設影響が生じる高さ（上昇側：敷地高さ・防潮ゲート高さ・防潮堤高さ、下降側：取水可能水位） 8.5 3.5 3.5 3.5 3.5 8.0 8.0 -3.2 -3.2 -3.5

基準津波３

基準津波４
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第6.3.1表（1） 砂移動に関する数値計算条件  

設定項目 設定値

砂移動モデル
・藤井他(1998)(49)

による手法

・高橋他(1999)(51)
による手法

解析領域 高浜発電所周辺海域（東西約11.4km、南北約10.2kmの範囲）

空間格子間隔 6.25m→3.125m

時間格子間隔 最小0.10秒

沖側境界条件
・津波シミュレーションで得られる水位及び線流量を砂移動の
　数値シミュレーションの沖側境界条件とする

・解析領域内外への砂の流入出を考慮する

陸側境界条件 完全反射条件

浮遊砂体積濃度
上限値

藤井他(1998)(49)
の手法　1%、5%

高橋他(1999)(51)
の手法　1%

砂の粒径 0.117mm　　（海底土質調査より設定）

砂粒の密度 2.686g/cm3 （海底土質調査より設定）

海水の密度 1.03g/cm3

空隙率 0.4（高橋他(1992)(59)
）

マニングの粗度係数 0.03（土木学会(2002)(8)
）

限界摩擦速度 岩垣式で算定

計算潮位 T.P.±0.0m

計算時間 地震発生後3.0時間

初期砂層厚

・コンクリートブロック、捨石等による海底面被覆部を除いて沖合まで
　初期砂層厚は無限厚さ

・被覆部は、竣工図を基本とし、深浅測量の結果から、中央部は初期堆
　積砂層厚ゼロ、端部は深浅測量の結果を基に砂層厚を設定し、被覆面
　天端以深には洗掘が生じないとする

（土木学会 (2016)(8)）  
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第 6.3.1 表（2） 砂移動に関する数値計算条件  

項目 藤井他(1998)(49)
の手法 高橋他(1999)(51)

の手法

掃流層の
流砂連続式

浮遊層の
流砂連続式

流砂量式

　小林他(1996)(50)
の実験式 高橋他(1999)(51)

の実験式

浮遊砂層への
巻き上げ量

算定式

高橋他(1999)(51)
の実験式

沈降量の
算定式

摩擦速度の
計算式

log-wake則(
にwake関数を付加した式)を鉛直

方向に積分した式より算出

　マニング則より算出
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Z：水深変化量(m)    t：時間(s)    x：平面座標   Q：単位幅、単位時間当たりの掃流砂量(m3/s/m) 
τ*：シールズ数      σ：砂粒の密度(g/cm3)  ρ：海水の密度(g/cm3)    s：=σ/ρ－1 
g：重力加速度(m/s2)   d：砂の粒径(mm)    U：流速(m/s)         D：全水深(m) 
η: Manningの粗度係数（=0.03m－1/3・s 土木学会(2016)(8)より）  
w：土粒子の沈降速度（Rubey式より算出）(m/s) 
α：局所的な外力のみに移動を支配される成分が全流砂量に占める比率（=0.1，藤井他(1998)(49)より）  
kZ：鉛直拡散係数（0.2κ・u*・h，藤井他(1998) (49)より）(m2/s) 
κ：カルマン定数（=0.4，藤井他(1998)(49)より）  
h：水深（m）      Z0：粗度高さ(=ks/30)(m)                        ks：相当粗度(=d)(m) 
C，Cb：浮遊砂濃度、底面浮遊砂濃度（浮遊砂層の連続式より算出）(kg/m3) 
Cs：浮遊砂体積濃度（浮遊砂層の連続式より算出）(kg/m3)        λ：空隙率（=0.4，高橋他(1992)(59)より）  
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。
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2,082秒※3（参考）地すべり終了時間

3分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.3m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,902秒（地すべりの標高差570.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.3m/s）＋破壊継続時間3分(180秒)=2,082秒

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

2,082秒※3（参考）地すべり終了時間

3分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.3m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,902秒（地すべりの標高差570.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.3m/s）＋破壊継続時間3分(180秒)=2,082秒

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

 

第6.2.19図 (1) Kinematicモデルによる計算条件（エリアA：Es－G3）  

 

951秒※3（参考）地すべり終了時間

2分※2破壊継続時間（基本ケース）

1.0m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間831秒（地すべりの標高差831.1m÷鉛直方向破壊伝播速度1m/s）＋破壊継続時間2分(120秒)=951秒

崩壊部

堆積部
崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

951秒※3（参考）地すべり終了時間

2分※2破壊継続時間（基本ケース）

1.0m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間831秒（地すべりの標高差831.1m÷鉛直方向破壊伝播速度1m/s）＋破壊継続時間2分(120秒)=951秒

崩壊部

堆積部
崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

 

第6.2.19図 (2) Kinematicモデルによる計算条件（エリアB：Es－K5）  
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1,748秒※3（参考）地すべり終了時間

5分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.5m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：10m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,448秒（地すべりの標高差723.9m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,748秒

高浜発電所

拡大範囲

1,748秒※3（参考）地すべり終了時間

5分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.5m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：10m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,448秒（地すべりの標高差723.9m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,748秒

高浜発電所

拡大範囲

 

第6.2.19図 (3) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T2）  
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エリアA：Es－G101 エリアB：Es－K6

エリアB：Es－K7 エリアC：Es－T8

エリアC：Es－T13 エリアC：Es－T14

 
第6.2.20図 海底地形変化量分布図  

（Es－G101、Es－K6、Es－K7、Es－T8、Es－T13、Es－T14）  
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項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 1分※2

（参考）地すべり終了時間 867秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間807秒（地すべりの標高差403.5m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間1分(60秒)=867秒

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (1) Kinematicモデルによる計算条件（エリアA：Es－G101） 

 

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.4m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 5分※2

（参考）地すべり終了時間 2,364秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間2,064秒（地すべりの標高差825.5m÷鉛直方向破壊伝播速度0.4m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=2,364秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (2) Kinematicモデルによる計算条件（エリアB：Es－K6）  
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項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 5分※2

（参考）地すべり終了時間 1,787秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,487秒（地すべりの標高差743.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,787秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (3) Kinematicモデルによる計算条件（エリアB：Es－K7）  

 

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 5分※2

（参考）地すべり終了時間 1,397秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,097秒（地すべりの標高差548.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,397秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）
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第6.2.22図 (4) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T8）  
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項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.3m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 7分※2

（参考）地すべり終了時間 1,716秒※3

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,296秒（地すべりの標高差388.9m÷鉛直方向破壊伝播速度0.3m/s）＋破壊継続時間7分(420秒)=1,716秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）
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【計算条件】

 

第6.2.22図 (5) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T13） 

 

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,241秒（地すべりの標高差620.4m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間2分(120秒)=1,361秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km
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設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 2分※2

（参考）地すべり終了時間 1,361秒※3

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (6) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T14） 
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第6.2.23図 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下によ

る海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認  

 

 



6(1)-6-39 

 

-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

0 30 60 90 120 150 180

水
位

(m
)

時 間 (min)

基準津波２

0.88m

-0.86m

-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

0 30 60 90 120 150 180

水
位

(m
)

時 間 (min)

基準津波１

1.71m

-2.44m

-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

0 30 60 90 120 150 180

水
位

( m
)

時 間 (min)

基準津波３

1.07m

-1.14m

-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

0 30 60 90 120 150 180

水
位

(m
)

時 間 (min)

基準津波４

0.87m

-1.15m

 

 

 

第 6.2.28 図 基準津波の時刻歴波形  

※基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、

施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴

波形を示す。  

※  

※  
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基準津波３及び基準津波４については、海底地すべりによる津波であることから水位の年超過確率を求めることはできないが、基準津波３及び基準津波４による
水位は、平均ハザード曲線上では水位上昇側・水位下降側ともに年超過確率10-4～10-5程度に相当する。  

 

第 6.2.30 図 基準津波定義位置における平均ハザード曲線
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第 6.3.3 図(1) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.3 図(2) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.3 図(3) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.3 図(4) 基準津波３の時刻歴波形（水位下降側）

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.4 図(1) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側）

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.4 図(2) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側）

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.4 図(3) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.4 図(4) 基準津波４の時刻歴波形（水位下降側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 



 

6(1)-6-49 

 

取水口 T.P.+3.39m
３，４号炉海水ポンプ室

T.P.+3.72m

２号炉海水ポンプ室 T.P.+3.76m

１号炉海水ポンプ室 T.P.+3.68m

放水口前 T.P.+3.69m

放水路（奥） T.P.+3.91m

取水路防潮ゲート前面
T.P.+3.57m

３，４号炉循環水ポンプ室 T.P.+3.82m

 

最高水位分布図 

取水口 T.P.-2.86m
３，４号炉海水ポンプ室

T.P.-3.61m

２号炉海水ポンプ室 T.P.-3.63m

１号炉海水ポンプ室 T.P.-3.53m

 

最低水位分布図 

第 6.3.7 図 基準津波３による水位分布図 
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別紙 6(2)-6-1 

6. 津波 

6.2 基準津波の策定 

6.2.1 津波伝播計算手法及び計算条件 

津波に伴う水位変動の評価は、非線形長波理論に基づき、差分スキームとし

て Staggered Leap-frog 法を採用した平面二次元モデルによる津波シミュレー

ションプログラムを用いて実施した。 

津波シミュレーションに用いる敷地沿岸域及び海底地形については、海上保

安庁等による海底地形図、海上音波探査記録及び深浅測量結果を用いた。また、

敷地の形状及び標高については、発電所の竣工図を用いた。さらに、津波シミ

ュレーションに用いる数値計算モデルついては、各海水ポンプ室までの水理特

性を考慮した詳細格子分割の数値計算モデル（以下「詳細数値計算モデル」と

いう。）を基本とし、パラメータスタディや津波ハザード評価の計算には、取

水口及び放水口の前面で完全反射条件とした概略数値計算モデルを用いた。計

算上考慮している水深分布図を第 6.2.1 図に、概略数値計算モデルの計算条件

及び計算モデルを第 6.2.1 表と第 6.2.2 図に、詳細数値計算モデルの計算条件及

び計算モデルを第 6.2.2 表と第 6.2.3 図に示す。また、津波シミュレーションに

よる津波水位評価点の位置を第 6.2.4 図に示す。 

ここで、詳細数値計算モデルによる検討に当たっては、潮位条件（朔望平均

満潮位 T.P.+0.49m、朔望平均干潮位 T.P.－0.01m：気象庁・舞鶴検潮所の 2007

年 1 月～2011 年 12 月の 5 ヵ年の記録による）に加えて、水位上昇に関する検

討では１～４号炉までの循環水ポンプ及び海水ポンプの稼動をすべて停止し

た条件を、水位下降に関する検討では海水ポンプをすべて稼動した条件及び断

層活動に伴う地盤変動を考慮した。ただし、津波警報等が発表されない場合(66)

の水位下降に関する検討では、１～４号炉までの循環水ポンプ及び海水ポンプ

をすべて稼働した条件を考慮した。 

また、取水路内に設置した１号、２号、３号及び４号炉取水路防潮ゲート（以

下「取水路防潮ゲート」という。）及び放水路付近の敷地を囲むように設置し

た１号、２号、３号及び４号炉放水口側防潮堤（以下「放水口側防潮堤」とい
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う。）を計算モデルに反映したほか、取水口及び放水口付近の陸側境界条件に

ついて陸上遡上を考慮し、取水口及び放水口のカーテンウォールについては、

本間公式及び土木研究所(1996) (11)による計算式から、越流量及び開口部通過流

量を計算した。 

さらに、取水路防潮ゲートについては、遠隔操作によるゲート閉止に必要な

時間を考慮して、閉止時間前に第 1 波のピークが到達する津波に対しては「開」

の条件とし、それ以外の津波については「閉」の条件を設定した。ただし、津

波警報等が発表されない場合(66)では、取水路防潮ゲートを閉止できないことか

ら、取水路防潮ゲートについては「開」の条件を設定した。なお、取水路防潮

ゲート「開」時の開口部より上部については、計算上カーテンウォールとして

取り扱った。 

１号炉及び２号炉海水ポンプ室の取水経路である１号及び２号炉非常用海水

路、３号及び４号炉海水ポンプ室（以下「３，４号炉海水ポンプ室」という。）

の取水経路である３号及び４号炉海水取水トンネル並びに海水路については、

平面二次元モデルによる津波シミュレーションに仮想スロットモデルによる

一次元不定流計算を接続して検討を行った。 

 

6.2.2 地震に起因する津波 

6.2.2.1 評価方法 

地震に起因する津波に伴う水位変動の評価は、土木学会(2016)(8)に基づき実

施した。 

まず、既往津波について津波シミュレーションを行い、計算結果と実際の

津波痕跡高との比較による既往津波の再現性の検討を行い、数値計算モデル

及び計算方法の妥当性確認を行った。 

次に、文献調査及び敷地周辺の地質調査結果から検討対象となる海域活断

層を抽出し、パラメータスタディを行うことにより、敷地への影響が最も大

きくなるような検討対象波源を選定した。さらに、選定された検討対象波源

により第 6.2.4 図に示す評価点における水位変動を検討し、潮位条件を考慮し

た津波水位を算出した。 
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6.2.2.3 検討対象波源の選定 

(2) パラメータスタディ 

海域活断層及び日本海東縁部の各断層について、土木学会(2016)(8)に基づ

き、不確定性が存在する因子のうち、広域応力場、断層の位置、傾斜、走

向等を合理的と考えられる範囲で変化させた概略数値計算モデルによるパ

ラメータスタディを実施し、波源モデルの選定を行った。各波源において

水位変動量が最大となったケースの断層パラメータ及び水位変動量を第

6.2.4 表に示す。 

 

6.2.3 地震以外に起因する津波 

6.2.3.1 海底地すべりによる津波の評価 

(4) 海底地すべりによる津波の評価方法 

海底地すべりによる津波の評価では、崩壊前後の海底地すべり地形を元

に初期水位波形を設定し、津波シミュレーションを実施した。初期水位形

状の算出に際しては、複数の手法により行うこととし、Grilli and 

Watts(2005)(37)及び Watts et al.(2005)(38)による予測式（以下「Watts 他の

予測式」という。）及び佐竹・加藤(2002) (39)による運動学的地すべりモデ

ル（以下「Kinematic モデル」という。）による予測方法を用いた。Watts

他の予測式の初期水位波形及び計算条件を第 6.2.18 図に示す。また、

Kinematic モデルによる計算条件を第 6.2.19 図に示す。 

なお、Kinematic モデルに用いる地形データについては、津波計算に用

いる海底地形図（水深メッシュデータ）と、高分解能海上音波探査記録を

用いて算出した海底地形変化のデータ精度が異なるため、海底地形図に海

底地形変化量分布を加えても復元地形（崩壊前の地形）とは一致せず、む

しろ現行の海底地形図が復元地形と一致していることから、現行の海底地

形図を崩壊前の地形とみなすこととした。なお、これによる津波水位評価

結果への影響が小さいことを確認している。 

高分解能海上音波探査記録から判読した海底地すべり地形は、(2)で引用

した山本(1991)(36)のように、実際には複数回の斜面崩壊によって形成され

た可能性がある。しかし、本検討で海底地すべりによる津波の初期水位形
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状の算出に用いるパラメータとしての崩壊規模は、判読した海底すべり地

形の崩壊部が一度にすべて崩壊するものとして設定した。 

また、Kinematic モデルに用いるパラメータのうち、海底地すべりの速

度（破壊伝播速度）や破壊継続時間を明確に定めることができる知見はま

だ十分ではないため、本検討において、破壊伝播速度については、Watts

他の予測式から求まる海底地すべりの速度の最大値(Umax)を基本とした。

破壊継続時間については、地形変化が合理的と考えられる範囲で最速とな

るように設定した。 

海底地すべりによる津波の評価における取水路防潮ゲートの設定は、取

水路防潮ゲート閉止時間前に第 1 波のピークが到達しないことを踏まえた

「閉」条件と、津波警報等が発表されない場合(66)としての「開」条件を、

それぞれ考慮した。 

 (5) 海底地すべりによる津波の評価結果 

津波水位評価の結果を第 6.2.11 表に示す。これによると、評価手法につ

いてはいずれのケースにおいても Kinematic モデルによる方法の影響が大

きい結果となった。 

また、取水路防潮ゲートが「閉」の条件では、水位上昇側において各評

価点で最も影響が大きい波源は、エリアＢの Es－K5 となり、水位下降側

において最も影響が大きい波源は、１号炉及び２号炉海水ポンプ室でエリ

アＢの Es－K5、３，４号炉海水ポンプ室でエリアＣの Es－T2 となった。 

一方、津波警報等が発表されない場合(66)として取水路防潮ゲートが「開」

の条件では、水位上昇側・水位下降側ともに、各評価点で最も影響が大き

い波源はエリアＢの Es－K5 となった。津波水位に関しては、エリアＢの

Es－K5 による津波では、水位上昇側においてすべての海水ポンプ室及び循

環水ポンプ室で敷地高さ（T.P.+3.5m）を上回る水位、水位下降側において

すべての海水ポンプ室で海水ポンプの取水可能水位（１号炉及び２号炉海

水ポンプ：約 T.P.－3.2m、３，４号炉海水ポンプ：約 T.P.－3.5m）を下

回る水位となった。また、エリアＣの Es－T2 による津波では、水位上昇

側において３，４号炉海水ポンプ室で敷地高さ（T.P.+3.5m）を上回る水位

となった。 



6(2)-6-6 

なお、湾の固有周期との共振によって評価点における水位変動が大きく

なる可能性があることから、津波の周期特性が変化することによる影響を

検討するため、破壊伝播速度及び破壊継続時間についてパラメータスタデ

ィを実施した。その結果、これらのパラメータスタディでは津波の振幅及

び周期が変化することが確認されたが、いずれの評価点においても、(4)で

設定した破壊伝播速度及び破壊継続時間の場合に最も水位変動が大きくな

ることが確認された。したがって、湾の固有周期との共振による影響を考

慮しても、海底地すべりによる津波の評価結果に影響がないことを確認し

た。 

(6) 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポン

プへの影響のおそれがある波源の確認 

津波警報等が発表されない場合(66)では、エリアＢ及びエリアＣの最大規

模の波源として抽出した海底地すべりによる津波の水位が、敷地高さを上

回る、または、海水ポンプの取水可能水位を下回る結果となった。このた

め、各エリアで規模が 2 位以下の海底地すべりも対象とした上で、津波警

報等が発表されない場合(66)において敷地への遡上若しくは水位の低下によ

る海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認を行った。 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれが

ある波源の確認においては、耐津波設計で考慮される潮位のバラツキ（水

位上昇側：+0.15m、水位下降側：－0.17m）と高潮の裕度（水位上昇側：

+0.49m）を津波水位計算結果に加味した値を、敷地高さ及び海水ポンプの

取水可能水位と比較した。 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれが

ある波源の確認は、以下の①～③の手順で実施した。 

① 隠岐トラフ海底地すべりを位置・向きによりエリアＡ～Ｃに分類し、

各エリアで規模が 1 位～3 位のものを選定する。 

② 隠岐トラフ海底地すべりのうち、エリアに関わらず、発電所方向に崩

壊するものを選定する。 

③ ①及び②で選定した海底地すべりによる津波の計算結果から、敷地へ

の遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある
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波源を確認する。 

まず、①では、(2)の断面積による規模評価結果を参照し、エリアＡ～Ｃ

で最大規模の海底地すべりに加えて、エリアＢで規模が 2 位及び 3 位の海

底地すべりとして Es－K7 及び Es－K6 を、エリアＣで規模が 2 位及び 3

位の海底地すべりとして Es－T8 及び Es－T13 を、それぞれ選定した。エ

リアＡについては、最大規模の Es－G3 による津波でも敷地への遡上及び

水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがないことから、規模が 2

位及び 3 位の海底地すべりは選定しないこととした。 

②では、隠岐トラフの海底地すべりはほとんどが発電所から遠ざかる方

向に崩壊する形状となっている中で、崩壊の傾向が異なる海底地すべりと

して、崩壊方向が発電所方向に近いものを選定した。その結果、②ではエ

リアＡの Es－G101、エリアＣの Es－T13 及び Es－T14 を選定した。 

①及び②で選定した海底地すべりについて、(3)の手順で算出した海底地

形変化量分布図を第 6.2.20 図に、Watts 他の予測式の初期水位波形及び計

算条件を第 6.2.21 図に、Kinematic モデルによる計算条件を第 6.2.22 図に

示す。また、①及び②で選定した海底地すべりによる津波水位計算結果を

第 6.2.12 表に、各波源の津波水位計算結果に潮位のバラツキ及び高潮の裕

度を加味した値と敷地高さ及び海水ポンプの取水可能水位を比較した結果

を第 6.2.23 図に示す。第 6.2.23 図より、敷地への遡上若しくは水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがある波源は、水位上昇側ではエリア

Ｂの Es－K5（Kinematic モデル）とエリアＣの Es－T2（Kinematic モデ

ル）、水位下降側ではエリアＢの Es－K5（Kinematic モデル）であるこ

とを確認した。 

 

6.2.3.2 陸上の斜面崩壊（地すべり）に起因する津波評価 

(1) 検討対象となる陸上の斜面崩壊（地すべり）の選定 

独立行政法人防災科学技術研究所による地すべり地形分布図データベー

スを基に、発電所から半径約 10km 以内にある地すべり地形のうち、地す

べりの規模と発電所との位置関係等から、発電所に影響のある津波を発生

させる陸上地すべりが存在すると考えられる３つのエリア（内浦湾東方、
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内浦湾南方及び大島半島西方）を抽出した。次に、抽出した対象エリアに

ついて、空中写真・航空レーザー測量結果による地形判読及び現地踏査を

実施し、地すべり地形を抽出した。抽出された地すべり地形に対して、

Huber and Hager(1997)(40)による水位予測式を用いて、詳細検討を実施す

る地すべり地形として内浦湾南方の No.1,10 及び大島半島西方の No.14 を

選定した。選定結果を第 6.2.13 表に、選定した地すべり地形の位置図を第

6.2.24 図に示す。 

(2) 陸上の斜面崩壊（地すべり）の津波評価方法 

選定された地すべり地形について、詳細な地形判読及び現地踏査を行い、

地すべり範囲を推定するとともに、既往の地すべりの幅と厚さの関係、周

辺地形及び現地状況より崩壊土砂の厚さを推定し、崩壊土砂量を想定した。

また、内浦湾南方の No.1 の地すべりについては、周囲の No.2,3 エリアが

古い地すべりと考えられたが、地すべりの明確な新旧区分が困難であった

ため、No.1,2,3 を一体とした陸上地すべりを想定した。また、当該エリア

の一部で実施されている福井県による地すべり調査結果も参考に、既往の

地すべりの幅と厚さの関係、周辺地形及び現地状況から崩壊土砂の厚さを

推定し、崩壊土砂量を想定した。 

想定した地すべり地形を用いて斜面崩壊シミュレーションを実施し、地

すべりが海面に突入する際の挙動を計算した。初期水位形状の算出に際し

ては、複数の手法により行うこととし、Fritz et al.(2009)(41)による波源振

幅予測式を用いた Grilli and Watts(2005)(37)及び Watts et al.(2005)(38)に

よる予測式（以下「Watts 他による方法」という。）及び佐竹・加藤(2002)(39)

を参考にした運動学的モデルによる予測方法（以下「運動学的手法」とい

う。）を用いた。Watts 他による方法の初期水位波形及び計算条件を第

6.2.25 図に示す。また、運動学的手法による計算条件を第 6.2.26 図に示す。 

 

6.2.5 基準津波の選定 

6.2.5.1 基準津波の選定方針 

津波警報等に基づいて取水路防潮ゲートを閉止する場合に対して、津波警

報等が発表されない場合(66)では津波警報等に基づく取水路防潮ゲート閉止が
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できないことから、これらの２つの場合についてはそれぞれに基準津波を選

定する必要がある。 

また、津波警報等に基づいて取水路防潮ゲートを閉止する場合のうち、取

水路防潮ゲートが閉止された後に津波の第１波が到達する場合（取水路防潮

ゲート「閉」で評価）と、取水路防潮ゲートが閉止される前に津波の第１波

が到達する場合（取水路防潮ゲート「開」で評価）では、評価条件が異なる

ことから、これら２つの場合についてもそれぞれに基準津波を選定する必要

がある。 

取水路側の各評価点（取水路防潮ゲート前面及び各ポンプ室）は、取水路

防潮ゲートの「開」「閉」の違いによって敷地への遡上及び水位の低下によ

る海水ポンプへの影響の観点で重視すべき度合が異なることから、基準津波

の選定においてはこれを考慮する。具体的には、取水路防潮ゲートが「閉」

の場合には、越流による津波浸入の有無の観点から取水路防潮ゲート前面は

評価点として重視する必要があるが、取水路からの津波浸入がないことで水

位変動が比較的小さくなる各ポンプ室を評価点として重視する必要はない。

一方、取水路防潮ゲート「開」の場合には、水位の高低に関わらず津波が浸

入する取水路防潮ゲート前面を評価点として重視する必要はないが、取水路

からの津波浸入によって水位変動が比較的大きくなる各ポンプ室は評価点と

して重視する必要がある。 

上記を前提とした上で、敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへ

の影響の観点から、各評価点において発電所への影響が大きい波源を基準津

波として選定することとし、具体的には以下の①～③の方針とした。 

なお、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそ

れがある波源の確認では、耐津波設計で考慮される潮位のバラツキ（水位上

昇側：+0.15m、水位下降側：－0.17m）と高潮の裕度（水位上昇側：+0.49m）

を津波水位計算結果に加味した値を、敷地高さ及び海水ポンプの取水可能水

位と比較することとした。 

① 敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれ

がある波源がない場合の選定方針 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれ
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がある波源がない場合には、各評価点において最高水位・最低水位となる

波源を基準津波として選定する。ただし、同一の評価点における最高水位・

最低水位が同程度のケースが複数ある場合は、基準津波としては、他の評

価点における最高水位・最低水位の影響が大きなケースを代表として選定

する。 

② 敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれ

がある波源がある場合の選定方針 

耐津波設計における津波防護の観点では、敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがあるすべてのケースに対して安

全機能を損なわないことが求められる。耐津波設計では基準津波を用いて

検討を行うことから、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある波源がある場合は、それらをすべて基準津波とし

て選定する。 

③ 津波警報等が発表されない場合(66)の留意点 

津波警報等が発表されない場合(66)には津波警報等に基づく取水路防潮

ゲート閉止ができないため、耐津波設計においては、ゲート内への津波の

浸入を前提としながら施設の安全性を損なわない設計とする必要がある。

したがって、耐津波設計において敷地への遡上若しくは水位の低下による

海水ポンプへの影響のおそれがある津波波形を網羅的に確認できるように

基準津波を策定する必要がある。 

具体的には、津波警報等が発表されない場合(66)の対象波源である海底地

すべりでは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある波源を確認する際の津波水位計算で設定した崩壊規模及び

破壊伝播速度に対して部分的な崩壊や遅い崩壊となる可能性があり、その

場合でも敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のお

それがある津波は発生し得る。このため、②に基づいて敷地への遡上若し

くは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源を基準津波

として選定する場合には、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しく

は水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがあるすべての海底地す

べりを選定した上で、それぞれの海底地すべりにおける崩壊規模及び破壊
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伝播速度の値は固定しないこととする。 

 

6.2.5.2 基準津波の選定結果（津波警報等が発表されない場合(66)を除く） 

各波源及びそれらの組み合わせ（以下「単体組み合わせ」という。）によ

る津波水位評価結果を第 6.2.17 表及び第 6.2.18 表に示す。 

単体組み合わせによる津波水位評価結果を踏まえ、各評価点で最も水位の

影響が大きい波源（７ケース）を対象に、断層と地すべりによる初期水位を

同一の伝播計算上で考慮した津波シミュレーション（以下「一体計算」とい

う。）を実施した。その結果を第 6.2.19 表に示す。 

各波源及び一体計算による津波水位評価の結果から、取水路防潮ゲート

「閉」条件で評価した波源のうち、取水路防潮ゲート前面、放水口前面及び

放水路（奥）で最高水位となった「若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地

すべり（エリアＢ）の組み合わせ」を基準津波１、取水路防潮ゲート「開」

条件で評価した波源のうち、各ポンプ室で最高水位・最低水位となった「Ｆ

Ｏ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層と陸上地すべり(No.14)の組み合わせ」を基準津

波２として選定した。ここで、水位下降側の評価においては、同じ波源の時

間ずれであるケース④、⑥、⑦が僅差で並ぶ結果であったが、評価対象水位

にも余裕があることから、基準津波としては水位上昇側にも影響があるケー

ス⑦を代表として選定した。 

また、選定した基準津波は、福井県による既往評価や他の行政機関の波源

モデルを用いた評価結果よりも大きな水位となっていることを確認した。 

各波源及び一体計算による津波水位評価結果に基づく敷地への遡上若しく

は水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認結果を第

6.2.20 表に示す。確認の結果、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある波源はなかった。なお、津波到達に対して取

水路防潮ゲート閉止が間に合わない波源に対しては取水路防潮ゲート「開」

条件で評価を実施したが、その場合でも敷地への遡上及び水位の低下による

海水ポンプへの影響のおそれがないことを確認した。 

 

6.2.5.3 津波警報等が発表されない場合(66)の基準津波の選定結果 
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津波警報等が発表されない場合(66)の津波水位計算結果及び敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認結果

を第 6.2.21 表に示す。津波警報等に基づく取水路防潮ゲート閉止ができない

前提で評価した結果、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへ

の影響のおそれがある波源は「海底地すべりエリアＢ（Es－K5、Kinematic

モデル）」及び「海底地すべりエリアＣ（Es－T2、Kinematic モデル）」で

あった。このため、これらをそれぞれ基準津波３及び基準津波４として選定

した。 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがあ

る波源の確認における津波水位計算では、水位変動が最も大きくなるように、

海底地すべりによる津波の初期水位形状の算出に用いるパラメータのうち、

崩壊規模及び破壊伝播速度を保守的に最大値で設定した。選定方針の③に基

づき、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しくは水位の低下による海

水ポンプへの影響のおそれがあるケースをすべて包含する波源とするために、

基準津波３及び基準津波４は、「海底地すべりエリアＢ（Es－K5、Kinematic

モデル）」及び「海底地すべりエリアＣ（Es－T2、Kinematic モデル）」に

おいて崩壊規模及び破壊伝播速度の値を固定しない波源として策定すること

とした。ただし、崩壊規模及び破壊伝播速度は、敷地への遡上若しくは水位

の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認において用いた

値を上限とすることとした。 

 

6.2.5.4 基準津波の策定 

基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよ

う、音海半島から北方に約 2km 離れた海域で定義した。その位置を第 6.2.27

図に、各基準津波の基準津波定義位置における時刻歴波形を第 6.2.28 図に示

す。ただし、基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固

定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝

播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 

なお、基準津波３及び基準津波４では敷地への遡上若しくは水位の低下に

よる海水ポンプへの影響のおそれがあることから、耐津波設計において対策
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を講じる。具体的には、基準津波３及び基準津波４については、若狭湾にお

ける津波の伝播特性により、取水路から海水ポンプ室に至る経路において第

１波より第２波以降の水位変動量が大きくなること並びに津波の第１波の押

し波が敷地へ遡上しないこと及び第１波の引き波による水位の低下に対して

海水ポンプが機能保持できること並びに第２波以降の押し波が敷地に遡上す

るおそれがあること及び第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水

ポンプが機能保持できないおそれがあることを踏まえ、潮位計（防護用）に

より観測された津波の第１波の水位変動量が、敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知できるよ

うに設定する津波襲来の判断基準（以下「取水路防潮ゲートの閉止判断基準」

という。）となった場合に、循環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲートを閉止

することにより第２波以降の浸入を防止することで敷地への遡上及び水位の

低下による海水ポンプへの影響を回避する。よって、安全設計上、敷地への

遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがあるケースを

すべて検知できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定が必須である。そ

こで、耐津波設計では、基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波をすべて検

知できるように取水路防潮ゲートの閉止判断基準を設定する。海底地すべり

を波源とする津波は、崩壊規模が小さくなると振幅が小さくなり、破壊伝播

速度が小さくなると振幅が小さくなって周期が長くなる。基準津波３及び基

準津波４は崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、これらの

パラメータスタディによって敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポ

ンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知できる取水路防潮ゲートの

閉止判断基準を設定する。 

 

6.2.6 基準津波の超過確率の参照 

6.2.6.3 津波ハザード評価結果 

基準津波定義位置における平均ハザード曲線を第 6.2.30 図に示す。基準津

波１及び基準津波２による水位上昇側の水位の年超過確率は 10－4～10－5 程

度、水位下降側の水位の年超過確率は 10－4～10－6 程度である。また、10%ご
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とのフラクタイル曲線を第 6.2.31 図に示す。 

なお、基準津波３及び基準津波４については、海底地すべりによる津波で

あることから水位の年超過確率を求めることはできないが、基準津波３及び

基準津波４による水位は、第 6.2.30 図の平均ハザード曲線上では水位上昇

側・水位下降側ともに年超過確率 10－4～10－5 程度に相当する。 

 

6.3 津波に対する安全性 

策定した４つの基準津波による各評価点での時刻歴波形を第 6.3.1 図、第 6.3.2

図、第 6.3.3 図及び第 6.3.4 図に示す。また、基準津波による発電所周辺の最高

及び最低水位分布図を第 6.3.5 図、第 6.3.6 図、第 6.3.7 図及び第 6.3.8 図に示す。 

基準津波１及び基準津波２による水位上昇に対して、重要な安全機能を有する

施設を内包する建屋及び原子炉補機冷却系の海水ポンプ設置エリアの周辺敷地

高さは T.P.+3.5m であるが、取水路内に取水路防潮ゲートを設置していること、

放水路付近の敷地を囲むように放水口側防潮堤を設置していることから、地盤変

動を考慮しても、敷地に津波が遡上することはない。 

また、基準津波１及び基準津波２による水位は、地盤変動を考慮しても原子炉

補機冷却系の海水ポンプの取水可能水位約 T.P.－3.2m を上回ることから、原子

炉施設の安全性が津波によって影響を受けることはない。 

一方、基準津波３及び基準津波４による水位は、水位上昇において海水ポンプ

設置エリアの周辺敷地高さを上回る。また、基準津波３による水位は、水位下降

において海水ポンプの取水可能水位を下回る。ただし、基準津波３及び基準津波

４に対しては、耐津波設計において、敷地への遡上及び水位の低下による海水ポ

ンプへの影響を回避する設計とする。 

津波による砂移動に関して藤井他(1998)(49)及び高橋他(1999)(51)等(50), (52)～(65)を

参考に実施した砂移動に関する数値シミュレーションによれば、津波による砂移

動に伴う砂の堆積量は、１号及び２号炉非常用海水路の取水口において最大

0.03m 程度であり、１号及び２号炉非常用海水路の取水口は底版から 1.2m 高い

位置に設置され、取水口の開口部が高さ 2.5m であることから、砂の堆積による

通水への影響はない。 

砂移動に関する数値計算条件を第 6.3.1 表に、敷地周辺における砂移動による
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地形変化量を第 6.3.9 図、第 6.3.10 図、第 6.3.11 図及び第 6.3.12 図に示す。 

さらに、２号炉海水ポンプ位置の砂の堆積厚を評価するため、取水路部、１号

及び２号炉非常用海水路部、１号炉及び２号炉海水ポンプ室部を別途１次元でモ

デル化した。２号炉海水ポンプ位置での砂の堆積量を評価した結果、海水ポンプ

下端から底版までの距離 6.05m に対して最大で 0.15m 程度であることから砂の

堆積に伴って閉塞することはなく、原子炉補機冷却系の取水に支障が生じないこ

とを確認した。 

以上のことから、原子炉施設の安全性が、津波により影響を受けるおそれはな

い。 
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第6.2.1表 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定項目 設 定 値 

津波計算 

基礎方程式 非線形長波理論式及び連続式（後藤・小川(1982)(9)） 

変数配置および 

差分スキーム 
Staggered Leap-frog法 

計算条件等 

 

計算領域 
対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約1,500km， 

南北方向約2,000km 

空間格子間隔 1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m 

時間格子間隔 0.3秒 安定条件（CFL条件）を十分満足するように設定 

初期条件 
断層モデルを用いて、 Mansinha and Smylie(1971)(10)の方法により

計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする 

境界 

条件 

沖側 

境界 

特性曲線法をもとに誘導される自由透過の条件 

（後藤・小川(1982)(9)） 

陸域 

境界 
完全反射条件 

海底摩擦 マニングの粗度係数  n=0.030 （土木学会(2016)(8)） 

水平渦動粘性係数 0m2/s 

計算時間 3.0時間（日本海東縁部のケースは6.0時間） 

計算潮位 T.P.0.00m 

津波水位評価 cmを切り上げ、10cm単位で評価 
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第 6.2.2 表 津波シミュレーションの詳細計算手法および計算条件 

設定項目 設 定 値 

津波計算 

基礎方程式 非線形長波理論式及び連続式（後藤・小川(1982)(9)） 

変数配置および 

差分スキーム 
Staggered Leap-frog 法 

計算条件等 
 

計算領域 
対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約 1,500km， 
南北方向約 2,000km 

空間格子間隔 1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m→6.25m→3.125m 

時間格子間隔※ 

地 震 0.05 秒（取水路防潮ゲート開時は 0.025 秒） 

海底 

地すべり 
0.05 秒（取水路防潮ゲート開時は 0.025 秒） 

陸上 

地すべり 
0.025 秒 

初期条件 

地 震 
断層モデルを用いて、 Mansinha and Smylie(1971)(10)の方法
により計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする 

海底 

地すべり 

（Watts 他の予測式） Grilli and Watts(2005)(37)及びWatts et 
al.(2005)(38)の予測式により計算される初期水位分布を初期条
件とする。 
（Kinematic モデルによる方法）Kinematic モデルによる方法
を用いて算出される時間刻みあたりの地形変化量が、海面水位
と海底地形にそのまま反映されるものとする。 

陸上 

地すべり 

（Watts 他による方法）Fritz et al.(2009)(41)による波源振幅予
測式を用いた  Grilli and Watts(2005)(37) 及び Watts et 
al.(2005)(38)による予測式により計算される初期水位分布を初
期条件とする。 

（運動学的手法）土砂崩壊シミュレーションによる時間刻み
あたりの地形変化量が、海面水位と海底地形にそのまま反映
されるものとする。 

境界 

条件 

沖側 

境界 

特性曲線法をもとに誘導される自由透過の条件 
（後藤・小川(1982)(9)） 

陸域 

境界 
完全反射条件（発電所敷地については遡上境界） 

海底摩擦 マニングの粗度係数  n=0.030 （土木学会(2016)(8)） 

水平渦動粘性係数 0m2/s 

計算時間 3.0 時間（日本海東縁部のケースは 6.0 時間） 

計算潮位 水位上昇側 T.P.+0.49m、水位下降側 T.P.0.00m 

評価潮位 
水位上昇側 T.P.+0.49m、水位下降側 T.P.－0.01m 
気象庁・舞鶴検潮所のデータによる(2007 年 1 月～2011 年 12 月の 5 箇年) 

津波水位評価 cm を切り上げ、10cm 単位で評価 

※安定条件(CFL 条件)を十分満足するように設定 
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第6.2.11表 海底地すべりによる津波水位評価結果  

（取水路防潮ゲート「閉」） 

波源モデル
取水路
防潮

ゲート※1

水位上昇 水位下降

取水路
防潮ゲート

前面

（T.P.m）

３，４号炉
循環水

ポンプ室

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

放水口
前面

（T.P.m）

放水路
（奥）

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

エリアA
（Es-G3）

Watts他の
予測式

閉 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.3 -0.3 -0.3 

Kinematic
モデルによる方法

閉 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 1.8 -0.8 -0.8 -0.8 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の
予測式

閉 2.0 0.8 0.8 0.8 1.0 1.9 2.1 -0.7 -0.7 -0.8 

Kinematic
モデルによる方法

閉 4.1 1.2 1.1 1.1 1.3 3.7 4.0 -1.1 -1.0 -1.1 

エリアC
（Es-T2）

Watts他の
予測式

閉 2.4 0.8 0.7 0.7 1.1 1.1 1.3 -0.5 -0.5 -0.8 

Kinematic
モデルによる方法

閉 3.3 1.1 1.1 1.1 1.2 3.7 3.9 -0.9 -0.9 -1.2 

※1  閉：取水路防潮ゲート天端T.P.+8.5mで全閉  

 

（取水路防潮ゲート「開」） 

波源モデル
取水路
防潮

ゲート※1

水位上昇 水位下降

取水路
防潮ゲート

前面

（T.P.m）

３，４号炉
循環水

ポンプ室

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

放水口
前面

（T.P.m）

放水路
（奥）

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

エリアA
（Es-G3）

Watts他の
予測式

開 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.5 -0.6 -1.1 

Kinematic
モデルによる方法

開 2.0 2.3 2.1 2.2 2.6 1.6 1.8 -1.2 -1.4 -2.2 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の
予測式

開 2.2 2.5 2.3 2.4 2.5 1.9 2.1 -1.4 -1.5 -2.1 

Kinematic
モデルによる方法

開 3.6 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7 4.0 -3.6 -3.7 -3.7

エリアC
（Es-T2）

Watts他の
予測式

開 1.4 1.8 1.4 1.6 1.8 1.1 1.4 -1.3 -1.4 -2.2 

Kinematic
モデルによる方法

開 3.2 3.7 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 -2.4 -2.5 -2.8 

※1  開：取水路防潮ゲート４門開  

下線は、各評価点における最高または最低水位を示す。
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（

m
）
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s
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L
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t
（

m
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面
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（
°）
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水
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（
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面

水
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る
水

位
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を
用
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た

選
定

結
果
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、
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14
を
選
定

す
る
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第6.2.21表 津波警報等が発表されない場合の津波水位計算結果  

 

（津波水位計算の結果）  

数字はT.P.(m)、赤字は各評価点の最高または最低水位

取水路防潮
ゲート※1 波源モデル

水位上昇 水位下降

取水路防潮
ゲート前面

３，４号炉
循環水ポンプ室

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

放水口
前面

放水路
（奥）

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

開
（Open）

地震以外に
起因する津波

海底
地すべり

エリアA
（Es-G3）

Watts他の予測式 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.5 -0.6 -1.1 

Kinematicモデルによる方法 2.0 2.3 2.1 2.2 2.6 1.6 1.8 -1.2 -1.4 -2.2 

エリアA
（Es-G101）

Watts他の予測式 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.4 -0.5 -1.1 

Kinematicモデルによる方法 0.9 1.0 0.9 0.9 1.1 0.8 0.9 -0.6 -0.7 -1.3 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の予測式 2.2 2.5 2.3 2.4 2.5 1.9 2.1 -1.4 -1.5 -2.1 

Kinematicモデルによる方法 3.6 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7 4.0 -3.6 -3.7 -3.7 

エリアB
（Es-K6）

Watts他の予測式 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 -0.7 -0.8 -1.3 

Kinematicモデルによる方法 2.0 2.3 2.1 2.1 2.3 1.7 1.9 -1.4 -1.5 -2.2 

エリアB
（Es-K7）

Watts他の予測式 1.4 1.7 1.5 1.5 1.7 1.1 1.2 -0.9 -1.0 -1.6 

Kinematicモデルによる方法 2.1 2.3 2.1 2.2 2.6 2.2 2.4 -1.5 -1.6 -2.4 

エリアC
（Es-T2）

Watts他の予測式 1.4 1.8 1.4 1.6 1.8 1.1 1.4 -1.3 -1.4 -2.2 

Kinematicモデルによる方法 3.2 3.7 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 -2.4 -2.5 -2.8 

エリアC
（Es-T8）

Watts他の予測式 1.3 1.7 1.2 1.3 1.6 0.9 1.1 -1.0 -1.0 -1.7 

Kinematicモデルによる方法 1.8 2.1 1.9 2.0 2.1 2.4 2.5 -1.7 -1.9 -2.6 

エリアC
（Es-T13）

Watts他の予測式 0.9 1.2 0.9 1.0 1.3 0.9 0.9 -0.6 -0.7 -1.3 

Kinematicモデルによる方法 1.8 2.0 1.8 1.8 2.1 2.3 2.4 -1.5 -1.6 -2.3 

エリアC
（Es-T14）

Watts他の予測式 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 -0.6 -0.7 -1.2 

Kinematicモデルによる方法 2.0 2.4 2.1 2.2 2.4 1.9 2.0 -1.5 -1.6 -2.1 

基準津波３

基準津波４

 
 

（敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響  

のおそれがある波源の確認結果）  

数字はT.P.(m)

青字は敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある値

津波水位計算結果に潮位のバラツキ（上昇側+0.15m,下降側-0.17m）、高潮の裕度（上昇側+0.49m）を考慮。

※1：閉：取水路防潮ゲート天端TP+8.5mで全閉、 開：両系列のゲートが開いた状態（TP±0~+8.5mはカーテンウォールあり）

取水路防潮
ゲート※1 波源モデル

水位上昇 水位下降

取水路防潮
ゲート前面

３，４号炉
循環水ポンプ室

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

放水口
前面

放水路
（奥）

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

開
（Open）

地震以外に
起因する津波

海底
地すべり

エリアA
（Es-G3）

Watts他の予測式 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 -0.6 -0.7 -1.3 

Kinematicモデルによる方法 2.6 3.0 2.8 2.8 3.2 2.3 2.4 -1.4 -1.5 -2.4 

エリアA
（Es-G101）

Watts他の予測式 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 -0.6 -0.7 -1.2 

Kinematicモデルによる方法 1.5 1.6 1.5 1.5 1.7 1.5 1.6 -0.8 -0.9 -1.5 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の予測式 2.8 3.1 3.0 3.0 3.1 2.6 2.8 -1.5 -1.6 -2.3 

Kinematicモデルによる方法 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 -3.7 -3.8 -3.8 

エリアB
（Es-K6）

Watts他の予測式 1.7 1.9 1.8 1.8 1.9 1.6 1.7 -0.8 -0.9 -1.5 

Kinematicモデルによる方法 2.6 2.9 2.8 2.8 2.9 2.3 2.5 -1.5 -1.7 -2.4 

エリアB
（Es-K7）

Watts他の予測式 2.1 2.4 2.1 2.1 2.3 1.7 1.8 -1.1 -1.2 -1.8 

Kinematicモデルによる方法 2.7 3.0 2.8 2.8 3.2 2.8 3.0 -1.7 -1.8 -2.5 

エリアC
（Es-T2）

Watts他の予測式 2.0 2.4 2.1 2.2 2.5 1.8 2.0 -1.5 -1.6 -2.4 

Kinematicモデルによる方法 3.8 4.3 4.0 4.1 4.3 4.3 4.5 -2.5 -2.6 -2.9 

エリアC
（Es-T8）

Watts他の予測式 2.0 2.3 1.9 1.9 2.3 1.6 1.7 -1.2 -1.2 -1.9 

Kinematicモデルによる方法 2.5 2.7 2.5 2.6 2.8 3.0 3.1 -1.9 -2.0 -2.8 

エリアC
（Es-T13）

Watts他の予測式 1.5 1.8 1.6 1.6 1.9 1.5 1.5 -0.8 -0.9 -1.4 

Kinematicモデルによる方法 2.4 2.6 2.4 2.5 2.8 2.9 3.0 -1.7 -1.8 -2.5 

エリアC
（Es-T14）

Watts他の予測式 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.4 1.5 -0.7 -0.8 -1.4 

Kinematicモデルによる方法 2.7 3.1 2.8 2.9 3.0 2.6 2.7 -1.6 -1.8 -2.3 

施設影響が生じる高さ（上昇側：敷地高さ・防潮ゲート高さ・防潮堤高さ、下降側：取水可能水位） 8.5 3.5 3.5 3.5 3.5 8.0 8.0 -3.2 -3.2 -3.5

基準津波３

基準津波４
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第6.3.1表（1） 砂移動に関する数値計算条件  

設定項目 設定値

砂移動モデル
・藤井他(1998)(49)

による手法

・高橋他(1999)(51)
による手法

解析領域 高浜発電所周辺海域（東西約11.4km、南北約10.2kmの範囲）

空間格子間隔 6.25m→3.125m

時間格子間隔 最小0.10秒

沖側境界条件
・津波シミュレーションで得られる水位及び線流量を砂移動の
　数値シミュレーションの沖側境界条件とする

・解析領域内外への砂の流入出を考慮する

陸側境界条件 完全反射条件

浮遊砂体積濃度
上限値

藤井他(1998)(49)
の手法　1%、5%

高橋他(1999)(51)
の手法　1%

砂の粒径 0.117mm　　（海底土質調査より設定）

砂粒の密度 2.686g/cm3 （海底土質調査より設定）

海水の密度 1.03g/cm3

空隙率 0.4（高橋他(1992)(59)
）

マニングの粗度係数 0.03（土木学会(2002)(8)
）

限界摩擦速度 岩垣式で算定

計算潮位 T.P.±0.0m

計算時間 地震発生後3.0時間

初期砂層厚

・コンクリートブロック、捨石等による海底面被覆部を除いて沖合まで
　初期砂層厚は無限厚さ

・被覆部は、竣工図を基本とし、深浅測量の結果から、中央部は初期堆
　積砂層厚ゼロ、端部は深浅測量の結果を基に砂層厚を設定し、被覆面
　天端以深には洗掘が生じないとする

（土木学会 (2016)(8)）  
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第 6.3.1 表（2） 砂移動に関する数値計算条件  

項目 藤井他(1998)(49)
の手法 高橋他(1999)(51)

の手法

掃流層の
流砂連続式

浮遊層の
流砂連続式

流砂量式

　小林他(1996)(50)
の実験式 高橋他(1999)(51)

の実験式

浮遊砂層への
巻き上げ量

算定式

高橋他(1999)(51)
の実験式

沈降量の
算定式

摩擦速度の
計算式

log-wake則(
にwake関数を付加した式)を鉛直

方向に積分した式より算出

　マニング則より算出
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Z：水深変化量(m)    t：時間(s)    x：平面座標   Q：単位幅、単位時間当たりの掃流砂量(m3/s/m) 
τ*：シールズ数      σ：砂粒の密度(g/cm3)  ρ：海水の密度(g/cm3)    s：=σ/ρ－1 
g：重力加速度(m/s2)   d：砂の粒径(mm)    U：流速(m/s)         D：全水深(m) 
η: Manningの粗度係数（=0.03m－1/3・s 土木学会(2016)(8)より）  
w：土粒子の沈降速度（Rubey式より算出）(m/s) 
α：局所的な外力のみに移動を支配される成分が全流砂量に占める比率（=0.1，藤井他(1998)(49)より）  
kZ：鉛直拡散係数（0.2κ・u*・h，藤井他(1998) (49)より）(m2/s) 
κ：カルマン定数（=0.4，藤井他(1998)(49)より）  
h：水深（m）      Z0：粗度高さ(=ks/30)(m)                        ks：相当粗度(=d)(m) 
C，Cb：浮遊砂濃度、底面浮遊砂濃度（浮遊砂層の連続式より算出）(kg/m3) 
Cs：浮遊砂体積濃度（浮遊砂層の連続式より算出）(kg/m3)        λ：空隙率（=0.4，高橋他(1992)(59)より）  
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2,082秒※3（参考）地すべり終了時間

3分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.3m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,902秒（地すべりの標高差570.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.3m/s）＋破壊継続時間3分(180秒)=2,082秒

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

2,082秒※3（参考）地すべり終了時間

3分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.3m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,902秒（地すべりの標高差570.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.3m/s）＋破壊継続時間3分(180秒)=2,082秒

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

 

第6.2.19図 (1) Kinematicモデルによる計算条件（エリアA：Es－G3）  

 

951秒※3（参考）地すべり終了時間

2分※2破壊継続時間（基本ケース）

1.0m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間831秒（地すべりの標高差831.1m÷鉛直方向破壊伝播速度1m/s）＋破壊継続時間2分(120秒)=951秒

崩壊部

堆積部
崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

951秒※3（参考）地すべり終了時間

2分※2破壊継続時間（基本ケース）

1.0m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間831秒（地すべりの標高差831.1m÷鉛直方向破壊伝播速度1m/s）＋破壊継続時間2分(120秒)=951秒

崩壊部

堆積部
崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

 

第6.2.19図 (2) Kinematicモデルによる計算条件（エリアB：Es－K5）  
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1,748秒※3（参考）地すべり終了時間

5分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.5m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：10m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,448秒（地すべりの標高差723.9m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,748秒

高浜発電所

拡大範囲

1,748秒※3（参考）地すべり終了時間

5分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.5m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：10m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,448秒（地すべりの標高差723.9m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,748秒

高浜発電所

拡大範囲

 

第6.2.19図 (3) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T2）  
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エリアA：Es－G101 エリアB：Es－K6

エリアB：Es－K7 エリアC：Es－T8

エリアC：Es－T13 エリアC：Es－T14

 
第6.2.20図 海底地形変化量分布図  

（Es－G101、Es－K6、Es－K7、Es－T8、Es－T13、Es－T14）  
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項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 1分※2

（参考）地すべり終了時間 867秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間807秒（地すべりの標高差403.5m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間1分(60秒)=867秒

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (1) Kinematicモデルによる計算条件（エリアA：Es－G101） 

 

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.4m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 5分※2

（参考）地すべり終了時間 2,364秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間2,064秒（地すべりの標高差825.5m÷鉛直方向破壊伝播速度0.4m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=2,364秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (2) Kinematicモデルによる計算条件（エリアB：Es－K6）  
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項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 5分※2

（参考）地すべり終了時間 1,787秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,487秒（地すべりの標高差743.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,787秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (3) Kinematicモデルによる計算条件（エリアB：Es－K7）  

 

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 5分※2

（参考）地すべり終了時間 1,397秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,097秒（地すべりの標高差548.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,397秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (4) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T8）  
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項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.3m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 7分※2

（参考）地すべり終了時間 1,716秒※3

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,296秒（地すべりの標高差388.9m÷鉛直方向破壊伝播速度0.3m/s）＋破壊継続時間7分(420秒)=1,716秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (5) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T13） 

 

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,241秒（地すべりの標高差620.4m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間2分(120秒)=1,361秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 2分※2

（参考）地すべり終了時間 1,361秒※3

崩壊部幅

【計算条件】

 

第6.2.22図 (6) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T14） 
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第6.2.23図 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下によ

る海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認  
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第 6.2.28 図 基準津波の時刻歴波形  

※基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、

施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴

波形を示す。  

※  

※  
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基準津波３及び基準津波４については、海底地すべりによる津波であることから水位の年超過確率を求めることはできないが、基準津波３及び基準津波４による
水位は、平均ハザード曲線上では水位上昇側・水位下降側ともに年超過確率10-4～10-5程度に相当する。  

 

第 6.2.30 図 基準津波定義位置における平均ハザード曲線
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３，４号炉循環水ポンプ室 

 

第 6.3.3 図(1) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.3 図(2) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.3 図(3) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.3 図(4) 基準津波３の時刻歴波形（水位下降側）

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.4 図(1) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側）

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.4 図(2) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側）

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.4 図(3) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 



6(2)-6-48 

 

-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

0 30 60 90 120 150 180

水

位

(

ｍ)

時 間 (分)

T.P.-2.31m

 

１号炉海水ポンプ室 

-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

0 30 60 90 120 150 180

水

位

(

ｍ)

時 間 (分)

T.P.-2.42m

 

２号炉海水ポンプ室 

-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

0 30 60 90 120 150 180

水

位

(

ｍ)

時 間 (分)

T.P.-2.73m

 

３，４号炉海水ポンプ室 

 

第 6.3.4 図(4) 基準津波４の時刻歴波形（水位下降側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 6.3.7 図 基準津波３による水位分布図 
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7. 津波 

7.2 基準津波の策定 

7.2.1 津波伝播計算手法及び計算条件 

津波に伴う水位変動の評価は、非線形長波理論に基づき、差分スキームとし

て Staggered Leap-frog 法を採用した平面二次元モデルによる津波シミュレー

ションプログラムを用いて実施した。 

津波シミュレーションに用いる敷地沿岸域及び海底地形については、海上保

安庁等による海底地形図、海上音波探査記録及び深浅測量結果を用いた。また、

敷地の形状及び標高については、発電所の竣工図を用いた。さらに、津波シミ

ュレーションに用いる数値計算モデルついては、各海水ポンプ室までの水理特

性を考慮した詳細格子分割の数値計算モデル（以下「詳細数値計算モデル」と

いう。）を基本とし、パラメータスタディや津波ハザード評価の計算には、取

水口及び放水口の前面で完全反射条件とした概略数値計算モデルを用いた。計

算上考慮している水深分布図を第 7.2.1 図に、概略数値計算モデルの計算条件

及び計算モデルを第 7.2.1 表と第 7.2.2 図に、詳細数値計算モデルの計算条件及

び計算モデルを第 7.2.2 表と第 7.2.3 図に示す。また、津波シミュレーションに

よる津波水位評価点の位置を第 7.2.4 図に示す。 

ここで、詳細数値計算モデルによる検討に当たっては、潮位条件（朔望平均

満潮位 T.P.+0.49m、朔望平均干潮位 T.P.－0.01m：気象庁・舞鶴検潮所の 2007

年 1 月～2011 年 12 月の 5 ヵ年の記録による）に加えて、水位上昇に関する検

討では１～４号炉までの循環水ポンプ及び海水ポンプの稼動をすべて停止し

た条件を、水位下降に関する検討では海水ポンプをすべて稼動した条件及び断

層活動に伴う地盤変動を考慮した。ただし、津波警報等が発表されない場合(66)

の水位下降に関する検討では、１～４号炉までの循環水ポンプ及び海水ポンプ

をすべて稼働した条件を考慮した。 

また、取水路内に設置した１号、２号、３号及び４号炉取水路防潮ゲート（以

下「取水路防潮ゲート」という。）及び放水路付近の敷地を囲むように設置し

た１号、２号、３号及び４号炉放水口側防潮堤（以下「放水口側防潮堤」とい
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う。）を計算モデルに反映したほか、取水口及び放水口付近の陸側境界条件に

ついて陸上遡上を考慮し、取水口及び放水口のカーテンウォールについては、

本間公式及び土木研究所(1996) (11)による計算式から、越流量及び開口部通過流

量を計算した。 

さらに、取水路防潮ゲートについては、遠隔操作によるゲート閉止に必要な

時間を考慮して、閉止時間前に第 1 波のピークが到達する津波に対しては「開」

の条件とし、それ以外の津波については「閉」の条件を設定した。ただし、津

波警報等が発表されない場合(66)では、取水路防潮ゲートを閉止できないことか

ら、取水路防潮ゲートについては「開」の条件を設定した。なお、取水路防潮

ゲート「開」時の開口部より上部については、計算上カーテンウォールとして

取り扱った。 

１号炉及び２号炉海水ポンプ室の取水経路である１号及び２号炉非常用海水

路、３号及び４号炉海水ポンプ室（以下「３，４号炉海水ポンプ室」という。）

の取水経路である３号及び４号炉海水取水トンネル並びに海水路については、

平面二次元モデルによる津波シミュレーションに仮想スロットモデルによる

一次元不定流計算を接続して検討を行った。 

 

7.2.2 地震に起因する津波 

7.2.2.1 評価方法 

地震に起因する津波に伴う水位変動の評価は、土木学会(2016)(8)に基づき実

施した。 

まず、既往津波について津波シミュレーションを行い、計算結果と実際の

津波痕跡高との比較による既往津波の再現性の検討を行い、数値計算モデル

及び計算方法の妥当性確認を行った。 

次に、文献調査及び敷地周辺の地質調査結果から検討対象となる海域活断

層を抽出し、パラメータスタディを行うことにより、敷地への影響が最も大

きくなるような検討対象波源を選定した。さらに、選定された検討対象波源

により第 7.2.4 図に示す評価点における水位変動を検討し、潮位条件を考慮し

た津波水位を算出した。 
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7.2.2.3 検討対象波源の選定 

(2) パラメータスタディ 

海域活断層及び日本海東縁部の各断層について、土木学会(2016)(8)に基づ

き、不確定性が存在する因子のうち、広域応力場、断層の位置、傾斜、走

向等を合理的と考えられる範囲で変化させた概略数値計算モデルによるパ

ラメータスタディを実施し、波源モデルの選定を行った。各波源において

水位変動量が最大となったケースの断層パラメータ及び水位変動量を第

7.2.4 表に示す。 

 

7.2.3 地震以外に起因する津波 

7.2.3.1 海底地すべりによる津波の評価 

(4) 海底地すべりによる津波の評価方法 

海底地すべりによる津波の評価では、崩壊前後の海底地すべり地形を元

に初期水位波形を設定し、津波シミュレーションを実施した。初期水位形

状の算出に際しては、複数の手法により行うこととし、Grilli and 

Watts(2005)(37)及び Watts et al.(2005)(38)による予測式（以下「Watts 他の

予測式」という。）及び佐竹・加藤(2002) (39)による運動学的地すべりモデ

ル（以下「Kinematic モデル」という。）による予測方法を用いた。Watts

他の予測式の初期水位波形及び計算条件を第 7.2.18 図に示す。また、

Kinematic モデルによる計算条件を第 7.2.19 図に示す。 

なお、Kinematic モデルに用いる地形データについては、津波計算に用

いる海底地形図（水深メッシュデータ）と、高分解能海上音波探査記録を

用いて算出した海底地形変化のデータ精度が異なるため、海底地形図に海

底地形変化量分布を加えても復元地形（崩壊前の地形）とは一致せず、む

しろ現行の海底地形図が復元地形と一致していることから、現行の海底地

形図を崩壊前の地形とみなすこととした。なお、これによる津波水位評価

結果への影響が小さいことを確認している。 

高分解能海上音波探査記録から判読した海底地すべり地形は、(2)で引用

した山本(1991)(36)のように、実際には複数回の斜面崩壊によって形成され

た可能性がある。しかし、本検討で海底地すべりによる津波の初期水位形
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状の算出に用いるパラメータとしての崩壊規模は、判読した海底すべり地

形の崩壊部が一度にすべて崩壊するものとして設定した。 

また、Kinematic モデルに用いるパラメータのうち、海底地すべりの速

度（破壊伝播速度）や破壊継続時間を明確に定めることができる知見はま

だ十分ではないため、本検討において、破壊伝播速度については、Watts

他の予測式から求まる海底地すべりの速度の最大値(Umax)を基本とした。

破壊継続時間については、地形変化が合理的と考えられる範囲で最速とな

るように設定した。 

海底地すべりによる津波の評価における取水路防潮ゲートの設定は、取

水路防潮ゲート閉止時間前に第 1 波のピークが到達しないことを踏まえた

「閉」条件と、津波警報等が発表されない場合(66)としての「開」条件を、

それぞれ考慮した。 

 (5) 海底地すべりによる津波の評価結果 

津波水位評価の結果を第 7.2.11 表に示す。これによると、評価手法につ

いてはいずれのケースにおいても Kinematic モデルによる方法の影響が大

きい結果となった。 

また、取水路防潮ゲートが「閉」の条件では、水位上昇側において各評

価点で最も影響が大きい波源は、エリアＢの Es－K5 となり、水位下降側

において最も影響が大きい波源は、１号炉及び２号炉海水ポンプ室でエリ

アＢの Es－K5、３，４号炉海水ポンプ室でエリアＣの Es－T2 となった。 

一方、津波警報等が発表されない場合(66)として取水路防潮ゲートが「開」

の条件では、水位上昇側・水位下降側ともに、各評価点で最も影響が大き

い波源はエリアＢの Es－K5 となった。津波水位に関しては、エリアＢの

Es－K5 による津波では、水位上昇側においてすべての海水ポンプ室及び循

環水ポンプ室で敷地高さ（T.P.+3.5m）を上回る水位、水位下降側において

すべての海水ポンプ室で海水ポンプの取水可能水位（１号炉及び２号炉海

水ポンプ：約 T.P.－3.2m、３，４号炉海水ポンプ：約 T.P.－3.5m）を下

回る水位となった。また、エリアＣの Es－T2 による津波では、水位上昇

側において３，４号炉海水ポンプ室で敷地高さ（T.P.+3.5m）を上回る水位

となった。 
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なお、湾の固有周期との共振によって評価点における水位変動が大きく

なる可能性があることから、津波の周期特性が変化することによる影響を

検討するため、破壊伝播速度及び破壊継続時間についてパラメータスタデ

ィを実施した。その結果、これらのパラメータスタディでは津波の振幅及

び周期が変化することが確認されたが、いずれの評価点においても、(4)で

設定した破壊伝播速度及び破壊継続時間の場合に最も水位変動が大きくな

ることが確認された。したがって、湾の固有周期との共振による影響を考

慮しても、海底地すべりによる津波の評価結果に影響がないことを確認し

た。 

(6) 海底地すべりのうち敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポン

プへの影響のおそれがある波源の確認 

津波警報等が発表されない場合(66)では、エリアＢ及びエリアＣの最大規

模の波源として抽出した海底地すべりによる津波の水位が、敷地高さを上

回る、または、海水ポンプの取水可能水位を下回る結果となった。このた

め、各エリアで規模が 2 位以下の海底地すべりも対象とした上で、津波警

報等が発表されない場合(66)において敷地への遡上若しくは水位の低下によ

る海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認を行った。 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれが

ある波源の確認においては、耐津波設計で考慮される潮位のバラツキ（水

位上昇側：+0.15m、水位下降側：－0.17m）と高潮の裕度（水位上昇側：

+0.49m）を津波水位計算結果に加味した値を、敷地高さ及び海水ポンプの

取水可能水位と比較した。 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれが

ある波源の確認は、以下の①～③の手順で実施した。 

① 隠岐トラフ海底地すべりを位置・向きによりエリアＡ～Ｃに分類し、

各エリアで規模が 1 位～3 位のものを選定する。 

② 隠岐トラフ海底地すべりのうち、エリアに関わらず、発電所方向に崩

壊するものを選定する。 

③ ①及び②で選定した海底地すべりによる津波の計算結果から、敷地へ

の遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある
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波源を確認する。 

まず、①では、(2)の断面積による規模評価結果を参照し、エリアＡ～Ｃ

で最大規模の海底地すべりに加えて、エリアＢで規模が 2 位及び 3 位の海

底地すべりとして Es－K7 及び Es－K6 を、エリアＣで規模が 2 位及び 3

位の海底地すべりとして Es－T8 及び Es－T13 を、それぞれ選定した。エ

リアＡについては、最大規模の Es－G3 による津波でも敷地への遡上及び

水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがないことから、規模が 2

位及び 3 位の海底地すべりは選定しないこととした。 

②では、隠岐トラフの海底地すべりはほとんどが発電所から遠ざかる方

向に崩壊する形状となっている中で、崩壊の傾向が異なる海底地すべりと

して、崩壊方向が発電所方向に近いものを選定した。その結果、②ではエ

リアＡの Es－G101、エリアＣの Es－T13 及び Es－T14 を選定した。 

①及び②で選定した海底地すべりについて、(3)の手順で算出した海底地

形変化量分布図を第 7.2.20 図に、Watts 他の予測式の初期水位波形及び計

算条件を第 7.2.21 図に、Kinematic モデルによる計算条件を第 7.2.22 図に

示す。また、①及び②で選定した海底地すべりによる津波水位計算結果を

第 7.2.12 表に、各波源の津波水位計算結果に潮位のバラツキ及び高潮の裕

度を加味した値と敷地高さ及び海水ポンプの取水可能水位を比較した結果

を第 7.2.23 図に示す。第 7.2.23 図より、敷地への遡上若しくは水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがある波源は、水位上昇側ではエリア

Ｂの Es－K5（Kinematic モデル）とエリアＣの Es－T2（Kinematic モデ

ル）、水位下降側ではエリアＢの Es－K5（Kinematic モデル）であるこ

とを確認した。 

 

7.2.3.2 陸上の斜面崩壊（地すべり）に起因する津波評価 

(1) 検討対象となる陸上の斜面崩壊（地すべり）の選定 

独立行政法人防災科学技術研究所による地すべり地形分布図データベー

スを基に、発電所から半径約 10km 以内にある地すべり地形のうち、地す

べりの規模と発電所との位置関係等から、発電所に影響のある津波を発生

させる陸上地すべりが存在すると考えられる３つのエリア（内浦湾東方、
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内浦湾南方及び大島半島西方）を抽出した。次に、抽出した対象エリアに

ついて、空中写真・航空レーザー測量結果による地形判読及び現地踏査を

実施し、地すべり地形を抽出した。抽出された地すべり地形に対して、

Huber and Hager(1997)(40)による水位予測式を用いて、詳細検討を実施す

る地すべり地形として内浦湾南方の No.1,10 及び大島半島西方の No.14 を

選定した。選定結果を第 7.2.13 表に、選定した地すべり地形の位置図を第

7.2.24 図に示す。 

(2) 陸上の斜面崩壊（地すべり）の津波評価方法 

選定された地すべり地形について、詳細な地形判読及び現地踏査を行い、

地すべり範囲を推定するとともに、既往の地すべりの幅と厚さの関係、周

辺地形及び現地状況より崩壊土砂の厚さを推定し、崩壊土砂量を想定した。

また、内浦湾南方の No.1 の地すべりについては、周囲の No.2,3 エリアが

古い地すべりと考えられたが、地すべりの明確な新旧区分が困難であった

ため、No.1,2,3 を一体とした陸上地すべりを想定した。また、当該エリア

の一部で実施されている福井県による地すべり調査結果も参考に、既往の

地すべりの幅と厚さの関係、周辺地形及び現地状況から崩壊土砂の厚さを

推定し、崩壊土砂量を想定した。 

想定した地すべり地形を用いて斜面崩壊シミュレーションを実施し、地

すべりが海面に突入する際の挙動を計算した。初期水位形状の算出に際し

ては、複数の手法により行うこととし、Fritz et al.(2009)(41)による波源振

幅予測式を用いた Grilli and Watts(2005)(37)及び Watts et al.(2005)(38)に

よる予測式（以下「Watts 他による方法」という。）及び佐竹・加藤(2002)(39)

を参考にした運動学的モデルによる予測方法（以下「運動学的手法」とい

う。）を用いた。Watts 他による方法の初期水位波形及び計算条件を第

7.2.25 図に示す。また、運動学的手法による計算条件を第 7.2.26 図に示す。 

 

7.2.5 基準津波の選定 

7.2.5.1 基準津波の選定方針 

津波警報等に基づいて取水路防潮ゲートを閉止する場合に対して、津波警

報等が発表されない場合(66)では津波警報等に基づく取水路防潮ゲート閉止が
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できないことから、これらの２つの場合についてはそれぞれに基準津波を選

定する必要がある。 

また、津波警報等に基づいて取水路防潮ゲートを閉止する場合のうち、取

水路防潮ゲートが閉止された後に津波の第１波が到達する場合（取水路防潮

ゲート「閉」で評価）と、取水路防潮ゲートが閉止される前に津波の第１波

が到達する場合（取水路防潮ゲート「開」で評価）では、評価条件が異なる

ことから、これら２つの場合についてもそれぞれに基準津波を選定する必要

がある。 

取水路側の各評価点（取水路防潮ゲート前面及び各ポンプ室）は、取水路

防潮ゲートの「開」「閉」の違いによって敷地への遡上及び水位の低下によ

る海水ポンプへの影響の観点で重視すべき度合が異なることから、基準津波

の選定においてはこれを考慮する。具体的には、取水路防潮ゲートが「閉」

の場合には、越流による津波浸入の有無の観点から取水路防潮ゲート前面は

評価点として重視する必要があるが、取水路からの津波浸入がないことで水

位変動が比較的小さくなる各ポンプ室を評価点として重視する必要はない。

一方、取水路防潮ゲート「開」の場合には、水位の高低に関わらず津波が浸

入する取水路防潮ゲート前面を評価点として重視する必要はないが、取水路

からの津波浸入によって水位変動が比較的大きくなる各ポンプ室は評価点と

して重視する必要がある。 

上記を前提とした上で、敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへ

の影響の観点から、各評価点において発電所への影響が大きい波源を基準津

波として選定することとし、具体的には以下の①～③の方針とした。 

なお、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそ

れがある波源の確認では、耐津波設計で考慮される潮位のバラツキ（水位上

昇側：+0.15m、水位下降側：－0.17m）と高潮の裕度（水位上昇側：+0.49m）

を津波水位計算結果に加味した値を、敷地高さ及び海水ポンプの取水可能水

位と比較することとした。 

① 敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれ

がある波源がない場合の選定方針 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれ
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がある波源がない場合には、各評価点において最高水位・最低水位となる

波源を基準津波として選定する。ただし、同一の評価点における最高水位・

最低水位が同程度のケースが複数ある場合は、基準津波としては、他の評

価点における最高水位・最低水位の影響が大きなケースを代表として選定

する。 

② 敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれ

がある波源がある場合の選定方針 

耐津波設計における津波防護の観点では、敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがあるすべてのケースに対して安

全機能を損なわないことが求められる。耐津波設計では基準津波を用いて

検討を行うことから、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある波源がある場合は、それらをすべて基準津波とし

て選定する。 

③ 津波警報等が発表されない場合(66)の留意点 

津波警報等が発表されない場合(66)には津波警報等に基づく取水路防潮

ゲート閉止ができないため、耐津波設計においては、ゲート内への津波の

浸入を前提としながら施設の安全性を損なわない設計とする必要がある。

したがって、耐津波設計において敷地への遡上若しくは水位の低下による

海水ポンプへの影響のおそれがある津波波形を網羅的に確認できるように

基準津波を策定する必要がある。 

具体的には、津波警報等が発表されない場合(66)の対象波源である海底地

すべりでは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある波源を確認する際の津波水位計算で設定した崩壊規模及び

破壊伝播速度に対して部分的な崩壊や遅い崩壊となる可能性があり、その

場合でも敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のお

それがある津波は発生し得る。このため、②に基づいて敷地への遡上若し

くは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源を基準津波

として選定する場合には、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しく

は水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがあるすべての海底地す

べりを選定した上で、それぞれの海底地すべりにおける崩壊規模及び破壊
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伝播速度の値は固定しないこととする。 

 

7.2.5.2 基準津波の選定結果（津波警報等が発表されない場合(66)を除く） 

各波源及びそれらの組み合わせ（以下「単体組み合わせ」という。）によ

る津波水位評価結果を第 7.2.17 表及び第 7.2.18 表に示す。 

単体組み合わせによる津波水位評価結果を踏まえ、各評価点で最も水位の

影響が大きい波源（７ケース）を対象に、断層と地すべりによる初期水位を

同一の伝播計算上で考慮した津波シミュレーション（以下「一体計算」とい

う。）を実施した。その結果を第 7.2.19 表に示す。 

各波源及び一体計算による津波水位評価の結果から、取水路防潮ゲート

「閉」条件で評価した波源のうち、取水路防潮ゲート前面、放水口前面及び

放水路（奥）で最高水位となった「若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地

すべり（エリアＢ）の組み合わせ」を基準津波１、取水路防潮ゲート「開」

条件で評価した波源のうち、各ポンプ室で最高水位・最低水位となった「Ｆ

Ｏ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層と陸上地すべり(No.14)の組み合わせ」を基準津

波２として選定した。ここで、水位下降側の評価においては、同じ波源の時

間ずれであるケース④、⑥、⑦が僅差で並ぶ結果であったが、評価対象水位

にも余裕があることから、基準津波としては水位上昇側にも影響があるケー

ス⑦を代表として選定した。 

また、選定した基準津波は、福井県による既往評価や他の行政機関の波源

モデルを用いた評価結果よりも大きな水位となっていることを確認した。 

各波源及び一体計算による津波水位評価結果に基づく敷地への遡上若しく

は水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認結果を第

7.2.20 表に示す。確認の結果、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある波源はなかった。なお、津波到達に対して取

水路防潮ゲート閉止が間に合わない波源に対しては取水路防潮ゲート「開」

条件で評価を実施したが、その場合でも敷地への遡上及び水位の低下による

海水ポンプへの影響のおそれがないことを確認した。 

 

7.2.5.3 津波警報等が発表されない場合(66)の基準津波の選定結果 
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津波警報等が発表されない場合(66)の津波水位計算結果及び敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認結果

を第 7.2.21 表に示す。津波警報等に基づく取水路防潮ゲート閉止ができない

前提で評価した結果、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへ

の影響のおそれがある波源は「海底地すべりエリアＢ（Es－K5、Kinematic

モデル）」及び「海底地すべりエリアＣ（Es－T2、Kinematic モデル）」で

あった。このため、これらをそれぞれ基準津波３及び基準津波４として選定

した。 

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがあ

る波源の確認における津波水位計算では、水位変動が最も大きくなるように、

海底地すべりによる津波の初期水位形状の算出に用いるパラメータのうち、

崩壊規模及び破壊伝播速度を保守的に最大値で設定した。選定方針の③に基

づき、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しくは水位の低下による海

水ポンプへの影響のおそれがあるケースをすべて包含する波源とするために、

基準津波３及び基準津波４は、「海底地すべりエリアＢ（Es－K5、Kinematic

モデル）」及び「海底地すべりエリアＣ（Es－T2、Kinematic モデル）」に

おいて崩壊規模及び破壊伝播速度の値を固定しない波源として策定すること

とした。ただし、崩壊規模及び破壊伝播速度は、敷地への遡上若しくは水位

の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認において用いた

値を上限とすることとした。 

 

7.2.5.4 基準津波の策定 

基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよ

う、音海半島から北方に約 2km 離れた海域で定義した。その位置を第 7.2.27

図に、各基準津波の基準津波定義位置における時刻歴波形を第 7.2.28 図に示

す。ただし、基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固

定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝

播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 

なお、基準津波３及び基準津波４では敷地への遡上若しくは水位の低下に

よる海水ポンプへの影響のおそれがあることから、耐津波設計において対策
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を講じる。具体的には、基準津波３及び基準津波４については、若狭湾にお

ける津波の伝播特性により、取水路から海水ポンプ室に至る経路において第

１波より第２波以降の水位変動量が大きくなること並びに津波の第１波の押

し波が敷地へ遡上しないこと及び第１波の引き波による水位の低下に対して

海水ポンプが機能保持できること並びに第２波以降の押し波が敷地に遡上す

るおそれがあること及び第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水

ポンプが機能保持できないおそれがあることを踏まえ、潮位計（防護用）に

より観測された津波の第１波の水位変動量が、敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知できるよ

うに設定する津波襲来の判断基準（以下「取水路防潮ゲートの閉止判断基準」

という。）となった場合に、循環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲートを閉止

することにより第２波以降の浸入を防止することで敷地への遡上及び水位の

低下による海水ポンプへの影響を回避する。よって、安全設計上、敷地への

遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがあるケースを

すべて検知できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定が必須である。そ

こで、耐津波設計では、基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波をすべて検

知できるように取水路防潮ゲートの閉止判断基準を設定する。海底地すべり

を波源とする津波は、崩壊規模が小さくなると振幅が小さくなり、破壊伝播

速度が小さくなると振幅が小さくなって周期が長くなる。基準津波３及び基

準津波４は崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、これらの

パラメータスタディによって敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポ

ンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知できる取水路防潮ゲートの

閉止判断基準を設定する。 

 

7.2.6 基準津波の超過確率の参照 

7.2.6.3 津波ハザード評価結果 

基準津波定義位置における平均ハザード曲線を第 7.2.30 図に示す。基準津

波１及び基準津波２による水位上昇側の水位の年超過確率は 10－4～10－5 程

度、水位下降側の水位の年超過確率は 10－4～10－6 程度である。また、10%ご
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とのフラクタイル曲線を第 7.2.31 図に示す。 

なお、基準津波３及び基準津波４については、海底地すべりによる津波で

あることから水位の年超過確率を求めることはできないが、基準津波３及び

基準津波４による水位は、第 7.2.30 図の平均ハザード曲線上では水位上昇

側・水位下降側ともに年超過確率 10－4～10－5 程度に相当する。 

 

7.3 津波に対する安全性 

策定した４つの基準津波による各評価点での時刻歴波形を第 7.3.1 図、第 7.3.2

図、第 7.3.3 図及び第 7.3.4 図に示す。また、基準津波による発電所周辺の最高

及び最低水位分布図を第 7.3.5 図、第 7.3.6 図、第 7.3.7 図及び第 7.3.8 図に示す。 

基準津波１及び基準津波２による水位上昇に対して、重要な安全機能を有する

施設を内包する建屋及び原子炉補機冷却系の海水ポンプ設置エリアの周辺敷地

高さは T.P.+3.5m であるが、取水路内に取水路防潮ゲートを設置していること、

放水路付近の敷地を囲むように放水口側防潮堤を設置していることから、地盤変

動を考慮しても、敷地に津波が遡上することはない。 

また、基準津波１及び基準津波２による水位は、地盤変動を考慮しても原子炉

補機冷却系の海水ポンプの取水可能水位約 T.P.－3.5m を上回ることから、原子

炉施設の安全性が津波によって影響を受けることはない。 

一方、基準津波３及び基準津波４による水位は、水位上昇において海水ポンプ

設置エリアの周辺敷地高さを上回る。また、基準津波３による水位は、水位下降

において海水ポンプの取水可能水位を下回る。ただし、基準津波３及び基準津波

４に対しては、耐津波設計において、敷地への遡上及び水位の低下による海水ポ

ンプへの影響を回避する設計とする。 

津波による砂移動に関して藤井他(1998)(49)及び高橋他(1999)(51)等(50), (52)～(65)を

参考に実施した砂移動に関する数値シミュレーションによれば、津波による砂移

動に伴う砂の堆積量は、３号及び４号炉海水取水トンネルの取水口において最大

0.03m 程度であり、３号及び４号炉海水取水トンネルの取水口は底版から 1.0m

高い位置に設置され、取水口の開口部が高さ 2.5m であることから、砂の堆積に

よる通水への影響はない。 

砂移動に関する数値計算条件を第 7.3.1 表に、敷地周辺における砂移動による
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地形変化量を第 7.3.9 図、第 7.3.10 図、第 7.3.11 図及び第 7.3.12 図に示す。 

さらに、３号炉及び４号炉海水ポンプ位置の砂の堆積厚を評価するため、３号

及び４号炉海水取水トンネル部、３号及び４号炉海水ポンプ室部、海水路部並び

に３号及び４号炉循環水ポンプ室前部を別途１次元でモデル化した。３号炉及び

４号炉海水ポンプ位置での砂の堆積量を評価した結果、海水ポンプ下端から底版

までの距離 1.25m に対して最大で 0.32m 程度であることから砂の堆積に伴って

閉塞することはなく、原子炉補機冷却系の取水に支障が生じないことを確認した。 

以上のことから、原子炉施設の安全性が、津波により影響を受けるおそれはな

い。 
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第7.2.1表 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定項目 設 定 値 

津波計算 

基礎方程式 非線形長波理論式及び連続式（後藤・小川(1982)(9)） 

変数配置および 

差分スキーム 
Staggered Leap-frog法 

計算条件等 

 

計算領域 
対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約1,500km， 

南北方向約2,000km 

空間格子間隔 1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m 

時間格子間隔 0.3秒 安定条件（CFL条件）を十分満足するように設定 

初期条件 
断層モデルを用いて、 Mansinha and Smylie(1971)(10)の方法により

計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする 

境界 

条件 

沖側 

境界 

特性曲線法をもとに誘導される自由透過の条件 

（後藤・小川(1982)(9)） 

陸域 

境界 
完全反射条件 

海底摩擦 マニングの粗度係数  n=0.030 （土木学会(2016)(8)） 

水平渦動粘性係数 0m2/s 

計算時間 3.0時間（日本海東縁部のケースは6.0時間） 

計算潮位 T.P.0.00m 

津波水位評価 cmを切り上げ、10cm単位で評価 
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第 7.2.2 表 津波シミュレーションの詳細計算手法および計算条件 

設定項目 設 定 値 

津波計算 

基礎方程式 非線形長波理論式及び連続式（後藤・小川(1982)(9)） 

変数配置および 

差分スキーム 
Staggered Leap-frog 法 

計算条件等 
 

計算領域 
対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約 1,500km， 
南北方向約 2,000km 

空間格子間隔 1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m→6.25m→3.125m 

時間格子間隔※ 

地 震 0.05 秒（取水路防潮ゲート開時は 0.025 秒） 

海底 

地すべり 
0.05 秒（取水路防潮ゲート開時は 0.025 秒） 

陸上 

地すべり 
0.025 秒 

初期条件 

地 震 
断層モデルを用いて、 Mansinha and Smylie(1971)(10)の方法
により計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする 

海底 

地すべり 

（Watts 他の予測式） Grilli and Watts(2005)(37)及びWatts et 
al.(2005)(38)の予測式により計算される初期水位分布を初期条
件とする。 
（Kinematic モデルによる方法）Kinematic モデルによる方法
を用いて算出される時間刻みあたりの地形変化量が、海面水位
と海底地形にそのまま反映されるものとする。 

陸上 

地すべり 

（Watts 他による方法）Fritz et al.(2009)(41)による波源振幅予
測式を用いた  Grilli and Watts(2005)(37) 及び Watts et 
al.(2005)(38)による予測式により計算される初期水位分布を初
期条件とする。 

（運動学的手法）土砂崩壊シミュレーションによる時間刻み
あたりの地形変化量が、海面水位と海底地形にそのまま反映
されるものとする。 

境界 

条件 

沖側 

境界 

特性曲線法をもとに誘導される自由透過の条件 
（後藤・小川(1982)(9)） 

陸域 

境界 
完全反射条件（発電所敷地については遡上境界） 

海底摩擦 マニングの粗度係数  n=0.030 （土木学会(2016)(8)） 

水平渦動粘性係数 0m2/s 

計算時間 3.0 時間（日本海東縁部のケースは 6.0 時間） 

計算潮位 水位上昇側 T.P.+0.49m、水位下降側 T.P.0.00m 

評価潮位 
水位上昇側 T.P.+0.49m、水位下降側 T.P.－0.01m 
気象庁・舞鶴検潮所のデータによる(2007 年 1 月～2011 年 12 月の 5 箇年) 

津波水位評価 cm を切り上げ、10cm 単位で評価 

※安定条件(CFL 条件)を十分満足するように設定 
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第7.2.11表 海底地すべりによる津波水位評価結果  

（取水路防潮ゲート「閉」） 

波源モデル
取水路
防潮

ゲート※1

水位上昇 水位下降

取水路
防潮ゲート

前面

（T.P.m）

３，４号炉
循環水

ポンプ室

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

放水口
前面

（T.P.m）

放水路
（奥）

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

エリアA
（Es-G3）

Watts他の
予測式

閉 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.3 -0.3 -0.3 

Kinematic
モデルによる方法

閉 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 1.8 -0.8 -0.8 -0.8 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の
予測式

閉 2.0 0.8 0.8 0.8 1.0 1.9 2.1 -0.7 -0.7 -0.8 

Kinematic
モデルによる方法

閉 4.1 1.2 1.1 1.1 1.3 3.7 4.0 -1.1 -1.0 -1.1 

エリアC
（Es-T2）

Watts他の
予測式

閉 2.4 0.8 0.7 0.7 1.1 1.1 1.3 -0.5 -0.5 -0.8 

Kinematic
モデルによる方法

閉 3.3 1.1 1.1 1.1 1.2 3.7 3.9 -0.9 -0.9 -1.2 

※1  閉：取水路防潮ゲート天端T.P.+8.5mで全閉  

 

（取水路防潮ゲート「開」） 

波源モデル
取水路
防潮

ゲート※1

水位上昇 水位下降

取水路
防潮ゲート

前面

（T.P.m）

３，４号炉
循環水

ポンプ室

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

放水口
前面

（T.P.m）

放水路
（奥）

（T.P.m）

１号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

２号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

３，４号炉
海水

ポンプ室

（T.P.m）

エリアA
（Es-G3）

Watts他の
予測式

開 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.5 -0.6 -1.1 

Kinematic
モデルによる方法

開 2.0 2.3 2.1 2.2 2.6 1.6 1.8 -1.2 -1.4 -2.2 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の
予測式

開 2.2 2.5 2.3 2.4 2.5 1.9 2.1 -1.4 -1.5 -2.1 

Kinematic
モデルによる方法

開 3.6 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7 4.0 -3.6 -3.7 -3.7

エリアC
（Es-T2）

Watts他の
予測式

開 1.4 1.8 1.4 1.6 1.8 1.1 1.4 -1.3 -1.4 -2.2 

Kinematic
モデルによる方法

開 3.2 3.7 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 -2.4 -2.5 -2.8 

※1  開：取水路防潮ゲート４門開  

下線は、各評価点における最高または最低水位を示す。
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-3

.7
 

E
s-

K
7

（
規

模
2位

）

W
at

ts
他

の
予
測
式

開
1.

4 
1.

7 
1.

5 
1.

5 
1.

7 
1.

1 
1.

2 
-0

.9
 

-1
.0

 
-1

.6
 

K
in

em
at

ic
モ
デ

ル
に
よ
る

方
法

開
2.

1 
2.

3 
2.

1 
2.

2 
2.

6 
2.

2 
2.

4 
-1

.5
 

-1
.6

 
-2

.4
 

E
s-

K
6

（
規

模
3位

）

W
at

ts
他

の
予
測
式

開
1.

1 
1.

2 
1.

2 
1.

2 
1.

2 
1.

0 
1.

0 
-0

.7
 

-0
.8

 
-1

.3
 

K
in

em
at

ic
モ
デ

ル
に
よ
る

方
法

開
2.

0 
2.

3 
2.

1 
2.

1 
2.

3 
1.

7 
1.

9 
-1

.4
 

-1
.5

 
-2

.2
 

エ
リ

ア
C

E
s-

T
2

（
規

模
1位

）

W
at

ts
他

の
予
測
式

開
1.

4 
1.

8 
1.

4 
1.

6 
1.

8 
1.

1 
1.

4 
-1

.3
 

-1
.4

 
-2

.2
 

K
in

em
at

ic
モ
デ

ル
に
よ
る

方
法

開
3.

2 
3.

7 
3.

3 
3.

5 
3.

6 
3.

7
3.

9 
-2

.4
 

-2
.5

 
-2

.8
 

E
s-

T
8

（
規

模
2位

）

W
at

ts
他

の
予
測
式

開
1.

3 
1.

7 
1.

2 
1.

3 
1.

6 
0.

9 
1.

1 
-1

.0
 

-1
.0

 
-1

.7
 

K
in

em
at

ic
モ
デ

ル
に
よ
る

方
法

開
1.

8 
2.

1 
1.

9 
2.

0 
2.

1 
2.

4 
2.

5 
-1

.7
 

-1
.9

 
-2

.6
 

E
s-

T
13

（
規

模
3位

、
発
電

所
方
向

）

W
at

ts
他

の
予
測
式

開
0.

9 
1.

2 
0.

9 
1.

0 
1.

3 
0.

9 
0.

9 
-0

.6
 

-0
.7

 
-1

.3
 

K
in

em
at

ic
モ
デ

ル
に
よ
る

方
法

開
1.

8 
2.

0 
1.

8 
1.

8 
2.

1 
2.

3 
2.

4 
-1

.5
 

-1
.6

 
-2

.3
 

E
s-

T
14

（
発
電

所
方

向
）

W
at

ts
他

の
予
測
式

開
0.

8 
0.

9 
0.

9 
0.

9 
0.

9 
0.

8 
0.

8 
-0

.6
 

-0
.7

 
-1

.2
 

K
in

em
at

ic
モ
デ

ル
に
よ
る

方
法

開
2.

0 
2.

4 
2.

1 
2.

2 
2.

4 
1.

9 
2.

0 
-1

.5
 

-1
.6

 
-2

.1
 

数
字

は
、

T
.P

.(
m

)
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N
o.

1
40

0
25

0
30

3,
00

0,
00

0
6

0
15

10
60

0
2.

22

N
o.

9
16

0
80

20
25

6,
00

0
30

30
15

10
1,

50
0

2.
63

N
o.

10
16

0
80

20
25

6,
00

0
28

0
15

10
1,

60
0

2.
68

N
o.

11
28

0
16

0
29

1,
29

9,
20

0
25

30
15

10
7,

40
0

1.
22

N
o.

14
30

0
10

0
25

75
0,

00
0

30
25

15
10

7,
60

0
1.

42

取
水
口
側
に

位
置
す
る

発
電
所
ま
で
の

距
離

r
（
m
）

発
電
所
で
の

全
振
幅

（
m
）

備
考

放
水
口
側
に

位
置
す
る

陸
上

地
す
べ

り
進
行
角

γ
（
°）

平
均

長
さ

L
（

m
）

平
均

幅
b

（
m
）

平
均

厚
さ

t
（

m
）

土
量

V
s

=
L

×
b×

t
（

m
3 ）

す
べ
り

面
の

傾
斜

角
α

（
°）

突
入
位
置

水
深

d1
（
m
）

発
電
所
前
面

水
深

d2
（m
）
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表

 
H

u
b

er
 a

n
d

 H
a

ge
r(

1
9

9
7

) に
よ

る
水

位
予

測
式

を
用

い
た

選
定

結
果

 

下
線
は

、
以

下
の
理

由
に

よ
り
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン

を
実
施

す
る

陸
上
地

す
べ

り
と

す
る

・
放
水

口
側

は
、

N
o.

1に
つ
い

て
は
、

近
傍

の
N

o.
2,

3と
の

地
す
べ

り
も

含
め
る

た
め

、
選

定
す
る

・
N

o.
9,

10
に
つ

い
て
は

、
発

電
所
と

の
位

置
関
係

等
よ

り
N

o.
10

を
選
定

す
る

・
取
水

口
側

は
全
振

幅
が

大
き
い

N
o.

14
を
選
定

す
る
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敷

地
へ

の
遡

上
若

し
く

は
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
波

源
の

確
認

結
果

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

※
1

波
源

モ
デ

ル
水

位
上

昇
水

位
下

降

取
水
路
防
潮

ゲ
ー
ト
前

面
３

，
４
号
炉

循
環

水
ポ
ン
プ

室
１
号
炉

海
水
ポ
ン
プ
室

２
号
炉

海
水
ポ
ン
プ

室
３
，
４

号
炉

海
水
ポ
ン
プ

室
放
水
口

前
面

放
水
路

（
奥
）

１
号
炉

海
水
ポ

ン
プ
室

２
号
炉

海
水
ポ
ン
プ
室

３
，

４
号
炉

海
水
ポ
ン

プ
室

閉
（

C
lo

se
）

地
震

に
起

因
す

る
津

波

大
陸

棚
外

縁
～

B
～

野
坂

断
層

5.
9 

1.
6 

1.
5 

1.
5 

1.
9 

2.
7 

2.
8 

－
－

－

日
本

海
東

縁
部

の
波

源
－

－
－

－
－

－
－

-0
.9

 
-0

.9
 

-1
.1

 

地
震

以
外

に
起

因
す

る
津

波
海

底
地

す
べ

り

エ
リ

ア
A

（
E

s-
G

3）
W

at
ts
他

の
予

測
式

1.
2 

1.
3 

1.
3 

1.
3 

1.
3 

1.
3 

1.
3 

-0
.5

 
-0

.5
 

-0
.5

 

K
in

em
at

ic
モ

デ
ル

に
よ

る
方

法
2.

7 
1.

6 
1.

6 
1.

6 
1.

6 
2.

3 
2.

4 
-0

.9
 

-0
.9

 
-1

.0
 

エ
リ

ア
B

（
E

s-
K

5）
W

at
ts
他

の
予

測
式

2.
7 

1.
5 

1.
5 

1.
5 

1.
6 

2.
6 

2.
8 

-0
.9

 
-0

.9
 

-1
.0

 

K
in

em
at

ic
モ

デ
ル

に
よ

る
方

法
4.

7 
1.

8 
1.

8 
1.

7 
2.

0 
4.

4 
4.

6 
-1

.2
 

-1
.2

 
-1

.3
 

エ
リ

ア
C

（
E

s-
T

2）
W

at
ts
他

の
予

測
式

3.
0 

1.
4 

1.
3 

1.
3 

1.
8 

1.
8 

2.
0 

-0
.7

 
-0

.7
 

-1
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K
in

em
at

ic
モ

デ
ル

に
よ

る
方

法
3.

9 
1.

7 
1.

7 
1.

7 
1.

8 
4.

3 
4.

6 
-1

.1
 

-1
.1

 
-1

.4
 

行
政

機
関

の
波

源
モ

デ
ル

を
用

い
た

津
波

福
井

県
モ

デ
ル

（
若

狭
海

丘
列

付
近

断
層

）
5.

1 
1.

7 
1.

8 
1.

7 
2.

0 
4.

2 
4.

4 
-1

.0
 

-1
.0

 
-1

.2
 

秋
田

県
モ

デ
ル

（
日

本
海

東
縁

部
の

断
層

）
5.

1 
2.

3 
2.

3 
2.

3 
2.

3 
3.

5 
3.

7 
-1

.6
 

-1
.6

 
-1

.8
 

若
狭

海
丘

列
付

近
断

層

大
す

べ
り

中
央

4.
2 

1.
4 

1.
4 

1.
3 

1.
9 

2.
7 

2.
7 

－
－

－

大
す

べ
り

隣
接

L
R

R
4.

2 
1.

4 
1.

3 
1.

3 
1.

9 
2.

5 
2.

6 
－

－
－

大
す

べ
り

隣
接

L
L

R
4.

4 
1.

4 
1.

3 
1.

3 
1.

9 
2.

5 
2.

6 
－

－
－

津
波

の
組

み
合

わ
せ

（
一

体
計

算
）

福
井

県
モ

デ
ル

（
若

狭
海

丘
列

付
近

断
層

）
と

隠
岐

ト
ラ

フ
海

底
地

す
べ

り
エ

リ
ア

Ｂ
(E

s-
K

5)

21
秒

ず
れ

5.
5 

2.
0 

1.
9 

1.
9 

2.
3 

5.
7 

6.
4 

－
－

－

63
秒

ず
れ

5.
8 

1.
9 

1.
9 

1.
9 

2.
4 

5.
9 

6.
8 

－
－

－

78
秒

ず
れ

6.
1 

1.
9 

1.
8 

1.
8 

2.
3 

6.
0 

6.
8 

－
－

－

開
（

O
pe

n）

地
震

に
起

因
す

る
津

波
F

O
－

A
～

F
O
－

B
～

熊
川

断
層

2.
6 

2.
8 

2.
5 

2.
5 

3.
1 

3.
3 

3.
4 

-2
.0

-2
.0

 
-2

.2
 

地
震

以
外

に
起

因
す

る
津

波
陸

上
地

す
べ

り

N
o.

1,
2,

3
W

at
ts
他

に
よ

る
方

法
1.

2 
1.

2 
1.

2 
1.

2 
1.

2 
1.

2 
1.

3 
-0

.3
 

-0
.3

 
-0

.3
 

運
動

学
的

手
法

1.
3 

1.
4 

1.
3 

1.
3 

1.
5 

2.
7 

2.
8 

-0
.5

 
-0

.5
 

-0
.5

 

N
o.

10
W

at
ts
他

に
よ

る
方

法
1.

2 
1.

2 
1.

2 
1.

2 
1.

2 
1.

5 
1.

7 
-0

.3
 

-0
.3

 
-0

.3
 

運
動

学
的

手
法

1.
2 

1.
2 

1.
2 

1.
2 

1.
2 

2.
1 

2.
1 

-0
.3

 
-0

.3
 

-0
.3

 

N
o.

14
W

at
ts
他

に
よ

る
方

法
1.

6 
1.

7 
1.

5 
1.

7 
1.

7 
1.

2 
1.

3 
-0

.5
 

-0
.6

 
-0

.6
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動

学
的

手
法

1.
7 

1.
9 

1.
7 

1.
7 

1.
7 

1.
2 

1.
3 
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.5

 
-0

.5
 

-0
.6

 

津
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組

み
合

わ
せ
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一

体
計

算
）

Ｆ
Ｏ

－
Ａ

～
Ｆ

Ｏ
－

Ｂ
～

熊
川

断
層

と
陸

上
地

す
べ

り
(N

o.
14

)

30
秒
ず

れ
－

－
－

－
－

－
－

-2
.1

 
-1

.9
 

-2
.1

 

45
秒
ず

れ
2.

8 
3.

1 
2.

8 
2.

8 
3.

1 
3.

3 
3.

4 
－

－
－

51
秒
ず

れ
－

－
－

－
－

－
－

-2
.0

 
-2

.0
 

-2
.1

 

54
秒
ず

れ
2.

8 
3.

1 
2.

8 
2.

8 
3.

1 
3.

3 
3.

4 
-2

.0
 

-2
.0

 
-2

.1
 

施
設

影
響

が
生

じ
る

高
さ

（
上
昇
側
：
敷

地
高
さ
・
防
潮
ゲ
ー
ト
高
さ
・

防
潮
堤
高

さ
、
下
降
側
：
取
水
可
能
水

位
）

8.
5

3.
5

3.
5

3.
5

3.
5

8.
0

8.
0

-3
.2

-3
.2

-3
.5

数
字

は
T

.P
.(

m
)

青
字

は
敷

地
へ

の
遡

上
若

し
く

は
水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

値
（

該
当

な
し

）

基
準

津
波

１

基
準

津
波

２

津
波

水
位

計
算
結
果
に
潮

位
の

バ
ラ
ツ
キ

（
上

昇
側

+
0.

15
m

,下
降

側
-0

.1
7m

）
、
高
潮

の
裕

度
（
上
昇

側
+

0.
49

m
）

を
考
慮

。

※
1 ：

閉
：

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

天
端

T
P

+
8.

5m
で

全
閉

、
開

：
両

系
列

の
ゲ

ー
ト

が
開

い
た

状
態

（
T

P
±

0~
+

8.
5m

は
カ

ー
テ

ン
ウ

ォ
ー

ル
あ

り
）

※
２

：
地

盤
変

動
量

0.
23

m
隆

起

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２

※
２
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第7.2.21表 津波警報等が発表されない場合の津波水位計算結果  

 

（津波水位計算の結果）  

数字はT.P.(m)、赤字は各評価点の最高または最低水位

取水路防潮
ゲート※1 波源モデル

水位上昇 水位下降

取水路防潮
ゲート前面

３，４号炉
循環水ポンプ室

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

放水口
前面

放水路
（奥）

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

開
（Open）

地震以外に
起因する津波

海底
地すべり

エリアA
（Es-G3）

Watts他の予測式 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.5 -0.6 -1.1 

Kinematicモデルによる方法 2.0 2.3 2.1 2.2 2.6 1.6 1.8 -1.2 -1.4 -2.2 

エリアA
（Es-G101）

Watts他の予測式 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.4 -0.5 -1.1 

Kinematicモデルによる方法 0.9 1.0 0.9 0.9 1.1 0.8 0.9 -0.6 -0.7 -1.3 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の予測式 2.2 2.5 2.3 2.4 2.5 1.9 2.1 -1.4 -1.5 -2.1 

Kinematicモデルによる方法 3.6 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7 4.0 -3.6 -3.7 -3.7 

エリアB
（Es-K6）

Watts他の予測式 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 -0.7 -0.8 -1.3 

Kinematicモデルによる方法 2.0 2.3 2.1 2.1 2.3 1.7 1.9 -1.4 -1.5 -2.2 

エリアB
（Es-K7）

Watts他の予測式 1.4 1.7 1.5 1.5 1.7 1.1 1.2 -0.9 -1.0 -1.6 

Kinematicモデルによる方法 2.1 2.3 2.1 2.2 2.6 2.2 2.4 -1.5 -1.6 -2.4 

エリアC
（Es-T2）

Watts他の予測式 1.4 1.8 1.4 1.6 1.8 1.1 1.4 -1.3 -1.4 -2.2 

Kinematicモデルによる方法 3.2 3.7 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 -2.4 -2.5 -2.8 

エリアC
（Es-T8）

Watts他の予測式 1.3 1.7 1.2 1.3 1.6 0.9 1.1 -1.0 -1.0 -1.7 

Kinematicモデルによる方法 1.8 2.1 1.9 2.0 2.1 2.4 2.5 -1.7 -1.9 -2.6 

エリアC
（Es-T13）

Watts他の予測式 0.9 1.2 0.9 1.0 1.3 0.9 0.9 -0.6 -0.7 -1.3 

Kinematicモデルによる方法 1.8 2.0 1.8 1.8 2.1 2.3 2.4 -1.5 -1.6 -2.3 

エリアC
（Es-T14）

Watts他の予測式 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 -0.6 -0.7 -1.2 

Kinematicモデルによる方法 2.0 2.4 2.1 2.2 2.4 1.9 2.0 -1.5 -1.6 -2.1 

基準津波３

基準津波４

 
 

（敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響  

のおそれがある波源の確認結果）  

数字はT.P.(m)

青字は敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある値

津波水位計算結果に潮位のバラツキ（上昇側+0.15m,下降側-0.17m）、高潮の裕度（上昇側+0.49m）を考慮。

※1：閉：取水路防潮ゲート天端TP+8.5mで全閉、 開：両系列のゲートが開いた状態（TP±0~+8.5mはカーテンウォールあり）

取水路防潮
ゲート※1 波源モデル

水位上昇 水位下降

取水路防潮
ゲート前面

３，４号炉
循環水ポンプ室

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

放水口
前面

放水路
（奥）

１号炉
海水ポンプ室

２号炉
海水ポンプ室

３，４号炉
海水ポンプ室

開
（Open）

地震以外に
起因する津波

海底
地すべり

エリアA
（Es-G3）

Watts他の予測式 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 -0.6 -0.7 -1.3 

Kinematicモデルによる方法 2.6 3.0 2.8 2.8 3.2 2.3 2.4 -1.4 -1.5 -2.4 

エリアA
（Es-G101）

Watts他の予測式 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 -0.6 -0.7 -1.2 

Kinematicモデルによる方法 1.5 1.6 1.5 1.5 1.7 1.5 1.6 -0.8 -0.9 -1.5 

エリアB
（Es-K5）

Watts他の予測式 2.8 3.1 3.0 3.0 3.1 2.6 2.8 -1.5 -1.6 -2.3 

Kinematicモデルによる方法 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 -3.7 -3.8 -3.8 

エリアB
（Es-K6）

Watts他の予測式 1.7 1.9 1.8 1.8 1.9 1.6 1.7 -0.8 -0.9 -1.5 

Kinematicモデルによる方法 2.6 2.9 2.8 2.8 2.9 2.3 2.5 -1.5 -1.7 -2.4 

エリアB
（Es-K7）

Watts他の予測式 2.1 2.4 2.1 2.1 2.3 1.7 1.8 -1.1 -1.2 -1.8 

Kinematicモデルによる方法 2.7 3.0 2.8 2.8 3.2 2.8 3.0 -1.7 -1.8 -2.5 

エリアC
（Es-T2）

Watts他の予測式 2.0 2.4 2.1 2.2 2.5 1.8 2.0 -1.5 -1.6 -2.4 

Kinematicモデルによる方法 3.8 4.3 4.0 4.1 4.3 4.3 4.5 -2.5 -2.6 -2.9 

エリアC
（Es-T8）

Watts他の予測式 2.0 2.3 1.9 1.9 2.3 1.6 1.7 -1.2 -1.2 -1.9 

Kinematicモデルによる方法 2.5 2.7 2.5 2.6 2.8 3.0 3.1 -1.9 -2.0 -2.8 

エリアC
（Es-T13）

Watts他の予測式 1.5 1.8 1.6 1.6 1.9 1.5 1.5 -0.8 -0.9 -1.4 

Kinematicモデルによる方法 2.4 2.6 2.4 2.5 2.8 2.9 3.0 -1.7 -1.8 -2.5 

エリアC
（Es-T14）

Watts他の予測式 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.4 1.5 -0.7 -0.8 -1.4 

Kinematicモデルによる方法 2.7 3.1 2.8 2.9 3.0 2.6 2.7 -1.6 -1.8 -2.3 

施設影響が生じる高さ（上昇側：敷地高さ・防潮ゲート高さ・防潮堤高さ、下降側：取水可能水位） 8.5 3.5 3.5 3.5 3.5 8.0 8.0 -3.2 -3.2 -3.5

基準津波３

基準津波４
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第7.3.1表（1） 砂移動に関する数値計算条件  

設定項目 設定値

砂移動モデル
・藤井他(1998)(49)

による手法

・高橋他(1999)(51)
による手法

解析領域 高浜発電所周辺海域（東西約11.4km、南北約10.2kmの範囲）

空間格子間隔 6.25m→3.125m

時間格子間隔 最小0.10秒

沖側境界条件
・津波シミュレーションで得られる水位及び線流量を砂移動の
　数値シミュレーションの沖側境界条件とする

・解析領域内外への砂の流入出を考慮する

陸側境界条件 完全反射条件

浮遊砂体積濃度
上限値

藤井他(1998)(49)
の手法　1%、5%

高橋他(1999)(51)
の手法　1%

砂の粒径 0.117mm　　（海底土質調査より設定）

砂粒の密度 2.686g/cm3 （海底土質調査より設定）

海水の密度 1.03g/cm3

空隙率 0.4（高橋他(1992)(59)
）

マニングの粗度係数 0.03（土木学会(2002)(8)
）

限界摩擦速度 岩垣式で算定

計算潮位 T.P.±0.0m

計算時間 地震発生後3.0時間

初期砂層厚

・コンクリートブロック、捨石等による海底面被覆部を除いて沖合まで
　初期砂層厚は無限厚さ

・被覆部は、竣工図を基本とし、深浅測量の結果から、中央部は初期堆
　積砂層厚ゼロ、端部は深浅測量の結果を基に砂層厚を設定し、被覆面
　天端以深には洗掘が生じないとする

（土木学会 (2016)(8)）  
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第 7.3.1 表（2） 砂移動に関する数値計算条件  

項目 藤井他(1998)(49)
の手法 高橋他(1999)(51)

の手法

掃流層の
流砂連続式

浮遊層の
流砂連続式

流砂量式

　小林他(1996)(50)
の実験式 高橋他(1999)(51)

の実験式

浮遊砂層への
巻き上げ量

算定式

高橋他(1999)(51)
の実験式

沈降量の
算定式

摩擦速度の
計算式

log-wake則(
にwake関数を付加した式)を鉛直

方向に積分した式より算出

　マニング則より算出
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Z：水深変化量(m)    t：時間(s)    x：平面座標   Q：単位幅、単位時間当たりの掃流砂量(m3/s/m) 
τ*：シールズ数      σ：砂粒の密度(g/cm3)  ρ：海水の密度(g/cm3)    s：=σ/ρ－1 
g：重力加速度(m/s2)   d：砂の粒径(mm)    U：流速(m/s)         D：全水深(m) 
η: Manningの粗度係数（=0.03m－1/3・s 土木学会(2016)(8)より）  
w：土粒子の沈降速度（Rubey式より算出）(m/s) 
α：局所的な外力のみに移動を支配される成分が全流砂量に占める比率（=0.1，藤井他(1998)(49)より）  
kZ：鉛直拡散係数（0.2κ・u*・h，藤井他(1998) (49)より）(m2/s) 
κ：カルマン定数（=0.4，藤井他(1998)(49)より）  
h：水深（m）      Z0：粗度高さ(=ks/30)(m)                        ks：相当粗度(=d)(m) 
C，Cb：浮遊砂濃度、底面浮遊砂濃度（浮遊砂層の連続式より算出）(kg/m3) 
Cs：浮遊砂体積濃度（浮遊砂層の連続式より算出）(kg/m3)        λ：空隙率（=0.4，高橋他(1992)(59)より）  
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2,082秒※3（参考）地すべり終了時間

3分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.3m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,902秒（地すべりの標高差570.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.3m/s）＋破壊継続時間3分(180秒)=2,082秒

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

2,082秒※3（参考）地すべり終了時間

3分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.3m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,902秒（地すべりの標高差570.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.3m/s）＋破壊継続時間3分(180秒)=2,082秒

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

 

第7.2.19図 (1) Kinematicモデルによる計算条件（エリアA：Es－G3）  

 

951秒※3（参考）地すべり終了時間

2分※2破壊継続時間（基本ケース）

1.0m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間831秒（地すべりの標高差831.1m÷鉛直方向破壊伝播速度1m/s）＋破壊継続時間2分(120秒)=951秒

崩壊部

堆積部
崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

951秒※3（参考）地すべり終了時間

2分※2破壊継続時間（基本ケース）

1.0m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：5m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間831秒（地すべりの標高差831.1m÷鉛直方向破壊伝播速度1m/s）＋破壊継続時間2分(120秒)=951秒

崩壊部

堆積部
崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

高浜発電所

拡大範囲

 

第7.2.19図 (2) Kinematicモデルによる計算条件（エリアB：Es－K5）  
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1,748秒※3（参考）地すべり終了時間

5分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.5m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：10m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,448秒（地すべりの標高差723.9m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,748秒

高浜発電所

拡大範囲

1,748秒※3（参考）地すべり終了時間

5分※2破壊継続時間（基本ケース）

0.5m/s※1鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース）

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

【計算条件】

堆積部のコンター：10m間隔
崩壊部のコンター：10m間隔

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力データ）

崩壊部

堆積部

崩壊部頂点

堆積部頂点

0 10km

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,448秒（地すべりの標高差723.9m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,748秒

高浜発電所

拡大範囲

 

第7.2.19図 (3) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T2）  
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エリアA：Es－G101 エリアB：Es－K6

エリアB：Es－K7 エリアC：Es－T8

エリアC：Es－T13 エリアC：Es－T14

 
第7.2.20図 海底地形変化量分布図  

（Es－G101、Es－K6、Es－K7、Es－T8、Es－T13、Es－T14）  
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項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 1分※2

（参考）地すべり終了時間 867秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間807秒（地すべりの標高差403.5m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間1分(60秒)=867秒

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部幅

【計算条件】

 

第7.2.22図 (1) Kinematicモデルによる計算条件（エリアA：Es－G101） 

 

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.4m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 5分※2

（参考）地すべり終了時間 2,364秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間2,064秒（地すべりの標高差825.5m÷鉛直方向破壊伝播速度0.4m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=2,364秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第7.2.22図 (2) Kinematicモデルによる計算条件（エリアB：Es－K6）  
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項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 5分※2

（参考）地すべり終了時間 1,787秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,487秒（地すべりの標高差743.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,787秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第7.2.22図 (3) Kinematicモデルによる計算条件（エリアB：Es－K7）  

 

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 5分※2

（参考）地すべり終了時間 1,397秒※3

高浜発電所

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,097秒（地すべりの標高差548.7m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間5分(300秒)=1,397秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第7.2.22図 (4) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T8）  
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項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.3m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 7分※2

（参考）地すべり終了時間 1,716秒※3

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,296秒（地すべりの標高差388.9m÷鉛直方向破壊伝播速度0.3m/s）＋破壊継続時間7分(420秒)=1,716秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

崩壊部幅

【計算条件】

 

第7.2.22図 (5) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T13） 

 

※1 破壊伝播速度の鉛直成分として設定した。
※2 地形変化の速度が鉛直方向破壊伝播速度を超えない範囲で最大となるよう破壊継続時間を設定した。
※3 地すべり終了時間＝地すべり伝播到達時間1,241秒（地すべりの標高差620.4m÷鉛直方向破壊伝播速度0.5m/s）＋破壊継続時間2分(120秒)=1,361秒

【海底地形変化量分布図】
（Kinematicモデルへの入力コンター）

崩壊部

堆積部

崩壊部
頂点

堆積部
頂点

0 5km

項目 設定値

設定位置格子サイズ 450m

鉛直方向破壊伝播速度（基本ケース） 0.5m/s※1

破壊継続時間（基本ケース） 2分※2

（参考）地すべり終了時間 1,361秒※3

崩壊部幅

【計算条件】

 

第7.2.22図 (6) Kinematicモデルによる計算条件（エリアC：Es－T14） 
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第 7.2.28 図 基準津波の時刻歴波形  

※基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、

施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴

波形を示す。  

※  

※  
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水位は、平均ハザード曲線上では水位上昇側・水位下降側ともに年超過確率10-4～10-5程度に相当する。  

 

第 7.2.30 図 基準津波定義位置における平均ハザード曲線
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第 7.3.3 図(1) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 7.3.3 図(2) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 7.3.3 図(3) 基準津波３の時刻歴波形（水位上昇側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 7.3.3 図(4) 基準津波３の時刻歴波形（水位下降側）

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 7.3.4 図(1) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側）

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 7.3.4 図(2) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側）

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 7.3.4 図(3) 基準津波４の時刻歴波形（水位上昇側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 7.3.4 図(4) 基準津波４の時刻歴波形（水位下降側） 

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が

最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。 
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第 7.3.7 図 基準津波３による水位分布図 
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添付書類八の一部補正



添付書類八を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

8-目-1
～

8-目-9

（記載の変更） 別紙 8-目-1 のとおり変更

する。

8-目-1



別紙 8-目-1 
別添５

添  付  書  類  八

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

 令和２年１月２９日付け原規規発第２００１２９２号をもって設置変更

許可を受けた、高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類

八の１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉に係る記述のうち、下記内容を変

更又は追加する。

記

（１号炉）

1. 安全設計のうち以下を変更又は追加する。

1.2 安全機能の重要度分類

1.2.1 安全上の機能別重要度分類  
1.3 耐震設計  

1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計  
1.3.1.2 耐震重要度分類  

1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界  
(3) 荷重の組合せ

d. 荷重の組合せ上の留意事項

1.3.1.5 設計における留意事項  

1.4 耐津波設計  
1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針  

1.4.1.1 耐津波設計の基本方針  
(1) 津波防護対象の選定

(2) 敷地及び敷地周辺における地形、施設の配置等

b. 敷地における施設の位置、形状等の把握

8-目-2



(3) 入力津波の設定

1.4.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
1.4.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１）  
1.4.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防

止

(1) 海水ポンプの取水性

(2) 津波の二次的な影響による海水ポンプの機能保持確認

c. 漂流物の取水性への影響

1.4.1.7 津波監視  
1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計  

1.4.2.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  
(1) 津波防護対象の選定

1.4.2.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
1.4.2.4 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響  

防止（外郭防護２）

1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐津波設計  

1.4.3.1 特定重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  
(1) 津波防護対象の選定

1.4.3.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
1.4.3.5 による原子炉補助建屋等への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重

大事故等に対処するために必要な機能への影響防止

1.4.3.6 津波監視  
1.7 竜巻防護に関する基本方針  

1.7.1 設計方針  
1.7.1.3 設計竜巻から防護する施設  

1.7.2 手順等  
1.11 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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1.11.16 発電用原子炉設置変更許可申請（2019 年 9 月 26 日申請）に係る

安全設計の方針

1.11.16.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合  

6. 計測制御系統施設のうち以下を変更又は追加する。

6.10 制御室

6.10.1 通常運転時等  
6.10.1.2 中央制御室  

6.10.1.2.2 主要設備  
(2) 中央制御室

b. 気象観測設備等

10. その他発電用原子炉の附属施設のうち以下を変更する。

10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備

10.6.1 津波に対する損傷防止  
10.6.1.1 設計基準対象施設  

10.6.1.1.2 設計方針  

10.6.1.1.3 主要設備  
10.6.1.1.4 主要仕様  
10.6.1.1.6 手順等  

10.6.1.2 重大事故等対処施設  

10.6.1.2.2 設計方針  
10.6.1.2.4 主要仕様  

10.6.1.3 特定重大事故等対処施設  
10.6.1.3.2 設計方針  

10.6.1.3.4 主要仕様  
10.6.1.3.6 手順等  

10.13 通信連絡設備  
10.13.1.3 主要設備  

10.13.1.3.1 通信連絡設備（１号、２号、３号及び４号炉共用）  
10.13.1.4 主要仕様  
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10.13.2.3 主要設備及び仕様  

8-目-5



表

第 1.2.2 表  原子炉施設の安全上の機能別重要度分類(3/8) 
第 1.3.1 表 クラス別施設(3/7)
第 1.4.2 表 津波防護対策の設備分類と設置目的

第 1.4.5 表 津波防護対象範囲の分類

第 1.4.6 表 特定重大事故等対処施設の津波防護対象範囲の分類

第 10.6.1.1.1 表 浸水防護設備の設備仕様（１）

第 10.13.1.2 表  通信設備（発電所内）の仕様

第 10.13.2.1 表 通信連絡設備（重大事故等時）（常設）の設備仕様
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図

第 1.4.4 図 敷地の特性に応じた津波防護の概要

第 1.4.6 図(1/3) 漂流物評価フロー

第 1.4.6 図(2/3) 漂流物評価フロー

第 1.4.6 図(3/3) 漂流物評価フロー

第 1.4.9 図 特定重大事故等対処施設の敷地の特性に応じた津波防護の

概要

第 10.6.1.1.8 図 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）概念図
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（２号炉）

1. 安全設計のうち以下を変更又は追加する。

1.2 安全機能の重要度分類

1.2.1 安全上の機能別重要度分類  

1.3 耐震設計  
1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計  

1.3.1.2 耐震重要度分類  
1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界  

(3) 荷重の組合せ

d. 荷重の組合せ上の留意事項

1.3.1.5 設計における留意事項  
1.4 耐津波設計  

1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針  
1.4.1.1 耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

(2) 敷地及び敷地周辺における地形、施設の配置等

b. 敷地における施設の位置、形状等の把握

(3) 入力津波の設定

1.4.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
1.4.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１）  

1.4.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防

止

(1) 海水ポンプの取水性

(2) 津波の二次的な影響による海水ポンプの機能保持確認

c. 漂流物の取水性への影響

1.4.1.7 津波監視  
1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計  

1.4.2.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

1.4.2.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
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1.4.2.4 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響

防止（外郭防護２）

1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐津波設計  
1.4.3.1 特定重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

1.4.3.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
1.4.3.5 による原子炉補助建屋等への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重

大事故等に対処するために必要な機能への影響防止

1.4.3.6 津波監視  

1.7 竜巻防護に関する基本方針  
1.7.1 設計方針  

1.7.1.3 設計竜巻から防護する施設  
1.7.2 手順等  

1.11 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  
1.11.17 発電用原子炉設置変更許可申請（2019 年 9 月 26 日申請）に係る

安全設計の方針

1.11.17.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合  
6. 計測制御系統施設のうち以下を変更する。

6.10 制御室

6.10.1 通常運転時等  

6.10.1.2 中央制御室  
6.10.1.2.2 主要設備  

(2) 中央制御室

b. 気象観測設備等

10. その他発電用原子炉の附属施設のうち以下を変更する。

10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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10.6.1 津波に対する損傷防止  
10.6.1.1 設計基準対象施設  

10.6.1.1.2 設計方針  
10.6.1.1.3 主要設備  

10.6.1.1.4 主要仕様  
10.6.1.1.6 手順等  

10.6.1.2 重大事故等対処施設  
10.6.1.2.2 設計方針  

10.6.1.2.4 主要仕様  
10.6.1.3 特定重大事故等対処施設  

10.6.1.3.2 設計方針  
10.6.1.3.4 主要仕様  

10.6.1.3.6 手順等  
10.13 通信連絡設備  

8-目-10



表

第 10.6.1.1.1 表 浸水防護設備の設備仕様  
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（３号炉及び４号炉）

1. 安全設計のうち以下を変更又は追加する。

1.3 安全機能の重要度分類

1.3.1 安全上の機能別重要度分類  

1.4 耐震設計  
1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計  

1.4.1.2 耐震重要度分類  
1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界  

(3) 荷重の組合せ

d. 荷重の組合せ上の留意事項

1.4.1.5 設計における留意事項  
1.5 耐津波設計  

1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針  
1.5.1.1 耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

(2) 敷地及び敷地周辺における地形、施設の配置等

b. 敷地における施設の位置、形状等の把握

(3) 入力津波の設定

1.5.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
1.5.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１）  

1.5.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防  
  止

(1) 海水ポンプの取水性

(2) 津波の二次的な影響による海水ポンプの機能保持確認

c. 漂流物の取水性への影響

1.5.1.7 津波監視  
1.5.2 重大事故等対処施設の耐津波設計  

1.5.2.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

1.5.2.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
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1.5.2.4 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防

止（外郭防護２）

1.5.3 特定重大事故等対処施設の耐津波設計  
1.5.3.1 特定重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

1.5.3.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
1.8 竜巻防護に関する基本方針  

1.8.1 設計方針  

1.8.1.3 設計竜巻から防護する施設  
1.8.2 手順等  

1.12 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  
1.12.18 原子炉設置変更許可申請（2019 年 9 月 26 日申請分）に係る安全

設計の方針

1.12.18.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適

合

6. 計測制御系統施設のうち以下を変更する。

6.10 制御室

6.10.1 通常運転時等  
6.10.1.2 中央制御室  

6.10.1.2.2 主要設備  
(2) 中央制御室

b. 気象観測設備等

10. その他発電用原子炉の附属施設のうち以下を変更する。

10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備

10.6.1 津波に対する損傷防止  
10.6.1.1 設計基準対象施設  

10.6.1.1.2 設計方針  

10.6.1.1.3 主要設備  
10.6.1.1.4 主要仕様  
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10.6.1.1.6 手順等  
10.6.1.2 重大事故等対処施設  

10.6.1.2.2 設計方針  
10.6.1.2.4 主要仕様  

10.6.1.3 特定重大事故等対処施設  
10.6.1.3.2 設計方針  
10.6.1.3.4 主要仕様  

10.13 通信連絡設備  

10.13.1.3 主要設備  
10.13.1.3.1 通信連絡設備（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

10.13.1.4 主要仕様  
10.13.2.3 主要設備及び仕様  
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表

第 1.3.2 表  原子炉施設の安全上の機能別重要度分類(3/8) 
第 1.4.1 表 クラス別施設(3/7)
第 1.5.1 表 入力津波高さ一覧表

第 1.5.2 表 津波防護対策の設備分類と設置目的

第 1.5.5 表 津波防護対象範囲の分類

第 1.5.6 表 特定重大事故等対処施設の津波防護対象範囲の分類

第 10.6.1.1.1 表 浸水防護設備の設備仕様

第 10.13.1.2 表  通信設備（発電所内）の仕様

第 10.13.2.1 表 通信連絡設備（重大事故等時）（常設）の設備仕様
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図

第 1.5.1 図(3) 入力津波波形（３）

第 1.5.4 図    敷地の特性に応じた津波防護の概要

第 1.5.6 図(1/3) 漂流物評価フロー

第 1.5.6 図(2/3) 漂流物評価フロー

第 1.5.6 図(3/3) 漂流物評価フロー

第 10.6.1.1.8 図 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）概念図
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

8(1)-1-1 
～

8(1)-1-21 

（記載の変更） 別紙 8(1)-1-1 のとおり変

更する。

8(1)-1-1



1 安全設計  
1.2 安全機能の重要度分類  
1.2.1 安全上の機能別重要度分類  

第 1.2.2 表「原子炉施設の安全上の機能別重要度分類(3/8)」を変更する。

第 1.2.2 表「原子炉施設の安全上の機能別重要度分類(3/8)」以外は変更前

の「1.2.1 安全上の機能別重要度分類」の記載に同じ。  

別紙 8(1)-1-1 

8(1)-1-2



1.3 耐震設計  
1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計  
1.3.1.2 耐震重要度分類  

第 1.3.1 表「クラス別施設(3/7)」を変更する。第 1.3.1 表「クラス別

施設(3/7)」以外は変更前の「1.3.1.2 耐震重要度分類」の記載に同じ。  

1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界  
(3) 荷重の組合せ

d. 荷重の組合せ上の留意事項

第 1.3.1 表「クラス別施設(3/7)」を変更する。第 1.3.1 表「クラ

ス別施設(3/7)」以外は変更前の「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界

(3) 荷重の組合せ  d. 荷重の組合せ上の留意事項」の記載に同じ。 

1.3.1.5 設計における留意事項  
第 1.3.1 表「クラス別施設(3/7)」を変更する。第 1.3.1 表「クラス別

施設 (3/7)」以外は変更前の「1.3.1.5 設計における留意事項」の記載

に同じ。
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1.4 耐津波設計  
1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針  
1.4.1.1 耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）第五条（津波

による損傷の防止）」の「設計基準対象施設は、基準津波に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」との

要求は、設計基準対象施設のうち、安全機能を有する設備を津波か

ら防護することを要求していることから、津波からの防護を検討す

る対象となる設備は、設計基準対象施設のうち安全機能を有する設

備（クラス１、クラス２及びクラス３設備）である。

設置許可基準規則の解釈別記３では、津波から防護する設備とし

て、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む耐震Ｓク

ラスに属する設備が要求されている。

以上から、津波からの防護を検討する対象となる設備は、クラス

１、クラス２及びクラス３設備並びに津波防護施設、浸水防止設備

及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属する設備とする。このう

ち、クラス３設備は、損傷した場合を考慮して、代替設備により必

要な機能を確保する等の対応を行う設計とする。

このため、津波から防護する設備はクラス１、クラス２設備並び

に津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラ

スに属する設備（以下「設計基準対象施設の津波防護対象設備」と

いう。）とする。

(2) 敷地及び敷地周辺における地形、施設の配置等

b. 敷地における施設の位置、形状等の把握

設計基準対象施設の津波防護対象設備等を内包する建屋及び区

画として、T.P.＋3.5m の敷地に原子炉格納施設、原子炉補助建屋

（補助建屋、燃料取扱建屋、制御建屋、中間建屋及びディーゼル建

屋）があり、屋外設備としては、T.P.＋3.5m の敷地に海水ポンプ
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室、T.P.＋5.2m の高さに復水タンク、T.P.＋24.9m の高さに燃料油

貯油そうを設置する。非常用取水設備として、非常用海水路、海水

ポンプ室を設置する。

津波防護施設として、取水路上に取水路防潮ゲート、放水口側

の敷地に放水口側防潮堤及び防潮扉、放水路沿いの屋外排水路に屋

外排水路逆流防止設備、放水ピットに１号及び２号炉放水ピット止

水板並びに海水ポンプ室 T.P.＋7.1m、２号炉海水ポンプ室 T.P.+ 
7.1m 及び３，４号炉海水ポンプ室 T.P.＋4.6m に潮位計（防護用）、

中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御室に衛星電話（津波防護

用）を設置する。浸水防止設備として、海水ポンプエリア床面 T.P.
＋3.0m に海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室床面 T.P.＋
0.6m に循環水ポンプ室浸水防止蓋、浸水防護重点化範囲境界壁の

うち、中間建屋、制御建屋及びディーゼル建屋の壁貫通部に水密扉

の設置及び貫通部止水処置を実施する。津波監視設備として、海水

ポンプ室 T.P.＋7.1m 及び２号炉海水ポンプ室 T.P.+7.1m に潮位計

（監視用）（１号及び２号炉共用、一部既設）（「津波防護施設」と

兼用）並びに３号炉原子炉格納施設壁面 T.P.＋46.8m 及び４号炉原

子炉補助建屋壁面 T.P.＋36.2m に津波監視カメラを設置する。敷地

内の遡上域の建物・構築物等としては、T.P.＋3.5m の敷地に使用

済燃料輸送容器保管建屋、協力会社事務所等がある。

(3) 入力津波の設定

入力津波を基準津波の波源から各施設・設備等の設置位置において

海水面の基準レベルから算定した時刻歴波形として設定する。基準津

波による各施設・設備の設置位置における入力津波の時刻歴波形を第

1.4.1 図に示す。  
入力津波の設定に当たっては、津波の高さ、速度及び衝撃力に着目

し、各施設・設備において算定された数値を安全側に評価した値を入

力津波高さや速度として設定することで、各施設・設備の構造・機能

の損傷に影響する浸水高、波力、波圧について安全側に評価する。耐

津波設計に用いる入力津波高さを第 1.4.1 表に示す。  
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a. 水位変動

入力津波の設定に当たっては、潮位変動として、上昇側の水位変

動に対しては朔望平均満潮位 T.P.＋0.49m 及び潮位のバラツキ

0.15m を考慮し、上昇側評価水位を設定し、下降側の水位変動に対

しては朔望平均干潮位 T.P.－0.01m 及び潮位のバラツキ 0.17m を考

慮し、下降側評価水位を設定する。また、朔望平均潮位及び潮位の

バラツキは敷地周辺の観測地点舞鶴検潮所における潮位観測記録に

基づき評価する。

潮汐以外の要因による潮位変動については、観測地点舞鶴検潮所

（気象庁所管）における至近約 40 年（1969～2011 年）の潮位観測

記録に基づき、高潮発生状況（発生確率、台風等の高潮要因）を確

認する。観測地点舞鶴検潮所は敷地近傍にあり、発電所と同様に若

狭湾に面した海に設置されている。高潮要因の発生履歴及びその状

況を考慮して、高潮発生可能性とその程度（ハザード）について検

討する。基準津波による水位の年超過確率は 10-4～10-5 程度であり、

独立事象としての津波と高潮が重畳する可能性は極めて低いと考え

られるものの、高潮ハザードについては、プラント運転期間を超え

る再現期間 100 年に対する期待値 T.P.＋1.13m と、入力津波で考慮

した朔望平均満潮位 T.P.＋0.49m 及び潮位のバラツキ 0.15m の合計

の差である 0.49m を外郭防護の裕度評価において参照する。  
b. 地殻変動

地震による地殻変動についても安全側の評価を実施する。広域

的な地殻変動を評価すべき波源は、基準津波１の若狭海丘列付近断

層と基準津波２のＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層である。基準津波

３及び基準津波４の隠岐トラフ海底地すべりについては、地震に随

伴するものではないため考慮対象外である。また、高浜発電所は若

狭湾（日本海側）に位置しており、プレート間地震は考慮対象外で

ある。

入力津波については、「日本海における大規模地震に関する調査
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検討会」の波源モデルを踏まえて、Mansinha and Smylie (1971)
の方法により算定した敷地地盤の地殻変動量は、基準津波１の若狭

海丘列付近断層で±0m、基準津波２のＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断

層で 0.30m の隆起が想定されるため、下降側の水位変動に対して

安全評価を実施する際には 0.30m の隆起を考慮する。また、上昇

側の水位変動に対して安全評価する際には、隆起しないものと仮定

して、対象物の高さと上昇側評価水位を直接比較する。

また、基準地震動評価における震源において最近地震は発生し

ていないことから広域的な余効変動も生じていない。

c. 取水路・放水路等の経路からの流入に伴う入力津波

経路からの流入に伴う入力津波には、(a)「最高・最低水位を設

定するための入力津波」、及び(b)「取水路防潮ゲートの閉止判断

基準の妥当性を確認するための入力津波」がある。(a)「最高・最

低水位を設定するための入力津波」は、基準津波１，基準津波２，

基準津波３及び基準津波４を対象とし、(b)「取水路防潮ゲートの

閉止判断基準の妥当性を確認するための入力津波」は、基準津波

３及び基準津波４を対象として評価する。入力津波評価を行う際

の、基準津波ごとの評価条件を以下のとおりとする。

(a)最高・最低水位を設定するための入力津波

基準津波１に対して、敷地への遡上及び水位の低下による海水

ポンプへの影響を防ぐため取水路防潮ゲートを設置し、発電所を

含む地域に大津波警報が発表された場合、原則、循環水ポンプ停

止後、取水路防潮ゲートを閉止する手順を定めることから、基準

津波１については、取水路防潮ゲート閉止を前提として入力津波

を評価する。

基準津波２については、地震発生後、取水路防潮ゲートを閉止

するまでに津波が襲来することや、敷地への遡上及び水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがない津波であることから、

取水路防潮ゲート開を前提として入力津波を評価する。
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基準津波３及び基準津波４については、若狭湾における津波の

伝播特性により、取水路から海水ポンプ室に至る経路において第

１波より第２波以降の水位変動量が大きくなること並びに津波

の第１波の押し波が敷地へ遡上しないこと及び第１波の引き波

による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できること並

びに第２波以降の押し波が敷地に遡上するおそれがあること及

び第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水ポンプが

機能保持できないおそれがあることを踏まえ、潮位計（防護用）

により観測された津波の第１波の水位変動量が、敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津

波を網羅的に検知できるように設定する津波襲来の判断基準と

なった場合に、循環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲートを閉止す

ることにより第２波以降の浸入を防止することで敷地への遡上

及び水位の低下による海水ポンプへの影響を回避する。したがっ

て、基準津波３及び基準津波４については、取水路防潮ゲートが

開の状態で、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある津波を網羅的に検知できるように設定

する津波襲来の判断基準となった場合に、取水路防潮ゲートを閉

にすることを前提として入力津波を評価する。

(b)取水路防潮ゲートの閉止判断基準の妥当性を確認するための入

力津波

基準津波３及び基準津波４の入力津波評価は、敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津

波の襲来に対して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準に基づいて

評価する必要がある。取水路防潮ゲートの閉止判断基準について

は、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある津波を網羅的に検知できることの確認を行った

うえで、設定することとし、具体的には以下のとおりとする。

(b-1) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準  

8(1)-1-8



取水路防潮ゲートの閉止判断基準は、「4 台の潮位計（防護用）

のうち、2 台の観測潮位がいずれも 10 分以内に 0.5m 以上下降し、

その後、最低潮位から 10 分以内に 0.5m 以上上昇すること、又は

10 分以内に 0.5m 以上上昇し、その後、最高潮位から 10 分以内

に 0.5m 以上下降すること。」とし、この条件成立を１号及び２

号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津波防護

用）を用いた連携により確認（以下、この条件成立の確認を「取

水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知」という。）した場合、循

環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。 
(b-2) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定方法  

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、基準

津波３及び基準津波４の波源に関する「崩壊規模」又は「破壊

伝播速度」及び若狭湾における津波の伝播特性のパラメータス

タディの結果を踏まえ、 (b-2-1) 「パラメータスタディ波高の

観点」、(b-2-2) 「非線形性の観点」及び(b-2-3) 「増幅比率の

観点」から、取水路防潮ゲートの閉止判断基準の仮設定値を設

定する。

(b-2-1) 「パラメータスタディ波高の観点」での仮設定値  
隠岐トラフ海底地すべりの崩壊規模と隠岐トラフ海底

地すべりの速度（破壊伝播速度）の各々についてパラメー

タスタディを実施し、敷地への遡上若しくは水位の低下に

よる海水ポンプへの影響のおそれがある津波を見逃さな

い条件を確認した上で、敷地への遡上及び水位の低下によ

る海水ポンプへの影響のおそれがない津波も含め、

T.P.+3.5m の敷地に最近接する津波のうち、T.P.+3.5m を

わずかに下回る津波における、第１波の水位変動量とする。 
(b-2-2) 「非線形性の観点」での仮設定値  

隠岐トラフ海底地すべりの破壊伝播速度と第１波の水

位変動量の関係が線形ではない場合があることを考慮し、
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全体的な傾向を踏まえ、保守的な破壊伝播速度の津波にお

ける第１波の水位変動量とする。

(b-2-3) 「増幅比率の観点」での仮設定値  
隠岐トラフ海底地すべりの崩壊規模と破壊伝播速度の

パラメータスタディ及び振幅若しくは周期を変えた正弦

波によるパラメータスタディから得られた第１波と第２

波以降の水位増幅比率の最大値を用いて、敷地への遡上が

生じる T.P.+3.5m を第２波以降の水位変動量と仮定し、逆

算した第１波の水位変動量とする。

次に、 (b-2-1) 「パラメータスタディ波高の観点」、 (b-2-2) 
「非線形性の観点」及び、 (b-2-3) 「増幅比率の観点」で設定

する仮設定値のうち、津波の時刻歴波形を有する、(b-2-1) 「パ

ラメータスタディ波高の観点」及び、 (b-2-2) 「非線形性の観

点」の津波については、取水口側の影響評価を行い、仮設定値

を再設定する。取水口側のモデルでは、取水路防潮ゲートにつ

いて、取水口側からの津波の流入を保守的に評価する観点から

取水路防潮ゲートの開口幅を実寸より広く設定し、取水口につ

いては取水口ケーソン重量コンクリートを考慮しない条件とし

ているが、取水口側の影響評価においては、取水路防潮ゲート

の開口幅を実寸で設定し、取水口ケーソン重量コンクリートを

考慮する条件とする。また、海水ポンプ室内の水位に影響を与

える管路部分については、貝付着を考慮しない条件も考慮する。

さらに、津波水位を保守的に評価するため、これらの条件の組

合せを考慮する。

上記の仮設定値に対して、不確かさとして潮位のゆらぎに加

え、工学的余裕を考慮し、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を

設定する。

(b-3) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準の妥当性を確認するため

の入力津波の設定方針
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詳細設計段階においては、取水路防潮ゲートの閉止判断基準

の妥当性を確認するために入力津波を設定する。設定に当たっ

ては、基準津波３及び基準津波４の波源に関する「崩壊規模」

又は「破壊伝播速度」のパラメータスタディの結果を踏まえ、

敷地高さに最近接する波形を設定する観点で選定した波形によ

り入力津波を設定する。

また、津波水位の観測値には計装誤差が含まれることから、

詳細設計段階で確認する計装誤差についても考慮し、入力津波

波形の第１波の水位変動量を検知できることをもって、取水路

防潮ゲートの閉止判断基準の妥当性を確認することとする。

d. 敷地への遡上に伴う入力津波

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評価（以下「津波シ

ミュレーション」という。）に当たっては、津波シミュレーショ

ン上影響を及ぼす斜面や道路、取・放水路（取水路及び非常用海

水路等）の地形とその標高及び伝播経路上の人工構造物の設置状

況を考慮し、遡上域のメッシュサイズ（最小 3.125m）に合わせ

た形状にモデル化する。

敷地沿岸域及び海底地形は、海上保安庁等による海底地形図、

海上音波探査結果及び取水口付近の深浅測量結果を使用する。ま

た、取・放水路（取水路及び非常用海水路等）の諸元、敷地標高

については、発電所の竣工図を使用する。

伝播経路上の人工構造物について、図面を基に津波シミュレー

ション上影響を及ぼす構造物、津波防護施設を考慮し、遡上・伝

播経路の状態に応じた解析モデル、解析条件が適切に設定された

遡上域のモデルを作成する。

敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては、敷地前面・側面

及び敷地周辺の津波の浸入角度及び速度並びにそれらの経時変

化を把握する。また、敷地周辺の浸水域の押し波・引き波の津波

の遡上・流下方向及びそれらの速度について留意し、敷地の地形、

標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込みを考慮
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する。

津波シミュレーションに当たっては、遡上及び流下経路上の地

盤並びにその周辺の地盤について、地震による液状化、流動化又

はすべり、標高変化を考慮した津波シミュレーションを実施し、

遡上波の敷地への到達（回り込みによるものを含む。）の可能性

について確認する。

なお、敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁

となっている箇所はない。また、敷地西側に才谷川が存在するが、

発電所と才谷川は標高約 100m の山を隔てており、敷地への遡上

波に影響することはない。

遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当っては、基準地

震動に伴う地形変化、標高変化が生じる可能性について検討し、

放水口側及び取水口側のそれぞれについて、津波水位に及ぼす影

響を評価する。

放水口側の影響評価として、放水口付近は埋立層及び沖積層が

分布し、基準地震動が作用した場合、地盤が液状化により沈下す

るおそれがあることから、有効応力解析結果により第 1.4.3 図に

示す沈下量を設定し、沈下後の敷地高さを津波シミュレーション

の条件として考慮する。なお、放水口付近には遡上経路に影響を

及ぼす斜面は存在しない。

取水口側の影響評価として、取水口側の流入経路の大半は岩盤

であり取水口についても地盤改良を行っていることから、基準地

震動が作用した場合においても沈下はほとんど生じることはな

く、取水口及び取水路周辺斜面についても、基準地震動により津

波シミュレーションに影響するすべりは生じないことを確認し

ていることから、津波シミュレーションの条件として沈下及びす

べりは考慮しない。

また、取水口側の影響評価については、「c. 取水路・放水路等

の経路からの流入に伴う入力津波」に示すとおり、取水路防潮ゲ

ートの開口幅を実寸で設定し、取水口ケーソン重量コンクリート
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を考慮する条件や貝付着を考慮しない条件も津波シミュレーシ

ョンの条件として考慮する。さらに、津波水位を保守的に評価す

るため、これらの条件の組合せを考慮する。

初期潮位は朔望平均満潮位 T.P.＋0.49m とし、潮位のバラツキ

0.15m については津波シミュレーションより求めた津波水位に加

えることで考慮する。

基準津波の最高水位分布を第 1.4.2 図及び第 1.4.3 図に示す。遡

上高さは、大部分において、T.P.＋5.5m 以下（浸水深 2.5m 以下）

であり、一部においては T.P.＋6.5m 程度（浸水深 3.5m 程度）と

なっている。

なお、取水口及び放水口内外で最高水位や傾向に大きな差異は

なく、取水口及び放水口近傍で局所的な海面の励起は生じていな

い。

敷地前面又は津波浸入方向に正対した面における敷地及び津波

防護施設について、その標高の分布と施設前面の津波の遡上高さ

の分布を比較すると、遡上波が敷地に地上部から到達、流入する

可能性がある。遡上波を施設の設計に使用する入力津波として設

定する場合、施設周辺の最高水位を安全側に評価したものを入力

津波高さとする。

（第 1.4.1 図、第 1.4.1 表、第 1.4.2 図及び第 1.4.3 図は、変更

前の図及び表に同じ。）

1.4.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
津波防護の基本方針は、以下の(1)～(5)のとおりである。  

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止

設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。下記 (3)において同

じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波

による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、

取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の
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上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止

できる設計とする。

(3) 上記２方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津波によ

る影響等から隔離可能な設計とする。

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止

できる設計とする。

(5) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持

できる設計とする。

以上の基本方針のうち、 (1)に関して、遡上波を地上部から到達又は

流入させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入させない

設計とするため、外郭防護として取水路に取水路防潮ゲート、放水口側

に放水口側防潮堤及び防潮扉、放水路に屋外排水路逆流防止設備、放水

ピットに１号及び２号炉放水ピット止水板、海水ポンプ室、２号炉海水

ポンプ室及び３，４号炉海水ポンプ室に潮位計（防護用）、中央制御室

並びに３号及び４号炉中央制御室に衛星電話（津波防護用）を設置する。

また、基準津波３及び基準津波４は、第２波以降の押し波が地上部から

到達又は流入するおそれがあることから津波の第２波以降の影響を防

止するために、第１波にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した

場合に、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを

閉止する手順を整備する。

(2)に関して、漏水による重要な安全機能への影響を防止する設計と

するため、外郭防護として海水ポンプエリアに海水ポンプ室浸水防止蓋、

循環水ポンプ室に循環水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。

(3)に関して、設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する

建屋及び区画については、津波による影響等から隔離可能な設計とする

ため、内郭防護として、浸水防護重点化範囲境界壁のうち、中間建屋及

び制御建屋に水密扉の設置、中間建屋、制御建屋及びディーゼル建屋の

壁貫通部に貫通部止水処置を実施する。
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(4)に関して、引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保

持できる設計とするため、取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）及び衛

星電話（津波防護用）を設置する。また、基準津波３及び基準津波４は、

第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持

できないおそれがあることから津波の第２波以降の影響を防止するた

めに、第１波にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、

循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する

手順を整備する。

(5)に関して、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握する

ため、津波監視設備として、３号炉原子炉格納施設壁面及び４号炉原子

炉補助建屋壁面に津波監視カメラ、海水ポンプ室及び２号炉海水ポンプ

室に潮位計（監視用）を設置する。

なお、(1)及び(4)に関して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に取水路防潮ゲートを閉止することにより、基準津波３及び基

準津波４に対し、敷地への遡上を防止できる設計、水位の低下に対して

海水ポンプが機能保持できる設計とするが、これに加え、可能な限り早

期に津波に対応するため、発電所構外の観測潮位を用いた手順を整備す

る。

津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を軽減

するために取水口カーテンウォールを設置する。

津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.4.2 表に示す。また、敷地

の特性に応じた津波防護の概要を第 1.4.4 図に示す。  

1.4.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１）  

(1) 遡上波の地上部からの到達、流入の防止

設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び

区画並びに海水ポンプ室が設置されている周辺敷地高さは T.P.＋

3.5m、復水タンクについては T.P.＋5.2m に設置されており、取水路、

放水路から津波による遡上波が地上部から到達・流入するおそれがあ
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るため、津波防護施設として取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）、

衛星電話（津波防護用）、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流

防止設備並びに１号及び２号炉放水ピット止水板を設置する。また、

大津波警報が発表された場合、押し波の地上部からの到達又は流入を

防止するため、原則、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水

路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。

基準津波３及び基準津波４は、第１波の押し波が地上部から到達又

は流入しないものの、取水路から海水ポンプ室に至る経路において第

１波より第２波以降の水位変動量が大きいため、第２波以降の押し波

が地上部から到達又は流入するおそれがある。そのため、津波防護施

設として、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知するために潮位計

（防護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、取水路防

潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合、押し波の地上部からの到達

又は流入を防止するため、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、

取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。

なお、燃料油貯油そうについては、T.P.＋24.9m に設置されており、

津波による遡上波は地上部から到達、流入しない。

また、遡上波の地上部からの到達、流入の防止として、津波防護施

設を設置する以外に、地山斜面、盛土斜面等の活用はしていない。

(2) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止

敷地への海水流入の可能性のある経路を第 1.4.3 表に示す。  
特定した流入経路から、津波が流入する可能性について検討を行い、

高潮ハザードの再現期間 100 年に対する期待値を踏まえた裕度と比

較して、十分に余裕のある設計とする。特定した流入経路から、津

波が流入することを防止するため、津波防護施設として、取水路防

潮ゲート、潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）、放水口側防

潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流防止設備並びに１号及び２号炉放水

ピット止水板を設置する。また、大津波警報が発表された場合、特

定した流入経路からの津波の流入を防止するため、原則、循環水ポ

8(1)-1-16



ンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順

を整備する。

基準津波３及び基準津波４は、第１波の押し波が特定した流入経路

から流入しないものの、取水路から海水ポンプ室に至る経路において

第１波より第２波以降の水位変動量が大きいため、第２波以降の押し

波が特定した流入経路から流入するおそれがある。そのため、津波防

護施設として、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知するために潮

位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、取水

路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合、特定した流入経路から、

津波が流入することを防止するため、循環水ポンプを停止（プラント

停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。

また、浸水対策の実施により、特定した流入経路からの津波の流入

防止が可能であることを確認した結果を第 1.4.4 表に示す。  
（第 1.4.3 表及び第 1.4.4 表は、変更前の表に同じ。）  

1.4.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止  

(1) 海水ポンプの取水性

基準津波による水位の低下に伴う取水路等の特性を考慮した海水ポ

ンプ位置の評価水位を適切に算出するため、津波シミュレーションに

おいて管路部分に仮想スロットモデルによる一次元不定流の連続式及

び運動方程式を組み込んだ詳細数値計算モデルにより管路解析をあわ

せて実施する。また、その際、取水口から海水ポンプ室に至る系をモ

デル化し、管路の形状、材質及び表面の状況に応じた摩擦損失を考慮

すると共に、貝付着やスクリーンの有無を考慮し、計算結果に潮位の

バラツキの加算や安全側に評価した値を用いる等、計算結果の不確実

性を考慮した評価を実施する。

引き波時の水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できる設計と

するため、津波防護施設として取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）

及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、循環水ポンプ室及び

海水ポンプ室は隣接しているため、発電所を含む地域に大津波警報が
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発表された場合、引き波時における海水ポンプの取水量を確保するた

め、原則、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲー

トを閉止する手順を整備する。  
基準津波３及び基準津波４は、第１波の引き波による水位の低下に

対して海水ポンプが機能保持できるものの、取水路から海水ポンプ室

に至る経路において第１波より第２波以降の水位変動量が大きいため、

第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持

できないおそれがある。そのため、津波防護施設として、取水路防潮

ゲートの閉止判断基準を検知するために潮位計（防護用）及び衛星電

話（津波防護用）を設置する。また、取水路防潮ゲートの閉止判断基

準を検知した場合、引き波時における海水ポンプの取水量を確保する

ため、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを

閉止する手順を整備する。  
この評価の結果、海水ポンプ室前の入力津波高さは、T.P. －2.3m

であり、水理試験にて確認した海水ポンプの取水可能水位は、T.P.－
3.21m（地盤変動量 0.30m 隆起を考慮した場合 T.P.－2.91m）を上回

ることから、水位低下に対して海水ポンプは機能保持できる。  
(2) 津波の二次的な影響による海水ポンプの機能保持確認  
c. 漂流物の取水性への影響  

(a) 漂流物の抽出方法  

第 1.4.6 図を変更する。第 1.4.6 図以外は変更前の「(a)漂流物の抽

出方法」の記載に同じ。  
(b) 抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備の影響確認  

基準津波の津波シミュレーション結果によると、取水口付近につい

ては取水路防潮ゲートまで、放水口物揚岸壁付近については放水口側

防潮堤及び防潮扉まで津波が遡上する。また、基準地震動による液状

化等に伴う敷地の変状や潮位のバラツキ（0.15m）を考慮した場合、

３号及び４号炉放水ピット付近も津波が遡上する。これらを踏まえ、

基準津波により漂流物となる可能性のある施設・設備が海水ポンプの

取水確保へ影響を及ぼさないことを確認する。  
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この結果、発電所構内で漂流する可能性があるものとして、放水口

側の協力会社事務所等があるが、放水口側防潮堤及び防潮扉で防護さ

れるため、取水性への影響はない。また、これらの設置位置及び津波

の流向を考慮すると漂流物は取水口へは向かわない。

なお、発電所構内の物揚岸壁に停泊する燃料等輸送船は、津波警報

等発表時には緊急退避するため、漂流物とはならない。一方、津波警

報等が発表されず、かつ、荷役中に発電所構外にて津波と想定される

潮位の変動を観測した場合は、燃料等輸送船は緊急退避しないが、物

揚岸壁への係留が維持できること、物揚岸壁に乗り上がらないこと及

び着底や座礁により航行不能にならないことを確認しており、漂流物

とはならない。また、荷役中以外でも、燃料等輸送船は緊急退避しな

くても物揚岸壁への係留が維持できること、物揚岸壁に乗り上がらな

いこと及び着底や座礁により航行不能にならないことを確認してお

り、漂流物とはならないが、より安全性を高めるために緊急退避する。 
発電所構内の放水口側防潮堤の外側に存在する車両は、津波の流況

及び地形並びに車両位置と津波防護施設との位置関係を踏まえ、津波

防護施設への影響を確認し、津波防護施設に影響を及ぼさない方針と

する。

発電所構外で漂流する可能性があるものとして、発電所近傍で航行

不能になった漁船が挙げられるが、取水口側は取水路防潮ゲート、放

水口側は放水口側防潮堤及び防潮扉により防護されるため、取水性へ

の影響はない。取水路防潮ゲート、放水口側防潮堤及び防潮扉の設計

においては、漂流物として衝突する可能性があるもののうち、最も重

量が大きい総トン数 10ｔ級（排水トン数 30ｔ）の小型漁船を衝突荷

重として評価する。

一部、取水口に向かう漁船については、取水路に沿って取水路防潮

ゲートに向かうが、万一、取水路内を漂流する場合においても、非常

用海水路呑み口前にとどまることはなく、また、非常用海水路呑み口

前面に閉塞防止措置を施すことから、漂流物により非常用海水路呑み
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口が閉塞することはない。なお、閉塞防止措置については、非常用海

水路の通水機能に影響のない設計とする。  
発電所近傍を通過する定期船に関しては、発電所沖合約 14km に

定期航路があるが、半径 5km 以内の敷地前面海域にないことから発

電所に対する漂流物とならない。  
除塵装置であるロータリースクリーンについては、基準津波の流速

に対し、スクリーンの水位差が、設計水位差以下であるため、損傷す

ることはなく漂流物とならないことから、取水性に影響を及ぼすこと

はないことを確認している。  

 
1.4.1.7 津波監視  

敷地への津波の繰返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止設備

の機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置する。津波監視設

備としては、津波監視カメラ及び潮位計（監視用）を設置する。各設備

は海水ポンプ室前面及び２号炉海水ポンプ室前面の入力津波高さ T.P.
＋2.6m に対して波力、漂流物の影響を受けない位置に設置し、津波監

視機能が十分に保持できる設計とする。また、基準地震動に対して、機

能を喪失しない設計とする。設計に当たっては、自然条件（積雪、風荷

重等）との組合せを適切に考慮する。  
(1) 津波監視カメラ   

変更前の「(1) 津波監視カメラ」の記載に同じ。  
 (2) 潮位計（監視用）  

１号炉及び２号炉共用設備である潮位計（監視用）は、津波高さ計

測を目的として、海水ポンプ室 T.P.＋7.1m 及び２号炉海水ポンプ室

T.P.＋7.1m に設置し、上昇側及び下降側の津波高さを計測できるよ

う、T.P.約－9.9m～T.P.約＋6.6m を測定範囲とし、中央制御室から

監視可能な設計とする。  

 

8(1)-1-20



1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計  
1.4.2.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

第 1.4.5 表を変更する。第 1.4.5 表以外は変更前の「(1) 津波防護対

象の選定」の記載に同じ。

1.4.2.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
津波防護の基本方針は、以下の(1)～(5)のとおりである。  

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。下記(3)において同じ。）

を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水路

及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

(2) 取水・放水施設、地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏

水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するために必要な機

能への影響を防止できる設計とする。

(3) 上記２方針のほか、重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津波による

影響等から隔離可能な設計とする。

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要

な機能への影響を防止できる設計とする。

(5) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持でき

る設計とする。

以上の基本方針のうち、(1)に関して、遡上波を地上部から到達又は流入

させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入させない設計と

するため、外郭防護として取水路に取水路防潮ゲート、放水口側に放水口

側防潮堤及び防潮扉、放水路に屋外排水路逆流防止設備、放水ピットに１

号及び２号炉放水ピット止水板、海水ポンプ室、２号炉海水ポンプ室及び

３、４号炉海水ポンプ室に潮位計（防護用）、中央制御室並びに３号及び

４号炉中央制御室に衛星電話（津波防護用）を設置する。また、基準津波
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３及び基準津波４は、第２波以降の押し波が地上部から到達又は流入する

おそれがあることから津波の第２波以降の影響を防止するために、第１波

にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、循環水ポンプを

停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。 

(2)に関して、漏水による重要な安全機能への影響を防止する設計とす

るため、外郭防護として海水ポンプエリアに海水ポンプ室浸水防止蓋、循

環水ポンプ室に循環水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。  
(3)に関して、重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建

屋及び区画については、津波による影響等から隔離可能な設計とするため、

内郭防護として、浸水防護重点化範囲境界壁のうち、中間建屋及び制御建

屋に水密扉の設置、中間建屋、制御建屋及びディーゼル建屋の壁貫通部に

貫通部止水処置を実施する。  
(4)に関して、引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持

できる設計とするため、取水路防潮ゲート及び潮位計（防護用）を設置す

る。また、基準津波３及び基準津波４は、第２波以降の引き波による水位

の低下に対して海水ポンプが機能保持できないおそれがあることから津

波の第２波以降の影響を防止するために、第１波にて取水路防潮ゲートの

閉止判断基準を検知した場合に、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、

取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。  

(5)に関して、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握するた

め、津波監視設備として、３号炉原子炉格納施設壁面及び４号炉原子炉補

助建屋壁面に津波監視カメラ、海水ポンプ室及び２号炉海水ポンプ室に潮

位計（監視用）を設置する。  

なお、(1)及び (4)に関して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知し

た場合に取水路防潮ゲートを閉止することにより、基準津波３及び基準津

波４に対し、敷地への遡上を防止できる設計、水位の低下に対して海水ポ

ンプが機能保持できる設計とするが、これに加え、可能な限り早期に津波

に対応するため、発電所構外の観測潮位を用いた手順を整備する。  
津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を軽減す
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るために取水口カーテンウォールを設置する。

緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）、空冷式非常用発電装置、空冷式

非常用発電装置用給油ポンプ、泡混合器、仮設組立式水槽、可搬式代替低

圧注水ポンプ、シルトフェンス、スプレイヘッダ、大容量ポンプ、大容量

ポンプ（放水砲用）、タンクローリー、送水車、電源車、電源車（可搬式

代替低圧注水ポンプ用）、電源車（緊急時対策所用）、ブルドーザ、放水砲、

油圧ショベル、空気供給装置、緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急

時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び蓄電池（３系統目）の区画

は津波の影響を受けない位置に設置されており、新たな津波防護対策は必

要ない。

津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.4.2 表に示す。また、敷地の

特性に応じた津波防護の概要を第 1.4.4 図に示す。  

1.4.2.4 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止

（外郭防護２）

取水・放水設備及び地下部等において、漏水による浸水範囲を限定して、

重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する設計とする。

具体的には、「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針」を適用する。  

1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐津波設計  

1.4.3.1 特定重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  
(1) 津波防護対象の選定

第 1.4.6 表を変更する。第 1.4.6 表以外は変更前の「(1) 津波防護

対象の選定」の記載に同じ。

1.4.3.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
津波防護の基本方針は、以下の(1)～(4)のとおりである。  

(1) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸

水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。下記(2)にお

いて同じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、
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基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とす

る。また、取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) (1)の方針のほか、特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津

波による影響等から隔離可能な設計とする。

(3) による原子炉補助建屋等への故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に

対処するために必要な機能への影響を防止できる設計とする。

(4) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持

できる設計とする。

以上の基本方針のうち、(1)に関して、遡上波を地上部から到達又

は流入させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入さ

せない設計とするため、外郭防護として取水路に取水路防潮ゲート、

放水口側に放水口側防潮堤及び防潮扉、放水路に屋外排水路逆流防

止設備、放水ピットに１号及び２号炉放水ピット止水板、海水ポン

プエリアに海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室に循環水ポン

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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プ室浸水防止蓋、海水ポンプ室、２号炉海水ポンプ室及び３，４号

炉海水ポンプ室に潮位計（防護用）、中央制御室並びに３号及び４

号炉中央制御室に衛星電話（津波防護用）を設置する。また、基準

津波３及び基準津波４は、第２波以降の押し波が地上部から到達又

は流入するおそれがあることから津波の第２波以降の影響を防止

するために、第１波にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知し

た場合に、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲ 

ートを閉止する手順を整備する。

(3)に関して、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　できる設計とするため、取水路防潮ゲート、潮位計（防

護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、基準津波３

及び基準津波４の第２波以降の影響を防止するために、第１波にて

取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、循環水ポンプ

を停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整

備する。

(4)に関して、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握す

るため、津波監視設備として、３号炉原子炉格納施設壁面及び４号

炉原子炉補助建屋壁面に津波監視カメラ、海水ポンプ室及び２号炉

海水ポンプ室に潮位計（監視用）を設置する。

なお、(1)及び(3)に関して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検

知した場合に取水路防潮ゲートを閉止することにより、基準津波３

及び基準津波４に対し、敷地への遡上を防止できる設計、　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できる設計とするが、こ

れに加え、可能な限り早期に津波に対応するため、発電所構外の観

測潮位を用いた手順を整備する。

津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を

軽減するために取水口カーテンウォールを設置する。

　基準津波を一定程度超える津波に対する津波防護対策として、　

　　　　　　　　　　　　　　　の壁貫通部に貫通部止水処置を

実施する。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.4.2 表及び第 1.4.7 表に

示す。また、敷地の特性に応じた津波防護の概要を第 1.4.4 図及び

第 1.4.9 図に示す。  
（第 1.4.7 表は、変更前の表に同じ。）  

1.4.3.5 　　　　　　　　　　　　 による原子炉補助建屋等への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に

対処するために必要な機能への影響防止 

1.4.3.6 津波監視  

津波の襲来を監視するために設置する津波監視設備の機能について

は、「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針」を適用する。  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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1.7 竜巻防護に関する基本方針  
1.7.1 設計方針  
1.7.1.3 設計竜巻から防護する施設  

設計竜巻から防護する施設としては、安全施設が設計竜巻の影響を

受ける場合においても、原子炉施設の安全性を確保するために、「発電

用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規

定されているクラス１、クラス２及びクラス３に該当する構築物、系

統及び機器とする。

ただし、竜巻防護施設を内包する建屋は、「1.7.1.4 竜巻防護施設を

内包する施設」として抽出する。

設計竜巻から防護する施設のうち、クラス３に属する施設は損傷す

る場合を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全

上支障のない期間に修復すること等の対応が可能な設計とすることに

より、安全機能を損なうことのない設計とすることから、クラス１及

びクラス２に属する施設を竜巻防護施設とする。

なお、クラス１に属する設備のうち、取水路防潮ゲート、取水路防

潮ゲートと同等の設計とする潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防

護用）については、設計竜巻により損傷する場合を考慮して、応急処

置により安全上支障のない期間に必要な機能を確保することが可能な

設計とすることにより、安全機能を損なうことのない設計とすること、

また、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備については、竜

巻は気象現象、津波は地震又は海底地すべりにより発生し、発生原因

が異なり、同時に発生することは考えられず、事象の組み合わせは考

慮しないことから、竜巻防護施設として抽出しない。

竜巻防護施設は以下に分類できる。

・建屋に内包され防護される施設（外気と繋がっている施設を除く。） 
・建屋に内包されるが防護が期待できない施設

・屋外施設及び建屋内の施設で外気と繋がっている施設

竜巻防護施設のうち、屋外施設及び建屋内の施設で外気と繋がって

いる主な施設を、以下のとおり抽出する。
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（屋外施設）

・海水ポンプ（配管、弁を含む。）

・海水ストレーナ

・復水タンク（配管、弁を含む。）

・燃料取替用水タンク（配管、弁を含む。）

（建屋内の施設で外気と繋がっている施設）

・換気空調設備（アニュラス空気再循環設備、原子炉格納容器換気

設備、補助建屋換気設備、中央制御室換気設備及びディーゼル発

電機室の換気空調設備の外気と繋がるダクト・ファン及び外気と

の境界となるダンパ・バタフライ弁）

・格納容器排気筒

1.7.2 手順等  
(1) 飛来時の運動エネルギー、貫通力が設計飛来物である鋼製材よりも

大きなものについては、管理規定を定め、設置場所等に応じて固縛、

建屋内収納又は撤去により飛来物とならない管理を行う手順等を整備

し、的確に実施する。

(2) 車両に関しては入構を管理するとともに、竜巻の襲来が予想される

場合には、停車している場所に応じて退避又は固縛することにより飛

来物とならない管理を行う手順等を整備し、的確に実施する。

(3) 竜巻飛来物防護対策設備の取付・取外操作、飛来物発生防止対策の

ために設置した設備の操作については、手順等を整備し、的確に操作

を実施する。

(4) 竜巻の襲来が予想される場合には、ディーゼル建屋の水密扉の閉止

状態を確認し、使用済燃料ピットの竜巻飛来物防護対策設備を設置し、

換気空調系のダンパ等を閉止する手順等を整備し、的確に実施する。

(5) 竜巻の襲来が予想される場合の燃料取扱作業中止については、手順

等を整備し、的確に操作を実施する。

(6) 安全施設のうち、竜巻に対して構造健全性が維持できない場合の代

替設備又は予備品の確保においては、運用等を整備し、的確に実施す
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る。  
(7) 竜巻飛来物防護対策設備について、要求機能を維持するために、保

守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。  
(8) 建屋開口部付近に飛来物が衝突し、原子炉施設の安全機能を損なう

可能性がある発火性又は引火性物質を内包する機器の設置については、

火災防護計画により適切に管理するとともに、必要に応じ防護対策を

行う。  
(9) 竜巻の襲来後については、屋外設備の点検を実施し損傷の有無を確

認する手順等を整備し、的確に実施する。  
(10) 竜巻の襲来後、取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）又は衛星電話

（津波防護用）に損傷を発見した場合の措置について、取水路防潮ゲ

ートの駆動機構、潮位計（防護用）又は衛星電話（津波防護用）に損

傷を発見した場合、安全機能回復の応急処置を行う手順等を整備し、

的確に実施する。また、応急処置が困難と判断された場合にはプラン

トを停止する手順等を整備し、的確に実施する。  
(11) 竜巻の襲来後、建屋外において火災を発見した場合、消火用水、化

学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車等による消火活動を行う手

順等を整備し、的確に実施する。  
(12) 竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な技術的能力

を維持・向上させることを目的とし、竜巻に対する運用管理に関する

教育及び訓練を定期的に実施する。  
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1.11 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  
1.11.16 発電用原子炉設置変更許可申請（2019 年 9 月 26 日申請）に係る

安全設計の方針  
1.11.16.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合  
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第四条 地震による損傷の防止  

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及

ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基

準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるお

それがないものでなければならない。  

 
適合のための設計方針  
第３項について  

  潮位計（防護用）、潮位計（監視用）及び衛星電話（津波防護用）に

ついては、基準地震動Ssによる地震力に対して、それぞれの設備に要求

される機能が保持できる設計とする。  
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第五条 津波による損傷の防止

  設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな

影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対し

て安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

適合のための設計方針

基準津波は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地

周辺までの海底地形、地質構造及び地震活動性等の地震学的見地から想

定することが適切なものとして策定する。

入力津波は基準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算定さ

れる時刻歴波形として設定する。

耐津波設計としては、以下の方針とする。

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び

区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から

到達又は流入させない設計とする。また、取水路及び放水路等から施

設へ流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性があ

ることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、津波

襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより、遡上波を地上

部から到達又は流入させない設計とする。

(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する

設計とする。

(3) (1)(2)に規定するものの他、設計基準対象施設の津波防護対象設備（津

波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）

を内包する建屋及び区画については、浸水対策を行うことにより津波

による影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲を明確化

するとともに、津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守

的に想定した上で、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路

8(1)-1-33



及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して必

要に応じ浸水対策を施す設計とする。

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止す

る設計とする。そのため、海水ポンプについては、基準津波による水

位の低下に対して、海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海

水が確保できる設計とする。また、基準津波による水位変動に伴う砂

の移動・堆積及び漂流物に対して非常用海水路及び海水ポンプ室の通

水性が確保でき、かつ取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機

能保持できる設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性があ

ることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、津波

襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより水位の低下に対

して海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水が確保できる設

計とする。

(5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津波

に対する設計を行うために、津波の伝播特性及び浸水経路等を考慮し

て、それぞれの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対

して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また、

津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持でき

る設計とする。

(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては、

地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津

波の繰返しの襲来による影響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂

移動及び漂流物等）及び自然条件（積雪、風荷重等）を考慮する。

(7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水ポ

ンプの取水性の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対して

朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。なお、その他の要

因による潮位変動についても適切に評価し考慮する。また、地震によ

り陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデ

ルから算定される、敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施
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する。  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確かさとし

て潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側の設計とする。  
(8) (1)及び(4)に規定する設計のうち、基準津波３及び基準津波４に対す

るものは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影

響のおそれがある津波の第１波を網羅的に検知できる取水路防潮ゲー

トの閉止判断基準の設定が必須であるため、基準津波３及び基準津波

４を用いて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を設定する。  

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模が小さくなると振幅が小さく

なり、破壊伝播速度が小さくなると振幅が小さくなって周期が長くなる。 
したがって、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を全て包含する波

源とするために、基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播

速度の値を固定しない波源として策定する。なお、崩壊規模の上限は、

判読した海底地すべり地形の崩壊部が一度に全て崩壊する場合とし、破

壊伝播速度の上限は、Watts他の予測式から求まる海底地すべりの速度

の最大値（Umax）とする。  
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第六条 外部からの衝撃による損傷の防止  

１ 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項にお

いて同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないもので

なければならない。  
２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれが

あると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければなら

ない。  
３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわ

ないものでなければならない。  

 
適合のための設計方針  
第１項について  
 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）については、想定される

自然現象により損傷する場合には、応急処置により安全上支障のない期間

に必要な機能を確保することが可能な設計とすることにより、安全機能を

損なうことのない設計とする。想定される自然現象の襲来後、潮位計（防

護用）又は衛星電話（津波防護用）に損傷を発見した場合の措置について、

潮位計（防護用）又は衛星電話（津波防護用）に損傷を発見した場合、安

全機能回復の応急処置を行う手順等を整備し、的確に実施する。また、応

急処置が困難と判断された場合にはプラントを停止する手順等を整備し、

的確に実施する。  

 
第２項について  
 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、当該施設に大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該施設に作用す

る衝撃を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、適切に組み合

わせて設計する。  
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第３項について  
 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、発電所敷地又はその

周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対

して安全機能を損なうことのない設計とする。  
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第十二条 安全施設  

１ 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保され

たものでなければならない。  
２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機

能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単

一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと

（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した

場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよ

う、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考

慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでな

ければならない。  
３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができる

ものでなければならない。  

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の

重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査がで

きるものでなければならない。  
５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損傷に

伴う飛散物により、安全性を損なわないものでなければならない。  
６ 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は

相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。  

 
適合のための設計方針  

第１項について  
潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、入力津波による遡

上波が、設計基準対象施設である津波防護対象設備に到達、流入するこ

とを防ぐ重要施設である取水路防潮ゲートの閉止判断にかかわる直接関

連系である。  
このため、潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は重要安全
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施設として取水路防潮ゲートと同等の設計とする。

第２項について

潮位計（防護用）は、津波防護機能を達成するため、その構造、動作

原理、果たすべき安全機能の性質等を考慮し、１号、２号、３号及び４

号炉共用の４チャンネルとし、多重性を確保する設計とする。また、衛

星電話（津波防護用）は、津波防護機能を達成するため、その構造、動

作原理、果たすべき安全機能の性質等を考慮し、１号、２号、３号及び

４号炉共用とし、中央制御室に３台、３号及び４号炉中央制御室に３台

設置し、多重性を確保する設計とする。各系列相互間は、離隔距離を取

るか必要に応じ障壁を設ける等により、物理的に分離し、所定の安全機

能を達成できる設計とする。また、潮位計（防護用）及び衛星電話（津

波防護用）に必要な電源系もそれぞれに独立した系統により多重化した

設計とする。また、電源系は、安全系の電源より電源供給することで外

部電源喪失時にも潮位観測及び当直課長間の連携を可能とすることから、

単一故障に対して津波防護機能を失わない設計とする。

第３項について

 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）の設計条件を設定する

に当たっては、想定される環境条件を考慮し十分余裕を持って機能維持

が可能な設計とする。

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）への給電には、難燃性

ケーブルを使用するとともに、電源系を独立させ、内部火災等の影響を

受けない設計とする。

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）の電源は、十分な厚さ

のコンクリート壁で防護し、竜巻、外部火災等自然現象による影響を受

けない設計とする。

基準地震動Ssに対して、潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）

の機能を喪失しない設計とする。
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第４項について  
潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、その健全性及び能

力を確認するため、必要性及びプラントに与える影響を考慮して、原子

炉の運転中又は停止中に試験又は検査が可能な設計とする。  

 
第５項について  

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、発電所内の蒸気タ

ービン、ポンプ、発電機等の大型回転機器の損壊によって発生する飛来

物により、その安全機能を損なうことのないよう、蒸気タービン、ポン

プ、発電機等の機器設計、製作、品質管理及び運転管理に十分な考慮を

払い、飛来物が発生する可能性を十分低く抑える設計とする。また、潮

位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）と蒸気タービン、ポンプ等

とは距離による離隔がなされていることから飛来物による影響は及ぶこ

とはない設計としている。蒸気タービン及び発電機は、破損防止対策を

行なうことにより、破損事故の発生確率を低くするとともに、タービン

ミサイルの発生を仮に想定しても安全機能を有する構築物、系統及び機

器への到達確率を低くすることによって、発電用原子炉施設の安全性を

損なうことのない設計とする。  

 
第６項について  

潮位計（防護用）は、取水路防潮ゲートの閉止判断にかかわる必要な

情報を中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御室の監視モニタに指示

及び警報発信し、衛星電話（津波防護用）を用いた１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の連携により、発電所全体における津波

の襲来状況を的確に把握することができ、安全性が向上するため、取水

路防潮ゲートと同様に全共用とする。  
なお、潮位検出器、監視モニタ等からなる潮位計（防護用）の４つの

チャンネルは独立した系統とし、多重性を持たせることで、各々の潮位

計（防護用）の間で相互に接続しないものとし、基準津波に対して安全

機能を損なうおそれがないように設計する。  

8(1)-1-40



また、衛星電話（津波防護用）は独立した系統とし、中央制御室に３

台、３号及び４号炉中央制御室に３台設置し、多重性を持たせることで、

基準津波に対して安全機能を損なうおそれがないように設計する。
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第二十六条 原子炉制御室等

１ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室（安

全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなけ

ればならない。

二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとする

こと。

適合のための設計方針

第１項第２号について

原子炉施設に影響を及ぼす可能性があると想定される自然現象等に加

え、発電所構内の状況（海側、山側）を、屋外に設置した暗視機能等を

持った監視カメラを遠隔操作することにより中央制御室にて昼夜にわた

り把握することができる設計とする。

また、津波、竜巻等による発電所構内の状況の把握に有効なパラメー

タは、潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）、潮位観測システム、

気象観測設備等にて測定し中央制御室にて確認できる設計とする。

さらに、中央制御室にＦＡＸ等も設置し、公的機関からの地震、津波、

竜巻情報等を入手できる設計とする。
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第三十五条 通信連絡設備

１ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に

対し必要な指示ができるよう、警報装置（安全施設に属するものに限

る。）及び多様性を確保した通信連絡設備（安全施設に属するものに

限る。）を設けなければならない。

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において発電用原子炉施

設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様

性を確保した専用通信回線を設けなければならない。

適合のための設計方針

第１項について

設計基準事故が発生した場合において、中央制御室等から人が立ち入

る可能性のある原子炉補助建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の者へ

の操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことが

できる装置及び音声等により行うことができる設備として、警報装置及

び多様性を確保した通信設備（発電所内）を設置又は保管する設計とす

る。また、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ事故状態等の把握に

必要なデータを伝送できる設備として、データ伝送設備（発電所内）を

設置する設計とする。

なお、警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所

内）については、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が

期待できない場合でも動作可能な設計とする。

第２項について

設計基準事故が発生した場合において、発電所外の原子力事業本部、

本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等

に係る連絡を音声等により行うことができる設備として、通信設備（発

電所外）を設置又は保管する設計とする。また、発電所内から発電所外

の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる

設備として、データ伝送設備（発電所外）を設置する設計とする。
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通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、

有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成の

専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用で

きる設計とする。

なお、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）につい

ては、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計とする。
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第四十条 津波による損傷の防止

  重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

適合のための設計方針

以下、本条文において、特定重大事故等対処施設（一の施設）を「特

定重大事故等対処施設」という。

基準津波及び入力津波の策定に関しては、第五条の「適合のための設

計方針」を適用する。

耐津波設計としては以下の方針とする。

(1) 重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設の津波防護対象

設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水

設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、

基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とす

る。また、取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性

があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合

に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することによ

り、遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するために必要な

機能への影響を防止する設計とする。

(3) (1)(2)に規定するもののほか、重大事故等対処施設及び特定重大事故

等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波

監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画につ

いては、浸水対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。

そのため、浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、必要に応じて

実施する浸水対策については、第五条の「適合のための設計方針」を

適用する。

(4) による重大事故等（原子炉補助建屋等へ

の故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対するものを含

む）に対処するために必要な機能への影響を防止する設計とする。そ

のため、海水ポンプについては、第五条の「適合のための設計方針」

を適用する。大容量ポンプ及び送水車については、基準津波による水

位の変動に対して取水性を確保でき、取水口からの砂の混入に対して、

ポンプが機能保持できる設計とする。また、　　　　　　　　　につ

いては、　　　　　　　　　　　に対して、機能保持できる設計とす

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でき

る設計とする。

(5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波に対して津波

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また、津波監視

設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計と

する。基準津波を一定程度超える津波に対する浸水対策の止水機能が

保持できる設計とする。  

(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに基準津波を一

定程度超える津波に対する浸水対策の設計に当たっては、地震による

敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津波の繰返し

の襲来による影響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂移動及び漂

流物等）及び自然条件（積雪、風荷重等）を考慮する。  
(7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水ポ

ンプ及び         の取水性の評価に当たっては、入力津波

による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施

する。なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考

慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想

定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地殻変動量を考慮

して安全側の評価を実施する。  

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確かさと

して潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側の設計とする。 
(8) 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水位の低

下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知でき

る取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定については、第五条の「適

合のための設計方針」を適用する。  

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第六十二条 通信連絡を行うために必要な設備

発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合において当該発

電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は

保管する。

重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び緊

急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ重大事故等に対処するために必要

なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）を設ける。

通信設備（発電所内）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛

星電話（固定）、衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装置

は、中央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原子炉補助

建屋等に設置又は保管する設計とする。

データ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は、原子炉補助建屋に設置し、ＳＰＤＳ表示装置は、緊急時対

策所（緊急時対策所建屋内）に設置する設計とする。

衛星電話（固定）は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、

屋内で使用できる設計とする。

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力

電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電

装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。

衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装置の電源は、充電

池又は乾電池を使用する設計とする。

充電池を用いるものについては、充電池の残量が少なくなった場合は、

別の端末と交換することにより、継続して通話ができ、使用後の充電池

は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の電源から充
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電することができる設計とする。また、乾電池を用いるものについては、

予備の乾電池と交換することにより、7 日間以上継続して通話ができる

設計とする。

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については、ディーゼル発

電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設

備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。また、ＳＰ

ＤＳ表示装置については、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源

が喪失した場合においても、代替電源設備である電源車（緊急時対策所

用）から給電できる設計とする。

重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所

外）及び発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）を設ける。

通信設備（発電所外）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛

星電話（固定）、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、緊急時衛星通報シ

ステム及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、中

央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原子炉補助建屋等

に設置又は保管する設計とする。

データ伝送設備（発電所外）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送システムは、原子炉補助建屋に設置す

る設計とする。

衛星電話（固定）、衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムは、

屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設計

とする。

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力

電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電

装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。

衛星電話（携帯）の電源は、充電池を使用しており、充電池の残量が

少なくなった場合は、別の端末と交換することにより、継続して通話が

でき、使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時対策所
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建屋内）の電源から充電することができる設計とする。  
衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムの電源は、ディーゼル

発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源

設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、デ

ィーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、

代替電源設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とす

る。  

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送シ

ステムについては、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失

した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給

電できる設計とする。  

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へのデータ伝送の機能に係る

設備及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の通信連絡機能に係る設

備としての、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメータ

伝送システム、緊急時衛星通報システム及び統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備については、固縛又は転倒防止処置を講じ、

基準地震動による地震力に対し、機能喪失しない設計とする。  
空冷式非常用発電装置については、「10.2 代替電源設備」にて記載す

る。  

電源車（緊急時対策所用）については、「10.10 緊急時対策所」にて記

載する。  
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子

炉
施

設
の

安
全

上
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機
能

別
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要
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類
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) 

分
 
類

 
異
 
常
 
影
 
響
 
緩
 
和
 
系

 

定
 

 
義

 
機
 

 
能

 
構

築
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1）
 

Ｍ
Ｓ

－
１
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熱
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適
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第 1.4.2 表 津波防護対策の設備分類と設置目的  

設備分類 設置目的

・基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に

到達することを防止する。

・引き波時の水位低下に対して、海水ポンプの取

水可能水位を下回ることを防止する。

基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に到

達することを防止する。

基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に到

達することを防止する。

屋外排水路からの津波流入により浸水防護重点化

範囲に到達することを防止する。

１号及び２号炉放水ピットからの津波流入により

浸水防護重点化範囲に到達することを防止する。

海水ポンプエリア床面からの津波流入による海水

ポンプ室への流入を防止する。

循環水ポンプ室床面からの津波流入による海水ポ

ンプ室への流入を防止する。

水密扉

貫通部

止水処置

津波影響軽減施設 発電所周辺を波源とした津波の波力を軽減する。

地震によるタービン建屋内の循環水管損傷や２次

系設備及び屋外タンクの損傷に伴う溢水及び損傷

箇所を介しての津波の流入による溢水に対して、

浸水防護重点化範囲への流入を防止する。

取水口カーテンウォール

津波監視カメラ

津波監視設備
津波が発生した場合にその影響を俯瞰的に把握す

る。

海水ポンプ室

浸水防止蓋

循環水ポンプ室

浸水防止蓋

浸

水

防

護

重

点

化

範

囲

境

界

壁

の

う

ち
、

中

間

建

屋
、

制

御

建

屋

及

び

デ
ィ
ー

ゼ

ル

建

屋

の

壁

貫

通

部

浸水防止設備

潮位計（監視用）

衛星電話（津波防護用）

津波防護施設

・基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に

到達することを防止する。

・引き波時の水位低下に対して、海水ポンプの取

水可能水位を下回ることを防止する。

１号及び２号炉

放水ピット止水板

津波防護対策

取水路防潮ゲート

放水口側防潮堤

防潮扉

屋外排水路

逆流防止設備

潮位計（防護用）
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第 1.4.5 表 津波防護対象範囲の分類  

津波防護対象範囲 説明 対象

(1)設計基準対象施設

の津波防護対象範囲

（重大事故等対処施

設含む）

重大事故等対処施設

の津波防護対象設備

を内包する建屋及び

区画と設計基準対象

施設の津波防護対象

設備を内包する建屋

及び区画が同一範囲

原子炉格納施設、原子炉補助

建屋（補助建屋、燃料取扱建

屋、制御建屋、中間建屋及び

ディーゼル建屋）、燃料油貯

油そう、海水ポンプエリア、

復水タンク及び非常用取水

設備

(2)可搬型重大事故等

対処設備の津波防護

対象範囲

(1)を除く可搬型重大

事故等対処設備を内

包する建屋及び区画

泡混合器、仮設組立式水槽、

可搬式代替低圧注水ポンプ、

シルトフェンス、スプレイヘ

ッダ、大容量ポンプ、大容量

ポンプ（放水砲用）、タンク

ローリー、送水車、電源車、

電源車（可搬式代替低圧注水

ポンプ用）、電源車（緊急時

対策所用）、ブルドーザ、放

水砲、油圧ショベル、空気供

給装置、緊急時対策所非常用

空気浄化ファン及び緊急時

対策所非常用空気浄化フィ

ルタユニット

(3)重大事故等対処施

設のみの津波防護対

象範囲

(1)(2) を 除 く 重 大 事

故等対処施設の津波

防護対象設備を内包

する建屋及び区画

空冷式非常用発電装置、空冷

式非常用発電装置用給油ポ

ンプ、緊急時対策所（緊急時

対策所建屋内）及び蓄電池

（３系統目）

(4)津波防護施設、浸水

防止設備及び津波監

視設備

津波防護施設、浸水

防止設備及び津波監

視設備については、

入力津波に対して機

能を保持できること

が必要

取水路防潮ゲート、放水口側

防潮堤、防潮扉、潮位計（防

護用）、衛星電話（津波防護

用）、屋外排水路逆流防止設

備、１号及び２号炉放水ピッ

ト止水板、海水ポンプ室浸水

防止蓋、循環水ポンプ室浸水

防止蓋、水密扉、貫通部止水

処置、津波監視カメラ及び潮

位計（監視用）
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第 1.4.6 表 特定重大事故等対処施設の津波防護対象範囲の分類  

津波防護対象範囲 説明 対象

(3)津波防護施設、浸水

防止設備及び津波監視

設備

津波防護施設、浸水防止設備及

び津波監視設備については、入

力津波に対して機能を保持でき

ることが必要

取水路防潮ゲート、放水

口側防潮堤、防潮扉、潮

位計（防護用）、衛星電

話（津波防護用）、屋外

排水路逆流防止設備、１

号及び２号炉放水ピッ

ト止水板、海水ポンプ室

浸水防止蓋、循環水ポン

プ室浸水防止蓋、水密

扉、貫通部止水処置、津

波監視カメラ及び潮位

計（監視用）

※「特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備」とは、特定重大事故等対

処施設、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を津波から防護する

設備を示す。

 なお、津波監視設備は、基準津波に対する防護措置として、津波が発生し

た場合にその影響を俯瞰的に把握することを目的に設置することから、津波

防護対象設備としている。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(a) 基準津波の流速及び流向の確認

(b) 漂流物調査範囲の選定

ｲ. 漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出範囲の選定
津波浸水深図（ハザードマップ）を用いた発電所周辺の調査

ﾛ. 漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出
①津波漂流物対象施設設計ガイドライン

及び公開データによる抽出
②津波漂流物対象施設設計ガイドライン以外

のものの公開データによる抽出
③現場ウォークダウンによる抽出

ﾊ. 発電所構外における漂流物となる可能性のある
施設・設備等の抽出結果の集約

【(c) 発電所構外における漂流物となる
可能性のある施設・設備等の抽出】

発電所構外

第 1.4.6 図（1/3） 漂流物評価フロー  
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(a) 基準津波の流速及び流向の確認

(b) 漂流物調査範囲の選定

ｲ. 漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出範囲の選定
高浜発電所構内配置図を用いた津波遡上範囲の調査

ﾛ. 漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出
①構内配置図による抽出
②現場ウォークダウンによる抽出

ﾊ. 発電所構内における漂流物となる可能性のある
施設・設備等の抽出結果の集約

【(d) 発電所構内における漂流物となる
可能性のある施設・設備等の抽出】

発電所構内

 

 
第 1.4.6 図（2/3） 漂流物評価フロー  
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ィ.当該施設・設備等
は漂流するか

漂流物となる可能性が
否定できない施設・設備等

ﾛ.津波の流向及び地形、緊急退避
の実効性を考慮した場合においても、
津波防護施設、取水機能を有する安全設備
等※1に対する漂流物となる可能性が
否定できない

津波防護施設、取水機能を有する安全設備等※1

に対する漂流物となる可能性が否定できない
施設・設備等

ﾊ.津波防護施設、取水機能を
有する安全設備等※1の取水性

への影響があるか

漂流物対策を実施する

津波防護施設、取水機能を有
する安全設備等※1の取水性へ
の影響なし

津波防護施設、取水機能を有
する安全設備等※1に対する漂
流物とはならない

漂流物とはならない

【(e) 漂流物となる可能性のある施設・設備等の評価】

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

重量物により沈降する

※1：取水機能を有する安全設備等とは海水取水機能を有する海水ポンプ、海水管等を示す。
※2：取水性への影響は津波防護施設の設置を考慮した評価を行う。

※2

（c）ﾊ. 発電所構外における漂流物となる可能性のある
施設・設備等の抽出結果の集約

（d）ﾊ. 発電所構内における漂流物となる可能性のある
施設・設備等の抽出結果の集約

第 1.4.6 図（3/3） 漂流物評価フロー  
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

8(1)-1-21 
と

8(1)-10-1 
の間

（記載の変更） 別紙 8(1)-6-1 のとおり変

更する。

8(1)-6-1



 

6. 計測制御系統施設  
6.10 制御室  
6.10.1 通常運転時等  
6.10.1.2 中央制御室  

6.10.1.2.2 主要設備  
 (2) 中央制御室  

b. 気象観測設備等  
津波、風（台風）、竜巻等による発電所構内の状況の把握に 

有効なパラメータ（潮位、風向・風速等）を入手するために、

潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）、潮位観測システム、

気象観測設備等を設置する。  

別紙 8(1)-6-1 

8(1)-6-2



頁 行 補 正 前 補 正 後 

8(1)-10-1 
～

8(1)-10-3 

（記載の変更） 別紙 8(1)-10-1 のとおり

変更する。

8(1)-10-1



 

10. その他発電用原子炉の附属施設  
10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備  

10.6.1 津波に対する損傷防止  
10.6.1.1 設計基準対象施設  

10.6.1.1.2 設計方針  
設計基準対象施設は、基準津波に対して安全機能が損なわれるお

それがない設計とする。  
耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。  

 (1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水

防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包す

る建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡

上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取

水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。具体的

な設計内容を以下に示す。  
a. 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水

防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包

する建屋及び区画並びに海水ポンプ室、復水タンクは基準津波

による遡上波が到達するおそれがあるため、津波防護施設及び

浸水防止設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部から到

達又は流入させない設計とする。  

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可

能性があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止する

ことにより、遡上波を地上部から到達又は流入させない設計と

する。  
 b. 上記 a.の遡上波については、敷地及び敷地周辺の地形及び

その標高、河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降

を考慮して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を

検討する。また、地震による変状又は繰返し襲来する津波によ

る洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場

別紙 8(1)-10-1 

8(1)-10-2



 

合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。  
c. 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性につ

いて検討した上で、流入の可能性のある経路（扉、開口部及び

貫通口等）を特定し、必要に応じ浸水対策を施すことにより、

津波の流入を防止する設計とする。  
(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考

慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影

響を防止する設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。  

a. 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施

設及び地下部等における漏水の可能性を検討した上で、漏水が

継続することによる浸水範囲を想定（以下「浸水想定範囲」と

いう。）するとともに、同範囲の境界において浸水の可能性の

ある経路及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、浸

水防止設備を設置することにより浸水範囲を限定する設計と

する。  
b. 浸水想定範囲及びその周辺に設計基準対象施設の津波防護

対象設備がある場合は、防水区画化するとともに、必要に応じ

て浸水量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確認す

る。  
c. 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、必

要に応じ排水設備を設置する。  
(3) (1)(2) に規定するもののほか、設計基準対象施設の津波防護

対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非

常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸

水対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。その

ため、浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、津波による

溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守的に想定した上で、

浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口

（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して必要に

応じ浸水対策を施す設計とする。  
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(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を

防止する設計とする。そのため、海水ポンプについては、基準

津波による水位の低下に対して、海水ポンプが機能保持でき、

かつ冷却に必要な海水が確保できる設計とする。また、基準津

波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対して非

常用海水路及び海水ポンプ室の通水性が確保でき、かつ取水口

からの砂の混入に対して海水ポンプが機能保持できる設計とす

る。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可

能性があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止する

ことにより水位の低下に対して海水ポンプが機能保持でき、か

つ冷却に必要な海水が確保できる設計とする。

(5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設

の津波に対する設計を行うために、津波の伝播特性及び浸水経

路等を考慮して、それぞれの施設に対して設定するものをいう。

以下同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持でき

る設計とする。また、津波監視設備については、入力津波に対

して津波監視機能が保持できる設計とする。具体的な設計内容

を以下に示す。

a.「津波防護施設」は、取水路防潮ゲート、放水口側防潮堤、

防潮扉、屋外排水路逆流防止設備、１号及び２号炉放水ピッ

ト止水板、潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）と

する。「浸水防止設備」は、海水ポンプ室浸水防止蓋、循環

水ポンプ室浸水防止蓋、中間建屋水密扉、制御建屋水密扉及

び貫通部止水処置とする。また、「津波監視設備」は、潮位

計（監視用）及び津波監視カメラとする。「津波影響軽減施

設」は、取水口カーテンウォールとする。

b. 入力津波については、基準津波の波源からの数値計算によ

り、各施設・設備の設置位置において算定される時刻歴波形
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とする。数値計算に当たっては、敷地形状、敷地沿岸域の海

底地形、津波の敷地への浸入角度、河川の有無、陸上の遡上・

伝播の効果及び伝播経路上の人工構造物等を考慮する。また、

津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切

に評価し考慮する。  
c. 津波防護施設については、その構造に応じ、波力による侵

食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する

安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波

に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。  
d. 浸水防止設備については、浸水想定範囲等における浸水時

及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性

にも配慮した上で、入力津波に対して浸水防止機能が十分に

保持できる設計とする。  
e. 津波監視設備については、津波の影響（波力及び漂流物の

衝突）に対して、影響を受けにくい位置への設置及び影響の

防止策・緩和策等を検討し、入力津波に対して津波監視機能

が十分に保持できる設計とする。  
f. 津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建

物・構築物及び設置物等が破損、倒壊及び漂流する可能性が

ある場合には、津波防護施設及び浸水防止設備に波及的影響

を及ぼさないよう、漂流防止措置又は津波防護施設及び浸水

防止設備への影響の防止措置を施す設計とする。  
g. 上記 c.、d.及び f.の設計等においては、耐津波設計上の十

分な裕度を含めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対

応した荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力及び浮力等）につ

いて、入力津波による荷重から十分な余裕を考慮して設定す

る。また、余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じ

て余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮

する。さらに、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰返

しの襲来による作用が津波防護機能及び浸水防止機能へ及
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ぼす影響について検討する。

h. 津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当たって、津波影

響軽減施設・設備の効果を考慮する場合は、このような各施

設・設備についても、入力津波に対して津波による影響の軽

減機能が保持される設計とするとともに、上記 f.及び g.を満

たすこととする。

(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当た

っては、地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）

による影響、津波の繰返しの襲来による影響及び津波による二

次的な影響（洗掘、砂移動及び漂流物等）及び自然条件（積雪、

風荷重等）を考慮する。

(7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに

海水ポンプの取水性の評価に当たっては、入力津波による水位

変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。

なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考

慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場

合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地殻

変動量を考慮して安全側の評価を実施する。

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確

かさとして潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側

の設計とする。

(8) (1)及び(4)に規定する設計のうち、基準津波３及び基準津波４

に対するものは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある津波の第１波を網羅的に検知

できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定が必須である

ため、基準津波３及び基準津波４を用いて取水路防潮ゲートの

閉止判断基準を設定する。

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模が小さくなると振幅

が小さくなり、破壊伝播速度が小さくなると振幅が小さくなっ

て周期が長くなる。
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したがって、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しく

は水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波

を全て包含する波源とするために、基準津波３及び基準津波４

は、崩壊規模及び破壊伝播速度の値を固定しない波源として策

定する。なお、崩壊規模の上限は、判読した海底地すべり地形

の崩壊部が一度に全て崩壊する場合とし、破壊伝播速度の上限

は、Watts 他の予測式から求まる海底地すべりの速度の最大値

（Umax）とする。  

 
10.6.1.1.3 主要設備  

(1) 取水路防潮ゲート（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既

設）  

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある津波が襲来した場合に、津波の敷地への遡上及

び水位の低下による海水ポンプへの影響を防止し、防護対象設

備が機能喪失することのない設計とするため、取水路防潮ゲー

トを設置する（第 10.6.1.1.1 図）。取水路防潮ゲートは、防潮壁、

ゲート落下機構（電源系及び制御系を含む。）及びゲート扉体等

で構成され、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポン

プへの影響のおそれがある潮位に至る前に遠隔閉止することに

より津波の敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへの

影響を防止する、津波防護施設かつ重要安全施設（ＭＳ－１）

である。  
取水路防潮ゲートは、基準地震動による地震力に対して津波

防護機能が十分に保持できるよう設計する。また、波力による

侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安

定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対

する津波防護機能が十分に保持できるように設計する。設計に

当たっては、漂流物による荷重及び自然条件（積雪、風荷重等）、

地震（余震）との組合せを適切に考慮する。  
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取水路防潮ゲートは、操作者が常駐する中央制御室に設置し

たコントロールスイッチからの遠隔閉止信号により、ゲート落

下機構の機械式又は電磁式クラッチを解放し、ゲート扉体を自

重落下させる設計とする。また、取水路防潮ゲートは、１号炉、

２号炉、３号炉及び４号炉共用とし、共用に当たっては、それ

ぞれの号炉ではなく、中央制御室において閉止信号を発信する

ことで、津波の襲来時においても、確実に閉止し、すべての号

炉の安全性が向上する設計とする。

具体的には、動的機器であるゲート落下機構のクラッチ及び

ゲート落下機構（電源系及び制御系を含む。）については多重性

又は多様性及び独立性を確保する。ゲート扉体は静的機器で津

波の継続時間は短期間であることから多重化の必要は無い。ゲ

ート落下機構に関する電源系は、無停電電源装置を用いること

で外部電源喪失時にもゲート自重落下が可能であり、単一故障

に対して津波防護機能を失わない設計とする。また、何らかの

外乱により、ゲート落下機構の制御系に異常が発生し、遠隔閉

止信号が喪失した場合には、ゲート落下機構が動作することに

より、ゲート扉体が落下するフェイル・セーフ設備とし、取水

路防潮ゲートの閉止に対する信頼性を確保する。

さらに、原子炉の運転中又は停止中に取水路防潮ゲートの作

動試験又は検査が可能な設計とする。

なお、取水路防潮ゲート閉止時にも海水ポンプは、非常用海

水路からの取水により取水可能水位を下回らない設計とする。

取水路防潮ゲート電源構成概念図を第 10.6.1.1.2 図に、取水

路防潮ゲート落下機構概念図を第 10.6.1.1.3 図に示す。  
（第 10.6.1.1.1 図、第 10.6.1.1.2 図及び第 10.6.1.1.3 図は、  

変更前の図に同じ。）

(2) 放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

変更前の「(2) 放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号

炉共用、既設）」の記載に同じ。
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(3) 防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  
変更前の「(3) 防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、  

既設）」の記載に同じ。  
(4) 屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号及び４号炉共用、 

既設）  
変更前の「(4) 屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号  

及び４号炉共用、既設）」の記載に同じ。  
(5) １号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２号、３号炉及び４

号炉共用、既設）  
変更前の「(5) １号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２  

号、３号炉及び４号炉共用、既設）」の記載に同じ。  
 (6) 海水ポンプ室浸水防止蓋  

海水ポンプエリア床面からの津波の流入を防止し、防護対象

設備が機能喪失することのない設計とするため、海水ポンプエ

リアに海水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。海水ポンプ室浸水

防止蓋の設計においては、基準地震動による地震力に対して浸

水防止機能が十分に保持できるよう設計する。また、浸水時の

波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対する浸水防止機能

が十分に保持できるように設計する。設計に当たっては、自然

条件（積雪、風荷重等）、地震（余震）との組合せを適切に考慮

する。  
(7) 循環水ポンプ室浸水防止蓋（１号及び２号炉）  

変更前の「(7) 循環水ポンプ室浸水防止蓋（１号及び２号炉）」 
の記載に同じ。  

(8) 中間建屋水密扉（１号及び２号炉）  
変更前の「(8) 中間建屋水密扉（１号及び２号炉）」の記載  

に同じ。  
(9) 制御建屋水密扉（１号及び２号炉共用）  

変更前の「(9)制御建屋水密扉（１号及び２号炉共用）」の記  
載に同じ。  
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(10) 貫通部止水処置（１号及び２号炉共用）  
変更前の「 (10) 貫通部止水処置（１号及び２号炉共用）」の

記載に同じ。  
 (11) 潮位計（防護用）（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既

設）  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準にかかわる情報を入手し、

中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御室へ警報を発信する

ため、潮位計（防護用）を設置する。  

潮位計（防護用）は、潮位検出器及び監視モニタ等（電源系

含む）で構成される。潮位計（防護用）は、中央制御室並びに

３号及び４号炉中央制御室において、取水路防潮ゲートの閉止

判断基準を検知するため、4 台の潮位計（防護用）のうち 1 台

の潮位計（防護用）において観測潮位が 10 分以内に 0.5m 以上

下降、又は上昇した時点で警報発信する。また、１号及び２号

炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津波防護用）

を用いた連携により、中央制御室における取水路防潮ゲートの

閉止操作に必要な情報を運転員に提示する設計とする。これに

より、運転員は、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある潮位に至る前に取水路防潮ゲー

トを遠隔閉止し、津波の敷地への遡上及び水位の低下による海

水ポンプへの影響を防止することから、潮位計（防護用）は取

水路防潮ゲートの直接関連系であり、津波防護施設である。ま

た、取水路防潮ゲートと同等の多重性、独立性、耐震性等を有

する設計とする。  

潮位計（防護用）は、各号炉の海水ポンプ室前面の入力津波

高さ（１号炉：T.P.＋2.6m、２号炉：T.P.＋2.6m、３号及び４

号炉：T.P.＋2.9m）に対して波力及び漂流物の影響を受けない

位置に設置し、津波防護機能が十分に保持できる設計とする。

また、基準地震動に対して、機能を喪失しない設計とする。設

計に当たっては、自然条件（積雪、風荷重等）との組合せを適
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切に考慮する。  
さらに、原子炉の運転中又は停止中に潮位計（防護用）の試

験が可能な設計とする。  
潮位計（防護用）の概念図を第 10.6.1.1.8 図に示す。  

(12) 衛星電話（津波防護用）（１号、２号、３号及び４号炉共用、

一部既設）  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準に到達したことを１号及び

２号炉当直課長並びに３号及び４号炉当直課長が把握するため

に、衛星電話（津波防護用）を設置する。  
衛星電話（津波防護用）は、衛星電話（津波防護用）本体で

構成される。衛星電話（津波防護用）は、ＭＳ－１設備である

取水路防潮ゲートと同等の設計にすることから、中央制御室並

びに３号及び４号炉中央制御室のそれぞれにおいて、多重化（2
台目）し、またこれに加えて信頼性向上を図る（試験可能性を

考慮する）設計（3 台目）とする。また、１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津波防護用）を用

いた連携により、中央制御室における取水路防潮ゲートの閉止

操作に必要な情報を運転員に提示する設計とする。これにより、

運転員は、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある潮位に至る前に取水路防潮ゲートを遠

隔閉止し、津波の敷地への遡上及び水位の低下による海水ポン

プへの影響を防止することから、衛星電話（津波防護用）は取

水路防潮ゲートの直接関連系であり、津波防護施設である。ま

た、取水路防潮ゲートと同等の多重性、独立性、耐震性等を有

する設計とする。  
衛星電話（津波防護用）は、各号炉の海水ポンプ室前面の入

力津波高さ（１号炉：T.P.＋2.6m、２号炉：T.P.＋2.6m、３号

及び４号炉：T.P.＋2.9m）に対して波力及び漂流物の影響を受

けない位置に設置し、津波防護機能が十分に保持できる設計と

する。また、基準地震動に対して、機能を喪失しない設計とす
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る。設計に当たっては、自然条件（積雪、風荷重等）との組合

せを適切に考慮する。  
さらに、原子炉の運転中又は停止中に衛星電話（津波防護用）

の試験が可能な設計とする。  

衛星電話（津波防護用）の概念図を第 10.6.1.1.8 図に示す。  
上記(1)～(9)、(11)、(12)の各施設・設備における許容限界は、

地震後、津波後の再使用性や、津波の繰返し作用を想定し、止

水性の面も踏まえることにより、当該構造物全体の変形能力に

対して十分な余裕を有するよう、各施設・設備を構成する材料

が弾性域内に収まることを基本とする。  
上記 (10)の貫通部止水処置については、地震後、津波後の再

使用性や、津波の繰返し作用を想定し、止水性の維持を考慮し

て、貫通部止水処置が健全性を維持することとする。  
各施設・設備等の設計、評価に使用する津波荷重の設定につ

いては、入力津波が有する数値計算上の不確かさ及び各施設・

設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する

不確かさを考慮する。  
入力津波が有する数値計算上の不確かさの考慮に当たっては、

各施設・設備の設置位置で算定された津波の高さを安全側に評

価して入力津波を設定することで、不確かさを考慮する。  

各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程

に介在する不確かさの考慮に当たっては、入力津波の荷重因子

である浸水高、速度、津波波力等を安全側に評価することで、

不確かさを考慮し、荷重設定に考慮している余裕の程度を検討

する。  
津波波力の算定においては、国土交通省の暫定指針等に記載

されている津波波力算定式等、幅広く知見を踏まえて、十分な

余裕を考慮する。  

漂流物の衝突による荷重の評価に際しては、津波の流速によ

る衝突速度の設定における不確実性を考慮し、流速について十
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分な余裕を考慮する。

津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計におい

て、基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性がある余震（地

震）についてそのハザードを評価した結果、基準津波の波源で

ある若狭海丘列付近断層及びＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層に

ついて、その活動に伴い発生する余震による荷重を設定する。

余震荷重については、基準津波の継続時間のうち最大水位変

化を生起する時間帯（基準津波１：地震発生後約１時間後、基

準津波２：地震発生後 10～20 分後）を踏まえ過去の地震デー

タを抽出・整理することにより余震の規模を想定し、余震とし

てのハザードを考慮した安全側の評価として、この余震規模か

ら求めた地震動に対してすべての周期で上回る地震動を既に時

刻歴波形を策定している弾性設計用地震動の中から設定する。

余震荷重と津波荷重の組合せについては、入力津波が若狭海

丘列付近断層による津波で決まる場合は、弾性設計用地震動 Sd
－5H （NS）及び Sd－5V を余震荷重として津波荷重と組み合

わせる。入力津波がＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層で決まる場

合は、弾性設計用地震動 Sd－1 を余震荷重として津波荷重と組

み合わせる。なお、入力津波の波源が複数あるため、他方の組

合せも必要に応じて検討する。

放水口側防潮堤及び防潮扉は、堆積層及び盛土の上に設置さ

れており、基準地震動が作用した場合設置位置周辺の地盤が液

状化する可能性があることから、基礎杭に作用する側方流動力

の影響を考慮し、津波防護機能が十分保持できるように設計す

る。

10.6.1.1.4 主要仕様  
第 10.6.1.1.1 表を変更する。第 10.6.1.1.1 表以外は変更前の

「10.6.1.1.4 主要仕様」の記載に同じ。  
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10.6.1.1.6 手順等  
(1) 大津波警報が発表された場合に津波の敷地への遡上及び水位の低

下による海水ポンプへの影響を防止するため、１号及び２号炉当直

課長の取水路防潮ゲート閉止の判断に基づき、１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の連携により、１～４号炉循環水ポ

ンプ停止操作（プラント停止）、中央制御室からの取水路防潮ゲート

閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

(2) 地震加速度高により原子炉がトリップし、かつ津波警報等が発表

された場合には、水位の低下による海水ポンプへの影響を防止する

ため、１号及び２号炉当直課長の１～４号炉循環水ポンプ停止判断

に基づき、１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の連

携により、１～４号炉循環水ポンプ停止を実施する手順を整備し、

的確に実施する。

(3) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に津波の敷地へ

の遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響を防止するため、

１号及び２号炉当直課長の取水路防潮ゲート閉止の判断に基づき、

１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津

波防護用）を用いた連携により、１～４号炉循環水ポンプ停止操作

（プラント停止）、中央制御室からの取水路防潮ゲート閉止を実施

する手順を整備し、的確に実施する。

(4) (3) にて整備する手順により、津波の敷地への遡上及び水位の低

下による海水ポンプへの影響を防止するが、これに加え、可能な限

り早期に津波に対応するための手順を整備する。具体的には、「発

電所構外において、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポ

ンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、その後、4 台の

潮位計（防護用）のうち、2 台の観測潮位がいずれも 10 分以内に

0.5m 以上下降すること、又は 10 分以内に 0.5m 以上上昇するこ

と。」を１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星

電話（津波防護用）を用いた連携により確認した場合は、１～４号

炉循環水ポンプ停止操作（プラント停止）、中央制御室からの取水
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路防潮ゲート閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

取水路防潮ゲートの保守作業中に、発電所構外において津波と想

定される潮位の変動を観測した場合は、津波の敷地への遡上及び水

位の低下による海水ポンプへの影響を防止するため直ちにゲート

保守作業を中断し、作業前の状態に復旧する手順を整備し、的確に

実施する。

また、発電所構外において、津波と想定される潮位の変動を観測

した場合は、津波防護施設に影響を及ぼさない設計とするために、

車両退避の成立性を踏まえた手順を整備し、的確に実施する。さら

に、可能な限り早期に津波に対応するため、ゲート落下機構の確認

等を行う手順を整備し、的確に実施する。

(5) 防潮扉については、原則閉運用とするが、開放後の確実な閉止操

作、３号及び４号炉中央制御室における閉止状態の確認及び閉止さ

れていない状態が確認された場合の閉止操作の手順に基づき、的確

に実施する。

(6) 水密扉については、開放後の確実な閉止操作、中央制御室におけ

る閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の

閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

(7) 燃料等輸送船に関し、津波警報等が発表された場合において、荷

役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとともに、緊

急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を整備し、

的確に実施する。一方、津波警報等が発表されず、かつ、荷役中に

発電所構外にて、津波と想定される潮位の変動を観測した場合にお

いて、荷役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとと

もに、係留強化する船側と情報連絡を行う手順を整備し、的確に実

施する。また、荷役中以外に、発電所構外にて津波と想定される潮

位の変動を観測した場合において、緊急離岸する船側と退避状況に

関する情報連絡を行う手順を整備し、的確に実施する。

(8) 津波監視カメラ及び潮位計（監視用）による津波の襲来状況の監

視に係る運用手順を整備し、的確に実施する。
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(9) 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施

設については、各施設及び設備に要求される機能を維持するため、

適切な保守管理を行うとともに、故障時においては補修を行う。  
(10) 津波防護に係る手順に関する教育並びに津波防護施設、浸水防

止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施設の保守管理に関する教

育を定期的に実施する。  
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10.6.1.2 重大事故等対処施設  
10.6.1.2.2 設計方針  

重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等の対処へ

の機能が損なわれるおそれがない設計とする。

津波から防護する設備は、重大事故等対処施設、可搬型重大事

故等対処設備、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備（以

下「重大事故等対処施設の津波防護対象設備」という。）とする。

耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸

水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包

する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡

上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水

路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。具体的な設

計内容を以下に示す。

a. 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護 施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を

内包する建屋及び区画並びに海水ポンプ室、復水タンクについ

ては基準津波による遡上波が到達するおそれがあるため、津波

防護施設及び浸水防止設備を設置し、基準津波による遡上波を

地上部から到達又は流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可

能性があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止する

ことにより、遡上波を地上部から到達又は流入させない設計と

する。

b. 上記 a.の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「10.6.1.1
設計基準対象施設」を適用する。

c. 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性のあ

る経路（扉、開口部、貫通口等）を特定し、必要に応じて実施

する浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適
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用する。

(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮

の上、漏水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するた

めに必要な機能への影響を防止する設計とする。具体的には

「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  
(3) (1)(2)に規定するもののほか、重大事故等対処施設の津波防護

対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常

用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水

対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため、

浸水防護重点化範囲の明確化するとともに、必要に応じて実施す

る浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用す

る。

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響を防止する設計とする。そのため、海水ポ

ンプについては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。

また、大容量ポンプ及び送水車については、基準津波による水

位の変動に対して取水性を確保でき、取水口からの砂の混入に対

して、ポンプが機能保持できる設計とする。

(5) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持

については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。

(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに

海水ポンプ等の取水性の評価における入力津波の評価に当たっ

ては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」に対する耐津波設計を適用

する。

(7) 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水

位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅

的に検知できる取水路防潮ゲートの閉止の設定については、

「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。

10.6.1.2.4 主要仕様  
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第 10.6.1.1.1 表を変更する。第 10.6.1.1.1 表以外は変更前の

「10.6.1.2.4 主要仕様」の記載に同じ。  

10.6.1.3 特定重大事故等対処施設  

10.6.1.3.2 設計方針  
特定重大事故等対処施設は、基準津波に対して原子炉補助建屋等

への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してそ

の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。

耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。

(1) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内

包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取

水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。基準津波

３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性があるこ

とから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、津

波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより、遡上

波を地上部から到達又は流入させない設計とする。具体的な設計

内容を以下に示す。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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b. 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を

内包する建屋及び区画については基準津波による遡上波が地

上部から到達又は流入するおそれがあるため、津波防護施設及

び浸水防止設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部から

到達又は流入させない設計とする。

c. 上記 b.の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「10.6.1.1
設計基準対象施設」を適用する。

d. 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性のあ

る経路（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、必要に応じて実

施する浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を

適用する。

(2) (1)に規定するもののほか、特定重大事故等対処施設の津波防護

対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常

用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水

対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため、

浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、必要に応じて実施す

る浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用す

る。

(3)  　　　　　　　　　　　　による原子炉補助建屋等への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大

事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する設計と

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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する。そのため、

　　　　　できる設計とする。

(4) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持に

ついては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。

基準津波を一定程度超える津波に対する浸水対策の機能の保

持については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を基本とする。

(5) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっ

ては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」に対する耐津波設計を適用

する。

基準津波を一定程度超える津波に対する浸水対策の設計に当

たっては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を基本とする。

(6)  津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに

　　　　　　　　　　　　の評価に当たっては、入力津波による

水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施

する。なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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し考慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される

場合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地殻

変動量を考慮して安全側の評価を実施する。

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確か

さとして潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側の設

計とする。

(7) 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水

位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅

的に検知できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定につい

ては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  

10.6.1.3.4 主要仕様  

第 10.6.1.1.1 表を変更する。第 10.6.1.1.1 表以外は変更前の

「10.6.1.3.4 主要仕様」の記載に同じ。  

10.6.1.3.6 手順等  

(1) 大津波警報が発表された場合に津波の敷地への遡上及び水位の低

下による海水ポンプへの影響を防止するため、１号及び２号炉当直

課長の取水路防潮ゲート閉止の判断に基づき、１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の連携により、１～４号炉循環水ポ

ンプ停止操作（プラント停止）、中央制御室からの取水路防潮ゲート

閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

(2) 地震加速度高により原子炉がトリップし、かつ津波警報等が発表

された場合には、水位の低下による海水ポンプへの影響を防止する

ため、１号及び２号炉当直課長の１～４号炉循環水ポンプ停止判断

に基づき、１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の連

携により、１～４号炉循環水ポンプ停止を実施する手順を整備し、

的確に実施する。

(3) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に津波の敷地へ

の遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響を防止するため、
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１号及び２号炉当直課長の取水路防潮ゲート閉止の判断に基づき、

１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津

波防護用）を用いた連携により、１～４号炉循環水ポンプ停止操作

（プラント停止）、中央制御室からの取水路防潮ゲート閉止を実施

する手順を整備し、的確に実施する。

(4) (3) にて整備する手順により、津波の敷地への遡上及び水位の低

下による海水ポンプへの影響を防止するが、これに加え、可能な限

り早期に津波に対応するための手順を整備する。具体的には、「発

電所構外において、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポ

ンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、その後、4 台の

潮位計（防護用）のうち、2 台の観測潮位がいずれも 10 分以内に

0.5m 以上下降すること、又は 10 分以内に 0.5m 以上上昇するこ

と。」を１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星

電話（津波防護用）を用いた連携により確認した場合は、１～４号

炉循環水ポンプ停止操作（プラント停止）、中央制御室からの取水

路防潮ゲート閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

取水路防潮ゲートの保守作業中に、発電所構外において津波と想

定される潮位の変動を観測した場合は、津波の敷地への遡上及び水

位の低下による海水ポンプへの影響を防止するため直ちにゲート

保守作業を中断し、作業前の状態に復旧する手順を整備し、的確に

実施する。

また、発電所構外において、津波と想定される潮位の変動を観測

した場合は、津波防護施設に影響を及ぼさない設計とするために、

車両退避の成立性を踏まえた手順を整備し、的確に実施する。さら

に、可能な限り早期に津波に対応するため、ゲート落下機構の確認

等を行う手順を整備し、的確に実施する。

(5) 防潮扉については、原則閉運用とするが、開放後の確実な閉止

操作、３号及び４号炉中央制御室における閉止状態の確認及び閉止

されていない状態が確認された場合の閉止操作の手順に基づき、的

確に実施する。
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(6) 水密扉については、開放後の確実な閉止操作、中央制御室におけ

る閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の

閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

(7) 燃料等輸送船に関し、津波警報等が発表された場合において、荷

役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとともに、緊

急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を整備し、

的確に実施する。一方、津波警報等が発表されず、かつ、荷役中に

発電所構外にて、津波と想定される潮位の変動を観測した場合にお

いて、荷役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとと

もに、係留強化する船側と情報連絡を行う手順を整備し、的確に実

施する。また、荷役中以外に、発電所構外にて津波と想定される潮

位の変動を観測した場合において、緊急離岸する船側と退避状況に

関する情報連絡を行う手順を整備し、的確に実施する。

(8) 津波監視カメラ及び潮位計（監視用）による津波の襲来状況の監

視に係る運用手順を整備し、的確に実施する。

(9) 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施

設並びに基準津波を一定程度超える津波に対する浸水対策につい

ては、各施設及び設備に要求される機能を維持するため、適切な保

守管理を行うとともに、故障時においては補修を行う。

(10) 津波防護に係る手順に関する教育並びに津波防護施設、浸水防

止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施設並びに基準津波を一定

程度超える津波に対する浸水対策の保守管理に関する教育を定期

的に実施する。
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10.13 通信連絡設備

10.13.1.3 主要設備  
10.13.1.3.1 通信連絡設備（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

(1) 設計基準事故が発生した場合において、中央制御室等から人が

立ち入る可能性のある原子炉補助建屋、タービン建屋等の建屋内

外各所の者への操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動

等により行うことができる装置及び音声等により行うことがで

きる設備として、警報装置である事故一斉放送装置及び多様性を

確保した通信設備（発電所内）である運転指令設備、電力保安通

信用電話設備、衛星電話（津波防護用）等を設置又は保管する。

また、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ事故状態等の把握

に必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）として、

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びＳＰＤＳ表示装置

を設置する。

事故一斉放送装置及び運転指令設備については、１号及び２号

炉並びに３号及び４号炉を相互に接続でき、発電所内のすべての

人に対し通信連絡できる設計とする。

衛星電話（津波防護用）については、１号及び２号炉中央制御

室並びに３号及び４号炉中央制御室を相互に接続し、通信連絡で

きる設計とする。

なお、警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発

電所内）については、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、

外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。

(2) 設計基準事故が発生した場合において、発電所外の原子力事業

本部、本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ

事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる設備

として、加入電話、衛星電話（携帯）等の通信設備（発電所外）

を設置又は保管する。また、発電所内から発電所外の緊急時対策

支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できるデータ
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伝送設備（発電所外）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送システムを設置する。  
通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）につい

ては、有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を

備えた構成の専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受ける

ことなく常時使用できる設計とする。  
なお、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

については、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源

が期待できない場合でも動作可能な設計とする。  
さらに、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

については、定期的に点検を行うとともに、専用通信回線及びデ

ータ伝送設備（発電所外）の常時監視を行うことにより、常時使

用できることを確認する。  

 
10.13.1.4 主要仕様  

      第 10.13.1.2 表を変更する。第 10.13.1.2 表以外は変更前の「主要  

仕様」の記載に同じ。  

 
10.13.2.3 主要設備及び仕様  

第 10.13.2.1 表を変更する。第 10.13.2.1 表以外は変更前の「主要  

仕様」の記載に同じ。  
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第 10.6.1.1.1 表 浸水防護設備の設備仕様（１）  

(1) 取水路防潮ゲート（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）

種 類 防潮壁

材 料 鉄筋コンクリート、鋼材

個 数 1 

種 類 無停電電源装置

個 数 6 
容 量 約 1kVA 
出 力 電 圧 100V 

(2) 放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

種 類 防潮堤

材 料 セメント改良土、鋼材、鋼管杭

鉄筋コンクリート

個 数 1 

(3) 防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

種 類 防潮堤

材 料 鋼管杭、アルミニウム合金

鉄筋コンクリート

個 数 1 

(4) 屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設） 
種 類 逆流防止蓋（フラップゲート）

材 料 ステンレス鋼

個 数 5 

(5) １号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２号、３号及び４号炉共
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用、既設）

種 類 止水板

材 料 鋼材、鉄筋コンクリート

個 数 2 

(6) 海水ポンプ室浸水防止蓋

種 類 閉止蓋

材 料 ステンレス鋼

個 数 14

(7) 循環水ポンプ室浸水防止蓋

種 類 閉止蓋

材 料 ステンレス鋼

個 数 5

(8) 中間建屋水密扉

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する防護設備」と兼

用）

種 類 片開扉

材 料 炭素鋼

個 数 2 

(9) 制御建屋水密扉（１号及び２号炉共用）

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する防護設備」と兼

用）

種 類 片開扉

材 料 炭素鋼

個 数 3 
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(10) 貫通部止水処置（１号及び２号炉共用）

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する防護設備」と兼

用）

種 類 貫通部止水

材 料 シール材

個 数 一式

(11) 潮位計（防護用）（潮位検出器、監視モニタ（電源系含む））

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）

（「津波監視設備」と一部兼用及び「計測制御系統施設」と兼用）

種 類 非接触式検出器

計 測 範 囲 E.L.－9.9m ~ E.L.+6.6m

（１号炉・２号炉）

E.L.－4.0m ~ E.L.+4.0m
（３号炉・４号炉）

個 数 4 

種 類 監視モニタ

個 数  4 

(12) 衛星電話（津波防護用）

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）

（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」と一部兼用並びに「計測

制御系統施設」と兼用）

設  備  名  衛星電話（津波防護用）

使 用 回 線  衛星回線

個     数 6 
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第 10.13.1.2 表 通信設備（発電所内）の仕様  
通信 
種別 主要設備 電源 通信回線 

通
信
設
備
（
発
電
所
内
） 

所
内 

運転指令設備  非常用所内電源 
通信用無停電電源装置 － 

電力保安通信用

電話設備 

保安電話（固定）

（注１） 
常用所内電源 
通信用無停電電源装置 

－ 
保安電話（携帯）

（注１） 

常用所内電源 
通信用無停電電源装置 
充電池 

トランシーバー 充電池 
乾電池 

携行型通話装置 乾電池 

衛星電話 

固定（注１） 

非常用所内電源 
緊急時対策所無停電電源装置 
衛星電話用無停電電源装置 
蓄電池 衛星系回線 

（通信事業者回線） 
津波防護用 
（注３） 非常用所内電源 

携帯（注１） 充電池 

無線通話装置（注２） 

固定：常用所内電源 
非常用所内電源 
通信用無停電電源装置 

車載：移動式放射能測定装置

（モニタ車）の車用蓄

電池 

無線系回線 

（注１）：発電所外用（社内及び社外）と共用。  
（注２）：発電所外用（社内）と共用。  

（注３）：衛星電話（固定）と一部兼用。  
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第 10.13.2.1 表 通信連絡設備（重大事故等時）（常設）の設備仕様  

 
(1) 衛星電話（固定）（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

兼用する設備は以下のとおり。  

・緊急時対策所  
・通信連絡設備  
・津波防護施設（一部兼用）  
・計測制御系統施設（一部兼用）  

設 備 名  衛星電話（固定）  
使 用 回 線  衛星系回線  
個 数  一式  

 
(2) 緊急時衛星通報システム（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

兼用する設備は以下のとおり。  
・緊急時対策所  
・通信連絡設備  

設 備 名  緊急時衛星通報システム  
使 用 回 線  衛星系回線  
個 数  一式  

 
(3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（１号、２号、

３号及び４号炉共用、一部既設）  
兼用する設備は以下のとおり。  
・緊急時対策所  

・通信連絡設備  
設 備 名  ＴＶ会議システム  
使 用 回 線  有線系回線、衛星系回線  
個 数  一式  

 
設 備 名  ＩＰ電話  

8(1)-10-32



 

使 用 回 線  有線系回線  
個 数  一式  

 
設 備 名  ＩＰ電話  

使 用 回 線  衛星系回線  
個 数  一式  

 
設 備 名  ＩＰ－ＦＡＸ  

使 用 回 線  有線系回線  
個 数  一式  

 
設 備 名  ＩＰ－ＦＡＸ  

使 用 回 線  衛星系回線  
個 数  一式  

 
(4) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（１号、２号、３号及び

４号炉共用、一部既設）  
兼用する設備は以下のとおり。  
・計装設備（重大事故等対処設備）  
・緊急時対策所  

・通信連絡設備  
設 備 名  安全パラメータ表示システム  
    （ＳＰＤＳ）  
使 用 回 線  有線系回線、無線系回線  

個 数  一式  

 
(5) 安全パラメータ伝送システム（１号、２号、３号及び４号炉共用、

既設）  

兼用する設備は以下のとおり。  
・緊急時対策所  
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・通信連絡設備

設 備 名 安全パラメータ伝送システム

使 用 回 線 有線系回線、衛星系回線

個 数 一式

(6) ＳＰＤＳ表示装置（１号、２号、３号及び４号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・計装設備（重大事故等対処設備）

・緊急時対策所

・通信連絡設備

設 備 名 ＳＰＤＳ表示装置

個 数 一式
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第10.6.1.1.8図 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）概念図  
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

8(2)-1-1 
～

8(2)-1-17 

（記載の変更） 別紙 8(2)-1-1 のとおり変

更する。

8(2)-1-1



 

1 安全設計  
1.2 安全機能の重要度分類  
1.2.1 安全上の機能別重要度分類  

１号炉の「1.2.1 安全上の機能別重要度分類」の変更に同じ。  

 

別紙 8(2)-1-1 

8(2)-1-2



 

1.3 耐震設計  
1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計  
1.3.1.2 耐震重要度分類  

１号炉の「1.3.1.2 耐震重要度分類」の変更に同じ。  

 
1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界  

(3) 荷重の組合せ  
 d. 荷重の組合せ上の留意事項  

１号炉の「1.3.1.4 荷重の組合せと許容限界 (3) 荷重の組合せ  d. 荷
重の組合せ上の留意事項」の変更に同じ。  

 
1.3.1.5 設計における留意事項  

１号炉の「1.3.1.5 設計における留意事項」の変更に同じ。  
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1.4 耐津波設計  
1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針  
1.4.1.1 耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）第五条（津波

による損傷の防止）」の「設計基準対象施設は、基準津波に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」との

要求は、設計基準対象施設のうち、安全機能を有する設備を津波か

ら防護することを要求していることから、津波からの防護を検討す

る対象となる設備は、設計基準対象施設のうち安全機能を有する設

備（クラス１、クラス２及びクラス３設備）である。

設置許可基準規則の解釈別記３では、津波から防護する設備とし

て、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む耐震Ｓク

ラスに属する設備が要求されている。

以上から、津波からの防護を検討する対象となる設備は、クラス

１、クラス２及びクラス３設備並びに津波防護施設、浸水防止設備

及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属する設備とする。このう

ち、クラス３設備は、損傷した場合を考慮して、代替設備により必

要な機能を確保する等の対応を行う設計とする。

このため、津波から防護する設備はクラス１、クラス２設備並び

に津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラ

スに属する設備（以下「設計基準対象施設の津波防護対象設備」と

いう。）とする。

(2) 敷地及び敷地周辺における地形、施設の配置等

b. 敷地における施設の位置、形状等の把握

設計基準対象施設の津波防護対象設備等を内包する建屋及び区

画として、T.P.＋3.5m の敷地に原子炉格納施設、原子炉補助建屋、

制御建屋及び中間建屋があり、屋外設備としては、T.P.＋3.5m の

敷地に海水ポンプ室、T.P.＋5.2m の高さに復水タンク、T.P.＋
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24.9m の高さに燃料油貯油そうを設置する。非常用取水設備とし

て、非常用海水路、海水ポンプ室を設置する。

津波防護施設として、取水路上に取水路防潮ゲート、放水口側

の敷地に放水口側防潮堤及び防潮扉、放水路沿いの屋外排水路に屋

外排水路逆流防止設備、放水ピットに１号及び２号炉放水ピット止

水板並びに１号炉海水ポンプ室 T.P.＋7.1m、海水ポンプ室 T.P.+ 
7.1m 及び３，４号炉海水ポンプ室 T.P.＋4.6m に潮位計（防護用）、

中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御室に衛星電話（津波防護

用）を設置する。浸水防止設備として、海水ポンプエリア床面 T.P.
＋3.0m に海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室床面 T.P.＋
0.5m に循環水ポンプ室浸水防止蓋、浸水防護重点化範囲境界壁の

うち、中間建屋、制御建屋及びディーゼル建屋の壁貫通部に水密扉

の設置及び貫通部止水処置を実施する。津波監視設備として、１号

炉海水ポンプ室 T.P.＋7.1m 及び海水ポンプ室 T.P.+7.1m に潮位計

（監視用）（１号及び２号炉共用、一部既設）（「津波防護施設」と

兼用）並びに３号炉原子炉格納施設壁面 T.P.＋46.8m 及び４号炉原

子炉補助建屋壁面 T.P.＋36.2m に津波監視カメラを設置する。敷地

内の遡上域の建物・構築物等としては、T.P.＋3.5m の敷地に使用

済燃料輸送容器保管建屋、協力会社事務所等がある。

(3) 入力津波の設定

入力津波を基準津波の波源から各施設・設備等の設置位置において

海水面の基準レベルから算定した時刻歴波形として設定する。基準津

波による各施設・設備の設置位置における入力津波の時刻歴波形を第

1.4.1 図に示す。  

入力津波の設定に当たっては、津波の高さ、速度及び衝撃力に着目

し、各施設・設備において算定された数値を安全側に評価した値を入

力津波高さや速度として設定することで、各施設・設備の構造・機能

の損傷に影響する浸水高、波力、波圧について安全側に評価する。耐

津波設計に用いる入力津波高さを第 1.4.1 表に示す。  
a. 水位変動
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入力津波の設定に当たっては、潮位変動として、上昇側の水位変

動に対しては朔望平均満潮位 T.P.＋0.49m 及び潮位のバラツキ

0.15m を考慮し、上昇側評価水位を設定し、下降側の水位変動に対

しては朔望平均干潮位 T.P.－0.01m 及び潮位のバラツキ 0.17m を考

慮し、下降側評価水位を設定する。また、朔望平均潮位及び潮位の

バラツキは敷地周辺の観測地点舞鶴検潮所における潮位観測記録に

基づき評価する。

潮汐以外の要因による潮位変動については、観測地点舞鶴検潮所

（気象庁所管）における至近約 40 年（1969～2011 年）の潮位観測

記録に基づき、高潮発生状況（発生確率、台風等の高潮要因）を確

認する。観測地点舞鶴検潮所は敷地近傍にあり、発電所と同様に若

狭湾に面した海に設置されている。高潮要因の発生履歴及びその状

況を考慮して、高潮発生可能性とその程度（ハザード）について検

討する。基準津波による水位の年超過確率は 10-4～10-5 程度であり、

独立事象としての津波と高潮が重畳する可能性は極めて低いと考え

られるものの、高潮ハザードについては、プラント運転期間を超え

る再現期間 100 年に対する期待値 T.P.＋1.13m と、入力津波で考慮

した朔望平均満潮位 T.P.＋0.49m 及び潮位のバラツキ 0.15m の合計

の差である 0.49m を外郭防護の裕度評価において参照する。  
b. 地殻変動

地震による地殻変動についても安全側の評価を実施する。広域

的な地殻変動を評価すべき波源は、基準津波１の若狭海丘列付近断

層と基準津波２のＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層である。基準津波

３及び基準津波４の隠岐トラフ海底地すべりについては、地震に随

伴するものではないため考慮対象外である。また、高浜発電所は若

狭湾（日本海側）に位置しており、プレート間地震は考慮対象外で

ある。

入力津波については、「日本海における大規模地震に関する調査

検討会」の波源モデルを踏まえて、Mansinha and Smylie (1971)
の方法により算定した敷地地盤の地殻変動量は、基準津波１の若狭
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海丘列付近断層で±0m、基準津波２のＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断

層で 0.30m の隆起が想定されるため、下降側の水位変動に対して

安全評価を実施する際には 0.30m の隆起を考慮する。また、上昇

側の水位変動に対して安全評価する際には、隆起しないものと仮定

して、対象物の高さと上昇側評価水位を直接比較する。

また、基準地震動評価における震源において最近地震は発生し

ていないことから広域的な余効変動も生じていない。

c. 取水路・放水路等の経路からの流入に伴う入力津波

経路からの流入に伴う入力津波には、(a)「最高・最低水位を設

定するための入力津波」、及び(b)「取水路防潮ゲートの閉止判断

基準の妥当性を確認するための入力津波」がある。(a)「最高・最

低水位を設定するための入力津波」は、基準津波１、基準津波２、

基準津波３及び基準津波４を対象とし、(b)「取水路防潮ゲートの

閉止判断基準の妥当性を確認するための入力津波」は、基準津波

３及び基準津波４を対象として評価する。入力津波評価を行う際

の、基準津波ごとの評価条件を以下のとおりとする。

(a)最高・最低水位を設定するための入力津波

基準津波１に対して、敷地への遡上及び水位の低下による海水

ポンプへの影響を防ぐため取水路防潮ゲートを設置し、発電所を

含む地域に大津波警報が発表された場合、原則、循環水ポンプ停

止後、取水路防潮ゲートを閉止する手順を定めることから、基準

津波１については、取水路防潮ゲート閉止を前提として入力津波

を評価する。

基準津波２については、地震発生後、取水路防潮ゲートを閉止

するまでに津波が襲来することや、敷地への遡上及び水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがない津波であることから、

取水路防潮ゲート開を前提として入力津波を評価する。

基準津波３及び基準津波４については、若狭湾における津波の

伝播特性により、取水路から海水ポンプ室に至る経路において第

１波より第２波以降の水位変動量が大きくなること並びに津波
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の第１波の押し波が敷地へ遡上しないこと及び第１波の引き波

による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できること並

びに第２波以降の押し波が敷地に遡上するおそれがあること及

び第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水ポンプが

機能保持できないおそれがあることを踏まえ、潮位計（防護用）

により観測された津波の第１波の水位変動量が、敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津

波を網羅的に検知できるように設定する津波襲来の判断基準と

なった場合に、循環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲートを閉止す

ることにより第２波以降の浸入を防止することで敷地への遡上

及び水位の低下による海水ポンプへの影響を回避する。したがっ

て、基準津波３及び基準津波４については、取水路防潮ゲートが

開の状態で、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある津波を網羅的に検知できるように設定

する津波襲来の判断基準となった場合に、取水路防潮ゲートを閉

にすることを前提として入力津波を評価する。

(b)取水路防潮ゲートの閉止判断基準の妥当性を確認するための入

力津波

基準津波３及び基準津波４の入力津波評価は、敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津

波の襲来に対して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準に基づいて

評価する必要がある。取水路防潮ゲートの閉止判断基準について

は、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある津波を網羅的に検知できることの確認を行った

うえで、設定することとし、具体的には以下のとおりとする。

(b-1) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準は、「4 台の潮位計（防護用）

のうち、2 台の観測潮位がいずれも 10 分以内に 0.5m 以上下降し、

その後、最低潮位から 10 分以内に 0.5m 以上上昇すること、又は

10 分以内に 0.5m 以上上昇し、その後、最高潮位から 10 分以内
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に 0.5m 以上下降すること。」とし、この条件成立を１号及び２

号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津波防護

用）を用いた連携により確認（以下、この条件成立の確認を「取

水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知」という。）した場合、循

環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。 
(b-2) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定方法  

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、基準

津波３及び基準津波４の波源に関する「崩壊規模」又は「破壊

伝播速度」及び若狭湾における津波の伝播特性のパラメータス

タディの結果を踏まえ、 (b-2-1) 「パラメータスタディ波高の

観点」、(b-2-2) 「非線形性の観点」及び(b-2-3) 「増幅比率の

観点」から、取水路防潮ゲートの閉止判断基準の仮設定値を設

定する。

(b-2-1) 「パラメータスタディ波高の観点」での仮設定値  
隠岐トラフ海底地すべりの崩壊規模と隠岐トラフ海底

地すべりの速度（破壊伝播速度）の各々についてパラメー

タスタディを実施し、敷地への遡上若しくは水位の低下に

よる海水ポンプへの影響のおそれがある津波を見逃さな

い条件を確認した上で、敷地への遡上及び水位の低下によ

る海水ポンプへの影響のおそれがない津波も含め、

T.P.+3.5m の敷地に最近接する津波のうち、T.P.+3.5m を

わずかに下回る津波における、第１波の水位変動量とする。 
(b-2-2) 「非線形性の観点」での仮設定値  

隠岐トラフ海底地すべりの破壊伝播速度と第１波の水

位変動量の関係が線形ではない場合があることを考慮し、

全体的な傾向を踏まえ、保守的な破壊伝播速度の津波にお

ける第１波の水位変動量とする。

(b-2-3) 「増幅比率の観点」での仮設定値  

隠岐トラフ海底地すべりの崩壊規模と破壊伝播速度の

パラメータスタディ及び振幅若しくは周期を変えた正弦
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波によるパラメータスタディから得られた第１波と第２

波以降の水位増幅比率の最大値を用いて、敷地への遡上が

生じる T.P.+3.5m を第２波以降の水位変動量と仮定し、逆

算した第１波の水位変動量とする。

次に、 (b-2-1) 「パラメータスタディ波高の観点」、 (b-2-2) 
「非線形性の観点」及び、 (b-2-3) 「増幅比率の観点」で設定

する仮設定値のうち、津波の時刻歴波形を有する、(b-2-1) 「パ

ラメータスタディ波高の観点」及び、 (b-2-2) 「非線形性の観

点」の津波については、取水口側の影響評価を行い、仮設定値

を再設定する。取水口側のモデルでは、取水路防潮ゲートにつ

いて、取水口側からの津波の流入を保守的に評価する観点から

取水路防潮ゲートの開口幅を実寸より広く設定し、取水口につ

いては取水口ケーソン重量コンクリートを考慮しない条件とし

ているが、取水口側の影響評価においては、取水路防潮ゲート

の開口幅を実寸で設定し、取水口ケーソン重量コンクリートを

考慮する条件とする。また、海水ポンプ室内の水位に影響を与

える管路部分については、貝付着を考慮しない条件も考慮する。

さらに、津波水位を保守的に評価するため、これらの条件の組

合せを考慮する。

上記の仮設定値に対して、不確かさとして潮位のゆらぎに加

え、工学的余裕を考慮し、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を

設定する。

(b-3) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準の妥当性を確認するため

の入力津波の設定方針

詳細設計段階においては、取水路防潮ゲートの閉止判断基準

の妥当性を確認するために入力津波を設定する。設定に当たっ

ては、基準津波３及び基準津波４の波源に関する「崩壊規模」

又は「破壊伝播速度」のパラメータスタディの結果を踏まえ、

敷地高さに最近接する波形を設定する観点で選定した波形によ

り入力津波を設定する。
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また、津波水位の観測値には計装誤差が含まれることから、

詳細設計段階で確認する計装誤差についても考慮し、入力津波

波形の第１波の水位変動量を検知できることをもって、取水路

防潮ゲートの閉止判断基準の妥当性を確認することとする。

d. 敷地への遡上に伴う入力津波

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評価（以下「津波シ

ミュレーション」という。）に当たっては、津波シミュレーショ

ン上影響を及ぼす斜面や道路、取・放水路（取水路及び非常用海

水路等）の地形とその標高及び伝播経路上の人工構造物の設置状

況を考慮し、遡上域のメッシュサイズ（最小 3.125m）に合わせ

た形状にモデル化する。

敷地沿岸域及び海底地形は、海上保安庁等による海底地形図、

海上音波探査結果及び取水口付近の深浅測量結果を使用する。ま

た、取・放水路（取水路及び非常用海水路等）の諸元、敷地標高

については、発電所の竣工図を使用する。

伝播経路上の人工構造物について、図面を基に津波シミュレー

ション上影響を及ぼす構造物、津波防護施設を考慮し、遡上・伝

播経路の状態に応じた解析モデル、解析条件が適切に設定された

遡上域のモデルを作成する。

敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては、敷地前面・側面

及び敷地周辺の津波の浸入角度及び速度並びにそれらの経時変

化を把握する。また、敷地周辺の浸水域の押し波・引き波の津波

の遡上・流下方向及びそれらの速度について留意し、敷地の地形、

標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込みを考慮

する。

津波シミュレーションに当たっては、遡上及び流下経路上の地

盤並びにその周辺の地盤について、地震による液状化、流動化又

はすべり、標高変化を考慮した津波シミュレーションを実施し、

遡上波の敷地への到達（回り込みによるものを含む。）の可能性

について確認する。
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なお、敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁

となっている箇所はない。また、敷地西側に才谷川が存在するが、

発電所と才谷川は標高約 100m の山を隔てており、敷地への遡上

波に影響することはない。

遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当っては、基準地

震動に伴う地形変化、標高変化が生じる可能性について検討し、

放水口側及び取水口側のそれぞれについて、津波水位に及ぼす影

響を評価する。

放水口側の影響評価として、放水口付近は埋立層及び沖積層が

分布し、基準地震動が作用した場合、地盤が液状化により沈下す

るおそれがあることから、有効応力解析結果により第 1.4.3 図に

示す沈下量を設定し、沈下後の敷地高さを津波シミュレーション

の条件として考慮する。なお、放水口付近には遡上経路に影響を

及ぼす斜面は存在しない。

取水口側の影響評価として、取水口側の流入経路の大半は岩盤

であり取水口についても地盤改良を行っていることから、基準地

震動が作用した場合においても沈下はほとんど生じることはな

く、取水口及び取水路周辺斜面についても、基準地震動により津

波シミュレーションに影響するすべりは生じないことを確認し

ていることから、津波シミュレーションの条件として沈下及びす

べりは考慮しない。

また、取水口側の影響評価については、「c. 取水路・放水路等

の経路からの流入に伴う入力津波」に示すとおり、取水路防潮ゲ

ートの開口幅を実寸で設定し、取水口ケーソン重量コンクリート

を考慮する条件や貝付着を考慮しない条件も津波シミュレーシ

ョンの条件として考慮する。さらに、津波水位を保守的に評価す

るため、これらの条件の組合せを考慮する。

初期潮位は朔望平均満潮位 T.P.＋0.49m とし、潮位のバラツキ

0.15m については津波シミュレーションより求めた津波水位に加

えることで考慮する。
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基準津波の最高水位分布を第 1.4.2 図及び第 1.4.3 図に示す。遡

上高さは、大部分において、T.P.＋5.5m 以下（浸水深 2.5m 以下）

であり、一部においては T.P.＋6.5m 程度（浸水深 3.5m 程度）と

なっている。  

なお、取水口及び放水口内外で最高水位や傾向に大きな差異は

なく、取水口及び放水口近傍で局所的な海面の励起は生じていな

い。  
敷地前面又は津波浸入方向に正対した面における敷地及び津波

防護施設について、その標高の分布と施設前面の津波の遡上高さ

の分布を比較すると、遡上波が敷地に地上部から到達、流入する

可能性がある。遡上波を施設の設計に使用する入力津波として設

定する場合、施設周辺の最高水位を安全側に評価したものを入力

津波高さとする。  
（第 1.4.1 図、第 1.4.1 表、第 1.4.2 図及び第 1.4.3 図は、変更

前の図及び表に同じ。）  

 
1.4.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  

津波防護の基本方針は、以下の(1)～(5)のとおりである。  
(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止

設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。下記 (3)において同

じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波

による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、

取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。  
(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の

上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止

できる設計とする。  
(3) 上記２方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津波によ

る影響等から隔離可能な設計とする。  
(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止
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できる設計とする。

(5) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持

できる設計とする。

以上の基本方針のうち、 (1)に関して、遡上波を地上部から到達又は

流入させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入させない

設計とするため、外郭防護として取水路に取水路防潮ゲート、放水口側

に放水口側防潮堤及び防潮扉、放水路に屋外排水路逆流防止設備、放水

ピットに１号及び２号炉放水ピット止水板、１号炉海水ポンプ室、海水

ポンプ室及び３，４号炉海水ポンプ室に潮位計（防護用）、中央制御室

並びに３号及び４号炉中央制御室に衛星電話（津波防護用）を設置する。

また、基準津波３及び基準津波４は、第２波以降の押し波が地上部から

到達又は流入するおそれがあることから津波の第２波以降の影響を防

止するために、第１波にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した

場合に、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを

閉止する手順を整備する。

(2)に関して、漏水による重要な安全機能への影響を防止する設計と

するため、外郭防護として海水ポンプエリアに海水ポンプ室浸水防止蓋、

循環水ポンプ室に循環水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。

(3)に関して、設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する

建屋及び区画については、津波による影響等から隔離可能な設計とする

ため、内郭防護として、浸水防護重点化範囲境界壁のうち、中間建屋及

び制御建屋に水密扉の設置、中間建屋、制御建屋及びディーゼル建屋の

壁貫通部に貫通部止水処置を実施する。

(4)に関して、引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保

持できる設計とするため、取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）及び衛

星電話（津波防護用）を設置する。また、基準津波３及び基準津波４は、

第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持

できないおそれがあることから津波の第２波以降の影響を防止するた

めに、第１波にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、
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循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する

手順を整備する。  
 (5)に関して、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握する

ため、津波監視設備として、３号炉原子炉格納施設壁面及び４号炉原子

炉補助建屋壁面に津波監視カメラ、１号炉海水ポンプ室及び海水ポンプ

室に潮位計（監視用）を設置する。  
なお、(1)及び(4)に関して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に取水路防潮ゲートを閉止することにより、基準津波３及び基

準津波４に対し、敷地への遡上を防止できる設計、水位の低下に対して

海水ポンプが機能保持できる設計とするが、これに加え、可能な限り早

期に津波に対応するため、発電所構外の観測潮位を用いた手順を整備す

る。  

津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を軽減

するために取水口カーテンウォールを設置する。  
津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.4.2 表に示す。また、敷地

の特性に応じた津波防護の概要を第 1.4.4 図に示す。  

（第 1.4.2 表及び第 1.4.4 図は、１号炉の第 1.4.2 表及び第 1.4.4 図の

変更に同じ）  

 
1.4.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１）  

(1) 遡上波の地上部からの到達、流入の防止  
設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び

区画並びに海水ポンプ室が設置されている周辺敷地高さは T.P.＋

3.5m、復水タンクについては T.P.＋5.2m に設置されており、取水路、

放水路から津波による遡上波が地上部から到達・流入するおそれがあ

るため、津波防護施設として取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）、

衛星電話（津波防護用）、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流

防止設備並びに１号及び２号炉放水ピット止水板を設置する。また、

大津波警報が発表された場合、押し波の地上部からの到達又は流入を
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防止するため、原則、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水

路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。  
基準津波３及び基準津波４は、第１波の押し波が地上部から到達又

は流入しないものの、取水路から海水ポンプ室に至る経路において第

１波より第２波以降の水位変動量が大きいため、第２波以降の押し波

が地上部から到達又は流入するおそれがある。そのため、津波防護施

設として、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知するために潮位計

（防護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、取水路防

潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合、押し波の地上部からの到達

又は流入を防止するため、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、

取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。  
なお、燃料油貯油そうについては、T.P.＋24.9m に設置されており、

津波による遡上波は地上部から到達、流入しない。  
また、遡上波の地上部からの到達、流入の防止として、津波防護施

設を設置する以外に、地山斜面、盛土斜面等の活用はしていない。  
(2) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止  

敷地への海水流入の可能性のある経路を第 1.4.3 表に示す。  
特定した流入経路から、津波が流入する可能性について検討を行い、

高潮ハザードの再現期間 100 年に対する期待値を踏まえた裕度と比

較して、十分に余裕のある設計とする。特定した流入経路から、津

波が流入することを防止するため、津波防護施設として、取水路防

潮ゲート、潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）、放水口側防

潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流防止設備並びに１号及び２号炉放水

ピット止水板を設置する。また、大津波警報が発表された場合、特

定した流入経路からの津波の流入を防止するため、原則、循環水ポ

ンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順

を整備する。  
基準津波３及び基準津波４は、第１波の押し波が特定した流入経路

から流入しないものの、取水路から海水ポンプ室に至る経路において

第１波より第２波以降の水位変動量が大きいため、第２波以降の押し
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波が特定した流入経路から流入するおそれがある。そのため、津波防

護施設として、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知するために潮

位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、取水

路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合、特定した流入経路から、

津波が流入することを防止するため、循環水ポンプを停止（プラント

停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。

また、浸水対策の実施により、特定した流入経路からの津波の流入

防止が可能であることを確認した結果を第 1.4.4 表に示す。  

（第 1.4.3 表及び第 1.4.4 表は、変更前の表に同じ。）  

1.4.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止  
(1) 海水ポンプの取水性

基準津波による水位の低下に伴う取水路等の特性を考慮した海水ポ

ンプ位置の評価水位を適切に算出するため、津波シミュレーションに

おいて管路部分に仮想スロットモデルによる一次元不定流の連続式及

び運動方程式を組み込んだ詳細数値計算モデルにより管路解析をあわ

せて実施する。また、その際、取水口から海水ポンプ室に至る系をモ

デル化し、管路の形状、材質及び表面の状況に応じた摩擦損失を考慮

すると共に、貝付着やスクリーンの有無を考慮し、計算結果に潮位の

バラツキの加算や安全側に評価した値を用いる等、計算結果の不確実

性を考慮した評価を実施する。

引き波時の水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できる設計と

するため、津波防護施設として取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）

及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、循環水ポンプ室及び

海水ポンプ室は隣接しているため、発電所を含む地域に大津波警報が

発表された場合、引き波時における海水ポンプの取水量を確保するた

め、原則、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲー

トを閉止する手順を整備する。

基準津波３及び基準津波４は、第１波の引き波による水位の低下に

対して海水ポンプが機能保持できるものの、取水路から海水ポンプ室
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に至る経路において第１波より第２波以降の水位変動量が大きいため、

第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持

できないおそれがある。そのため、津波防護施設として、取水路防潮

ゲートの閉止判断基準を検知するために潮位計（防護用）及び衛星電

話（津波防護用）を設置する。また、取水路防潮ゲートの閉止判断基

準を検知した場合、引き波時における海水ポンプの取水量を確保する

ため、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを

閉止する手順を整備する。

この評価の結果、海水ポンプ室前の入力津波高さは、T.P. －2.3m
であり、水理試験にて確認した海水ポンプの取水可能水位は、T.P.－
3.21m（地盤変動量 0.30m 隆起を考慮した場合 T.P.－2.91m）を上回

ることから、水位低下に対して海水ポンプは機能保持できる。

(2) 津波の二次的な影響による海水ポンプの機能保持確認

c. 漂流物の取水性への影響

(a) 漂流物の抽出方法

１号炉の「1.4.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機

能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響による海水ポンプの機能

保持確認 c. 漂流物の取水性への影響 (a)漂流物の抽出方法」の変

更に同じ。

(b) 抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備の影響確認

基準津波の津波シミュレーション結果によると、取水口付近につい

ては取水路防潮ゲートまで、放水口物揚岸壁付近については放水口側

防潮堤及び防潮扉まで津波が遡上する。また、基準地震動による液状

化等に伴う敷地の変状や潮位のバラツキ（0.15m）を考慮した場合、

３号及び４号炉放水ピット付近も津波が遡上する。これらを踏まえ、

基準津波により漂流物となる可能性のある施設・設備が海水ポンプの

取水確保へ影響を及ぼさないことを確認する。

この結果、発電所構内で漂流する可能性があるものとして、放水口

側の協力会社事務所等があるが、放水口側防潮堤及び防潮扉で防護さ
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れるため、取水性への影響はない。また、これらの設置位置及び津波

の流向を考慮すると漂流物は取水口へは向かわない。

なお、発電所構内の物揚岸壁に停泊する燃料等輸送船は、津波警報

等発表時には緊急退避するため、漂流物とはならない。一方、津波警

報等が発表されず、かつ、荷役中に発電所構外にて津波と想定される

潮位の変動を観測した場合は、燃料等輸送船は緊急退避しないが、物

揚岸壁への係留が維持できること、物揚岸壁に乗り上がらないこと及

び着底や座礁により航行不能にならないことを確認しており、漂流物

とはならない。また、荷役中以外でも、燃料等輸送船は緊急退避しな

くても物揚岸壁への係留が維持できること、物揚岸壁に乗り上がらな

いこと及び着底や座礁により航行不能にならないことを確認してお

り、漂流物とはならないが、より安全性を高めるために緊急退避する。 

発電所構内の放水口側防潮堤の外側に存在する車両は、津波の流況

及び地形並びに車両位置と津波防護施設との位置関係を踏まえ、津波

防護施設への影響を確認し、津波防護施設に影響を及ぼさない方針と

する。

発電所構外で漂流する可能性があるものとして、発電所近傍で航行

不能になった漁船が挙げられるが、取水口側は取水路防潮ゲート、放

水口側は放水口側防潮堤及び防潮扉により防護されるため、取水性へ

の影響はない。取水路防潮ゲート、放水口側防潮堤及び防潮扉の設計

においては、漂流物として衝突する可能性があるもののうち、最も重

量が大きい総トン数 10ｔ級（排水トン数 30ｔ）の小型漁船を衝突荷

重として評価する。

一部、取水口に向かう漁船については、取水路に沿って取水路防潮

ゲートに向かうが、万一、取水路内を漂流する場合においても、非常

用海水路呑み口前にとどまることはなく、また、非常用海水路呑み口

前面に閉塞防止措置を施すことから、漂流物により非常用海水路呑み

口が閉塞することはない。なお、閉塞防止措置については、非常用海

水路の通水機能に影響のない設計とする。
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発電所近傍を通過する定期船に関しては、発電所沖合約 14km に

定期航路があるが、半径 5km 以内の敷地前面海域にないことから発

電所に対する漂流物とならない。  
除塵装置であるロータリースクリーンについては、基準津波の流速

に対し、スクリーンの水位差が、設計水位差以下であるため、損傷す

ることはなく漂流物とならないことから、取水性に影響を及ぼすこと

はないことを確認している。  

 
1.4.1.7 津波監視  

敷地への津波の繰返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止設備

の機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置する。津波監視設

備としては、津波監視カメラ及び潮位計（監視用）を設置する。各設備

は１号炉海水ポンプ室前面及び海水ポンプ室前面の入力津波高さ T.P.
＋2.6m に対して波力、漂流物の影響を受けない位置に設置し、津波監

視機能が十分に保持できる設計とする。また、基準地震動に対して、機

能を喪失しない設計とする。設計に当たっては、自然条件（積雪、風荷

重等）との組合せを適切に考慮する。  
(1) 津波監視カメラ   

変更前の「(1) 津波監視カメラ」の記載に同じ。  
 (2) 潮位計（監視用）  

１号炉及び２号炉共用設備である潮位計（監視用）は、津波高さ計

測を目的として、１号炉海水ポンプ室 T.P.＋7.1m 及び海水ポンプ室

T.P.＋7.1m に設置し、上昇側及び下降側の津波高さを計測できるよ

う、T.P.約－9.9m～T.P.約＋6.6m を測定範囲とし、中央制御室から

監視可能な設計とする。  
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1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計  
1.4.2.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

１号炉の「1.4.2.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針 (1)

津波防護対象の選定」の変更に同じ。

1.4.2.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
津波防護の基本方針は、以下の(1)～(5)のとおりである。  

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。下記(3)において同じ。）

を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水路

及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

(2) 取水・放水施設、地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏

水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するために必要な機

能への影響を防止できる設計とする。

(3) 上記２方針のほか、重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津波による

影響等から隔離可能な設計とする。

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要

な機能への影響を防止できる設計とする。

(5) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持でき

る設計とする。

以上の基本方針のうち、(1)に関して、遡上波を地上部から到達又は流入

させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入させない設計と

するため、外郭防護として取水路に取水路防潮ゲート、放水口側に放水口

側防潮堤及び防潮扉、放水路に屋外排水路逆流防止設備、放水ピットに１

号及び２号炉放水ピット止水板、１号炉海水ポンプ室、海水ポンプ室及び

３、４号炉海水ポンプ室に潮位計（防護用）、中央制御室並びに３号及び

４号炉中央制御室に衛星電話（津波防護用）を設置する。また、基準津波
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３及び基準津波４は、第２波以降の押し波が地上部から到達又は流入する

おそれがあることから津波の第２波以降の影響を防止するために、第１波

にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、循環水ポンプを

停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。 

(2)に関して、漏水による重要な安全機能への影響を防止する設計とす

るため、外郭防護として海水ポンプエリアに海水ポンプ室浸水防止蓋、循

環水ポンプ室に循環水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。

(3)に関して、重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建

屋及び区画については、津波による影響等から隔離可能な設計とするため、

内郭防護として、浸水防護重点化範囲境界壁のうち、中間建屋及び制御建

屋に水密扉の設置、中間建屋、制御建屋及びディーゼル建屋の壁貫通部に

貫通部止水処置を実施する。

(4)に関して、引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持

できる設計とするため、取水路防潮ゲート及び潮位計（防護用）を設置す

る。また、基準津波３及び基準津波４は、第２波以降の引き波による水位

の低下に対して海水ポンプが機能保持できないおそれがあることから津

波の第２波以降の影響を防止するために、第１波にて取水路防潮ゲートの

閉止判断基準を検知した場合に、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、

取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。

(5)に関して、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握するた

め、津波監視設備として、３号炉原子炉格納施設壁面及び４号炉原子炉補

助建屋壁面に津波監視カメラ、１号炉海水ポンプ室及び海水ポンプ室に潮

位計（監視用）を設置する。

なお、 (1)及び(4)に関して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知し

た場合に取水路防潮ゲートを閉止することにより、基準津波３及び基準津

波４に対し、敷地への遡上を防止できる設計、水位の低下に対して海水ポ

ンプが機能保持できる設計とするが、これに加え、可能な限り早期に津波

に対応するため、発電所構外の観測潮位を用いた手順を整備する。

津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を軽減す
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るために取水口カーテンウォールを設置する。

緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）、空冷式非常用発電装置、空冷式

非常用発電装置用給油ポンプ、泡混合器、仮設組立式水槽、可搬式代替低

圧注水ポンプ、シルトフェンス、スプレイヘッダ、大容量ポンプ、大容量

ポンプ（放水砲用）、タンクローリー、送水車、電源車、電源車（可搬式

代替低圧注水ポンプ用）、電源車（緊急時対策所用）、ブルドーザ、放水砲、

油圧ショベル、空気供給装置、緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急

時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び蓄電池（３系統目）の区画

は津波の影響を受けない位置に設置されており、新たな津波防護対策は必

要ない。

津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.4.2 表に示す。また、敷地の

特性に応じた津波防護の概要を第 1.4.4 図に示す。  

（第 1.4.2 表及び第 1.4.4 図は、１号炉の第 1.4.2 表及び第 1.4.4 図の変

更に同じ）

1.4.2.4 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止

（外郭防護２）

取水・放水設備及び地下部等において、漏水による浸水範囲を限定して、

重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する設計とする。

具体的には、「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針」を適用する。  

1.4.3 特定重大事故等対処施設の耐津波設計  
1.4.3.1 特定重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

１号炉の「1.4.3.1 特定重大事故等対処施設の耐津波設計の基本

方針 (1) 津波防護対象の選定」の変更に同じ。  

1.4.3.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  

津波防護の基本方針は、以下の(1)～(4)のとおりである。  
(1) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸
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水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。下記(2)にお

いて同じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、

基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とす

る。また、取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) (1)の方針のほか、特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津

波による影響等から隔離可能な設計とする。

(3) による原子炉補助建屋等への故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に

対処するために必要な機能への影響を防止できる設計とする。

(4) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持

できる設計とする。

以上の基本方針のうち、(1)に関して、遡上波を地上部から到達又

は流入させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入さ

せない設計とするため、外郭防護として取水路に取水路防潮ゲート、

放水口側に放水口側防潮堤及び防潮扉、放水路に屋外排水路逆流防

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

8(2)-1-25



止設備、放水ピットに１号及び２号炉放水ピット止水板、海水ポン

プエリアに海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室に循環水ポン

プ室浸水防止蓋、１号炉海水ポンプ室、海水ポンプ室及び３，４号

炉海水ポンプ室に潮位計（防護用）、中央制御室並びに３号及び４

号炉中央制御室に衛星電話（津波防護用）を設置する。また、基準

津波３及び基準津波４は、第２波以降の押し波が地上部から到達又

は流入するおそれがあることから津波の第２波以降の影響を防止

するために、第１波にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知し

た場合に、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲ 

ートを閉止する手順を整備する。

(3)に関して、

　　　　　　　できる設計とするため、取水路防潮ゲート、潮位計（防

護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、基準津波３

及び基準津波４の第２波以降の影響を防止するために、第１波にて

取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、循環水ポンプ

を停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整

備する。

(4)に関して、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握す

るため、津波監視設備として、３号炉原子炉格納施設壁面及び４号

炉原子炉補助建屋壁面に津波監視カメラ、１号炉海水ポンプ室及び

海水ポンプ室に潮位計（監視用）を設置する。

なお、(1)及び(3)に関して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検

知した場合に取水路防潮ゲートを閉止することにより、基準津波３

及び基準津波４に対し、敷地への遡上を防止できる設計、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　できる設計とするが、こ

れに加え、可能な限り早期に津波に対応するため、発電所構外の観

測潮位を用いた手順を整備する。

津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を

軽減するために取水口カーテンウォールを設置する。

基準津波を一定程度超える津波に対する津波防護対策として、

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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　　　　　　　　　　　　　　　の壁貫通部に貫通部止水処置を実

施する。

津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.4.2 表及び第 1.4.7  表に

示す。また、敷地の特性に応じた津波防護の概要を第 1.4.4  図及び

第 1.4.9  図に示す。 
（第 1.4.2  表、第 1.4.4  図及び第 1.4.9  図は、１号炉の第 1.4.2  表、

第 1.4.4  図及び 1.4.9  図の変更に同じ。また、第 1.4.7  表は、変更前

の表に同じ。）

1.4.3.5 　　　　　　　　　　　　 による原子炉補助建屋等への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に

対処するために必要な機能への影響防止 

1.4.3.6 津波監視  
津波の襲来を監視するために設置する津波監視設備の機能について

は、「1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針」を適用する。  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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1.7 竜巻防護に関する基本方針  
1.7.1 設計方針  
1.7.1.3 設計竜巻から防護する施設  

設計竜巻から防護する施設としては、安全施設が設計竜巻の影響を

受ける場合においても、原子炉施設の安全性を確保するために、「発電

用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規

定されているクラス１、クラス２及びクラス３に該当する構築物、系

統及び機器とする。

ただし、竜巻防護施設を内包する建屋は、「1.7.1.4 竜巻防護施設を

内包する施設」として抽出する。

設計竜巻から防護する施設のうち、クラス３に属する施設は損傷す

る場合を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全

上支障のない期間に修復すること等の対応が可能な設計とすることに

より、安全機能を損なうことのない設計とすることから、クラス１及

びクラス２に属する施設を竜巻防護施設とする。

なお、クラス１に属する設備のうち、取水路防潮ゲート、取水路防

潮ゲートと同等の設計とする潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防

護用）については、設計竜巻により損傷する場合を考慮して、応急処

置により安全上支障のない期間に必要な機能を確保することが可能な

設計とすることにより、安全機能を損なうことのない設計とすること、

また、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備については、竜

巻は気象現象、津波は地震又は海底地すべりにより発生し、発生原因

が異なり、同時に発生することは考えられず、事象の組み合わせは考

慮しないことから、竜巻防護施設として抽出しない。

竜巻防護施設は以下に分類できる。

・建屋に内包され防護される施設（外気と繋がっている施設を除く。） 
・建屋に内包されるが防護が期待できない施設

・屋外施設及び建屋内の施設で外気と繋がっている施設

竜巻防護施設のうち、屋外施設及び建屋内の施設で外気と繋がって

いる主な施設を、以下のとおり抽出する。
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（屋外施設）

・海水ポンプ（配管、弁を含む。）

・復水タンク（配管、弁を含む。）

・燃料取替用水タンク（配管、弁を含む。）

（建屋内の施設で外気と繋がっている施設）

・換気空調設備（アニュラス空気再循環設備、原子炉格納容器換気

設備、補助建屋換気設備、中央制御室換気設備及びディーゼル発

電機室の換気空調設備の外気と繋がるダクト・ファン及び外気と

の境界となるダンパ・バタフライ弁）

・格納容器排気筒

1.7.2 手順等  

(1) 飛来時の運動エネルギー、貫通力が設計飛来物である鋼製材よりも

大きなものについては、管理規定を定め、設置場所等に応じて固縛、

建屋内収納又は撤去により飛来物とならない管理を行う手順等を整備

し、的確に実施する。

(2) 車両に関しては入構を管理するとともに、竜巻の襲来が予想される

場合には、停車している場所に応じて退避又は固縛することにより飛

来物とならない管理を行う手順等を整備し、的確に実施する。

(3) 竜巻飛来物防護対策設備の取付・取外操作、飛来物発生防止対策の

ために設置した設備の操作については、手順等を整備し、的確に操作

を実施する。

(4) 竜巻の襲来が予想される場合には、ディーゼル建屋の水密扉の閉止

状態を確認し、使用済燃料ピットの竜巻飛来物防護対策設備を設置し、

換気空調系のダンパ等を閉止する手順等を整備し、的確に実施する。

(5) 竜巻の襲来が予想される場合の燃料取扱作業中止については、手順

等を整備し、的確に操作を実施する。

(6) 安全施設のうち、竜巻に対して構造健全性が維持できない場合の代

替設備又は予備品の確保においては、運用等を整備し、的確に実施す

る。
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(7) 竜巻飛来物防護対策設備について、要求機能を維持するために、保

守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。  
(8) 建屋開口部付近に飛来物が衝突し、原子炉施設の安全機能を損なう

可能性がある発火性又は引火性物質を内包する機器の設置については、

火災防護計画により適切に管理するとともに、必要に応じ防護対策を

行う。  
(9) 竜巻の襲来後については、屋外設備の点検を実施し損傷の有無を確

認する手順等を整備し、的確に実施する。  

(10) 竜巻の襲来後、取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）又は衛星電話

（津波防護用）に損傷を発見した場合の措置について、取水路防潮ゲ

ートの駆動機構、潮位計（防護用）又は衛星電話（津波防護用）に損

傷を発見した場合、安全機能回復の応急処置を行う手順等を整備し、

的確に実施する。また、応急処置が困難と判断された場合にはプラン

トを停止する手順等を整備し、的確に実施する。  
 (11) 竜巻の襲来後、建屋外において火災を発見した場合、消火用水、

化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車等による消火活動を行う

手順等を整備し、的確に実施する。  
(12) 竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な技術的能力

を維持・向上させることを目的とし、竜巻に対する運用管理に関する

教育及び訓練を定期的に実施する。  
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1.11 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  
1.11.17 発電用原子炉設置変更許可申請（2019 年 9 月 26 日申請）に係る

安全設計の方針  
1.11.17.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合  
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第四条 地震による損傷の防止  

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及

ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基

準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるお

それがないものでなければならない。  

 
適合のための設計方針  
第３項について  

  潮位計（防護用）、潮位計（監視用）及び衛星電話（津波防護用）に

ついては、基準地震動Ssによる地震力に対して、それぞれの設備に要求

される機能が保持できる設計とする。  
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第五条 津波による損傷の防止  

  設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな

影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対し

て安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。  

 
適合のための設計方針  

基準津波は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地

周辺までの海底地形、地質構造及び地震活動性等の地震学的見地から想

定することが適切なものとして策定する。  
入力津波は基準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算定さ

れる時刻歴波形として設定する。  
耐津波設計としては、以下の方針とする。  

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び

区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から

到達又は流入させない設計とする。また、取水路及び放水路等から施

設へ流入させない設計とする。  
基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性があ

ることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、津波

襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより、遡上波を地上

部から到達又は流入させない設計とする。  
(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する

設計とする。  

(3) (1)(2)に規定するものの他、設計基準対象施設の津波防護対象設備（津

波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）

を内包する建屋及び区画については、浸水対策を行うことにより津波

による影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲を明確化

するとともに、津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守

的に想定した上で、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路
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及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して必

要に応じ浸水対策を施す設計とする。

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止す

る設計とする。そのため、海水ポンプについては、基準津波による水

位の低下に対して、海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海

水が確保できる設計とする。また、基準津波による水位変動に伴う砂

の移動・堆積及び漂流物に対して非常用海水路及び海水ポンプ室の通

水性が確保でき、かつ取水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機

能保持できる設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性があ

ることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、津波

襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより水位の低下に対

して海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水が確保できる設

計とする。

(5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津波

に対する設計を行うために、津波の伝播特性及び浸水経路等を考慮し

て、それぞれの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対

して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また、

津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持でき

る設計とする。

(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては、

地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津

波の繰返しの襲来による影響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂

移動及び漂流物等）及び自然条件（積雪、風荷重等）を考慮する。

(7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水ポ

ンプの取水性の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対して

朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。なお、その他の要

因による潮位変動についても適切に評価し考慮する。また、地震によ

り陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデ

ルから算定される、敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施
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する。

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確かさとし

て潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側の設計とする。

(8) (1)及び(4)に規定する設計のうち、基準津波３及び基準津波４に対す

るものは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影

響のおそれがある津波の第１波を網羅的に検知できる取水路防潮ゲー

トの閉止判断基準の設定が必須であるため、基準津波３及び基準津波

４を用いて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を設定する。

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模が小さくなると振幅が小さく

なり、破壊伝播速度が小さくなると振幅が小さくなって周期が長くなる。 
したがって、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しくは水位の低

下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を全て包含する波源

とするために、基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播

速度の値を固定しない波源として策定する。なお、崩壊規模の上限は、

判読した海底地すべり地形の崩壊部が一度に全て崩壊する場合とし、

破壊伝播速度の上限は、Watts他の予測式から求まる海底地すべりの速

度の最大値（Umax）とする。  

8(2)-1-35



第六条 外部からの衝撃による損傷の防止

１ 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項にお

いて同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないもので

なければならない。

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれが

あると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければなら

ない。

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわ

ないものでなければならない。

適合のための設計方針

第１項について

 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）については、想定される

自然現象により損傷する場合には、応急処置により安全上支障のない期間

に必要な機能を確保することが可能な設計とすることにより、安全機能を

損なうことのない設計とする。想定される自然現象の襲来後、潮位計（防

護用）又は衛星電話（津波防護用）に損傷を発見した場合の措置について、

潮位計（防護用）又は衛星電話（津波防護用）に損傷を発見した場合、安

全機能回復の応急処置を行う手順等を整備し、的確に実施する。また、応

急処置が困難と判断された場合にはプラントを停止する手順等を整備し、

的確に実施する。

第２項について

 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、当該施設に大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該施設に作用す

る衝撃を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、適切に組み合

わせて設計する。
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第３項について

 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、発電所敷地又はその

周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対

して安全機能を損なうことのない設計とする。
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第十二条 安全施設

１ 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保され

たものでなければならない。

２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機

能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単

一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと

（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した

場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよ

う、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考

慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでな

ければならない。

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができる

ものでなければならない。

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の

重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査がで

きるものでなければならない。

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損傷に

伴う飛散物により、安全性を損なわないものでなければならない。

６ 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は

相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。

適合のための設計方針

第１項について

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、入力津波による遡

上波が、設計基準対象施設である津波防護対象設備に到達、流入するこ

とを防ぐ重要施設である取水路防潮ゲートの閉止判断にかかわる直接関

連系である。

このため、潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は重要安全
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施設として取水路防潮ゲートと同等の設計とする。  

 
第２項について  

潮位計（防護用）は、津波防護機能を達成するため、その構造、動作

原理、果たすべき安全機能の性質等を考慮し、１号、２号、３号及び４

号炉共用の４チャンネルとし、多重性を確保する設計とする。また、衛

星電話（津波防護用）は、津波防護機能を達成するため、その構造、動

作原理、果たすべき安全機能の性質等を考慮し、１号、２号、３号及び

４号炉共用とし、中央制御室に３台、３号及び４号炉中央制御室に３台

設置し、多重性を確保する設計とする。各系列相互間は、離隔距離を取

るか必要に応じ障壁を設ける等により、物理的に分離し、所定の安全機

能を達成できる設計とする。また、潮位計（防護用）及び衛星電話（津

波防護用）に必要な電源系もそれぞれに独立した系統により多重化した

設計とする。また、電源系は、安全系の電源より電源供給することで外

部電源喪失時にも潮位観測及び当直課長間の連携を可能とすることから、

単一故障に対して津波防護機能を失わない設計とする。  

 
第３項について  

 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）の設計条件を設定する

に当たっては、想定される環境条件を考慮し十分余裕を持って機能維持

が可能な設計とする。  
潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）への給電には、難燃性

ケーブルを使用するとともに、電源系を独立させ、内部火災等の影響を

受けない設計とする。  

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）の電源は、十分な厚さ

のコンクリート壁で防護し、竜巻、外部火災等自然現象による影響を受

けない設計とする。  
基準地震動Ssに対して、潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）

の機能を喪失しない設計とする。  
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第４項について  
潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、その健全性及び能

力を確認するため、必要性及びプラントに与える影響を考慮して、原子

炉の運転中又は停止中に試験又は検査が可能な設計とする。  

 
第５項について  

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、発電所内の蒸気タ

ービン、ポンプ、発電機等の大型回転機器の損壊によって発生する飛来

物により、その安全機能を損なうことのないよう、蒸気タービン、ポン

プ、発電機等の機器設計、製作、品質管理及び運転管理に十分な考慮を

払い、飛来物が発生する可能性を十分低く抑える設計とする。また、潮

位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）と蒸気タービン、ポンプ等

とは距離による離隔がなされていることから飛来物による影響は及ぶこ

とはない設計としている。蒸気タービン及び発電機は、破損防止対策を

行なうことにより、破損事故の発生確率を低くするとともに、タービン

ミサイルの発生を仮に想定しても安全機能を有する構築物、系統及び機

器への到達確率を低くすることによって、発電用原子炉施設の安全性を

損なうことのない設計とする。  

 
第６項について  

潮位計（防護用）は、取水路防潮ゲートの閉止判断にかかわる必要な

情報を中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御室の監視モニタに指示

及び警報発信し、衛星電話（津波防護用）を用いた１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の連携により、発電所全体における津波

の襲来状況を的確に把握することができ、安全性が向上するため、取水

路防潮ゲートと同様に全共用とする。  
なお、潮位検出器、監視モニタ等からなる潮位計（防護用）の４つの

チャンネルは独立した系統とし、多重性を持たせることで、各々の潮位

計（防護用）の間で相互に接続しないものとし、基準津波に対して安全

機能を損なうおそれがないように設計する。  
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また、衛星電話（津波防護用）は独立した系統とし、中央制御室に３

台、３号及び４号炉中央制御室に３台設置し、多重性を持たせることで、

基準津波に対して安全機能を損なうおそれがないように設計する。
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第二十六条 原子炉制御室等  

１ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室（安

全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなけ

ればならない。  
 二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとする

こと。  

 
適合のための設計方針  

第１項第２号について  
原子炉施設に影響を及ぼす可能性があると想定される自然現象等に加

え、発電所構内の状況（海側、山側）を、屋外に設置した暗視機能等を

持った監視カメラを遠隔操作することにより中央制御室にて昼夜にわた

り把握することができる設計とする。  
また、津波、竜巻等による発電所構内の状況の把握に有効なパラメー

タは、潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）、潮位観測システム、

気象観測設備等にて測定し中央制御室にて確認できる設計とする。  
さらに、中央制御室にＦＡＸ等も設置し、公的機関からの地震、津波、

竜巻情報等を入手できる設計とする。  
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第三十五条 通信連絡設備

１ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に

対し必要な指示ができるよう、警報装置（安全施設に属するものに限

る。）及び多様性を確保した通信連絡設備（安全施設に属するものに

限る。）を設けなければならない。

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において発電用原子炉施

設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様

性を確保した専用通信回線を設けなければならない。

適合のための設計方針

第１項について

設計基準事故が発生した場合において、中央制御室等から人が立ち入

る可能性のある原子炉補助建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の者へ

の操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことが

できる装置及び音声等により行うことができる設備として、警報装置及

び多様性を確保した通信設備（発電所内）を設置又は保管する設計とす

る。また、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ事故状態等の把握に

必要なデータを伝送できる設備として、データ伝送設備（発電所内）を

設置する設計とする。

なお、警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所

内）については、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が

期待できない場合でも動作可能な設計とする。

第２項について

設計基準事故が発生した場合において、発電所外の原子力事業本部、

本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等

に係る連絡を音声等により行うことができる設備として、通信設備（発

電所外）を設置又は保管する設計とする。また、発電所内から発電所外

の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる

設備として、データ伝送設備（発電所外）を設置する設計とする。
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通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、

有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成の

専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用で

きる設計とする。

なお、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）につい

ては、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計とする。
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第四十条 津波による損傷の防止

  重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

適合のための設計方針

以下、本条文において、特定重大事故等対処施設（一の施設）を「特

定重大事故等対処施設」という。

基準津波及び入力津波の策定に関しては、第五条の「適合のための設

計方針」を適用する。

耐津波設計としては以下の方針とする。

(1) 重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設の津波防護対象

設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水

設備を除く。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、

基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とす

る。また、取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性

があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合

に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより、

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するために必要な

機能への影響を防止する設計とする。

(3) (1)(2)に規定するもののほか、重大事故等対処施設及び特定重大事故

等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波

監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画につ

いては、浸水対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。

そのため、浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、必要に応じて

実施する浸水対策については、第五条の「適合のための設計方針」を

適用する。

(4) による重大事故等（原子炉補助建屋等へ

の故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対するものを含

む）に対処するために必要な機能への影響を防止する設計とする。そ

のため、海水ポンプについては、第五条の「適合のための設計方針」

を適用する。大容量ポンプ及び送水車については、基準津波による水

位の変動に対して取水性を確保でき、取水口からの砂の混入に対して、

ポンプが機能保持できる設計とする。また、　　　　　　　　　につ

いては、　　　　　　　　　　  に対して、機能保持できる設計とす

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できる設

計とする。

(5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波に対して津波

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また、津波監視

設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計と

する。基準津波を一定程度超える津波に対する浸水対策の止水機能が

保持できる設計とする。  

(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに基準津波を一

定程度超える津波に対する浸水対策の設計に当たっては、地震による

敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津波の繰返し

の襲来による影響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂移動及び漂

流物等）及び自然条件（積雪、風荷重等）を考慮する。  
(7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水ポ

ンプ及び         の取水性の評価に当たっては、入力津波

による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施

する。なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考

慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想

定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地殻変動量を考慮

して安全側の評価を実施する。  

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確かさと

して潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側の設計とする。 
(8) 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水位の低

下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知でき

る取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定については、第五条の「適

合のための設計方針」を適用する。  

 
 

 
 
 
 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第六十二条 通信連絡を行うために必要な設備

発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合において当該発

電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は

保管する。

重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び緊

急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ重大事故等に対処するために必要

なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所内）を設ける。

通信設備（発電所内）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛

星電話（固定）、衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装置

は、中央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原子炉補助

建屋等に設置又は保管する設計とする。

データ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は、原子炉補助建屋に設置し、ＳＰＤＳ表示装置は、緊急時対

策所（緊急時対策所建屋内）に設置する設計とする。

衛星電話（固定）は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、

屋内で使用できる設計とする。

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力

電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電

装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。

衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装置の電源は、充電

池又は乾電池を使用する設計とする。

充電池を用いるものについては、充電池の残量が少なくなった場合は、

別の端末と交換することにより、継続して通話ができ、使用後の充電池

は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の電源から充
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電することができる設計とする。また、乾電池を用いるものについては、

予備の乾電池と交換することにより、7 日間以上継続して通話ができる

設計とする。  
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については、ディーゼル発

電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設

備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。また、ＳＰ

ＤＳ表示装置については、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源

が喪失した場合においても、代替電源設備である電源車（緊急時対策所

用）から給電できる設計とする。  
重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所

外）及び発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）を設ける。 
通信設備（発電所外）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛

星電話（固定）、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、緊急時衛星通報シ

ステム及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、中

央制御室、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）又は原子炉補助建屋等

に設置又は保管する設計とする。  
データ伝送設備（発電所外）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送システムは、原子炉補助建屋に設置す

る設計とする。  
衛星電話（固定）、衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムは、

屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設計

とする。  

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力

電源が喪失した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電

装置又は電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。  
衛星電話（携帯）の電源は、充電池を使用しており、充電池の残量が

少なくなった場合は、別の端末と交換することにより、継続して通話が

でき、使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所（緊急時対策所
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建屋内）の電源から充電することができる設計とする。

衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムの電源は、ディーゼル

発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源

設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とする。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、デ

ィーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、

代替電源設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計とす

る。

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送シ

ステムについては、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失

した場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給

電できる設計とする。

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へのデータ伝送の機能に係る

設備及び緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の通信連絡機能に係る設

備としての、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメータ

伝送システム、緊急時衛星通報システム及び統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備については、固縛又は転倒防止処置を講じ、

基準地震動による地震力に対し、機能喪失しない設計とする。

空冷式非常用発電装置については、「10.2 代替電源設備」にて記載す

る。

電源車（緊急時対策所用）については、「10.10 緊急時対策所」にて記

載する。
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

8(2)-1-17 
と

8(2)-10-1 
の間

（記載の変更） 別紙 8(2)-6-1 のとおり変

更する。
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6. 計測制御系統施設  
6.10 制御室  
6.10.1 通常運転時等  
6.10.1.2 中央制御室  

6.10.1.2.2 主要設備  
 (2) 中央制御室  

b. 気象観測設備等  
津波、風（台風）、竜巻等による発電所構内の状況の把握に 

有効なパラメータ（潮位、風向・風速等）を入手するために、

潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）、潮位観測システム、

気象観測設備等を設置する。  

 

別紙 8(2)-6-1 

8(2)-6-2



 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 
8(2)-10-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（記載の変更） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙 8(2)-10-1 のとおり

変更する。  
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10. その他発電用原子炉の附属施設

10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備

10.6.1 津波に対する損傷防止

10.6.1.1 設計基準対象施設

10.6.1.1.2 設計方針

設計基準対象施設は、基準津波に対して安全機能が損なわれるお

それがない設計とする。

耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水

防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包す

る建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡

上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取

水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。具体的

な設計内容を以下に示す。

a. 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水

防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包

する建屋及び区画並びに海水ポンプ室、復水タンクは基準津波

による遡上波が到達するおそれがあるため、津波防護施設及び

浸水防止設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部から到

達又は流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可

能性があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止する

ことにより、遡上波を地上部から到達又は流入させない設計と

する。

b. 上記 a.の遡上波については、敷地及び敷地周辺の地形及びそ

の標高、河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を

考慮して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検

討する。また、地震による変状又は繰返し襲来する津波による

洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場合

別紙 8(2)-10-1 
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は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。

c. 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性につ

いて検討した上で、流入の可能性のある経路（扉、開口部及び

貫通口等）を特定し、必要に応じ浸水対策を施すことにより、

津波の流入を防止する設計とする。

(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考

慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影

響を防止する設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。

a. 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施

設及び地下部等における漏水の可能性を検討した上で、漏水が

継続することによる浸水範囲を想定（以下「浸水想定範囲」と

いう。）するとともに、同範囲の境界において浸水の可能性の

ある経路及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、浸

水防止設備を設置することにより浸水範囲を限定する設計と

する。

b. 浸水想定範囲及びその周辺に設計基準対象施設の津波防護

対象設備がある場合は、防水区画化するとともに、必要に応じ

て浸水量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確認す

る。

c. 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、必

要に応じ排水設備を設置する。

(3) (1)(2) に規定するもののほか、設計基準対象施設の津波防護

対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非

常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸

水対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。その

ため、浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、津波による

溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守的に想定した上で、

浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口

（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して必要に

応じ浸水対策を施す設計とする。
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(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を

防止する設計とする。そのため、海水ポンプについては、基準

津波による水位の低下に対して、海水ポンプが機能保持でき、

かつ冷却に必要な海水が確保できる設計とする。また、基準津

波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対して非

常用海水路及び海水ポンプ室の通水性が確保でき、かつ取水口

からの砂の混入に対して海水ポンプが機能保持できる設計とす

る。  

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可

能性があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止する

ことにより水位の低下に対して海水ポンプが機能保持でき、か

つ冷却に必要な海水が確保できる設計とする。  
 (5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設

の津波に対する設計を行うために、津波の伝播特性及び浸水経

路等を考慮して、それぞれの施設に対して設定するものをいう。

以下同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持でき

る設計とする。また、津波監視設備については、入力津波に対

して津波監視機能が保持できる設計とする。具体的な設計内容

を以下に示す。  

a.「津波防護施設」は、取水路防潮ゲート、放水口側防潮堤、

防潮扉、屋外排水路逆流防止設備、１号及び２号炉放水ピッ

ト止水板、潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）と

する。「浸水防止設備」は、海水ポンプ室浸水防止蓋、循環

水ポンプ室浸水防止蓋、中間建屋水密扉、制御建屋水密扉及

び貫通部止水処置とする。また、「津波監視設備」は、潮位

計（監視用）及び津波監視カメラとする。「津波影響軽減施

設」は、取水口カーテンウォールとする。  

b. 入力津波については、基準津波の波源からの数値計算によ

り、各施設・設備の設置位置において算定される時刻歴波形
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とする。数値計算に当たっては、敷地形状、敷地沿岸域の海

底地形、津波の敷地への浸入角度、河川の有無、陸上の遡上・

伝播の効果及び伝播経路上の人工構造物等を考慮する。また、

津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切

に評価し考慮する。  
c. 津波防護施設については、その構造に応じ、波力による侵

食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する

安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波

に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。  
d. 浸水防止設備については、浸水想定範囲等における浸水時

及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性

にも配慮した上で、入力津波に対して浸水防止機能が十分に

保持できる設計とする。  
e. 津波監視設備については、津波の影響（波力及び漂流物の

衝突）に対して、影響を受けにくい位置への設置及び影響の

防止策・緩和策等を検討し、入力津波に対して津波監視機能

が十分に保持できる設計とする。  
f. 津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建

物・構築物及び設置物等が破損、倒壊及び漂流する可能性が

ある場合には、津波防護施設及び浸水防止設備に波及的影響

を及ぼさないよう、漂流防止措置又は津波防護施設及び浸水

防止設備への影響の防止措置を施す設計とする。  
g. 上記 c.、d.及び f.の設計等においては、耐津波設計上の十

分な裕度を含めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対

応した荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力及び浮力等）につ

いて、入力津波による荷重から十分な余裕を考慮して設定す

る。また、余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じ

て余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮

する。さらに、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰返

しの襲来による作用が津波防護機能及び浸水防止機能へ及
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ぼす影響について検討する。  
h. 津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当たって、津波影

響軽減施設・設備の効果を考慮する場合は、このような各施

設・設備についても、入力津波に対して津波による影響の軽

減機能が保持される設計とするとともに、上記 f.及び g.を満

たすこととする。  
(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当た

っては、地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）

による影響、津波の繰返しの襲来による影響及び津波による二

次的な影響（洗掘、砂移動及び漂流物等）及び自然条件（積雪、

風荷重等）を考慮する。  
(7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに

海水ポンプの取水性の評価に当たっては、入力津波による水位

変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。

なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考

慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場

合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地殻

変動量を考慮して安全側の評価を実施する。  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確

かさとして潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側

の設計とする。  
(8) (1)及び(4)に規定する設計のうち、基準津波３及び基準津波４

に対するものは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある津波の第１波を網羅的に検知

できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定が必須である

ため、基準津波３及び基準津波４を用いて取水路防潮ゲートの

閉止判断基準を設定する。  
基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模が小さくなると振幅

が小さくなり、破壊伝播速度が小さくなると振幅が小さくなっ

て周期が長くなる。  
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したがって、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しく

は水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を

全て包含する波源とするために、基準津波３及び基準津波４は、

崩壊規模及び破壊伝播速度の値を固定しない波源として策定す

る。なお、崩壊規模の上限は、判読した海底地すべり地形の崩

壊部が一度に全て崩壊する場合とし、破壊伝播速度の上限は、

Watts 他の予測式から求まる海底地すべりの速度の最大値

（Umax）とする。  

 
10.6.1.1.3 主要設備  

(1) 取水路防潮ゲート（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既

設）  

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある津波が襲来した場合に、津波の敷地への遡上及

び水位の低下による海水ポンプへの影響を防止し、防護対象設

備が機能喪失することのない設計とするため、取水路防潮ゲー

トを設置する（第 10.6.1.1.1 図）。取水路防潮ゲートは、防潮壁、

ゲート落下機構（電源系及び制御系を含む。）及びゲート扉体等

で構成され、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポン

プへの影響のおそれがある潮位に至る前に遠隔閉止することに

より津波の敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへの

影響を防止する、津波防護施設かつ重要安全施設（ＭＳ－１）

である。  
取水路防潮ゲートは、基準地震動による地震力に対して津波

防護機能が十分に保持できるよう設計する。また、波力による

侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安

定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対

する津波防護機能が十分に保持できるように設計する。設計に

当たっては、漂流物による荷重及び自然条件（積雪、風荷重等）、

地震（余震）との組合せを適切に考慮する。  
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取水路防潮ゲートは、操作者が常駐する中央制御室に設置し

たコントロールスイッチからの遠隔閉止信号により、ゲート落

下機構の機械式又は電磁式クラッチを解放し、ゲート扉体を自

重落下させる設計とする。また、取水路防潮ゲートは、１号炉、

２号炉、３号炉及び４号炉共用とし、共用に当たっては、それ

ぞれの号炉ではなく、中央制御室において閉止信号を発信する

ことで、津波の襲来時においても、確実に閉止し、すべての号

炉の安全性が向上する設計とする。  

具体的には、動的機器であるゲート落下機構のクラッチ及び

ゲート落下機構（電源系及び制御系を含む。）については多重性

又は多様性及び独立性を確保する。ゲート扉体は静的機器で津

波の継続時間は短期間であることから多重化の必要は無い。ゲ

ート落下機構に関する電源系は、無停電電源装置を用いること

で外部電源喪失時にもゲート自重落下が可能であり、単一故障

に対して津波防護機能を失わない設計とする。また、何らかの

外乱により、ゲート落下機構の制御系に異常が発生し、遠隔閉

止信号が喪失した場合には、ゲート落下機構が動作することに

より、ゲート扉体が落下するフェイル・セーフ設備とし、取水

路防潮ゲートの閉止に対する信頼性を確保する。  
さらに、原子炉の運転中又は停止中に取水路防潮ゲートの作

動試験又は検査が可能な設計とする。  
なお、取水路防潮ゲート閉止時にも海水ポンプは、非常用海

水路からの取水により取水可能水位を下回らない設計とする。 
取水路防潮ゲート電源構成概念図を第 10.6.1.1.2 図に、取水

路防潮ゲート落下機構概念図を第 10.6.1.1.3 図に示す。  
（第 10.6.1.1.1 図、第 10.6.1.1.2 図及び第 10.6.1.1.3 図は、  

変更前の図に同じ。）  
(2) 放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  

変更前の「(2) 放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号

炉共用、既設）」の記載に同じ。  
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(3) 防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  
変更前の「(3) 防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、  

既設）」の記載に同じ。  
(4) 屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号及び４号炉共用、 

既設）  
変更前の「(4) 屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号  

及び４号炉共用、既設）」の記載に同じ。  
(5) １号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２号、３号炉及び４

号炉共用、既設）  
変更前の「(5) １号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２  

号、３号炉及び４号炉共用、既設）」の記載に同じ。  
 (6) 海水ポンプ室浸水防止蓋  

海水ポンプエリア床面からの津波の流入を防止し、防護対象

設備が機能喪失することのない設計とするため、海水ポンプエ

リアに海水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。海水ポンプ室浸水

防止蓋の設計においては、基準地震動による地震力に対して浸

水防止機能が十分に保持できるよう設計する。また、浸水時の

波圧等に対する耐性を評価し、入力津波に対する浸水防止機能

が十分に保持できるように設計する。設計に当たっては、自然

条件（積雪、風荷重等）、地震（余震）との組合せを適切に考慮

する。  
(7) 循環水ポンプ室浸水防止蓋（１号及び２号炉）  

変更前の「(7) 循環水ポンプ室浸水防止蓋（１号及び２号炉）」 
の記載に同じ。  

(8) 中間建屋水密扉（１号及び２号炉）  
変更前の「(8) 中間建屋水密扉（１号及び２号炉）」の記載  

に同じ。  
(9) 制御建屋水密扉（１号及び２号炉共用）  

変更前の「(9)制御建屋水密扉（１号及び２号炉共用）」の記  
載に同じ。  
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(10) 貫通部止水処置（１号及び２号炉共用）

変更前の「 (10) 貫通部止水処置（１号及び２号炉共用）」の

記載に同じ。

(11) 潮位計（防護用）（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既

設）

取水路防潮ゲートの閉止判断基準にかかわる情報を入手し、

中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御室へ警報を発信する

ため、潮位計（防護用）を設置する。

潮位計（防護用）は、潮位検出器及び監視モニタ等（電源系

含む）で構成される。潮位計（防護用）は、中央制御室並びに

３号及び４号炉中央制御室において、取水路防潮ゲートの閉止

判断基準を検知するため、4 台の潮位計（防護用）のうち 1 台

の潮位計（防護用）において観測潮位が 10 分以内に 0.5m 以上

下降、又は上昇した時点で警報発信する。また、１号及び２号

炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津波防護用）

を用いた連携により、中央制御室における取水路防潮ゲートの

閉止操作に必要な情報を運転員に提示する設計とする。これに

より、運転員は、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水

ポンプへの影響のおそれがある潮位に至る前に取水路防潮ゲー

トを遠隔閉止し、津波の敷地への遡上及び水位の低下による海

水ポンプへの影響を防止することから、潮位計（防護用）は取

水路防潮ゲートの直接関連系であり、津波防護施設である。ま

た、取水路防潮ゲートと同等の多重性、独立性、耐震性等を有

する設計とする。

潮位計（防護用）は、各号炉の海水ポンプ室前面の入力津波

高さ（１号炉：T.P.＋2.6m、２号炉：T.P.＋2.6m、３号及び４

号炉：T.P.＋2.9m）に対して波力及び漂流物の影響を受けない

位置に設置し、津波防護機能が十分に保持できる設計とする。

また、基準地震動に対して、機能を喪失しない設計とする。設

計に当たっては、自然条件（積雪、風荷重等）との組合せを適
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切に考慮する。  
さらに、原子炉の運転中又は停止中に潮位計（防護用）の試

験が可能な設計とする。  
潮位計（防護用）の概念図を第 10.6.1.1.8 図に示す。  

(12) 衛星電話（津波防護用）（１号、２号、３号及び４号炉共用、

一部既設）  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準に到達したことを１号及び

２号炉当直課長並びに３号及び４号炉当直課長が把握するため

に、衛星電話（津波防護用）を設置する。  
衛星電話（津波防護用）は、衛星電話（津波防護用）本体で

構成される。衛星電話（津波防護用）は、ＭＳ－１設備である

取水路防潮ゲートと同等の設計にすることから、中央制御室並

びに３号及び４号炉中央制御室のそれぞれにおいて、多重化（2
台目）し、またこれに加えて信頼性向上を図る（試験可能性を

考慮する）設計（3 台目）とする。また、１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津波防護用）を用

いた連携により、中央制御室における取水路防潮ゲートの閉止

操作に必要な情報を運転員に提示する設計とする。これにより、

運転員は、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある潮位に至る前に取水路防潮ゲートを遠

隔閉止し、津波の敷地への遡上及び水位の低下による海水ポン

プへの影響を防止することから、衛星電話（津波防護用）は取

水路防潮ゲートの直接関連系であり、津波防護施設である。ま

た、取水路防潮ゲートと同等の多重性、独立性、耐震性等を有

する設計とする。  
衛星電話（津波防護用）は、各号炉の海水ポンプ室前面の入

力津波高さ（１号炉：T.P.＋2.6m、２号炉：T.P.＋2.6m、３号

及び４号炉：T.P.＋2.9m）に対して波力及び漂流物の影響を受

けない位置に設置し、津波防護機能が十分に保持できる設計と

する。また、基準地震動に対して、機能を喪失しない設計とす
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る。設計に当たっては、自然条件（積雪、風荷重等）との組合

せを適切に考慮する。

さらに、原子炉の運転中又は停止中に衛星電話（津波防護用）

の試験が可能な設計とする。

衛星電話（津波防護用）の概念図を第 10.6.1.1.8 図に示す。  
上記(1)～(9)、(11)、(12)の各施設・設備における許容限界は、

地震後、津波後の再使用性や、津波の繰返し作用を想定し、止

水性の面も踏まえることにより、当該構造物全体の変形能力に

対して十分な余裕を有するよう、各施設・設備を構成する材料

が弾性域内に収まることを基本とする。

上記 (10)の貫通部止水処置については、地震後、津波後の再

使用性や、津波の繰返し作用を想定し、止水性の維持を考慮し

て、貫通部止水処置が健全性を維持することとする。

各施設・設備等の設計、評価に使用する津波荷重の設定につ

いては、入力津波が有する数値計算上の不確かさ及び各施設・

設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する

不確かさを考慮する。

入力津波が有する数値計算上の不確かさの考慮に当たっては、

各施設・設備の設置位置で算定された津波の高さを安全側に評

価して入力津波を設定することで、不確かさを考慮する。

各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程

に介在する不確かさの考慮に当たっては、入力津波の荷重因子

である浸水高、速度、津波波力等を安全側に評価することで、

不確かさを考慮し、荷重設定に考慮している余裕の程度を検討

する。

津波波力の算定においては、国土交通省の暫定指針等に記載

されている津波波力算定式等、幅広く知見を踏まえて、十分な

余裕を考慮する。

漂流物の衝突による荷重の評価に際しては、津波の流速によ

る衝突速度の設定における不確実性を考慮し、流速について十
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分な余裕を考慮する。

津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計におい

て、基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性がある余震（地

震）についてそのハザードを評価した結果、基準津波の波源で

ある若狭海丘列付近断層及びＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層に

ついて、その活動に伴い発生する余震による荷重を設定する。

余震荷重については、基準津波の継続時間のうち最大水位変

化を生起する時間帯（基準津波１：地震発生後約１時間後、基

準津波２：地震発生後 10～20 分後）を踏まえ過去の地震デー

タを抽出・整理することにより余震の規模を想定し、余震とし

てのハザードを考慮した安全側の評価として、この余震規模か

ら求めた地震動に対してすべての周期で上回る地震動を既に時

刻歴波形を策定している弾性設計用地震動の中から設定する。

余震荷重と津波荷重の組合せについては、入力津波が若狭海

丘列付近断層による津波で決まる場合は、弾性設計用地震動 Sd
－5H （NS）及び Sd－5V を余震荷重として津波荷重と組み合

わせる。入力津波がＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層で決まる場

合は、弾性設計用地震動 Sd－1 を余震荷重として津波荷重と組

み合わせる。なお、入力津波の波源が複数あるため、他方の組

合せも必要に応じて検討する。

放水口側防潮堤及び防潮扉は、堆積層及び盛土の上に設置さ

れており、基準地震動が作用した場合設置位置周辺の地盤が液

状化する可能性があることから、基礎杭に作用する側方流動力

の影響を考慮し、津波防護機能が十分保持できるように設計す

る。

（第 10.6.1.1.8 図は、１号炉の第 10.6.1.1.8 図の変更に同じ。） 

10.6.1.1.4 主要仕様  

第 10.6.1.1.1 表を変更する。第 10.6.1.1.1 表以外は変更前の

「10.6.1.1.4 主要仕様」の記載に同じ。  
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10.6.1.1.6 手順等  

(1) 大津波警報が発表された場合に津波の敷地への遡上及び水位の低

下による海水ポンプへの影響を防止するため、１号及び２号炉当直

課長の取水路防潮ゲート閉止の判断に基づき、１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の連携により、１～４号炉循環水ポ

ンプ停止操作（プラント停止）、中央制御室からの取水路防潮ゲート

閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。  

(2) 地震加速度高により原子炉がトリップし、かつ津波警報等が発表

された場合には、水位の低下による海水ポンプへの影響を防止する

ため、１号及び２号炉当直課長の１～４号炉循環水ポンプ停止判断

に基づき、１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の連

携により、１～４号炉循環水ポンプ停止を実施する手順を整備し、

的確に実施する。  
(3) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に津波の敷地へ

の遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響を防止するため、

１号及び２号炉当直課長の取水路防潮ゲート閉止の判断に基づき、

１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津

波防護用）を用いた連携により、１～４号炉循環水ポンプ停止操作

（プラント停止）、中央制御室からの取水路防潮ゲート閉止を実施

する手順を整備し、的確に実施する。  
(4) (3) にて整備する手順により、津波の敷地への遡上及び水位の低

下による海水ポンプへの影響を防止するが、これに加え、可能な限

り早期に津波に対応するための手順を整備する。具体的には、「発

電所構外において、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポ

ンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、その後、4 台の

潮位計（防護用）のうち、2 台の観測潮位がいずれも 10 分以内に

0.5m 以上下降すること、又は 10 分以内に 0.5m 以上上昇するこ

と。」を１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星

電話（津波防護用）を用いた連携により確認した場合は、１～４号
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炉循環水ポンプ停止操作（プラント停止）、中央制御室からの取水

路防潮ゲート閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。  
取水路防潮ゲートの保守作業中に、発電所構外において津波と想

定される潮位の変動を観測した場合は、津波の敷地への遡上及び水

位の低下による海水ポンプへの影響を防止するため直ちにゲート

保守作業を中断し、作業前の状態に復旧する手順を整備し、的確に

実施する。  
また、発電所構外において、津波と想定される潮位の変動を観測

した場合は、津波防護施設に影響を及ぼさない設計とするために、

車両退避の成立性を踏まえた手順を整備し、的確に実施する。さら

に、可能な限り早期に津波に対応するため、ゲート落下機構の確認

等を行う手順を整備し、的確に実施する。  

(5) 防潮扉については、原則閉運用とするが、開放後の確実な閉止操

作、３号及び４号炉中央制御室における閉止状態の確認及び閉止さ

れていない状態が確認された場合の閉止操作の手順に基づき、的確

に実施する。  

(6) 水密扉については、開放後の確実な閉止操作、中央制御室におけ

る閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の

閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。  
(7) 燃料等輸送船に関し、津波警報等が発表された場合において、荷

役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとともに、緊

急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を整備し、

的確に実施する。一方、津波警報等が発表されず、かつ、荷役中に

発電所構外にて、津波と想定される潮位の変動を観測した場合にお

いて、荷役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとと

もに、係留強化する船側と情報連絡を行う手順を整備し、的確に実

施する。また、荷役中以外に、発電所構外にて津波と想定される潮

位の変動を観測した場合において、緊急離岸する船側と退避状況に

関する情報連絡を行う手順を整備し、的確に実施する。  
(8) 津波監視カメラ及び潮位計（監視用）による津波の襲来状況の監
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視に係る運用手順を整備し、的確に実施する。  
(9) 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施

設については、各施設及び設備に要求される機能を維持するため、

適切な保守管理を行うとともに、故障時においては補修を行う。  

(10) 津波防護に係る手順に関する教育並びに津波防護施設、浸水防

止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施設の保守管理に関する教

育を定期的に実施する。  
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10.6.1.2 重大事故等対処施設  
10.6.1.2.2 設計方針  

重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等の対処へ

の機能が損なわれるおそれがない設計とする。

津波から防護する設備は、重大事故等対処施設、可搬型重大事

故等対処設備、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備（以

下「重大事故等対処施設の津波防護対象設備」という。）とする。

耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸

水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包

する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡

上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水

路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。具体的な設

計内容を以下に示す。

a. 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護 施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を

内包する建屋及び区画並びに海水ポンプ室、復水タンクについ

ては基準津波による遡上波が到達するおそれがあるため、津波

防護施設及び浸水防止設備を設置し、基準津波による遡上波を

地上部から到達又は流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可

能性があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止する

ことにより、遡上波を地上部から到達又は流入させない設計と

する。

b. 上記 a.の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「10.6.1.1
設計基準対象施設」を適用する。

c. 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性のあ

る経路（扉、開口部、貫通口等）を特定し、必要に応じて実施

する浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適
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用する。  
(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮

の上、漏水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するた

めに必要な機能への影響を防止する設計とする。具体的には

「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  
(3) (1)(2)に規定するもののほか、重大事故等対処施設の津波防護

対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常

用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水

対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため、

浸水防護重点化範囲の明確化するとともに、必要に応じて実施す

る浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用す

る。  

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響を防止する設計とする。そのため、海水ポ

ンプについては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  
また、大容量ポンプ及び送水車については、基準津波による水

位の変動に対して取水性を確保でき、取水口からの砂の混入に対

して、ポンプが機能保持できる設計とする。  
(5) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持

については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  

(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに

海水ポンプ等の取水性の評価における入力津波の評価に当たっ

ては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」に対する耐津波設計を適用

する。  

(7) 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水

位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅

的に検知できる取水路防潮ゲートの閉止の設定については、

「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  

 
10.6.1.2.4 主要仕様  
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第 10.6.1.1.1 表を変更する。第 10.6.1.1.1 表以外は変更前の

「10.6.1.2.4 主要仕様」の記載に同じ。  

10.6.1.3 特定重大事故等対処施設  

10.6.1.3.2 設計方針  
特定重大事故等対処施設は、基準津波に対して原子炉補助建屋等

への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してそ

の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。

耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。

(1) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内

包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取

水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。基準津波

３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性があるこ

とから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、津

波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより、遡上

波を地上部から到達又は流入させない設計とする。具体的な設計

内容を以下に示す。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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b. 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を

内包する建屋及び区画については基準津波による遡上波が地

上部から到達又は流入するおそれがあるため、津波防護施設及

び浸水防止設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部から

到達又は流入させない設計とする。

c. 上記 b.の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「10.6.1.1
設計基準対象施設」を適用する。

d. 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性のあ

る経路（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、必要に応じて実

施する浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を

適用する。

(2) (1)に規定するもののほか、特定重大事故等対処施設の津波防護

対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常

用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水

対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため、

浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、必要に応じて実施す

る浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用す

る。

(3) による原子炉補助建屋等への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大

事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する設計と

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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する。そのため、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できる設計

とする。

(4) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持に

ついては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。

基準津波を一定程度超える津波に対する浸水対策の機能の保

持については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を基本とする。

(5) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっ

ては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」に対する耐津波設計を適用

する。

基準津波を一定程度超える津波に対する浸水対策の設計に当

たっては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を基本とする。

(6)  津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに

　　　　　　　　　　　　の評価に当たっては、入力津波による

水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施

する。なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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し考慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される

場合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地殻

変動量を考慮して安全側の評価を実施する。

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確か

さとして潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側の設

計とする。

(7) 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水

位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅

的に検知できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定につい

ては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  

10.6.1.3.4 主要仕様  

第 10.6.1.1.1 表を変更する。第 10.6.1.1.1 表以外は変更前の

「10.6.1.3.4 主要仕様」の記載に同じ。  

10.6.1.3.6 手順等  

(1) 大津波警報が発表された場合に津波の敷地への遡上及び水位の低

下による海水ポンプへの影響を防止するため、１号及び２号炉当直

課長の取水路防潮ゲート閉止の判断に基づき、１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の連携により、１～４号炉循環水ポ

ンプ停止操作（プラント停止）、中央制御室からの取水路防潮ゲート

閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

(2) 地震加速度高により原子炉がトリップし、かつ津波警報等が発表

された場合には、水位の低下による海水ポンプへの影響を防止する

ため、１号及び２号炉当直課長の１～４号炉循環水ポンプ停止判断

に基づき、１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の連

携により、１～４号炉循環水ポンプ停止を実施する手順を整備し、

的確に実施する。

(3) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に津波の敷地へ

の遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響を防止するため、
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１号及び２号炉当直課長の取水路防潮ゲート閉止の判断に基づき、

１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津

波防護用）を用いた連携により、１～４号炉循環水ポンプ停止操作

（プラント停止）、中央制御室からの取水路防潮ゲート閉止を実施

する手順を整備し、的確に実施する。

(4) (3) にて整備する手順により、津波の敷地への遡上及び水位の低

下による海水ポンプへの影響を防止するが、これに加え、可能な限

り早期に津波に対応するための手順を整備する。具体的には、「発

電所構外において、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポ

ンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、その後、4 台の

潮位計（防護用）のうち、2 台の観測潮位がいずれも 10 分以内に

0.5m 以上下降すること、又は 10 分以内に 0.5m 以上上昇するこ

と。」を１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の衛星

電話（津波防護用）を用いた連携により確認した場合は、１～４号

炉循環水ポンプ停止操作（プラント停止）、中央制御室からの取水

路防潮ゲート閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

取水路防潮ゲートの保守作業中に、発電所構外において津波と想

定される潮位の変動を観測した場合は、津波の敷地への遡上及び水

位の低下による海水ポンプへの影響を防止するため直ちにゲート

保守作業を中断し、作業前の状態に復旧する手順を整備し、的確に

実施する。

また、発電所構外において、津波と想定される潮位の変動を観測

した場合は、津波防護施設に影響を及ぼさない設計とするために、

車両退避の成立性を踏まえた手順を整備し、的確に実施する。さら

に、可能な限り早期に津波に対応するため、ゲート落下機構の確認

等を行う手順を整備し、的確に実施する。

(5) 防潮扉については、原則閉運用とするが、開放後の確実な閉止操

作、３号及び４号炉中央制御室における閉止状態の確認及び閉止さ

れていない状態が確認された場合の閉止操作の手順に基づき、的確

に実施する。
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(6) 水密扉については、開放後の確実な閉止操作、中央制御室におけ

る閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の

閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

(7) 燃料等輸送船に関し、津波警報等が発表された場合において、荷

役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとともに、緊

急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を整備し、

的確に実施する。一方、津波警報等が発表されず、かつ、荷役中に

発電所構外にて、津波と想定される潮位の変動を観測した場合にお

いて、荷役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとと

もに、係留強化する船側と情報連絡を行う手順を整備し、的確に実

施する。また、荷役中以外に、発電所構外にて津波と想定される潮

位の変動を観測した場合において、緊急離岸する船側と退避状況に

関する情報連絡を行う手順を整備し、的確に実施する。

(8) 津波監視カメラ及び潮位計（監視用）による津波の襲来状況の監

視に係る運用手順を整備し、的確に実施する。

(9) 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施

設並びに基準津波を一定程度超える津波に対する浸水対策につい

ては、各施設及び設備に要求される機能を維持するため、適切な保

守管理を行うとともに、故障時においては補修を行う。

(10) 津波防護に係る手順に関する教育並びに津波防護施設、浸水防

止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施設並びに基準津波を一定

程度超える津波に対する浸水対策の保守管理に関する教育を定期

的に実施する。

10.13 通信連絡設備  
１号炉の「10.13 通信連絡設備」の変更に同じ。  
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第 10.6.1.1.1 表 浸水防護設備の設備仕様

(1) 取水路防潮ゲート（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）

種 類 防潮壁

材 料 鉄筋コンクリート、鋼材

個 数 1 

種 類 無停電電源装置

個 数 6 
容 量 約 1kVA 
出 力 電 圧 100V 

(2) 放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

種 類 防潮堤

材 料 セメント改良土、鋼材、鋼管杭

鉄筋コンクリート

個 数 1 

(3) 防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

種 類 防潮堤

材 料 鋼管杭、アルミニウム合金

鉄筋コンクリート

個 数 1 

(4) 屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設） 
種 類 逆流防止蓋（フラップゲート）

材 料 ステンレス鋼

個 数 5 

(5) １号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２号、３号及び４号炉共
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用、既設）  
種 類 止水板  
材 料 鋼材、鉄筋コンクリート  
個 数 2 

 
 

(6) 海水ポンプ室浸水防止蓋  
種 類 閉止蓋  

材 料 ステンレス鋼  
個 数 15  

 

(7) 循環水ポンプ室浸水防止蓋  

種 類 閉止蓋  
材 料 ステンレス鋼  
個 数 2  

 

(8) 中間建屋水密扉  
 （「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する防護設備」と兼

用）  
種 類 片開扉  

材 料 炭素鋼  
個 数 3  

  
(9) 制御建屋水密扉（１号及び２号炉共用）  

 （「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する防護設備」と兼

用）  
種 類 片開扉  
材 料 炭素鋼  

個 数 3 
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(10) 貫通部止水処置（１号及び２号炉共用）

（「津波に対する防護設備」及び「内部溢水に対する防護設備」と兼

用）

種 類 貫通部止水

材 料 シール材

個 数 一式

(11) 潮位計（防護用）（潮位検出器、監視モニタ（電源系含む））

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）

（「津波監視設備」と一部兼用及び「計測制御系統施設」と兼用）

種 類 非接触式検出器

計 測 範 囲 E.L.－9.9m ~ E.L.+6.6m

（１号炉・２号炉）

E.L.－4.0m ~ E.L.+4.0m
（３号炉・４号炉）

個 数 4 

種 類 監視モニタ

個 数  4 

(12) 衛星電話（津波防護用）

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）

（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」と一部兼用並びに「計測

制御系統施設」と兼用）

設  備  名  衛星電話（津波防護用）

使 用 回 線  衛星回線

個     数 6 
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1 安全設計  
1.3 安全機能の重要度分類  

1.3.1 安全上の機能別重要度分類  
第 1.3.2 表「原子炉施設の安全上の機能別重要度分類(3/8)」を変更す

る。第 1.3.2 表「原子炉施設の安全上の機能別重要度分類(3/8)」以外

は変更前の「1.3.1 安全上の機能別重要度分類」の記載に同じ。

別紙 8(3)-1-1 
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1.4 耐震設計  
1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計  
1.4.1.2 耐震重要度分類  

第 1.4.1 表「クラス別施設(3/7)」を変更する。第 1.4.1 表「クラス別

施設(3/7)」以外は変更前の「1.4.1.2 耐震重要度分類」の記載に同じ。  

1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界  
(3) 荷重の組合せ

d. 荷重の組合せ上の留意事項

第 1.4.1 表「クラス別施設(3/7)」を変更する。第 1.4.1 表「クラ

ス別施設(3/7)」以外は変更前の「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界

(3) 荷重の組合せ  d. 荷重の組合せ上の留意事項」の記載に同じ。 

1.4.1.5 設計における留意事項  
第 1.4.1 表「クラス別施設(3/7)」を変更する。第 1.4.1 表「クラス別

施設 (3/7)」以外は変更前の「1.4.1.5 設計における留意事項」の記載

に同じ。
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1.5 耐津波設計  
1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針  

1.5.1.1 耐津波設計の基本方針  
(1) 津波防護対象の選定  

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）第 5 条（津

波による損傷の防止）」の「設計基準対象施設は、基準津波に対し

て安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」と

の要求は、設計基準対象施設のうち、安全機能を有する設備を津波

から防護することを要求していることから、津波からの防護を検討

する対象となる設備は、設計基準対象施設のうち安全機能を有する

設備（クラス１、クラス２及びクラス３設備）である。  
設置許可基準規則の解釈別記３では、津波から防護する設備とし

て、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む耐震Ｓク

ラスに属する設備が要求されている。  
以上から、津波からの防護を検討する対象となる設備は、クラス

１、クラス２及びクラス３設備並びに津波防護施設、浸水防止設備

及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属する設備とする。このう

ち、クラス３設備は、損傷した場合を考慮して、代替設備により必

要な機能を確保する等の対応を行う設計とする  
このため、津波から防護する設備はクラス１、クラス２設備並び

に津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラ

スに属する設備（以下「設計基準対象施設の津波防護対象設備」と

いう。）とする。  
(2) 敷地及び敷地周辺における地形、施設の配置等  

b. 敷地における施設の位置、形状等の把握  

設計基準対象施設の津波防護対象設備等を内包する建屋及び区

画として、T.P.+3.5m の敷地に原子炉格納施設、原子炉補助建屋、

制御建屋及び中間建屋があり、屋外設備としては、T.P.+3.5m の

敷地に海水ポンプ室、燃料油貯油そう、T.P.+15.0m の高さに復水
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タンクを設置する。非常用取水設備として、海水取水トンネル及

び海水ポンプ室を設置する。  

津波防護施設として、取水路上に取水路防潮ゲート、１号及び

２号炉放水口側の敷地に放水口側防潮堤及び防潮扉、１号及び２

号炉放水路沿いの屋外排水路に屋外排水路逆流防止設備、１号及

び２号炉放水ピット止水板並びに１号炉海水ポンプ室 T.P.＋

7.1m、２号炉海水ポンプ室 T.P.+7.1m 及び海水ポンプ室 T.P.＋
4.6m に潮位計（防護用）、１号及び２号炉中央制御室並びに中央

制御室に衛星電話（津波防護用）を設置する。浸水防止設備とし

て、海水ポンプ室床面 T.P.+1.55m に海水ポンプ室浸水防止蓋を

設置する。津波監視設備として、海水ポンプ室 T.P.＋4.6m に潮位

計（監視用）（３号及び４号炉共用、一部既設）（「津波防護施設」

と兼用）並びに３号炉原子炉格納施設壁面 T.P.+46.8m 及び４号

炉原子炉補助建屋壁面 T.P.+36.2m に津波監視カメラを設置する。

敷地内の遡上域の建物・構築物等としては、T.P.+3.5m の敷地に

使用済燃料輸送容器保管建屋、協力会社事務所等がある。  
(3) 入力津波の設定  

入力津波を基準津波の波源から各施設・設備等の設置位置におい

て海水面の基準レベルから算定した時刻歴波形として設定する。基

準津波による各施設・設備の設置位置における入力津波の時刻歴波

形を第 1.5.1(1)～(3)図に示す。  
入力津波の設定に当たっては、津波の高さ、速度及び衝撃力に着

目し、各施設・設備において算定された数値を安全側に評価した値

を入力津波高さや速度として設定することで、各施設･設備の構造･

機能の損傷に影響する浸水高、波力・波圧について安全側に評価す

る。耐津波設計に用いる入力津波高さを第 1.5.1 表に示す。  

a. 水位変動  
入力津波の設定に当たっては、潮位変動として、上昇側の水位

変動に対しては朔望平均満潮位 T.P.+0.49m 及び潮位のバラツキ

0.15m を考慮し、上昇側評価水位を設定し、下降側の水位変動に
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対しては朔望平均干潮位 T.P.-0.01m 及び潮位のバラツキ 0.17m
を考慮し、下降側評価水位を設定する。また、朔望平均潮位及び

潮位のバラツキは敷地周辺の観測地点舞鶴検潮所における潮位

観測記録に基づき評価する。  
潮汐以外の要因による潮位変動については、観測地点舞鶴検潮

所（気象庁所管）における至近約 40 年（1969～2011 年）の潮位

観測記録に基づき、高潮発生状況（発生確率、台風等の高潮要因）

を確認する。観測地点舞鶴検潮所は敷地近傍にあり、発電所と同

様に若狭湾に面した海に設置されている。高潮要因の発生履歴及

びその状況を考慮して、高潮発生可能性とその程度（ハザード）

について検討する。基準津波による水位の年超過確率は 10-4～

10-5 程度であり、独立事象としての津波と高潮が重畳する可能性

は極めて低いと考えられるものの、高潮ハザードについては、プ

ラン ト 運転 期 間を 超え る 再現 期 間 100 年に 対 する 期 待 値

T.P.+1.13m と、入力津波で考慮した朔望平均満潮位 T.P.+0.49m
及び潮位のバラツキ 0.15m の合計の差である 0.49m を外郭防護

の裕度評価において参照する。  
b. 地殻変動  

地震による地殻変動についても安全側の評価を実施する。広域

的な地殻変動を評価すべき波源は、基準津波１の若狭海丘列付近

断層と基準津波２のＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層である。基準

津波３及び基準津波４の隠岐トラフ海底地すべりについては、地

震に随伴するものではないため考慮対象外である。また、高浜発

電所は若狭湾（日本海側）に位置しており、プレート間地震は考

慮対象外である。  
入力津波については、「日本海における大規模地震に関する調査

検討会」の波源モデルを踏まえて、Mansinha and Smylie(1971)
の方法により算定した敷地地盤の地殻変動量は、基準津波１の若

狭海丘列付近断層で±0m、基準津波２のＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊

川断層で 0.30m の隆起が想定されるため、下降側の水位変動に対
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して安全評価を実施する際には 0.30m の隆起を考慮する。また、

上昇側の水位変動に対して安全評価する際には、隆起しないもの

と仮定して、対象物の高さと上昇側評価水位を直接比較する。  
また、基準地震動評価における震源において最近地震は発生し

ていないことから広域的な余効変動も生じていない。  
c. 取水路・放水路等の経路からの流入に伴う入力津波  

経路からの流入に伴う入力津波には、(a)「最高・最低水位を設

定するための入力津波」、及び(b)「取水路防潮ゲートの閉止判断

基準の妥当性を確認するための入力津波」がある。(a)「最高・最

低水位を設定するための入力津波」は、基準津波１、基準津波２、

基準津波３及び基準津波４を対象とし、(b)「取水路防潮ゲートの

閉止判断基準の妥当性を確認するための入力津波」は、基準津波３

及び基準津波４を対象として評価する。入力津波評価を行う際の、

基準津波ごとの評価条件を以下のとおりとする。  

(a) 最高・最低水位を設定するための入力津波  
基準津波１に対して、敷地への遡上及び水位の低下による海水

ポンプへの影響を防ぐため取水路防潮ゲートを設置し、発電所を

含む地域に大津波警報が発表された場合、原則、循環水ポンプ停

止後、取水路防潮ゲートを閉止する手順を定めることから、基準

津波１については、取水路防潮ゲート閉止を前提として入力津波

を評価する。  
基準津波２については、地震発生後、取水路防潮ゲートを閉止

するまでに津波が襲来することや、敷地への遡上及び水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがない津波であることから、

取水路防潮ゲート開を前提として入力津波を評価する。  
基準津波３及び基準津波４については、若狭湾における津波の

伝播特性により、取水路から海水ポンプ室に至る経路において第

１波より第２波以降の水位変動量が大きくなること並びに津波

の第１波の押し波が敷地へ遡上しないこと及び第１波の引き波

による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できること並
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びに第２波以降の押し波が敷地に遡上するおそれがあること及

び第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水ポンプが

機能保持できないおそれがあることを踏まえ、潮位計（防護用）

により観測された津波の第１波の水位変動量が、敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津

波を網羅的に検知できるように設定する津波襲来の判断基準と

なった場合に、循環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲートを閉止す

ることにより第２波以降の浸入を防止することで敷地への遡上

及び水位の低下による海水ポンプへの影響を回避する。したがっ

て、基準津波３及び基準津波４については、取水路防潮ゲートが

開の状態で、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある津波を網羅的に検知できるように設定

する津波襲来の判断基準となった場合に、取水路防潮ゲートを閉

にすることを前提として入力津波を評価する。

(b) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準の妥当性を確認するための

入力津波

基準津波３及び基準津波４の入力津波評価は、敷地への遡上若

しくは水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津

波の襲来に対して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準に基づいて

評価する必要がある。取水路防潮ゲートの閉止判断基準について

は、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある津波を網羅的に検知できることの確認を行った

うえで、設定することとし、具体的には以下のとおりとする。

(b-1) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準は、「4 台の潮位計（防護

用）のうち、2 台の観測潮位がいずれも 10 分以内に 0.5m 以

上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内に 0.5m 以上上昇

すること、又は 10 分以内に 0.5m 以上上昇し、その後、最高

潮位から 10 分以内に 0.5m 以上下降すること。」とし、この

条件成立を１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課
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長の衛星電話（津波防護用）を用いた連携により確認（以下、

この条件成立の確認を「取水路防潮ゲートの閉止判断基準を

検知」という。）した場合、循環水ポンプ停止後、取水路防潮

ゲートを閉止する手順を整備する。  
(b-2) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定方法  

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、基

準津波３及び基準津波４の波源に関する「崩壊規模」又は「破

壊伝播速度」及び若狭湾における津波の伝播特性のパラメー

タスタディの結果を踏まえ、(b-2-1) 「パラメータスタディ波

高の観点」、 (b-2-2) 「非線形性の観点」及び (b-2-3) 「増幅

比率の観点」から、取水路防潮ゲートの閉止判断基準の仮設

定値を設定する。  
(b-2-1) 「パラメータスタディ波高の観点」での仮設定値  

隠岐トラフ海底地すべりの崩壊規模と隠岐トラフ海底地

すべりの速度（破壊伝播速度）の各々についてパラメータ

スタディを実施し、敷地への遡上及び水位の低下による海

水ポンプへの影響のおそれがある津波を見逃さない条件を

確認した上で、敷地への遡上及び水位の低下による海水ポ

ンプへの影響のおそれがない津波も含め、T.P.+3.5m の敷

地に最近接する津波のうち、T.P.+3.5m をわずかに下回る

津波における、第１波の水位変動量とする。  
(b-2-2) 「非線形性の観点」での仮設定値  

隠岐トラフ海底地すべりの破壊伝播速度と第１波の水位

変動量の関係が線形ではない場合があることを考慮し、全

体的な傾向を踏まえ、保守的な破壊伝播速度の津波におけ

る第１波の水位変動量とする。  

(b-2-3) 「増幅比率の観点」での仮設定値  
隠岐トラフ海底地すべりの崩壊規模と破壊伝播速度のパ

ラメータスタディ及び振幅若しくは周期を変えた正弦波に

よるパラメータスタディから得られた第１波と第２波以降

8(3)-1-9



  
 
 

 
 
 

の水位増幅比率の最大値を用いて、敷地への遡上が生じる

T.P.+3.5m を第２波以降の水位変動量と仮定し、逆算した

第１波の水位変動量とする。  
次に、(b-2-1) 「パラメータスタディ波高の観点」、(b-2-2) 

「非線形性の観点」及び、(b-2-3) 「増幅比率の観点」で設定

する仮設定値のうち、津波の時刻歴波形を有する、(b-2-1) 「パ

ラメータスタディ波高の観点」及び、(b-2-2) 「非線形性の観

点」の津波については、取水口側の影響評価を行い、仮設定

値を再設定する。取水口側のモデルでは、取水路防潮ゲート

について、取水口側からの津波の流入を保守的に評価する観

点から取水路防潮ゲートの開口幅を実寸より広く設定し、取

水口については取水口ケーソン重量コンクリートを考慮しな

い条件としているが、取水口側の影響評価においては、取水

路防潮ゲートの開口幅を実寸で設定し、取水口ケーソン重量

コンクリートを考慮する条件とする。また、海水ポンプ室内

の水位に影響を与える管路部分については、貝付着を考慮し

ない条件も考慮する。さらに、津波水位を保守的に評価する

ため、これらの条件の組合せを考慮する。  

上記の仮設定値に対して、不確かさとして潮位のゆらぎに

加え、工学的余裕を考慮し、取水路防潮ゲートの閉止判断基

準を設定する。  
(b-3) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準の妥当性を確認するた

めの入力津波の設定方針  
詳細設計段階においては、取水路防潮ゲートの閉止判断基

準の妥当性を確認するために入力津波を設定する。設定に当

たっては、基準津波３及び基準津波４の波源に関する「崩壊

規模」又は「破壊伝播速度」のパラメータスタディの結果を

踏まえ、敷地高さに最近接する波形を設定する観点で選定し

た波形により入力津波を設定する。  
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また、津波水位の観測値には計装誤差が含まれることから、

詳細設計段階で確認する計装誤差についても考慮し、入力津

波波形の第１波の水位変動量を検知できることをもって、取

水路防潮ゲートの閉止判断基準の妥当性を確認することとす

る。

d. 敷地への遡上に伴う入力津波

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評価（以下「津波シ

ミュレーション」という。）に当たっては、津波シミュレーショ

ン上影響を及ぼす斜面や道路、取・放水路（取水路及び海水取水

トンネル等）の地形とその標高及び伝播経路上の人工構造物の設

置状況を考慮し、遡上域のメッシュサイズ（最小 3.125m）に合

わせた形状にモデル化する。

敷地沿岸域及び海底地形は、海上保安庁等による海底地形図、

海上音波探査結果及び取水口付近の深浅測量結果を使用する。ま

た、取・放水路（取水路及び海水取水トンネル等）の諸元、敷地

標高については、発電所の竣工図を使用する。

伝播経路上の人工構造物について、図面を基に津波シミュレー

ション上影響を及ぼす構造物、津波防護施設を考慮し、遡上・伝

播経路の状態に応じた解析モデル、解析条件が適切に設定された

遡上域のモデルを作成する。

敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては、敷地前面・側面

及び敷地周辺の津波の浸入角度及び速度並びにそれらの経時変

化を把握する。また、敷地周辺の浸水域の押し波・引き波の津波

の遡上・流下方向及びそれらの速度について留意し、敷地の地形、

標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込みを考慮

する。

津波シミュレーションに当たっては、遡上及び流下経路上の地

盤並びにその周辺の地盤について、地震による液状化、流動化又

はすべり、標高変化を考慮した津波シミュレーションを実施し、
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遡上波の敷地への到達（回り込みによるものを含む。）の可能性

について確認する。  

なお、敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁

となっている箇所はない。また、敷地西側に才谷川が存在するが、

発電所と才谷川は標高約 100m の山を隔てており、敷地への遡上

波に影響することはない。  

遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当っては、基準地

震動に伴う地形変化、標高変化が生じる可能性について検討し、

放水口側及び取水口側のそれぞれについて、津波水位に及ぼす影

響を評価する。  

放水口側の影響評価として、放水口付近は、埋立層及び沖積層

が分布し基準地震動が作用した場合、地盤が液状化により沈下す

るおそれがあることから、有効応力解析結果により第 1.5.3 図に

示す沈下量を設定し、沈下後の敷地高さを津波シミュレーション

の条件として考慮する。なお、放水口付近には遡上経路に影響を

及ぼす斜面は存在しない。  
取水口側の影響評価として、取水口側の流入経路の大半は岩盤

であり取水口についても地盤改良を行っていることから、基準地

震動が作用した場合においても沈下はほとんど生じることはな

く、取水口及び取水路周辺斜面についても、基準地震動により津

波シミュレーションに影響するすべりは生じないことを確認し

ていることから、津波シミュレーションの条件として沈下及びす

べりは考慮しない。  
また、取水口側の影響評価については、「c. 取水路・放水路

等の経路からの流入に伴う入力津波」に示すとおり、取水路防潮

ゲートの開口幅を実寸で設定し、取水口ケーソン重量コンクリー

トを考慮する条件や貝付着を考慮しない条件も津波シミュレー

ションの条件として考慮する。さらに、津波水位を保守的に評価

するため、これらの条件の組合せを考慮する。  

8(3)-1-12



  
 
 

 
 
 

初期潮位は朔望平均満潮位 T.P.＋0.49m とし、潮位のバラツ

キ 0.15m については津波シミュレーションより求めた津波水位

に加えることで考慮する。  
基準津波の最高水位分布を第 1.5.2 図及び第 1.5.3 図に示す。

遡上高さは、大部分において、T.P.＋5.5m 以下（浸水深 2.5m 以

下）であり、一部においては T.P.＋6.5m 程度（浸水深 3.5m 程

度）となっている。  
なお、取水口及び放水口内外で最高水位や傾向に大きな差異は

なく、取水口及び放水口近傍で局所的な海面の励起は生じていな

い。  

敷地前面又は津波浸入方向に正対した面における敷地及び津

波防護施設について、その標高の分布と施設前面の津波の遡上高

さの分布を比較すると、遡上波が敷地に地上部から到達、流入す

る可能性がある。遡上波を施設の設計に使用する入力津波として

設定する場合、施設周辺の最高水位を安全側に評価したものを入

力津波高さとする。  
（第 1.5.1 図(1)、(2)、第 1.5.2 図及び第 1.5.3 図は、変更前の

図に同じ）  

 
1.5.1.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  

津波防護の基本方針は、以下の(1)～(5)のとおりである。 

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止

設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。下記(3)において同

じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津

波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。ま

た、取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。  

(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の

上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防

止できる設計とする。 

(3) 上記 2 方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包
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する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津波に

よる影響等から隔離可能な設計とする。  

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止

できる設計とする。  
(5) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持

できる設計とする。  

以上の基本方針のうち、(1)に関して、遡上波を地上部から到達又は

流入させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入させない

設計とするため、外郭防護として取水路に取水路防潮ゲート、１号及び

２号炉放水口側に放水口側防潮堤及び防潮扉、１号及び２号炉放水路に

屋外排水路逆流防止設備、１号及び２号炉放水ピットに１号及び２号炉

放水ピット止水板、海水ポンプ室に海水ポンプ室浸水防止蓋、１号炉海

水ポンプ室、２号炉海水ポンプ室及び海水ポンプ室に潮位計（防護用）、

１号及び２号炉中央制御室並びに中央制御室に衛星電話（津波防護用）

を設置する。また、基準津波３及び基準津波４は、第２波以降の押し波

が地上部から到達又は流入するおそれがあることから津波の第２波以

降の影響を防止するために、第１波にて取水路防潮ゲートの閉止判断基

準を検知した場合に、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路

防潮ゲートを閉止する手順を整備する。  
(2)に関して、漏水による重要な安全機能への影響を防止する設計と

するため、外郭防護として海水ポンプ室に海水ポンプ室浸水防止蓋を設

置する。  

(4)に関して、引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保

持できる設計とするため、取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）及び衛

星電話（津波防護用）を設置する。また、基準津波３及び基準津波４は、

第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持

できないおそれがあることから津波の第２波以降の影響を防止するた

めに、第１波にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、

循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する

手順を整備する。  
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(5)に関して、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握する

ため、津波監視設備として、３号炉原子炉格納施設及び４号炉原子炉補

助建屋に津波監視カメラ、海水ポンプ室に潮位計（監視用）を設置する。

なお、(1)及び(4)に関して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に取水路防潮ゲートを閉止することにより、基準津波３及び基

準津波４に対し、敷地への遡上を防止できる設計、水位の低下に対して

海水ポンプが機能保持できる設計とするが、これに加え、可能な限り早

期に津波に対応するため、発電所構外の観測潮位を用いた手順を整備す

る。

津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を軽

減するために取水口カーテンウォールを設置する。

津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.5.2 表に示す。また、敷地

の特性に応じた津波防護の概要を第 1.5.4 図に示す。  

1.5.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１）  
(1) 遡上波の地上部からの到達、流入の防止

設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止

設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋

及び区画並びに海水ポンプ室及び燃料油貯油そうが設置されてい

る周辺敷地高さは T.P.+3.5m であり、取水路、放水路から津波によ

る遡上波が地上部から到達・流入するおそれがあるため、津波防護

施設として取水路防潮ゲート、潮位計（防護用）、衛星電話（津波

防護用）、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流防止設備並び

に１号及び２号炉放水ピット止水板を設置する。また、大津波警報

が発表された場合、押し波の地上部からの到達又は流入を防止する

ため、原則、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮

ゲートを閉止する手順を整備する。

基準津波３及び基準津波４は、第１波の押し波が地上部から到達

又は流入しないものの、取水路から海水ポンプ室に至る経路におい

て第１波より第２波以降の水位変動量が大きいため、第２波以降の
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押し波が地上部から到達又は流入するおそれがある。そのため、津

波防護施設として、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知するた

めに潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。ま

た、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合、押し波の地

上部からの到達又は流入を防止するため、循環水ポンプを停止（プ

ラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。

なお、復水タンクについては、T.P.＋15.0m に設置されており、

津波による遡上波は地上部から到達、流入しない。

また、海水ポンプエリアにおける床面からの浸水を防ぐために、

浸水防止設備として海水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。これらの

浸水対策の概要について、第 1.5.5 図に示す。  
なお、遡上波の地上部からの到達、流入の防止として、津波防護

施設を設置する以外に、地山斜面、盛土斜面等の活用はしていない。 
（第 1.5.5 図は、変更前の図に同じ。）  

(2) 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止

敷地への海水流入の可能性のある経路を第 1.5.3 表に示す。

特定した流入経路から、津波が流入する可能性について検討を行

い、高潮ハザードの再現期間 100 年に対する期待値を踏まえた裕度

と比較して、十分に余裕のある設計とする。特定した流入経路から、

津波が流入することを防止するため、津波防護施設として、取水路

防潮ゲート、潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）、放水口側

防潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流防止設備並びに１号及び２号炉放

水ピット止水板を設置する。また、大津波警報が発表された場合、

特定した流入経路からの津波の流入を防止するため、原則、循環水

ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手

順を整備する。

基準津波３及び基準津波４は、第１波の押し波が特定した流入経

路から流入しないものの、取水路から海水ポンプ室に至る経路にお

いて第１波より第２波以降の水位変動量が大きいため、第２波以降

の押し波が特定した流入経路から流入するおそれがある。そのため、
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津波防護施設として、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知する

ために潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。

また、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合、特定した

流入経路から、津波が流入することを防止するため、循環水ポンプ

を停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整

備する。  

また、浸水防止設備として、海水ポンプ室に海水ポンプ室浸水防

止蓋を設置する。これらの浸水対策の概要について、第 1.5.4 図に

示す。また、浸水対策の実施により、特定した流入経路からの津波

の流入防止が可能であることを確認した結果を第 1.5.4 表に示す。  

（第 1.5.3 表及び第 1.5.4 表は、変更前の表に同じ。）  

 
1.5.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止  

(1) 海水ポンプの取水性  

基準津波による水位の低下に伴う取水路等の特性を考慮した海水

ポンプ位置の評価水位を適切に算出するため、津波シミュレーショ

ンにおいて管路部分に仮想スロットモデルによる一次元不定流の連

続式及び運動方程式を組み込んだ詳細数値計算モデルにより管路解

析を併せて実施する。また、その際、取水口から海水ポンプ室に至

る系をモデル化し、管路の形状、材質及び表面の状況に応じた摩擦

損失を考慮するとともに、貝付着やスクリーンの有無を考慮し、計

算結果に潮位のバラツキの加算や安全側に評価した値を用いる等、

計算結果の不確実性を考慮した評価を実施する。  
引き波時の水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できる設

計とするため、津波防護施設として取水路防潮ゲート、潮位計（防

護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、循環水ポン

プ室及び海水ポンプ室は水路によって連絡されているため、発電所

を含む地域に大津波警報が発表された場合、引き波時における海水

ポンプの取水量を確保するため、原則、循環水ポンプを停止（プラ

ント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。  
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基準津波３及び基準津波４は、第１波の引き波による水位の低下

に対して海水ポンプが機能保持できるものの、取水路から海水ポン

プ室に至る経路において第１波より第２波以降の水位変動量が大

きいため、第２波以降の引き波による水位の低下に対して海水ポン

プが機能保持できないおそれがある。そのため、津波防護施設とし

て、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知するために潮位計（防

護用）及び衛星電話（津波防護用）を設置する。また、取水路防潮

ゲートの閉止判断基準を検知した場合、引き波時における海水ポン

プの取水量を確保するため、循環水ポンプを停止（プラント停止）

し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。  

この評価の結果、海水ポンプ室前の入力津波高さは、T.P.-3.3m
であり、海水ポンプの設計取水可能水位 T.P.-3.52m（水位下降側の

海水ポンプ室前の入力津波高さについては、基準津波３の隠岐トラ

フ海底地すべりを波源としていることから地盤変動による隆起は

考慮しない）を上回ることから、水位低下に対して海水ポンプは機

能保持できる。  
(2) 津波の二次的な影響による海水ポンプの機能保持確認  

c. 漂流物の取水性への影響  

(a) 漂流物の抽出方法  
  第 1.5.6 図を変更する。第 1.5.6 図以外は変更前の「(a) 漂流

物の抽出方法」の記載に同じ。  
(b) 抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備の影響確認  

基準津波の津波シミュレーション結果によると、取水口付近

については取水路防潮ゲートまで、１号及び２号炉放水口物揚

岸壁付近については放水口側防潮堤及び防潮扉まで津波が遡上

する。また、基準地震動による液状化等に伴う敷地の変状や潮

位のバラツキ（0.15m）を考慮した場合、３号及び４号炉放水

ピット付近も津波が遡上する。これらを踏まえ、基準津波によ

り漂流物となる可能性のある施設・設備が海水ポンプの取水確

保へ影響を及ぼさないことを確認する。  

8(3)-1-18



  
 
 

 
 
 

この結果、発電所構内で漂流する可能性があるものとして、

１号及び２号炉放水口側の協力会社事務所等があるが、放水口

側防潮堤及び防潮扉で防護されるため、取水性への影響はない。

また、これらの設置位置及び津波の流向を考慮すると漂流物は

取水口へは向かわない。  
なお、発電所構内の物揚岸壁に停泊する燃料等輸送船は、津

波警報等発表時には緊急退避するため、漂流物とはならない。

一方、津波警報等が発表されず、かつ、荷役中に発電所構外に

て津波と想定される潮位の変動を観測した場合は、燃料等輸送

船は緊急退避しないが、物揚岸壁への係留が維持できること、

物揚岸壁に乗り上がらないこと及び着底や座礁により航行不能

にならないことを確認しており、漂流物とはならない。また、

荷役中以外でも、燃料等輸送船は緊急退避しなくても物揚岸壁

への係留が維持できること、物揚岸壁に乗り上がらないこと及

び着底や座礁により航行不能にならないことを確認しており、

漂流物とはならないが、より安全性を高めるために緊急退避す

る。  
発電所構内の放水口側防潮堤の外側に存在する車両は、津波

の流況及び地形並びに車両位置と津波防護施設との位置関係を

踏まえ、津波防護施設への影響を確認し、津波防護施設に影響

を及ぼさない方針とする。  
発電所構外で漂流する可能性があるものとして、発電所近傍

で航行不能になった漁船が挙げられるが、取水口側は取水路防

潮ゲート、放水口側は放水口側防潮堤及び防潮扉により防護さ

れるため、取水性への影響はない。取水路防潮ゲート、放水口

側防潮堤及び防潮扉の設計においては、漂流物として衝突する

可能性があるもののうち、最も重量が大きい総トン数 10t 級(排
水トン数 30t)の小型漁船を衝突荷重として評価する。  

一部、取水口に向かう漁船については、取水路に沿って取水

路防潮ゲートに向かうが、万一、取水路内を漂流する場合にお
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いても、海水取水トンネル呑み口前にとどまることはなく、ま

た、海水取水トンネル呑み口前面に閉塞防止措置として鋼製杭

を設置することから、漂流物により海水取水トンネル呑み口が

閉塞することはない。なお、鋼製杭については、海水取水トン

ネルの通水機能に影響のない設計とする。

発電所近傍を通過する定期船に関しては、発電所沖合約

14km に定期航路があるが、半径 5km 以内の敷地前面海域にな

いことから発電所に対する漂流物とならない。

除塵装置であるロータリースクリーンについては、基準津波

の流速に対し、スクリーンの水位差が、設計水位差以下である

ため、損傷することはなく漂流物とならないことから、取水性

に影響を及ぼすことはないことを確認している。

1.5.1.7 津波監視  

敷地への津波の繰返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止

設備の機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置する。津

波監視設備としては、津波監視カメラ及び潮位計（監視用）を設置

する。各設備は海水ポンプ室前面の入力津波高さ T.P.+2.9m に対し

て波力、漂流物の影響を受けない位置に設置し、津波監視機能が十

分に保持できる設計とする。また、基準地震動に対して、機能を喪

失しない設計とする。設計に当たっては、自然条件（積雪、風荷重

等）との組合せを適切に考慮する。

(1) 津波監視カメラ

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉共用設備である津波監視カメ

ラは、敷地への津波襲来監視を目的として、取水口側は３号炉原子

炉格納施設壁面 T.P.＋46.8m、放水口側は４号炉原子炉補助建屋壁

面 T.P.＋36.2m に設置し、暗視機能等を有したカメラを用い、中央

制御室から監視可能な設計とする。

(2) 潮位計（監視用）
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３号炉及び４号炉共用設備である潮位計（監視用）は、津波高さ

計測を目的として、海水ポンプ室 T.P.＋4.6m に設置し、上昇側及び

下降側の津波高さを計測できるよう、T.P.約－4.0m～T.P.約+4.0m
を測定範囲とし、中央制御室から監視可能な設計とする。
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1.5.2 重大事故等対処施設の耐津波設計  
1.5.2.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

第 1.5.5 表を変更する。第 1.5.5 表以外は変更前の「(1) 津波防護

対象の選定」の記載に同じ。

1.5.2.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  

津波防護の基本方針は、以下の(1)～(5)のとおりである。  
(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防

止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。下記(3)において

同じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準

津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。

また、取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

(2) 取水・放水施設、地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するために必要

な機能への影響を防止できる設計とする。

(3) 上記 2 方針のほか、重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津波

による影響等から隔離可能な設計とする。

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必

要な機能への影響を防止できる設計とする。

(5) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持

できる設計とする。

以上の基本方針のうち、(1)に関して、遡上波を地上部から到達又は

流入させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入させない

設計とするため、外郭防護として取水路に取水路防潮ゲート、１号及

び２号炉放水口側に放水口側防潮堤及び防潮扉、１号及び２号炉放水

路に屋外排水路逆流防止設備、１号及び２号炉放水ピットに１号及び

２号炉放水ピット止水板、海水ポンプ室に海水ポンプ室浸水防止蓋、

１号炉海水ポンプ室、２号炉海水ポンプ室及び海水ポンプ室に潮位計

（防護用）、１号及び２号炉中央制御室並びに中央制御室に衛星電話
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（津波防護用）を設置する。また、基準津波３及び基準津波４は、第

２波以降の押し波が地上部から到達又は流入するおそれがあることか

ら津波の第２波以降の影響を防止するために、第１波にて取水路防潮

ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、循環水ポンプを停止（プラ

ント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。

(2)に関して、漏水による重要な安全機能への影響を防止する設計と

するため、外郭防護として海水ポンプ室に海水ポンプ室浸水防止蓋を

設置する。

(4)に関して、引き波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保

持できる設計とするため、取水路防潮ゲート及び潮位計（防護用）を

設置する。また、基準津波３及び基準津波４は、第２波以降の引き波

による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できないおそれが

あることから、津波の第２波以降の影響を防止するために、第１波に

て取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、循環水ポンプ

を停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備

する。

(5)に関して、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握する

ため、津波監視設備として、３号炉原子炉格納施設及び４号炉原子炉

補助建屋に津波監視カメラ、海水ポンプ室に潮位計（監視用）を設置

する。

なお、(1)及び(4)に関して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に取水路防潮ゲートを閉止することにより、基準津波３及び

基準津波４に対し、敷地への遡上を防止できる設計、水位の低下に対

して海水ポンプが機能保持できる設計とするが、これに加え、可能な

限り早期に津波に対応するため、発電所構外の観測潮位を用いた手順

を整備する。

 津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を軽

減するために取水口カーテンウォールを設置する。

緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）、空冷式非常用発電装置、泡

混合器、仮設組立式水槽、可搬式代替低圧注水ポンプ、送水車、シル
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トフェンス、スプレイヘッダ、大容量ポンプ、大容量ポンプ（放水砲

用）、タンクローリー、電源車、電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ

用）、電源車（緊急時対策所用）、ブルドーザ、放水砲、油圧ショベ

ル、空気供給装置、緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策

所非常用空気浄化フィルタユニット及び蓄電池（３系統目）の区画は

津波の影響を受けない位置に設置されており、新たな津波防護対策は

必要ない。

津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.5.2 表に示す。また、敷

地の特性に応じた津波防護の概要を第 1.5.4 図に示す。  

1.5.2.4 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止

（外郭防護２）

取水・放水設備及び地下部等において、漏水による浸水範囲を限定

して、重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する設

計とする。具体的には、「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計方針」

を適用する。
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1.5.3 特定重大事故等対処施設の耐津波設計  
1.5.3.1 特定重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針  

(1) 津波防護対象の選定

第 1.5.6 表を変更する。第 1.5.6 表以外は変更前の「(1) 津波防護

対象の選定」の記載に同じ。

1.5.3.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針  
津波防護の基本方針は、以下の(1)～(3)のとおりである。  
(1)  特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水

防止設備及び津波監視設備を除く。下記(2)において同じ。）を内包す

る建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を

地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水路及び放水

路等の経路から流入させない設計とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) (1)の方針のほか、特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津波

による影響等から隔離可能な設計とする。

(3) 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持で

きる設計とする。

以上の基本方針のうち、(1)に関して、遡上波を地上部から到達又

は流入させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入させ

ない設計とするため、外郭防護として取水路に取水路防潮ゲート、

１号及び２号炉放水口側に放水口側防潮堤及び防潮扉、放水路に屋

外排水路逆流防止設備、放水ピットに１号及び２号炉放水ピット止

水板、海水ポンプ室に海水ポンプ室浸水防止蓋、１号炉海水ポンプ

室、２号炉海水ポンプ室及び海水ポンプ室に潮位計（防護用）、1 号

及び２号炉中央制御室並びに中央制御室に衛星電話（津波防護用）

を設置する。また、基準津波３及び基準津波４は、第２波以降の押

し波が地上部から到達又は流入するおそれがあることから津波の第

２波以降の影響を防止するために、第１波にて取水路防潮ゲートの

閉止判断基準を検知した場合に、循環水ポンプを停止（プラント停

止）し、取水路防潮ゲートを閉止する手順を整備する。

(3)に関して、津波が発生した場合に、その影響を俯瞰的に把握す

るため、津波監視設備として、３号炉原子炉格納施設壁面及び４号炉

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

原子炉補助建屋壁面に津波監視カメラ、海水ポンプ室に潮位計（監視用）

を設置する。

なお、 (1)に関して、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した

場合に取水路防潮ゲートを閉止することにより、基準津波３及び基準

津波４に対し、敷地への遡上を防止できる設計とするが、これに加え、

可能な限り早期に津波に対応するため、発電所構外の観測潮位を用い

た手順を整備する。

津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を軽

減するために取水口カーテンウォールを設置する。

 　　　　　　　　　　　　 は津波の影響を受けない位置に設置さ

れており、新たな津波防護対策は必要ない。

津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.5.2  表に示す。また、敷

地の特性に応じた津波防護の概要を第 1.5.4  図に示す。 
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1.8 竜巻防護に関する基本方針  
1.8.1 設計方針  

1.8.1.3 設計竜巻から防護する施設  
設計竜巻から防護する施設としては、安全施設が設計竜巻の影響を

受ける場合においても、原子炉施設の安全性を確保するために、「発電

用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定

されているクラス１、クラス２及びクラス３に該当する構築物、系統及

び機器とする。

ただし、竜巻防護施設を内包する建屋は、「1.8.1.4 竜巻防護施設を

内包する施設」として抽出する。

設計竜巻から防護する施設のうち、クラス３に属する施設は損傷す

る場合を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全

上支障のない期間に修復すること等の対応が可能な設計とすることに

より、安全機能を損なうことのない設計とすることから、クラス１及

びクラス２に属する施設を竜巻防護施設とする。

なお、クラス１に属する設備のうち、取水路防潮ゲート及び取水路

防潮ゲートと同等の設計とする潮位計（防護用）及び衛星電話（津波

防護用）については、設計竜巻により損傷する場合を考慮して、応急

処置により安全上支障のない期間に必要な機能を確保することが可能

な設計とすることにより、安全機能を損なうことのない設計とするこ

と、また、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備については、

竜巻は気象現象、津波は地震又は海底地すべりにより発生し、発生原

因が異なり、同時に発生することは考えられず、事象の組み合わせは

考慮しないことから、竜巻防護施設として抽出しない。

竜巻防護施設は以下に分類できる。

・建屋に内包され防護される施設（外気と繋がっている施設を除く。）

・建屋に内包されるが防護が期待できない施設

・屋外施設及び建屋内の施設で外気と繋がっている施設

竜巻防護施設のうち、屋外施設及び建屋内の施設で外気と繋がって

いる主な施設を、以下のとおり抽出する。
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（屋外施設）

・海水ポンプ（配管、弁を含む。）

・海水ストレーナ

・復水タンク（配管、弁を含む。）

・格納容器排気筒（建屋外）

（建屋内の施設で外気と繋がっている施設）

・換気空調設備（アニュラス空気浄化設備、安全補機室空気浄化設

備、格納容器排気系統、燃料取扱建屋排気系統、放射線管理室排

気系統、中央制御室空調装置、安全補機開閉器室空調装置及びデ

ィーゼル発電機室の換気空調設備の外気と繋がるダクト・ファン

及び外気との境界となるダンパ・バタフライ弁）

・格納容器排気筒（建屋内）

1.8.2 手順等  

(1) 飛来時の運動エネルギー、貫通力が設計飛来物である鋼製材よりも

大きなものについては、管理規定を定め、設置場所等に応じて固縛、

建屋内収納又は撤去により飛来物とならない管理を行う手順等を整備

し、的確に実施する。

(2) 車両に関しては入構を管理するとともに、竜巻の襲来が予想される

場合には、停車している場所に応じて退避又は固縛することにより飛

来物とならない管理を行う手順等を整備し、的確に実施する。

(3) 竜巻飛来物防護対策設備の取付・取外操作、飛来物発生防止対策の

ために設置した設備の操作については、手順等を整備し、的確に操作

を実施する。

(4) 竜巻の襲来が予想される場合には、ディーゼル発電機建屋の水密扉

の閉止状態を確認し、換気空調系統のダンパ等を閉止する手順等を整

備し、的確に実施する。

(5) 竜巻の襲来が予想される場合の燃料取扱作業中止については、手順

等を整備し、的確に操作を実施する。

(6) 安全施設のうち、竜巻に対して構造健全性が維持できない場合の代
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替設備又は予備品の確保においては、運用等を整備し、的確に実施す

る。  

(7) 竜巻飛来物防護対策設備について、要求機能を維持するために、保

守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。  
(8) 建屋開口部付近に飛来物が衝突し、原子炉施設の安全機能を損なう

可能性がある発火性又は引火性物質を内包する機器の設置については、

火災防護計画により適切に管理するとともに、必要に応じ防護対策を

行う。  
(9) 竜巻の襲来後については、屋外設備の点検を実施し損傷の有無を確

認する手順等を整備し、的確に実施する。  

(10) 竜巻の襲来後、格納容器排気筒に損傷を発見した場合の措置につい

て、損傷を発見した場合、気体廃棄物の放出を実施していればすみや

かに停止し、応急補修を行う手順等を整備し、的確に実施する。また、

応急補修が困難と判断された場合にはプラントを停止する手順等を整

備し、的確に実施する。  
(11) 竜巻の襲来後、取水路防潮ゲート若しくは潮位計（防護用）又は衛

星電話（津波防護用）に損傷を発見した場合の措置について、取水路

防潮ゲートの駆動機構若しくは潮位計（防護用）又は衛星電話（津波

防護用）に損傷を発見した場合、安全機能回復の応急処置を行う手順

等を整備し、的確に実施する。また、応急処置が困難と判断された場

合にはプラントを停止する手順等を整備し、的確に実施する。  
(12) 竜巻の襲来後、建屋外において火災を発見した場合、消火用水、化

学消防自動車及び小型動力ポンプ付き水槽車等による消火活動を行う

手順等を整備し、的確に実施する。  
(13) 竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な技術的能力を

維持・向上させることを目的とし、竜巻に対する運用管理に関する教

育及び訓練を定期的に実施する。 
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1.12 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  
1.12.18 原子炉設置変更許可申請（2019 年 9 月 26 日申請分）に係る安全設

計の方針

1.12.18.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合  
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第四条 地震による損傷の防止  

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準

地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。  

 
適合のための設計方針  
第１項について  
  潮位計（防護用）、潮位計（監視用）及び衛星電話（津波防護用）につ

いては、基準地震動Ssによる地震力に対して、それぞれの設備に要求され

る機能が保持できる設計とする。  
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第五条 津波による損傷の防止  

  設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな

影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対し

て安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。  

 
適合のための設計方針  

基準津波は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷

地周辺までの海底地形、地質構造及び地震活動性等の地震学的見地か

ら想定することが適切なものとして策定する。  
入力津波は基準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算

定される時刻歴波形として設定する。  
耐津波設計としては、以下の方針とする。  

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び

区画の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から

到達又は流入させない設計とする。また、取水路及び放水路等から施

設へ流入させない設計とする。  
基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性があ

ることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、津波

襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより、遡上波を地上

部から到達又は流入させない設計とする。  
 (2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の

上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止

する設計とする。  
(3) (1)(2)に規定するものの他、設計基準対象施設の津波防護対象設備

（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を

除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水対策を行うことに

より津波による影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲

を明確化するとともに、津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水

量を保守的に想定した上で、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性の
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ある経路及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を特定し、それらに

対して必要に応じ浸水対策を施す設計とする。  

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止

する設計とする。そのため、海水ポンプについては、基準津波による

水位の低下に対して、海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な

海水が確保できる設計とする。また、基準津波による水位変動に伴う

砂の移動・堆積及び漂流物に対して海水取水トンネル及び海水ポンプ

室の通水性が確保でき、かつ取水口からの砂の混入に対して海水ポン

プが機能保持できる設計とする。  
基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性があ

ることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に、津波

襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより水位の低下に対

して海水ポンプが機能保持でき、かつ冷却に必要な海水が確保できる設

計とする。  

 (5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津

波に対する設計を行うために、津波の伝播特性及び浸水経路等を考慮

して、それぞれの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に

対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また、

津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持でき

る設計とする。  
(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては、

地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津

波の繰返しの襲来による影響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂

移動及び漂流物等）及び自然条件（積雪、風荷重等）を考慮する。  
(7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水ポ

ンプの取水性の評価に当たっては、入力津波による水位変動に対して

朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。なお、その他の要

因による潮位変動についても適切に評価し考慮する。また、地震によ

り陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデ

ルから算定される、敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施
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する。  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確かさとし

て潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側の設計とする。  
(8) (1)及び(4)に規定する設計のうち、基準津波３及び基準津波４に対す

るものは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影

響のおそれがある津波の第１波を網羅的に検知できる取水路防潮ゲー

トの閉止判断基準の設定が必須であるため、基準津波３及び基準津波

４を用いて取水路防潮ゲートの閉止判断基準を設定する。  
基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模が小さくなると振幅が小さく

なり、破壊伝播速度が小さくなると振幅が小さくなって周期が長くなる。 

したがって、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しくは水位の

低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を全て包含する波

源とするために、基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模及び破壊伝播

速度の値を固定しない波源として策定する。なお、崩壊規模の上限は、

判読した海底地すべり地形の崩壊部が一度に全て崩壊する場合とし、破

壊伝播速度の上限は、Watts他の予測式から求まる海底地すべりの速度

の最大値（Umax）とする。  
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第六条 外部からの衝撃による損傷の防止

１ 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項にお

いて同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないもので

なければならない。

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれが

あると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければなら

ない。

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわ

ないものでなければならない。

適合のための設計方針

第１項について

 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）については、想定される

自然現象により損傷する場合には、応急処置により安全上支障のない期間

に必要な機能を確保することが可能な設計とすることにより、安全機能を

損なうことのない設計とする。想定される自然現象の襲来後、潮位計（防

護用）又は衛星電話（津波防護用）に損傷を発見した場合の措置について、

潮位計（防護用）又は衛星電話（津波防護用）に損傷を発見した場合、安

全機能回復の応急処置を行う手順等を整備し、的確に実施する。また、応

急処置が困難と判断された場合にはプラントを停止する手順等を整備し、

的確に実施する。

第２項について

 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、当該施設に大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該施設に作用す

る衝撃を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、適切に組み合

わせて設計する。
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第３項について

 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、発電所敷地又はその

周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対

して安全機能を損なうことのない設計とする。
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第十二条 安全施設

１ 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保され

たものでなければならない。

２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機

能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単

一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと

（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した

場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよ

う、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考

慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでな

ければならない。

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができる

ものでなければならない。

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の

重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査がで

きるものでなければならない。

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損傷に

伴う飛散物により、安全性を損なわないものでなければならない。 

６ 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は

相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。

適合のための設計方針

第１項について

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、入力津波による遡

上波が、設計基準対象施設である津波防護対象設備に到達、流入するこ

とを防ぐ重要施設である取水路防潮ゲートの閉止判断にかかわる直接関

連系である。 

このため、潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は重要安全
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施設として取水路防潮ゲートと同等の設計とする。

第２項について

潮位計（防護用）は、津波防護機能を達成するため、その構造、動作

原理、果たすべき安全機能の性質等を考慮し、１号、２号、３号及び４

号炉共用の４チャンネルとし、多重性を確保する設計とする。また、衛

星電話（津波防護用）は、津波防護機能を達成するため、その構造、動

作原理、果たすべき安全機能の性質等を考慮し、１号、２号、３号及び

４号炉共用とし、１号及び２号炉中央制御室に３台、中央制御室に３台

設置し、多重性を確保する設計とする。各系列相互間は、離隔距離を取

るか必要に応じ障壁を設ける等により、物理的に分離し、所定の安全機

能を達成できる設計とする。また、潮位計（防護用）及び衛星電話（津

波防護用）に必要な電源系もそれぞれに独立した系統により多重化した

設計とする。また、電源系は、安全系の電源より電源供給することで外

部電源喪失時にも潮位観測及び当直課長間の連携を可能とすることから、

単一故障に対して津波防護機能を失わない設計とする。 

  第３項について 

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）の設計条件を設定する

に当たっては、想定される環境条件を考慮し十分余裕を持って機能維持

が可能な設計とする。 

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）への給電には、難燃性

ケーブルを使用するとともに、電源系を独立させ、内部火災等の影響を

受けない設計とする。 

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）の電源は、十分な厚さ

のコンクリート壁で防護し、竜巻、外部火災等自然現象による影響を受

けない設計とする。 

基準地震動Ssに対して、潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）

の機能を喪失しない設計とする。 
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第４項について  
潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、その健全性及び能

力を確認するため、必要性及びプラントに与える影響を考慮して、原子

炉の運転中又は停止中に試験又は検査が可能な設計とする。 

 

第５項について 

潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）は、発電所内の蒸気タ

ービン、ポンプ、発電機等の大型回転機器の損壊によって発生する飛来

物により、その安全機能を損なうことのないよう、蒸気タービン、ポン

プ、発電機等の機器設計、製作、品質管理及び運転管理に十分な考慮を

払い、飛来物が発生する可能性を十分低く抑える設計とする。また、潮

位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）と蒸気タービン、ポンプ等

とは距離による離隔がなされていることから飛来物による影響は及ぶこ

とはない設計としている。蒸気タービン及び発電機は、破損防止対策を

行なうことにより、破損事故の発生確率を低くするとともに、タービン

ミサイルの発生を仮に想定しても安全機能を有する構築物、系統及び機

器への到達確率を低くすることによって、発電用原子炉施設の安全性を

損なうことのない設計とする。 

 

第６項について 

潮位計（防護用）は、取水路防潮ゲートの閉止判断にかかわる必要な

情報を１号及び２号炉中央制御室並びに中央制御室の監視モニタに指示

及び警報発信し、衛星電話（津波防護用）を用いた１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の連携により、発電所全体における津波

の襲来状況を的確に把握することができ、安全性が向上するため、取水

路防潮ゲートと同様に全共用とする。 

なお、潮位検出器、監視モニタ等からなる潮位計（防護用）の４つの

チャンネルは独立した系統とし、多重性を持たせることで、各々の潮位

計（防護用）の間で相互に接続しないものとし、基準津波に対して安全

機能を損なうおそれがないように設計する。 
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また、衛星電話（津波防護用）は独立した系統とし、１号及び２号炉

中央制御室に３台、中央制御室に３台設置し、多重性を持たせることで、

基準津波に対して安全機能を損なうおそれがないように設計する。 
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第二十六条 原子炉制御室等  

１ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室（安

全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなけ

ればならない。  

 二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとする

こと。  

 
適合のための設計方針  
第１項第２号について  

原子炉施設に影響を及ぼす可能性があると想定される自然現象等に加

え、発電所構内の状況（海側、山側）を、屋外に設置した暗視機能等を持

った監視カメラを遠隔操作することにより中央制御室にて昼夜にわたり

把握することができる設計とする。  
また、津波、竜巻等による発電所構内の状況の把握に有効なパラメータ

は、潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）、潮位観測システム、気

象観測設備等にて測定し中央制御室にて確認できる設計とする。  
さらに、中央制御室にＦＡＸ等も設置し、公的機関からの地震、津波、

竜巻情報等を入手できる設計とする。  
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第三十五条 通信連絡設備

１ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に

対し必要な指示ができるよう、警報装置（安全施設に属するものに限

る。）及び多様性を確保した通信連絡設備（安全施設に属するものに

限る。）を設けなければならない。

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において発電用原子炉施

設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様

性を確保した専用通信回線を設けなければならない。

適合のための設計方針

第１項について

設計基準事故が発生した場合において、中央制御室等から人が立ち入る

可能性のある原子炉補助建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の者への操

作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる

装置及び音声等により行うことができる設備として、警報装置及び多様性

を確保した通信設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。また、

緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備とし

て、データ伝送設備（発電所内）を設置する設計とする。

なお、警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備（発電所内）

については、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待で

きない場合でも動作可能な設計とする。

第２項について

設計基準事故が発生した場合において、発電所外の原子力事業本部、本

店、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係

る連絡を音声等により行うことができる設備として、通信設備（発電所外）

を設置又は保管する設計とする。また、発電所内から発電所外の緊急時対

策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できる設備として、

データ伝送設備（発電所外）を設置する設計とする。

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）については、有
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線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成の専用

通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設

計とする。

なお、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）について

は、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電源が期待できない場

合でも動作可能な設計とする。
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第四十条 津波による損傷の防止

  重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

適合のための設計方針

以下、本条文において、特定重大事故等対処施設（一の施設）を「特

定重大事故等対処施設」という。

基準津波及び入力津波の策定に関しては、第５条の「適合のための設

計方針」を適用する。

耐津波設計としては以下の方針とする。

(1) 重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設の津波防護対象設

備（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を内

包する建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡

上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取水路

及び放水路等の経路から流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可能性

があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合

に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止することにより、

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

8(3)-1-45



 

(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処するために必要な

機能への影響を防止する設計とする

(3) (1)(2)に規定するもののほか、重大事故等対処施設及び特定重大事故

等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備及び津

波監視設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水対策

を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため、浸水防

護重点化範囲を明確化するとともに、必要に応じて実施する浸水対策

については、第５条の「適合のための設計方針」を適用する。

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要

な機能への影響を防止する設計とする。そのため、海水ポンプについ

ては、第５条の「適合のための設計方針」を適用する。

また、大容量ポンプ及び送水車については、基準津波による水位の

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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変動に対して取水性を確保でき、取水口からの砂の混入に対して、ポ

ンプが機能保持できる設計とする。

(5) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持につい

ては、第５条の「適合のための設計方針」を適用する。

(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海水ポ

ンプ等の取水性の評価に当たっては、第５条の「適合のための設計方

針」を適用する。

(7) 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水位の低

下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に検知で

きる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定については、第五条の

「適合のための設計方針」を適用する。
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第六十二条 通信連絡を行うために必要な設備

  発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合において当該発

電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設けなければならない。

適合のための設計方針

重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は保

管する。

重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所内）及び緊急時

対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送できるデータ

伝送設備（発電所内）を設ける。

通信設備（発電所内）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛星

電話（固定）、衛星電話（携帯）、トランシーバー、携行型通話装置及び

インターフォンは、中央制御室、緊急時対策所又は原子炉補助建屋等に設

置又は保管する設計とする。

データ伝送設備（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は、原子炉補助建屋に設置し、ＳＰＤＳ表示装置は、緊急時対策

所に設置する設計とする。

衛星電話（固定）は、屋外に設置したアンテナと接続することにより、

屋内で使用できる設計とする。

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機又は電源車（緊急時対策

所用）（ＤＢ）に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代

替電源設備である空冷式非常用発電装置又は電源車（緊急時対策所用）か

ら給電できる設計とする。

衛星電話（携帯）、トランシーバー、携行型通話装置及びインターフォ

ンの電源は、充電池又は乾電池を使用する設計とする。

充電池を用いるものについては、充電池の残量が少なくなった場合は、

別の端末と交換することにより、継続して通話ができ、使用後の充電池は、
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中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電することができる設計とす

る。また、乾電池を用いるものについては、予備の乾電池と交換すること

により、7日間以上継続して通話ができる設計とする。  
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については、ディーゼル発電

機に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備で

ある空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。また、ＳＰＤＳ表

示装置については、電源車（緊急時対策所用）（ＤＢ）に加えて、全交流

動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である電源車（緊急時

対策所用）から給電できる設計とする。

重大事故等が発生した場合において、発電所外（社内外）の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）

及び発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必

要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発電所外）を設ける。

通信設備（発電所外）として、重大事故等が発生した場合に必要な衛星

電話（固定）、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、緊急時衛星通報シ

ステム及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、中央

制御室、緊急時対策所又は原子炉補助建屋等に設置又は保管する設計とす

る。

データ伝送設備（発電所外）として、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送システムは、原子炉補助建屋に設置する

設計とする。

衛星電話（固定）、衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムは、

屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設計と

する。

衛星電話（固定）の電源は、ディーゼル発電機又は電源車（緊急時対策

所用）（ＤＢ）に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、代

替電源設備である空冷式非常用発電装置又は電源車（緊急時対策所用）か

ら給電できる設計とする。

衛星電話（携帯）の電源は、充電池を使用しており、充電池の残量が少

なくなった場合は、別の端末と交換することにより、継続して通話ができ、
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使用後の充電池は、中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電すること

ができる設計とする。  

衛星電話（可搬）及び緊急時衛星通報システムの電源は、電源車（緊急

時対策所用）（ＤＢ）に加えて、全交流動力電源が喪失した場合において

も、代替電源設備である電源車（緊急時対策所用）から給電できる設計と

する。  

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、電源

車（緊急時対策所用）（ＤＢ）に加えて、全交流動力電源が喪失した場合

においても、代替電源設備である電源車（緊急時対策所用）から給電でき

る設計とする。  

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送シス

テムについては、ディーゼル発電機に加えて、全交流動力電源が喪失した

場合においても、代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給電でき

る設計とする。  

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へのデータ伝送の機能に係る設

備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての、安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメータ伝送システム、緊急時衛星通

報システム及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備に

ついては、固縛又は転倒防止処置を講じ、基準地震動による地震力に対し、

機能喪失しない設計とする。  
空冷式非常用発電装置については、「10.2 代替電源設備」にて記載す

る。  

電源車（緊急時対策所用）については、「10.10 緊急時対策所」にて記

載する。  
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（
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第1.5.1表 入力津波高さ一覧表 

水位下降側

T.P.+4.6m
(T.P.+4.7m)

T.P.+6.1m
(T.P.+6.2m)

T.P.+2.8m
(T.P.+2.9m)

T.P.+2.7m
(T.P.+2.9m)

T.P.+6.0m
(T.P.+6.2m)

T.P.+5.9m
(T.P.+6.0m)

T.P.+6.5m
(T.P.+6.7m)

T.P.+6.5m
(T.P.+6.6m)

T.P.－3.1m
(T.P.－3.3m)

海水ポンプ室
前面

水位上昇側

取水路防潮
ゲート前面

循環水ポン
プ室前面

１号及び２
号炉放水口
前面

取水口前面
放 水 路
（奥）

防潮扉前面
３号及び４
号炉放水口
前面

海水ポンプ
室前面

 
 

・（ ）内はバラツキを考慮した入力津波であり、バラツキとして、①潮位のバラ

ツキ(上昇側：0.15m、下降側：0.17m)、②入力津波の数値計算上のバラツキを考

慮し安全側に評価した値 
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第 1.5.2 表 津波防護対策の設備分類と設置目的 
設備分類 設置目的

・基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に
到達することを防止する。

・引き波時の水位低下に対して、海水ポンプの取
水可能水位を下回ることを防止する。

基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に到
達することを防止する。

基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に到
達することを防止する。

屋外排水路からの津波流入により浸水防護重点化
範囲に到達することを防止する。

１号及び２号炉放水ピットからの津波流入により
浸水防護重点化範囲に到達することを防止する。

浸水防止設備
海水ポンプ室床面からの津波流入による海水ポン

プエリアへの流入を防止する。

津波影響軽減施設 発電所周辺を波源とした津波の波力を軽減する。

津波防護対策

取水路防潮ゲート

放水口側防潮堤

防潮扉

屋外排水路

逆流防止設備

・基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に
到達することを防止する。

・引き波時の水位低下に対して、海水ポンプの取
水可能水位を下回ることを防止する。

潮位計（監視用）

取水口カーテンウォール

津波監視カメラ

津波監視設備
津波が発生した場合にその影響を俯瞰的に把握す

る。

海水ポンプ室
浸水防止蓋

潮位計（防護用）

衛星電話（津波防護用）

津波防護施設

１号及び２号炉

放水ピット止水板
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第 1.5.5 表 津波防護対象範囲の分類 

津波防護対象範囲 説明 対象 

(1)設計基準対象施設の津波

防護対象範囲（重大事故等対

処施設含む） 

重大事故等対処施設の津波防

護対象設備を内包する建屋及

び区画と設計基準対象施設の

津波防護対象設備を内包する

建屋及び区画が同一範囲 

原子炉格納施設、原子炉補助

建屋、制御建屋、中間建屋、

燃料油貯油そう、海水ポンプ

エリア、復水タンク及び非常

用取水設備 

(2)可搬型重大事故等対処設

備の津波防護対象範囲 

(1)を除く可搬型重大事故等対

処設備を内包する建屋及び区

画 

泡混合器、仮設組立式水槽、

可搬式代替低圧注水ポンプ、

送水車、シルトフェンス、ス

プレイヘッダ、大容量ポンプ、

大容量ポンプ（放水砲用）、タ

ンクローリー、電源車、電源

車（可搬式代替低圧注水ポン

プ用）、電源車（緊急時対策所

用）、ブルドーザ、放水砲、油

圧ショベル、空気供給装置、

緊急時対策所非常用空気浄化

ファン及び緊急時対策所非常

用空気浄化フィルタユニット 

(3)重大事故等対処施設のみ

の津波防護対象範囲 

(1)(2)を除く重大事故等対処

施設の津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画 

空冷式非常用発電装置、緊急

時対策所（緊急時対策所建屋

内）、蓄電池（３系統目） 

(4)津波防護施設、浸水防止

設備及び津波監視設備 

津波防護施設、浸水防止設備及

び津波監視設備については、入

力津波に対して機能を保持で

きることが必要 

取水路防潮ゲート、放水口側

防潮堤、防潮扉、潮位計（防

護用）、衛星電話（津波防護

用）、屋外排水路逆流防止設

備、１号及び２号炉放水ピッ

ト止水板、海水ポンプ室浸水

防止蓋、津波監視カメラ及び

潮位計（監視用） 
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第 1.5.6 表 特定重大事故等対処施設の津波防護対象範囲の分類 

津波防護対象範囲 説明 対象 

(3)津波防護施設、浸水

防止設備及び津波監視

設備 

津波防護施設、浸水防止設備及び

津波監視設備については、入力津

波に対して機能を保持できるこ

とが必要 

取水路防潮ゲート、放水

口側防潮堤、防潮扉、潮

位計（防護用）、衛星電

話（津波防護用）、屋外

排水路逆流防止設備、１

号及び２号炉放水ピッ

ト止水板、海水ポンプ室

浸水防止蓋、津波監視カ

メラ及び潮位計（監視

用） 

※ 「特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備」とは、特定重大事故等対処施設、

津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を津波から防護する設備を示す。 

 なお、津波監視設備は、基準津波に対する防護措置として、津波が発生した場

合にその影響を俯瞰的に把握することを目的に設置することから、津波防護対象

設備としている。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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放水路（奥）（若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）の組合せ）

防潮扉前面（若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）の組合せ）

海水ポンプ室前面（水位下降側）（隠岐トラフ海底地すべり（エリアＣ）） 
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第 1.5.1 図(3) 入力津波波形（３） 
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(a) 基準津波の流速及び流向の確認

(b) 漂流物調査範囲の選定

ｲ. 漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出範囲の選定
津波浸水深図（ハザードマップ）を用いた発電所周辺の調査

ﾛ. 漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出
①津波漂流物対象施設設計ガイドライン

及び公開データによる抽出
②津波漂流物対象施設設計ガイドライン以外

のものの公開データによる抽出
③現場ウォークダウンによる抽出

ﾊ. 発電所構外における漂流物となる可能性のある
施設・設備等の抽出結果の集約

【(c) 発電所構外における漂流物となる
可能性のある施設・設備等の抽出】

発電所構外

第 1.5.6 図（1/3） 漂流物評価フロー  
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(a) 基準津波の流速及び流向の確認

(b) 漂流物調査範囲の選定

ｲ. 漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出範囲の選定
高浜発電所構内配置図を用いた津波遡上範囲の調査

ﾛ. 漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出
①構内配置図による抽出
②現場ウォークダウンによる抽出

ﾊ. 発電所構内における漂流物となる可能性のある
施設・設備等の抽出結果の集約

【(d) 発電所構内における漂流物となる
可能性のある施設・設備等の抽出】

発電所構内

第 1.5.6 図（2/3） 漂流物評価フロー  
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ィ.当該施設・設備等
は漂流するか

漂流物となる可能性が
否定できない施設・設備等

ﾛ.津波の流向及び地形、緊急退避
の実効性を考慮した場合においても、
津波防護施設、取水機能を有する安全設備
等※1に対する漂流物となる可能性が
否定できない

津波防護施設、取水機能を有する安全設備等※1

に対する漂流物となる可能性が否定できない
施設・設備等

ﾊ.津波防護施設、取水機能を
有する安全設備等※1の取水性

への影響があるか

漂流物対策を実施する

津波防護施設、取水機能を有
する安全設備等※1の取水性へ
の影響なし

津波防護施設、取水機能を有
する安全設備等※1に対する漂
流物とはならない

漂流物とはならない

【(e) 漂流物となる可能性のある施設・設備等の評価】

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

重量物により沈降する

※1：取水機能を有する安全設備等とは海水取水機能を有する海水ポンプ、海水管等を示す。
※2：取水性への影響は津波防護施設の設置を考慮した評価を行う。

※2

（c）ﾊ. 発電所構外における漂流物となる可能性のある
施設・設備等の抽出結果の集約

（d）ﾊ. 発電所構内における漂流物となる可能性のある
施設・設備等の抽出結果の集約

第 1.5.6 図（3/3） 漂流物評価フロー  
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

8(3)-1-20 
と

8(3)-10-1 
の間

（記載の変更） 別紙 8(3)-6-1 のとおり変

更する。

8(3)-6-1



6. 計測制御系統施設

6.10 制御室

6.10.1 通常運転時等

6.10.1.2 中央制御室

6.10.1.2.2 主要設備

(2) 中央制御室

b. 気象観測設備等

津波、風（台風）、竜巻等による発電所構内の状況の把握に

有効なパラメータ（潮位、風向・風速等）を入手するために、

潮位計（防護用）、衛星電話（津波防護用）、潮位観測システム、

気象観測設備等を設置する。

別紙 8(3)-6-1 

8(3)-6-2



 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 
8(3)-10-1 

～  
8(3)-10-2 

 
 
 
 
 
 

 

（記載の変更） 

 

 
 

 
別紙 8(3)-10-1 のとおり

変更する。  
 
 
 

 

8(3)-10-1



10. その他発電用原子炉の附属施設

10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備

10.6.1 津波に対する損傷防止

10.6.1.1 設計基準対象施設

10.6.1.1.2 設計方針

設計基準対象施設は、基準津波に対して安全機能が損なわれるお

それがない設計とする。

耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水

防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包す

る建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡

上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取

水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。具体的

な設計内容を以下に示す。

a. 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸

水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を

内包する建屋及び区画並びに海水ポンプ室は基準津波によ

る遡上波が到達するおそれがあるため、津波防護施設及び浸

水防止設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部から到

達又は流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない

可能性があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を

検知した場合に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉

止することにより、遡上波を地上部から到達又は流入させな

い設計とする。

b. 上記 a.の遡上波については、敷地及び敷地周辺の地形及び

その標高、河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈

降を考慮して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能

性を検討する。また、地震による変状又は繰返し襲来する津

波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考え

別紙 8(3)-10-1 
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られる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。 
c. 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性に

ついて検討した上で、流入の可能性のある経路（扉、開口部

及び貫通口等）を特定し、必要に応じ浸水対策を施すことに

より、津波の流入を防止する設計とする。

(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考

慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への

影響を防止する設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。

a. 取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水

施設及び地下部等における漏水の可能性を検討した上で、漏

水が継続することによる浸水範囲を想定（以下「浸水想定範

囲」という。）するとともに、同範囲の境界において浸水の

可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部及び貫通口等）を

特定し、浸水防止設備を設置することにより浸水範囲を限定

する設計とする。

b. 浸水想定範囲及びその周辺に設計基準対象施設の津波防護

対象設備がある場合は、防水区画化するとともに、必要に応

じて浸水量評価を実施し、安全機能への影響がないことを確

認する。

c. 浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、

必要に応じ排水設備を設置する。

(3) (1)(2)に規定するものの他、設計基準対象施設の津波防護対象

設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常用

取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水対

策を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため、

浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、津波による溢水を

考慮した浸水範囲及び浸水量を保守的に想定した上で、浸水防

護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開

口部及び貫通口等）を特定し、それらに対して必要に応じ浸水

対策を施す設計とする。
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(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を

防止する設計とする。そのため、海水ポンプについては、基準

津波による水位の低下に対して、海水ポンプが機能保持でき、

かつ冷却に必要な海水が確保できる設計とする。また、基準津

波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流物に対して海

水取水トンネル及び海水ポンプ室の通水性が確保でき、かつ取

水口からの砂の混入に対して海水ポンプが機能保持できる設計

とする。  
基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可

能性があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止する

ことにより水位の低下に対して海水ポンプが機能保持でき、か

つ冷却に必要な海水が確保できる設計とする。  
 (5) 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設

の津波に対する設計を行うために、津波の伝播特性及び浸水経

路等を考慮して、それぞれの施設に対して設定するものをいう。

以下同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持で

きる設計とする。また、津波監視設備については、入力津波に

対して津波監視機能が保持できる設計とする。具体的な設計内

容を以下に示す。  
a. 「津波防護施設」は、取水路防潮ゲート、放水口側防潮堤、

防潮扉、屋外排水路逆流防止設備、１号及び２号炉放水ピッ

ト止水板、潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）と

する。「浸水防止設備」は、海水ポンプ室浸水防止蓋とする。

また、「津波監視設備」は、潮位計（監視用）及び津波監視

カメラとする。「津波影響軽減施設」は、取水口カーテンウ

ォールとする。  
b. 入力津波については、基準津波の波源からの数値計算によ

り、各施設・設備の設置位置において算定される時刻歴波形

とする。数値計算に当たっては、敷地形状、敷地沿岸域の海
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底地形、津波の敷地への浸入角度、河川の有無、陸上の遡上・

伝播の効果及び伝播経路上の人工構造物等を考慮する。また、

津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切

に評価し考慮する。  
c. 津波防護施設については、その構造に応じ、波力による侵

食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する

安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波

に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。  
d. 浸水防止設備については、浸水想定範囲等における浸水時

及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性

にも配慮した上で、入力津波に対して浸水防止機能が十分に

保持できる設計とする。  
e. 津波監視設備については、津波の影響（波力及び漂流物の

衝突）に対して、影響を受けにくい位置への設置及び影響の

防止策・緩和策等を検討し、入力津波に対して津波監視機能

が十分に保持できる設計とする。  
f. 津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建

物・構築物及び設置物等が破損、倒壊及び漂流する可能性が

ある場合には、津波防護施設及び浸水防止設備に波及的影響

を及ぼさないよう、漂流防止措置又は津波防護施設及び浸水

防止設備への影響の防止措置を施す設計とする。  
g. 上記 c.、d.及び f.の設計等においては、耐津波設計上の十

分な裕度を含めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対

応した荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力及び浮力等）につ

いて、入力津波による荷重から十分な余裕を考慮して設定す

る。また、余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じ

て余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮

する。さらに、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰返

しの襲来による作用が津波防護機能及び浸水防止機能へ及

ぼす影響について検討する。  
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h. 津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当たって、津波影

響軽減施設・設備の効果を考慮する場合は、このような各施

設・設備についても、入力津波に対して津波による影響の軽

減機能が保持される設計とするとともに、上記 f.及び g.を満

たすこととする。

(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当た

っては、地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）

による影響、津波の繰返しの襲来による影響及び津波による二

次的な影響（洗掘、砂移動及び漂流物等）及び自然条件（積雪、

風荷重等）を考慮する。

(7) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに

海水ポンプの取水性の評価に当たっては、入力津波による水位

変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施する。

なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考

慮する。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場

合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地殻

変動量を考慮して安全側の評価を実施する。

取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定に当たっては、不確

かさとして潮位のゆらぎに加え、工学的余裕を考慮した安全側

の設計とする。

(8) (1)及び(4)に規定する設計のうち、基準津波３及び基準津波

４に対するものは、敷地への遡上若しくは水位の低下による海

水ポンプへの影響のおそれがある津波の第１波を網羅的に検知

できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定が必須であるた

め、基準津波３及び基準津波４を用いて取水路防潮ゲートの閉

止判断基準を設定する。

基準津波３及び基準津波４は、崩壊規模が小さくなると振幅

が小さくなり、破壊伝播速度が小さくなると振幅が小さくなっ

て周期が長くなる。

したがって、基準津波の波源としては、敷地への遡上若しく
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は水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を

全て包含する波源とするために、基準津波３及び基準津波４は、

崩壊規模及び破壊伝播速度の値を固定しない波源として策定す

る。なお、崩壊規模の上限は、判読した海底地すべり地形の崩

壊部が一度に全て崩壊する場合とし、破壊伝播速度の上限は、

Watts 他の予測式から求まる海底地すべりの速度の最大値

（Umax）とする。  

10.6.1.1.3 主要設備  
(1) 取水路防潮ゲート（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既

設）

敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの影響

のおそれがある津波が襲来した場合に、津波の敷地への遡上及び

水位の低下による海水ポンプへの影響を防止し、防護対象設備が

機能喪失することのない設計とするため、取水路防潮ゲートを設

置する（第 10.6.1.1.1 図）。取水路防潮ゲートは、防潮壁、ゲー

ト落下機構（電源系及び制御系を含む。）及びゲート扉体等で構

成され、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプへの

影響のおそれがある潮位に至る前に遠隔閉止することにより津

波の敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響を

防止する、津波防護施設かつ重要安全施設（ＭＳ－１）である。 
取水路防潮ゲートは、基準地震動による地震力に対して津波防

護機能が十分に保持できるよう設計する。また、波力による侵食

及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性

を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する津

波防護機能が十分に保持できるように設計する。設計に当たって

は、漂流物による荷重及び自然条件（積雪、風荷重等）、地震（余

震）との組合せを適切に考慮する。

取水路防潮ゲートは、操作者が常駐する１号及び２号炉中央制

御室に設置したコントロールスイッチからの遠隔閉止信号によ
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り、ゲート落下機構の機械式又は電磁式クラッチを解放し、ゲー

ト扉体を自重落下させることにより、確実に閉止できる設計とす

る。また、取水路防潮ゲートは、１号炉、２号炉、３号炉及び４

号炉共用とし、共用に当たっては、それぞれの号炉ではなく、１

号及び２号炉中央制御室において閉止信号を発信することで、津

波の襲来時においても、確実に閉止し、すべての号炉の安全性が

向上する設計とする。 

具体的には、動的機器であるゲート落下機構のクラッチ及びゲ

ート落下機構（電源系及び制御系を含む。）については多重性又

は多様性及び独立性を確保する。ゲート扉体は静的機器で津波の

継続時間は短期間であることから多重化の必要は無い。ゲート落

下機構に関する電源系は、無停電電源装置を用いることで外部電

源喪失時にもゲート自重落下が可能であり、単一故障に対して津

波防護機能を失わない設計とする。また、何らかの外乱により、

ゲート落下機構の制御系に異常が発生し、遠隔閉止信号が喪失し

た場合には、ゲート落下機構が動作することにより、ゲート扉体

が落下するフェイル・セーフ設備とし、取水路防潮ゲートの閉止

に対する信頼性を確保する。  

さらに、原子炉の運転中又は停止中に取水路防潮ゲートの作動

試験又は検査が可能な設計とする。  
なお、取水路防潮ゲート閉止時にも海水ポンプは、海水取水ト

ンネルからの取水により取水可能水位を下回らない設計とする。 

取水路防潮ゲート電源構成概念図を第 10.6.1.1.2 図に、取水路

防潮ゲート落下機構概念図を第 10.6.1.1.3 図に示す。  
 (2) 放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設） 

変更前の「(2) 放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号炉

共用、既設）」の記載に同じ。  
(3) 防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  

変更前の「(3) 防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、既

設）」の記載に同じ。  
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(4) 屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号及び４号炉共用、

既設）  

変更前の「(4) 屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号及

び４号炉共用、既設）」の記載に同じ。  
(5) １号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２号、３号及び４号

炉共用、既設） 

変更前の「(5) １号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２号、

３号及び４号炉共用、既設）」の記載に同じ。  
(6) 海水ポンプ室浸水防止蓋（３号及び４号炉共用）  

変更前の「 (6) 海水ポンプ室浸水防止蓋（３号及び４号炉共

用）」の記載に同じ。  
(7) 潮位計（防護用）（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既

設）  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準にかかわる情報を入手し、１

号及び２号炉中央制御室並びに中央制御室へ警報を発信するた

め、潮位計（防護用）を設置する。  
潮位計（防護用）は、潮位検出器及び監視モニタ等（電源系含

む）で構成される。潮位計（防護用）は、１号及び２号炉中央制

御室並びに中央制御室において、取水路防潮ゲートの閉止判断基

準を検知するため、4 台の潮位計（防護用）のうち 1 台の潮位計

（防護用）において観測潮位が 10 分以内に 0.5m 以上下降、又は

上昇した時点で警報発信する。また、１号及び２号炉当直課長と

３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津波防護用）を用いた連携

により、１号及び２号炉中央制御室における取水路防潮ゲートの

閉止操作に必要な情報を運転員に提示する設計とする。これによ

り、運転員は、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポン

プへの影響のおそれがある潮位に至る前に取水路防潮ゲートを

遠隔閉止し、津波の敷地への遡上及び水位の低下による海水ポン

プへの影響を防止することから、潮位計（防護用）は取水路防潮

ゲートの直接関連系であり、津波防護施設である。また、取水路
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防潮ゲートと同等の多重性、独立性、耐震性等を有する設計とす

る。  

潮位計（防護用）は、各号炉の海水ポンプ室前面の入力津波高

さ（１号炉：T.P.＋2.6m、２号炉：T.P.＋2.6m、３号及び４号炉：

T.P.＋2.9m）に対して波力及び漂流物の影響を受けない位置に設

置し、津波防護機能が十分に保持できる設計とする。また、基準

地震動に対して、機能を喪失しない設計とする。設計に当たって

は、自然条件（積雪、風荷重等）との組合せを適切に考慮する。 
さらに、原子炉の運転中又は停止中に潮位計（防護用）の試験

が可能な設計とする。  

潮位計（防護用）の概念図を第 10.6.1.1.8 図に示す。  
(8) 衛星電話（津波防護用）（１号、２号、３号及び４号炉共用、一

部既設）  
取水路防潮ゲートの閉止判断基準に到達したことを１号及び

２号炉当直課長並びに３号及び４号炉当直課長が把握するため

に、衛星電話（津波防護用）を設置する。  
衛星電話（津波防護用）は、衛星電話（津波防護用）本体で

構成される。衛星電話（津波防護用）は、ＭＳ－１設備である

取水路防潮ゲートと同等の設計にすることから、１号及び２号

炉中央制御室並びに中央制御室のそれぞれにおいて、多重化（2
台目）し、またこれに加えて信頼性向上を図る（試験可能性を

考慮する）設計（3 台目）とする。また、１号及び２号炉当直

課長と３号及び４号炉当直課長の衛星電話（津波防護用）を用

いた連携により、中央制御室における取水路防潮ゲートの閉止

操作に必要な情報を運転員に提示する設計とする。これにより、

運転員は、敷地への遡上若しくは水位の低下による海水ポンプ

への影響のおそれがある潮位に至る前に取水路防潮ゲートを遠

隔閉止し、津波の敷地への遡上及び水位の低下による海水ポン

プへの影響を防止することから、衛星電話（津波防護用）は取

水路防潮ゲートの直接関連系であり、津波防護施設である。ま
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た、取水路防潮ゲートと同等の多重性、独立性、耐震性等を有

する設計とする。  

衛星電話（津波防護用）は、各号炉の海水ポンプ室前面の入

力津波高さ（１号炉：T.P.＋2.6m、２号炉：T.P.＋2.6m、３号

及び４号炉：T.P.＋2.9m）に対して波力及び漂流物の影響を受

けない位置に設置し、津波防護機能が十分に保持できる設計と

する。また、基準地震動に対して、機能を喪失しない設計とす

る。設計に当たっては、自然条件（積雪、風荷重等）との組合

せを適切に考慮する。  
さらに、原子炉の運転中又は停止中に衛星電話（津波防護用）

の試験が可能な設計とする。  
衛星電話（津波防護用）の概念図を第 10.6.1.1.8 図に示す。  

上記(1)～(8)の各施設・設備における許容限界は、地震後、津

波後の再使用性や、津波の繰返し作用を想定し、止水性の面も踏

まえることにより、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するよう、各施設・設備を構成する材料が弾性域内に収ま

ることを基本とする。  
各施設・設備等の設計、評価に使用する津波荷重の設定につい

ては、入力津波が有する数値計算上の不確かさ及び各施設・設備

等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確

かさを考慮する。  
入力津波が有する数値計算上の不確かさの考慮に当たっては、

各施設・設備の設置位置で算定された津波の高さを安全側に評価

して入力津波を設定することで、不確かさを考慮する。  
各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に

介在する不確かさの考慮に当たっては、入力津波の荷重因子であ

る浸水高、速度、津波波力等を安全側に評価することで、不確か

さを考慮し、荷重設定に考慮している余裕の程度を検討する。  
津波波力の算定においては、国土交通省の暫定指針等に記載さ

れている津波波力算定式等、幅広く知見を踏まえて、十分な余裕
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を考慮する。

漂流物の衝突による荷重の評価に際しては、津波の流速による

衝突速度の設定における不確実性を考慮し、流速について十分な

余裕を考慮する。

津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計において、

基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性がある余震（地震）

についてそのハザードを評価した結果、基準津波の波源である若

狭海丘列付近断層及びＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層について、

その活動に伴い発生する余震による荷重を設定する。

余震荷重については、基準津波の継続時間のうち最大水位変化

を生起する時間帯（基準津波１：地震発生後約 1 時間後、基準

津波２：地震発生後 10～20 分後）を踏まえ過去の地震データを

抽出・整理することにより余震の規模を想定し、余震としてのハ

ザードを考慮した安全側の評価として、この余震規模から求めた

地震動に対してすべての周期で上回る地震動を既に時刻歴波形

を策定している弾性設計用地震動の中から設定する。

余震荷重と津波荷重の組合せについては、入力津波が若狭海丘

列付近断層による津波で決まる場合は、弾性設計用地震動 Sd－

5H（NS）及び Sd－5V を余震荷重として津波荷重と組み合わせ

る。入力津波がＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層で決まる場合は、

弾性設計用地震動 Sd－1 を余震荷重として津波荷重と組み合わ

せる。なお、入力津波の波源が複数あるため、他方の組合せも必

要に応じて検討する。

放水口側防潮堤及び防潮扉は、堆積層及び盛土の上に設置され

ており、基準地震動が作用した場合設置位置周辺の地盤が液状化

する可能性があることから、基礎杭に作用する側方流動力の影響

を考慮し、津波防護機能が十分保持できるように設計する。

10.6.1.1.4 主要仕様  
第 10.6.1.1.1 表を変更する。第 10.6.1.1.1 表以外は変更前の
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「10.6.1.1.4 主要仕様」の記載に同じ。  

10.6.1.1.6 手順等  
(1) 取水路防潮ゲート閉止手順

大津波警報が発表された場合に津波の敷地への遡上及び水位

の低下による海水ポンプへの影響を防止するため、１号及び２号

炉当直課長の取水路防潮ゲート閉止の判断に基づき、１号及び２

号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の連携により、１～４号

炉循環水ポンプ停止操作（プラント停止）、１号及び２号炉中央

制御室からの取水路防潮ゲート閉止を実施する手順を整備し、的

確に実施する。

(2) 地震加速度高により原子炉がトリップし、かつ津波警報等が発

表された場合には、水位の低下による海水ポンプへの影響を防止

するため、１号及び２号炉当直課長の１～４号炉循環水ポンプ停

止判断に基づき、１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直

課長の連携により、１～４号炉循環水ポンプ停止を実施する手順

を整備し、的確に実施する。

(3) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知した場合に津波の敷

地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響を防止す

るため、１号及び２号炉当直課長の取水路防潮ゲート閉止の判断

に基づき、１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課長の

衛星電話（津波防護用）を用いた連携により、１～４号炉循環水

ポンプ停止操作（プラント停止）、１号及び２号炉中央制御室か

らの取水路防潮ゲート閉止を実施する手順を整備し、的確に実施

する。

(4) (3) にて整備する手順により、津波の敷地への遡上及び水位の

低下による海水ポンプへの影響を防止するが、これに加え、可能

な限り早期に津波に対応するための手順を整備する。具体的には、

「発電所構外において、敷地への遡上若しくは水位の低下による

海水ポンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、その後、
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4 台の潮位計（防護用）のうち、2 台の観測潮位がいずれも 10 分

以内に 0.5m 以上下降すること、又は 10 分以内に 0.5m 以上上昇

すること。」を１号及び２号炉当直課長と３号及び４号炉当直課

長の衛星電話（津波防護用）を用いた連携により確認した場合は、

１～４号炉循環水ポンプ停止操作（プラント停止）、１号及び２

号炉中央制御室からの取水路防潮ゲート閉止を実施する手順を

整備し、的確に実施する。

取水路防潮ゲートの保守作業中に、発電所構外において津波と

想定される潮位の変動を観測した場合は、津波の敷地への遡上及

び水位の低下による海水ポンプへの影響を防止するため直ちに

ゲート保守作業を中断し、作業前の状態に復旧する手順を整備し、

的確に実施する。

また、発電所構外において、津波と想定される潮位の変動を観

測した場合は、津波防護施設に影響を及ぼさない設計とするため

に、車両退避の成立性を踏まえた手順を整備し、的確に実施する。

さらに、可能な限り早期に津波に対応するため、ゲート落下機構

の確認等を行う手順を整備し、的確に実施する。

(5) 防潮扉については、原則閉運用とするが、開放後の確実な閉止

操作、中央制御室における閉止状態の確認及び閉止されていない

状態が確認された場合の閉止操作の手順に基づき、的確に実施す

る。

(6) 水密扉については、開放後の確実な閉止操作、中央制御室にお

ける閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認された場

合の閉止を実施する手順を整備し、的確に実施する。

(7) 燃料等輸送船に関し、津波警報等が発表された場合において、

荷役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させるとともに、

緊急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を整

備し、的確に実施する。一方、津波警報等が発表されず、かつ、

荷役中に発電所構外にて、津波と想定される潮位の変動を観測し

た場合において、荷役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退
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避させるとともに、係留強化する船側と情報連絡を行う手順を整

備し、的確に実施する。また、荷役中以外に、発電所構外にて津

波と想定される潮位の変動を観測した場合において、緊急離岸す

る船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を整備し、的確に

実施する。

(8) 津波監視カメラ及び潮位計（監視用）による津波の襲来状況の

監視に係る運用手順を整備し、的確に実施する。

(9) 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び津波影響軽減

施設については、各施設及び設備に要求される機能を維持するた

め、適切な保守管理を行うとともに、故障時においては補修を行

う。 

(10) 津波防護に係る手順に関する教育並びに津波防護施設、浸水

防止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施設の保守管理に関す

る教育を定期的に実施する。
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10.6.1.2 重大事故等対処施設  
10.6.1.2.2 設計方針  

重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等の対処への

機能が損なわれるおそれがない設計とする。

津波から防護する設備は、重大事故等対処施設、可搬型重大事故

等対処設備、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備（以下

「重大事故等対処施設の津波防護対象設備」という。）とする。

耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水

防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包す

る建屋及び区画の設置された敷地において、基準津波による遡

上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また、取

水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。具体的

な設計内容を以下に示す。

a. 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸

水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内

包する建屋及び区画並びに海水ポンプ室については基準津波

による遡上波が到達するおそれがあるため、津波防護施設及

び浸水防止設備を設置し、基準津波による遡上波を地上部か

ら到達又は流入させない設計とする。

基準津波３及び基準津波４は、津波警報等が発表されない可

能性があることから、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を検知

した場合に、津波襲来と判断し、取水路防潮ゲートを閉止する

ことにより、遡上波を地上部から到達又は流入させない設計と

する。

b. 上記 a.の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「10.6.1.1

設計基準対象施設」を適用する。

c. 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性のあ

る経路（扉、開口部、貫通口等）を特定し、必要に応じて実

施する浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を
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適用する。  
(2) 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮

の上、漏水による浸水範囲を限定して、重大事故等に対処する

ために必要な機能への影響を防止する設計とする。具体的には

「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  
(3) (1)(2)に規定するものの他、重大事故等対処施設の津波防護対

象設備（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び非常

用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画については、浸水

対策を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのた

め、浸水防護重点化範囲の明確化するとともに、必要に応じて

実施する浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を

適用する。  
(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響を防止する設計とする。そのため、海水

ポンプについては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 
また、大容量ポンプ及び送水車については、基準津波による

水位の変動に対して取水性を確保でき、取水口からの砂の混入

に対して、各ポンプが機能保持できる設計とする。  

(5) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持に

ついては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  
(6) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに海

水ポンプ等の取水性の評価における入力津波の評価に当たって

は、「10.6.1.1 設計基準対象施設」に対する耐津波設計を適用す

る。  
(7) 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水

位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅

的に検知できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定につい

ては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  
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10.6.1.2.4 主要仕様  
第 10.6.1.1.1 表を変更する。第 10.6.1.1.1 表以外は変更前の

「10.6.1.2.4 主要仕様」の記載に同じ。  
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10.6.1.3 特定重大事故等対処施設  
10.6.1.3.2 設計方針  

特定重大事故等対処施設は、基準津波に対して原子炉補助建屋等

への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してそ

の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。

津波から防護する設備は、特定重大事故等対処施設、津波防護施

設、浸水防止設備及び津波監視設備（以下「特定重大事故等対処施

設の津波防護対象設備」という。）とする。

耐津波設計に当たっては、以下の方針とする。

(1) 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を内包する建屋及び区画

の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から

到達又は流入させない設計とする。また、取水路及び放水路等の

経路から流入させない設計とする。基準津波３及び基準津波４は、

津波警報等が発表されない可能性があることから、取水路防潮ゲ

ートの閉止判断基準を検知した場合に、津波襲来と判断し、取水

路防潮ゲートを閉止することにより、遡上波を地上部から到達又

は流入させない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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b. 特定重大事故等対処施設の津波防護対象設備（津波防護施設、

浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を内包する建屋及び区

画については基準津波による遡上波が地上部から到達又は流入

するおそれがあるため、津波防護施設及び浸水防止設備を設置

し、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない

設計とする。

c. 上記 b.の遡上波の到達防止に当たっての検討は、「10.6.1.1 設
計基準対象施設」を適用する。

d. 取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性のあ

る経路（扉、開口部、貫通口等）を特定し、必要に応じて実施

する浸水対策については、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用

する。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) (1)に規定するもののほか、特定重大事故等対処施設の津波防護

対象設備（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）

を内包する建屋及び区画については、浸水対策を行うことにより

津波による影響等から隔離する。そのため、浸水防護重点化範囲

を明確化するとともに、必要に応じて実施する浸水対策について

は、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  

(3) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持に

ついては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。

(4) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっ

ては、「10.6.1.1 設計基準対象施設」に対する耐津波設計を適用す

る。

(5) 基準津波３及び基準津波４を用いて敷地への遡上若しくは水位

の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波を網羅的に

検知できる取水路防潮ゲートの閉止判断基準の設定については、

「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。  

10.6.1.3.4 主要仕様  
第 10.6.1.1.1 表を変更する。第 10.6.1.1.1 表以外は変更前の

「10.6.1.2.4 主要仕様」の記載に同じ。  
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10.13 通信連絡設備  
10.13.1.3 主要設備  

10.13.1.3.1 通信連絡設備（１号、２号、３号及び４号炉共用）  
(1) 設計基準事故が発生した場合において、中央制御室等から人

が立ち入る可能性のある原子炉補助建屋、タービン建屋等の建

屋内外各所の者への操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザ

ー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うこ

とができる設備として、警報装置である事故一斉放送装置及び

多様性を確保した通信設備（発電所内）である運転指令設備、

電力保安通信用電話設備、衛星電話（津波防護用）等を設置又

は保管する。また、緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）へ事

故状態等の把握に必要なデータを伝送できるデータ伝送設備

（発電所内）として、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

及びＳＰＤＳ表示装置を設置する。  

事故一斉放送装置及び運転指令設備については、１号及び２

号炉並びに３号及び４号炉を相互に接続でき、発電所内の全て

の人に対し通信連絡できる設計とする。  
衛星電話（津波防護用）については、１号及び２号炉中央制

御室並びに３号及び４号炉中央制御室を相互に接続し、通信連

絡できる設計とする。  
なお、警報装置、通信設備（発電所内）及びデータ伝送設備

（発電所内）については、非常用所内電源又は無停電電源に接

続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 
(2) 設計基準事故が発生した場合において、発電所外の原子力事

業本部、本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の必要箇

所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる

設備として、加入電話、衛星電話（携帯）等の通信設備（発電

所外）を設置又は保管する。また、発電所内から発電所外の緊

急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送で

きるデータ伝送設備（発電所外）として、安全パラメータ表示
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システム（ＳＰＤＳ）及び安全パラメータ伝送システムを設置

する。

通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）につ

いては、有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式の多様

性を備えた構成の専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を

受けることなく常時使用できる設計とする。

なお、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）

については、非常用所内電源又は無停電電源に接続し、外部電

源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。

さらに、通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所

外）については、定期的に点検を行うとともに、専用通信回線

及びデータ伝送設備（発電所外）の常時監視を行うことにより、

常時使用できることを確認する。

10.13.1.4 主要仕様  
第 10.13.1.2 表を変更する。第 10.13.1.2 表以外は変更前の「主要  

仕様」の記載に同じ。

10.13.2.3 主要設備及び仕様  
第 10.13.2.1 表を変更する。第 10.13.2.1 表以外は変更前の「主要  

仕様」の記載に同じ。
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第 10.6.1.1.1 表 浸水防護設備の設備仕様  

(1) 取水路防潮ゲート（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）

種 類 防潮壁

材 料 鉄筋コンクリート、鋼材

個 数 1 

種 類 無停電電源装置

個 数 6 
容 量 約 1kVA 

出力電圧 100V 

(2) 放水口側防潮堤（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

種 類 防潮堤

材 料 セメント改良土、鋼材、鋼管杭鉄筋コンクリート

個 数 1 

(3) 防潮扉（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

種 類 防潮堤

材 料 鋼管杭、アルミニウム合金鉄筋コンクリート

個 数 1 

(4) 屋外排水路逆流防止設備（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

種 類 逆流防止蓋（フラップゲート）

材 料 ステンレス鋼

個 数 5 
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(5) １号及び２号炉放水ピット止水板（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設） 

種 類 止水板  
材 料 鋼材、鉄筋コンクリート  
個 数 2 

 
(6) 海水ポンプ室浸水防止蓋（３号及び４号炉共用）  

種 類 閉止蓋  
材 料 ステンレス鋼  
個 数 80 

 
(7) 潮位計（防護用）（潮位検出器、監視モニタ（電源系含む））  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  
（「津波監視設備」と一部兼用及び「計測制御系統施設」と兼用）  

種 類          非接触式検出器  
計測範囲          E.L.－9.9m ~ E.L.+6.6m 

（１号炉・２号炉）  
E.L.－4.0m ~ E.L.+4.0m 

（３号炉・４号炉）  
個 数 4 

 
種 類 監視モニタ  

個 数 4 

 
(8) 衛星電話（津波防護用）  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

（「通信連絡設備」及び「緊急時対策所」と一部兼用並びに「計測制御系統

施設」と兼用）  
設  備  名  衛星電話（津波防護用）  
使 用 回 線  衛星回線  
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個  数 6 
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第 10.13.1.2 表 通信設備（発電所内）の仕様  
通信 
種別 主要設備 電源 通信回線 

通
信
設
備
（
発
電
所
内
） 

所
内 

運転指令設備  非常用所内電源 
通信用無停電電源装置 － 

電力保安通信用電

話設備 

保安電話（固定）

（注１） 
常用所内電源 
通信用無停電電源装置 

－ 
保安電話（携帯）

（注１） 

常用所内電源 
通信用無停電電源装置 
充電池 

トランシーバー 充電池 
乾電池 

携行型通話装置 乾電池 

衛星電話 

固定（注１） 

非常用所内電源 
緊急時対策所無停電電源装置 
衛星電話用無停電電源装置 
蓄電池 衛星系回線 

（通信事業者回線） 
津波防護用 
（注３） 非常用所内電源 

携帯（注１） 充電池 

無線通話装置（注２） 

固定：常用所内電源 
非常用所内電源 
通信用無停電電源装置  

車載：移動式放射能測定装置

（モニタ車）の車用蓄電

池  

無線系回線 

（注１）：発電所外用（社内及び社外）と共用。  
（注２）：発電所外用（社内）と共用。  

（注３）：衛星電話（固定）と一部兼用。  
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第 10.13.2.1 表 通信連絡設備（重大事故等時）（常設）の設備仕様  

 
(1) 衛星電話（固定）（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

兼用する設備は以下のとおり。  
・緊急時対策所  
・通信連絡設備  

・津波防護施設（一部兼用）  
・計測制御系統施設（一部兼用）  

設 備 名  衛星電話（固定）  
使 用 回 線  衛星系回線  

個 数  一式  

 
(2) 緊急時衛星通報システム（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

兼用する設備は以下のとおり。  

・緊急時対策所  
・通信連絡設備  

設 備 名  緊急時衛星通報システム  
使 用 回 線  衛星系回線  

個 数  一式  

 
(3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備  

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）  

兼用する設備は以下のとおり。  
・緊急時対策所  
・通信連絡設備  

設 備 名  ＴＶ会議システム  

使 用 回 線  有線系回線、衛星系回線  
個 数  一式  

 
設 備 名  ＩＰ電話  
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使 用 回 線 有線系回線

個 数 一式

設 備 名 ＩＰ電話

使 用 回 線 衛星系回線

個 数 一式

設 備 名 ＩＰ－ＦＡＸ

使 用 回 線 有線系回線

個 数 一式

設 備 名 ＩＰ－ＦＡＸ

使 用 回 線 衛星系回線

個 数 一式

(4) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

（１号、２号、３号及び４号炉共用、一部既設）

兼用する設備は以下のとおり。

・計装設備（重大事故等対処設備）

・緊急時対策所

・通信連絡設備

設 備 名 安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）

使 用 回 線 有線系回線、無線系回線

個 数 一式

(5) 安全パラメータ伝送システム

（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所
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・通信連絡設備  
設 備 名  安全パラメータ伝送システム  

使 用 回 線  有線系回線、衛星系回線  
個 数  一式  

 
(6) ＳＰＤＳ表示装置（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

兼用する設備は以下のとおり。  
・計装設備（重大事故等対処設備）  
・緊急時対策所  
・通信連絡設備  

設 備 名  ＳＰＤＳ表示装置  
個 数  一式  
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第 10.6.1.1.8 図 潮位計（防護用）及び衛星電話（津波防護用）概念図
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添付書類十の一部補正



 

添付書類十を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 
10(1)-5-5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
下 7 行～ 
下 3 行 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
大津波警報が発表さ

れた場合、原則として循
環水ポンプの停止、取水
路防潮ゲートの閉止、原
子炉の停止及び冷却操作
を行う手順を整備する。

また、「4 台の潮位計（防
護用）のうち、2 台の観
測潮位がいずれも 10 分
以内に 0.5m以上下降し、
その後、最低潮位から 10

分以内に 0.5m 以上上昇

すること、又は 10 分以
内に 0.5m 以上上昇し、
その後、最高潮位から 10

分以内に 0.5m 以上下降
すること並びに発電所構

外において、敷地への遡
上若しくは水位の低下に
よる海水ポンプへの影響
のおそれがある潮位の変
動を観測し、その後、4

台の潮位計（防護用）の
うち、2 台の観測潮位が
いずれも 10 分以内に
0.5m 以上下降すること、
又は 10 分以内に 0.5m 以
上上昇すること。」を１

号及び２号炉当直課長と

３号及び４号炉当直課長
の   連携により確認
（以下、この条件成立の
確認を「取水路防潮ゲー
トの閉止判断基準等を検
知」という。）した場合、
循環水ポンプの停止、取
水路防潮ゲートの閉止、
原子炉の停止及び冷却操
作を行う手順を整備す

る。  

 
大津波警報が発表さ

れた場合、原則として循
環水ポンプの停止、取水
路防潮ゲートの閉止、原
子炉の停止及び冷却操作
を行う手順を整備する。

また、「4 台の潮位計（防
護用）のうち、2 台の観
測潮位がいずれも 10 分
以内に 0.5m以上下降し、
その後、最低潮位から 10

分以内に 0.5m 以上上昇

すること、又は 10 分以
内に 0.5m 以上上昇し、
その後、最高潮位から 10

分以内に 0.5m 以上下降
すること並びに発電所構

外において、敷地への遡
上若しくは水位の低下に
よる海水ポンプへの影響
のおそれがある潮位の変
動を観測し、その後、4

台の潮位計（防護用）の
うち、2 台の観測潮位が
いずれも 10 分以内に
0.5m 以上下降すること、
又は 10 分以内に 0.5m 以
上上昇すること。」を１

号及び２号炉当直課長と

３号及び４号炉当直課長
の衛星電話（津波防護用）
を用いた連携により確認
（以下、この条件成立の
確認を「取水路防潮ゲー
トの閉止判断基準等を検
知」という。）した場合、
循環水ポンプの停止、取
水路防潮ゲートの閉止、
原子炉の停止及び冷却操

作を行う手順を整備す
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大津波警報が発表され
た場合又は取水路防潮ゲ
ートの閉止判断基準等を
検知した場合、所員の高
台への避難及び水密扉の
閉止を行い、津波監視カ
メラ及び潮位計（監視用）
による津波の継続監視を
行う手順を整備する。  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。  

大津波警報が発表され
た場合又は取水路防潮ゲ
ートの閉止判断基準等を
検知した場合、所員の高
台への避難及び水密扉の
閉止を行い、津波監視カ
メラ及び潮位計（監視用）
による津波の継続監視を

行う手順を整備する。  
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
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下 8 行～ 
下 4 行 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大津波警報が発表され
た場合、原則として循環
水ポンプの停止、取水路
防潮ゲートの閉止、原子
炉の停止及び冷却操作を
行う手順を整備する。ま
た、「4 台の潮位計（防
護用）のうち、2 台の観

測潮位がいずれも 10 分
以内に 0.5m以上下降し、
その後、最低潮位から 10

分以内に 0.5m 以上上昇
すること、又は 10 分以
内に 0.5m 以上上昇し、

その後、最高潮位から 10

分以内に 0.5m 以上下降
すること並びに発電所構
外において、敷地への遡
上若しくは水位の低下に

よる海水ポンプへの影響
のおそれがある潮位の変
動を観測し、その後、4

台の潮位計（防護用）の
うち、2 台の観測潮位が
いずれも 10 分以内に
0.5m 以上下降すること、
又は 10 分以内に 0.5m 以
上上昇すること。」を１
号及び２号炉当直課長と
３号及び４号炉当直課長
の   連携により確認

（以下、この条件成立の
確認を「取水路防潮ゲー
トの閉止判断基準等を検
知」という。）した場合、
循環水ポンプの停止、取
水路防潮ゲートの閉止、
原子炉の停止及び冷却操
作を行う手順を整備す
る。 

大津波警報が発表され
た場合又は取水路防潮ゲ

 
大津波警報が発表され

た場合、原則として循環
水ポンプの停止、取水路
防潮ゲートの閉止、原子
炉の停止及び冷却操作を
行う手順を整備する。ま
た、「4 台の潮位計（防
護用）のうち、2 台の観

測潮位がいずれも 10 分
以内に 0.5m以上下降し、
その後、最低潮位から 10

分以内に 0.5m 以上上昇
すること、又は 10 分以
内に 0.5m 以上上昇し、

その後、最高潮位から 10

分以内に 0.5m 以上下降
すること並びに発電所構
外において、敷地への遡
上若しくは水位の低下に

よる海水ポンプへの影響
のおそれがある潮位の変
動を観測し、その後、4

台の潮位計（防護用）の
うち、2 台の観測潮位が
いずれも 10 分以内に
0.5m 以上下降すること、
又は 10 分以内に 0.5m 以
上上昇すること。」を１
号及び２号炉当直課長と
３号及び４号炉当直課長
の衛星電話（津波防護用）

を用いた連携により確認
（以下、この条件成立の
確認を「取水路防潮ゲー
トの閉止判断基準等を検
知」という。）した場合、
循環水ポンプの停止、取
水路防潮ゲートの閉止、
原子炉の停止及び冷却操
作を行う手順を整備す
る。 

大津波警報が発表され
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頁 行 補 正 前 補 正 後 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ートの閉止判断基準等を
検知した場合、所員の高
台への避難及び水密扉の
閉止を行い、津波監視カ
メラ及び潮位計（監視用）
による津波の継続監視を
行う手順を整備する。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

た場合又は取水路防潮ゲ
ートの閉止判断基準等を
検知した場合、所員の高
台への避難及び水密扉の
閉止を行い、津波監視カ
メラ及び潮位計（監視用）
による津波の継続監視を
行う手順を整備する。 
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